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序章  
 
1．問題意識および研究の意義 
 
 筆者は、大学を卒業後の 1981 年に、本論文の調査対象企業 E 社の前身である国内の生命

保険会社 X 社に就職した。X 社は、バブル経済崩壊後に経営不振に陥り、その打開を目的

に P グループと資本提携を行い、1998 年に P グループとの合弁会社 E 社を立ち上げたが

1999 年に X 社が経営破綻して以降、E 社は P、Q、R グループによる M&A の変遷を経験

することになった。P、Q、R グループは、いずれもアメリカ企業を親会社とする多国籍企

業であり、それぞれの M&A 当時、世界的優良企業に位置づけられた企業グループである1。 
1990 年代後半から 2000 年代にかけては、日本経済が長期的な停滞局面にあり国内企業が

活力を失う一方、アメリカ経済の一人勝ちの状況が続いており、アメリカ型の企業経営ス

タイルが世界のベストプラクティスとして称賛されていた時代であった。そのような時代

背景の中で M&A が繰り返された E 社の経営システムは、当然のことながらアメリカ親会

社の影響を直接受けて、日本的な経営システムから大きく構造変化した。 
 P、Q、R グループは、いずれもアメリカの企業グループであり、コーポレート・ガバナ

ンスや雇用システムは共通点が多い。株主中心のガバナンス体制、リスク管理やコンプラ

イアンスを重視した内部管理体制、ペイフォージョブ、ペイフォーパフォーマンスを軸と

した人材マネジメント(HRM: Human Resource Management)等の大きな枠組みはアメリ

カ系企業に共通の仕組みである。しかし、たとえばリスク管理に関して、ポリシーや組織

体制などの管理のためのフレームワークは似ていても、リスク選好(risk appetite)が異なる

企業間のリスク戦略が大きく異なるように2、同じペイフォーパフォーマンスの方針を掲げ

ていても、P、Q、R グループの具体的な人材マネジメントのあり方には異なる点が多く、

各グループの M&A の都度、新たなグループによる統合過程の中で前グループの人材マネジ

メントの下での HR ポリシーや人事慣行の多くは否定または無視され、新たなグループの

慣行や施策に取って代わられた。 
 ところで、P グループはグローバルに共通の HR ポリシー3を持ち、独自の人材マネジメ

                                                   
1 P グループがE 社を Qグループに売却した 2003 年当時の両グループのスタンダード&プ

アーズ社による格付けは最高級の AAA であった。また、2014 年 9 月現在の R グループの

スタンダード&プアーズ社による格付けは AA-である。 
2 P、Q、R グループの間には、投資哲学に関して明らかな方針の違いがあり、市場リスク

や為替リスクを取らず、信用リスクに関しても安全重視の P、R グループに対し、柔軟な運

用により超過リターンを狙う Q グループという対比が見られた。この投資方針の違いが、

ザブプライム問題に端を発したリーマンショックに関連する損失額に影響し、Q グループ

の米国親会社の経営危機を招き、米国連邦政府から公的資金の注入を受けることになり、R
グループによる M&A の契機となった。 
3 HR ポリシー(Human Resource Policies)は、企業の人材に対する見方や価値観を示す概

念であり、HR ポリシーが示すその価値観の影響を受けて、下位概念である人事施策(HR 
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ントを展開する企業グループであった。P、Q グループ間の M&A に際し、Q グループが P
グループと異種で独自の HR ポリシーを持つならば、別の人材マネジメントに取って代わ

ることは、企業の方針や制度の違いとしてある意味当然の変化であろう。しかし実際には、

第 2 章以降で詳述するとおり、Q グループでは、現地の従業員政策は現地経営陣に委ねら

れており、Q グループ共通の HR ポリシーは存在していなかった。グループ共通の HR ポ

リシーを持たないグローバル企業が、人材マネジメントを含めてうまく経営活動を行い、

持続的に利益を上げ続けてきたということは、HR ポリシーより上位の概念である経営戦略

が一貫しているからと推測できる。しかし、一言で経営戦略といってもその概念は幅広く、

意味するところは多岐にわたり(アンゾフ, 1969; Porter, 1980, 1985; チャンドラー, 2004
等)4、人材マネジメントを規定する経営戦略が何であるかについて必ずしも特定されている

わけではない。 
 株主利益を最大限追求するアメリカ企業では、利益目標が明確に設定されていて、一貫

した利益指標の推移によりマーケットに対して成長をアピールすることが一般的である5。

株主利益を重視するガバナンスの下では、利益の追求のための経営システム―組織体制、

権限構造、人材マネジメント―が組み立てられ、商品戦略や販売戦略が構築される。した

がって、各企業グループの HRM システムも、グループの利益追求のための人材マネジメ

ントが反映したものであるはずであり、各グループの利益の追求の仕方の違いと HRM シ

ステムの関係を分析することで、グローバル企業の経営戦略と人材マネジメントの関係を

理解することができるのではないか。これが本研究の問題意識である。 
グ ロ ー バ ル な 人 材 マ ネ ジ メ ン ト (IHRM: International Human Resource  

Management)に関しては、近年、多国籍企業の HRM や海外進出した日本企業の人事管理

を分析した研究は日米とも多く見られる(Becker and Huselid, 1998; Bowen and Ostroff,  
2004; De Cieri et al., 2001; Schuler et al., 1993; 安保, 1988; 笠原, 2012; 高木, 2012 など)。
これらの研究は、グローバル統合、現地適応の観点から HRM システムをとらえるもの、

グローバル競争の下で組織のハイブリッド化が進むととらえるもの、グローバリゼーショ

ンの力とホスト国のビジネスシステムの間の複雑な相互作用の結果と見るもの等、視点や

アプローチの方法は多岐にわたっている。しかしながら、いずれも、コーポレート・ガバ

ナンスや雇用システムの多様化と収斂に関するマクロな議論の枠組みの下で、HRM システ

ムの変化の観察を中心に組み立てられた議論を展開しているように見えるが、グローバル

                                                                                                                                                     
Practices)や人事プログラム(HR Program)が運用される(Schuler, 1992、Koch and 
McGrath, 1996)。 
4 ブラットン=ゴールド(2009)によると、経営戦略とは「業績目標を達成するために組織の

上層部によって企てられた意思決定と行動の特定パターン」であり、全社レベル、事業レ

ベル、職能レベルの戦略があるという。 
5 P グループは ROE 年 15%が目標とされていた。Q グループはプロフィット・マージンの

推移を重視し、R グループでは、IRR(Interest Return Rate: ROE の代替指標)という固有

の指標で年 12%が目標とされている。 
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に事業展開する企業グループの経営戦略や人材戦略を、企業の内側からミクロな視点で観

察して実証的に検証する研究は少ない。 
本論文では、アメリカ企業グループの M&A により数度にわたり経営主体が変更した調査

対象企業の人材マネジメントの変遷の検証を通じて、各企業グループにおける経営戦略―

特に、利益の追求の仕方―と、HRM システムの整合性に着目することで、グローバル企業

の人材マネジメントの特徴を明らかにすることを目的とする。 
最近のわが国における外資系企業に関する調査・研究は、多数の外資系企業の労働条件

や労使関係等の実態調査結果の報告や6、日本企業と外資系企業の比較の観点から人事管理

システムの違いを調査した研究等がある7。これらの調査・研究の多くは外資系企業の定性

的な特徴の分析を中心としたもので、日本企業との対比において日本企業の人事・労務関

係の傾向の変化や将来に向けたトレンドを分析するうえで非常に有用であるが、外資系企

業の特徴の本質を読み解くには、さらに個別企業の実際の意思決定のプロセスやマネジメ

ントの取組みの検証が必要と思われる。 
本論文の事例研究では、調査対象企業の M&A の変遷を企業の内部から観察していた立場

の関係者のインタビュー結果の分析を重視している。そこでは、外部からの観察だけでは

得られにくい、経営主体の変遷を一貫して内部の立場で経験した者だからこそ把握できる

企業グループ間の財務的特徴の差異や人材マネジメントの考え方の違いが浮き彫りになっ

た。このように、企業内部の視点を掘り下げたところから外資系企業の特徴を分析するこ

とを試みる点においても、本論文が従来の研究を補う新たな視座を加えることになると考

える。 
 

2. 研究方法 
 
 本論文は調査対象企業の事例研究を通じて、外資系企業による従業員の雇用と処遇に関

するマネジメントに関して実証的に分析し、外資系企業における経営戦略と人材マネジメ

ントの整合性を検証する。議論の対象に取り上げる人材マネジメントは、M&A 後の統合過

程における人員適正化のプロセスと、アメリカの人事制度に共通する特徴であるペイフォ

ーパフォーマンスにかかる報酬制度の 2 つである。 
アメリカ企業の M&A 活動は、以前は水平・垂直統合や「時間を買う」ことを目的とした

規模の経済や範囲の経済を追求することを目的としたものが多かったが、1990 年代のコー

ポレードガバナンスの概念が確立するに伴い、それ以降の M&A では企業価値の創造に視点

を置いた M&A が増えており、財務的価値の増大に加えて戦略的価値を追求しているという

8。M&A 統合過程における人員適正化は、企業にとっては M&A のコストシナジー効果の

                                                   
6労働政策研究・研修機構 (2005)等 
7 平野 (2006)、八代 (2005)等 
8内閣府経済社会総合研究所 M&A 研究会(2004)「M&A の目的とその課題」 
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実現であるとともに、一定期間内に従業員の選別を行い、統合後の事業展開に必要な従業

員を確保する雇用のマネジメントである。そして、M&A が戦略的な企業活動であるならば、

M&A に際して行われる人員適正化のプロセスには、その企業の経営戦略と人材マネジメン

トの考え方が明確に反映されると思われる。これが、M&A における人員適正化を検証対象

にする理由である。 
 ペイフォーパフォーマンス(PFP: pay for performance)に関しては、一般にアメリカの

PFP の概念は多様であるが、PFP を導入しているアメリカ企業の第一の目的は「企業の業

績向上」である9。利益の生み出し方、すなわち経営戦略が異なれば、企業が従業員に求め

る行動の仕方も異なると考えられるから、人材マネジメントにおける PFP の見え方も異な

るだろう。調査対象企業 E 社の経営主体は、M&A により P、Q、R グループの間を変遷し

たが、いずれのグループにおいても PFP を基本とした成果主義報酬である変動賞与

(variable bonus)が導入・運用されている。これらの変動賞与の仕組みと運用実態を検証す

ることで、各グループの経営戦略と人材マネジメントの関係を確認する。 
 また、PFP と変動賞与を日常的な HRM システムの仕組みと運用としてとらえることが

できるのに対して、M&A は非日常的な企業活動であるとともに、労働者側にとっても M&A
に伴う人員適正化は非日常的な労働問題である。したがって、M&A における人員適正化と

PFP にもとづく変動賞与を取り上げて検証することにより、企業活動の日常的側面と非日

常的側面の両面から各企業グループにおける経営戦略と人材マネジメントの整合性を確認

することができると考える。 
 本事例研究においては、調査対象企業である E 社の内部資料の確認と分析、および E 社

関係者へのインタビューを主たる検証材料とした。筆者は本論文執筆時点で E 社が吸収合

併された Ra 社に勤務しており、調査対象企業内部の人間であるが、研究の客観性を担保す

るべく、各グループの制度等に関する一般的な説明や、背景理解のための時系列の推移等

本論文の主題の解釈等に直接影響しない事実に関する説明を除き、内部資料やデータ、お

よび主要な関係者からの聞取り結果の内容に基づき、分析・解釈作業を行った。 
 
 インタビューの対象者および属性、インタビュー実施時期等は以下のとおりである。 
 
 ・アクチュアリー10(以下「アクチュアリー」) 
                                                                                                                                                     
(http://www.esri.go.jp/jp/prj/mer/kenkyukai/040308-01-1.pdf) 2014 年 9 月 13 日最終確

認 
 
9 WorldatWork (2004)を参照した。 
10 アクチュアリーとは、保険や年金の料率改定、決算などに関わる保険数理・年金数理業

務をはじめ、商品開発、リスク管理分析、長期計画の策定などの業務に携わる専門職であ

り、M&A においてもデュー・デリジェンスや収支分析等に深く関与することがある。保険

会社におけるアクチュアリーの役割りについては、日本アクチュアリー会ホームページよ
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P、Q、R の各グループを通じて E 社に在籍しすべての M&A に E 社側から関与した同

氏は、P グループ時に執行役員チーフアクチュアリー、Q グループ時に取締役数理部長

を歴任。現職は Ra 社の商品グループ担当執行役員。 
同氏へのインタビューは 2013 年 9 月 2日と同月 10 日、2014 年 6 月 17 日、および 2015
年 1 月 13 日と同月 15 日、同氏の勤務先オフィスにて行った。 
 

 ・元 E 社人事部門ゼネラルマネジャー(以下「元ゼネラルマネジャー」) 
  2001 年 5 月に人事部門の Compensation and Benefit 担当ゼネラルマネジャーとして

E 社入社。M&A④、⑤の人員適正化の実行プランを策定・実行した後、2004 年 6 月に

E 社を退社し、現職は外資系製薬会社の取締役人事部長。 
同氏へのインタビューは、2013 年 10 月 3 日、同氏の勤務先オフィスにて行った。 

 
 ・元 E 社人事部長(以下「元人事部長」) 

2003 年 4 月に人事部マネジャーとして E 社入社。2004 年 6 月に人事部長、2009 年

12 月に経営企画本部長兼人事部長。M&A⑤の人員適正化の実行プランの策定・実行に

関与し、M&A⑥(R グループによる買収)後の 2012 年 5 月に E 社を退社。現職は他の

外資系生命保険会社の執行役員人事企画部長。 
同氏へのインタビューは、2013 年 9 月 13 日と同月 20 日、および 2014 年 6 月 16 日

に筆者の勤務先オフィスにて行った。 
 
 ・元 E 社人事マネジャー(以下「元人事マネジャー」) 
  2003 年 10 月、M&A④に伴い Y 社人事部から E 社人事部に移籍。現在、Ra 社人事部

チームリーダー(部長)。 
同氏へのインタビューは、2014 年 5 月から 7 月にかけて Ra 社オフィス内にて随時行っ

た。 
 
・元 E 社人事部セールス担当マネジャー(以下「元セールス担当マネジャー) 
 1998 年 10 月から 2003 年 12 月まで E 社人事部にてセールス部門を担当。2004 年 1 月

より営業企画部長。2011 年 8 月に E 社を退社。現在、他の外資系生命保険会社の営業企

画部長。 
同氏へのインタビューは、2014 年 7 月 8 日～7 月 11 日の間、E メールで行った。 

 
・元 E 社労働組合副委員長(以下「元組合幹部」) 

2001 年 6 月から 2012 年 6 月まで、P、Q、R 各グループを通じて E 社にかかる労働組合

                                                                                                                                                     
り、「アクチュアリーを知る アクチュアリーなんでも Q&A 『アクチュアリー』について」

(http://www.actuaries.jp/actuary/faq1.html#link01. 2013 年 12 月 30 日最終確認)を参照。 
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の専従役員を務めた。 
同氏へのインタビューは、2014 年 6 月 4 日、筆者のオフィスにて行った。 

 
3. 本論文の構成 
 
 第 1 章では、先行研究をレビューするとともに、本論文における独自の理論的視角を提

示する。 
 第 2 章では、調査対象企業 E 社をめぐる M&A および HRM の変貌の概要を確認する。

また、E 社の業績の推移や人員構成の推移も確認している。さらに、E 社の前身である国内

生保 X 社から、P、Q、R グループの人事体系、報酬制度その他の HRM システムを対比し

ている。 
 第 3 章および第 4 章では、M&A における人員適正化の問題を取り上げ、従業員の雇用に

関する外資系企業のマネジメントを検証している。まず第 3 章では、P、Q、R 各グループ

による M&A の人員適正化において、人件費の削減総額がどのように決定されたか、各グル

ープの意思決定プロセスに焦点を当てて検証している。全 M&A を通じて E 社内部から P、
Q、R 各グループの財務的性格の特徴と差異を把握している関係者のインタビューをもとに、

各グループの利益のとらえ方の違いを明確にしている。また、同じアメリカの企業グルー

プでありながら、かつ同じ生命保険事業を展開するものの、グループによって短期的経営

タイプと長期的経営タイプに分けられることを確認している。 
第 4 章では、M&A に伴う人員適正化実行段階における各グループのマネジメントの違い

を検証し、人員適正化の実行から見える各グループの人材マネジメントの考え方の違いを

確認している。また、特に人員適正化実行後の組織の観察ができた Q グループの人員適正

化のマネジメントに関しては詳細に検証し、人材戦略と HRM システムが整合しない場合

の問題点を検討している。 
第 5 章および第 6 章では、外資系企業の特徴であるペイフォーパフォーマンス(PFP: pay 

for performance)の概念を取り上げ、PFP の典型的報酬制度である各グループの変動賞与制

度の仕組みと運用を検証し、外資系企業における従業員の処遇のマネジメントを確認して

いる。第 5 章では、各グループの変動賞与の仕組みの設計を分析し、PFP が外資系企業の

人材マネジメントの核を構成していることを確認するとともに、各グループが重視する「業

績」が、第 3 章で確認した各グループの利益のとらえ方によって異なっていることを確認

する。 
第 6 章では、P、Q グループのセールスの変動賞与の支給実態の分析を踏まえ、両グルー

プが PFP の理念の下で従業員に対するインセンティブと人件費コントロールの両立をどの

ように図るかについてのマネジメントの違いを確認し、各グループの利益の追求の仕方と

人材マネジメントの整合性を確認している。 
第 7 章では、数次の M&A の変遷を通じて行われた雇用や処遇の変化が従業員にどのよ
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うな影響を与えたかにつき確認する。主に P グループで頻繁に実施された人員削減施策の

結果、長期的な雇用に対する従業員の会社への信頼は損なわれたことを確認している。ま

た、短期的で個人業績重視のデジタルな P グループの変動賞与制度は、従業員に個人の利

益を優先したり組織の長期的な利益を損なったりするような行動を誘発する「誤ったイン

センティブ」の側面が見られることを確認している。一方、組織業績重視で主観的評価を

加味する Q グループの変動賞与制度は、従業員に「安定性」と「安心感」として受け止め

られ、組織に対する従業員の長期的コミットメントを引き出す仕組みとなっていることを

確認している。 
最後に、終章において全体を通じた結論と含意を述べて本論文を締めくくっている。 
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第 1 章 先行研究レビュー 
 

1．はじめに 
 
本論文は、アメリカに親会社を持つ多国籍企業の日本子会社における従業員の雇用と処

遇に関し、経営戦略と人材マネジメントの整合性を検証するものである。そのため、近年

の戦略的人的資源管理(SHRM: Strategic Human Resource Management)、および多国籍

企業の人材を対象とする人的資源管理、いわゆる国際人的資源管理(IHRM: International 
Human Resource Management)に関する先行研究の知見を基盤としている。 
 ところで、SHRM 論も IHRM 論も、国内市場を対象とした企業における人的資源管理

(HRM: Human Resource Management)研究が拡張した研究領域である。端的に言えば、

人材マネジメントと企業業績の関係を調べる研究が人的資源管理(HRM)論であるが、1980
年代以降、企業経営において戦略が重視されるようになり、経営戦略論の影響を受けた戦

略的人的資源管理(SHRM)が重要な研究領域として台頭した。また、経済のグローバル化の

進展に伴い企業活動が国内市場中心から海外市場へ拡大し、企業の国際経営に関心が集ま

り、MNCs の HRM を対象とした国際人的資源管理(IHRM)研究が盛んになった。 
したがって、SHRM や IHRM を論ずるにあたっては、HRM 研究の経緯と成果を踏まえ

る必要があるが、そもそも HRM の概念に関しては、論者や論者の研究アプローチの違い

によって多様な定義や解釈があり、曖昧さを多分に残している(笠原, 2012)中で、HRM 施

策と企業業績の相関関係を調査する膨大な研究がなされているのが実情である。 
本章では、以下の手順で先行研究をレビューする。最初に、アメリカを中心とした人的

資源管理論の変化と、その変化を踏まえて今日の HRM 研究の関心がどこにあるのかを発

展史的に確認する。国内市場と国内の競合者を相手にした企業活動から、競争の激化と事

業の多角化、また国を越えた企業の海外進出等に伴い、従業員観に変化が生じるとともに、

人的資源の意義とその管理の重要性に関する議論が深められてきた。その過程で、人的資

源管理は人事施策とその実践を企業の戦略目標と関連づける経営プロセスとして認識され、

多くの研究は戦略目標を達成するために有効な HRM 施策の探索に注力している。 
特にここでは、1990 年代以降有力な議論である ‘high-road’の人的資源管理論－人的資源

管理において従業員のコミットメントを重視する議論から、高コミットメントや高参加な

どの、いわゆる高業績管理論－の立場を確認する。また、企業の国際経営では国の違いの

下で現地従業員への人材マネジメントにうまく対処する必要があるが、国の違い－文化的

要因、制度的要因－に対する理解の仕方にも多様な議論が見られることを確認する。 
次に、SHRM 研究における理論モデルを確認する。人的資源管理施策の実践がどのよう

に作用して業績の向上という効果をもたらすのか、また、それはなぜなのかを説明するた

めに、これまでに多様な理論モデルと解釈が提起されているが、その理論的フレームワー

クに関しては未だ合意に至っていないといわれている。本論文では、これまでの SHRM 論
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を、人的資源戦略に関するアプローチの違いで類型化している Delery & Doty(1996)の類型

分類に従い、各アプローチが人的資源戦略の概念モデルをどのように措定しているかを確

認し、これまでの理論モデルの限界と課題を確認する。 
最後に、今日の SHRM 研究における潮流である ‘high-road’の人的資源管理論に対する

批判的見解を紹介するとともに、これまでの SHRM 論が十分に問題としてこなかった新た

な視角を提起する。 
 
2．人的資源管理論の変化と HRM 研究 

 
(1) PM から HRM、SHRM へ 

 
 アメリカにおける人事労務管理は、テーラー流の科学的管理法が登場して以来、伝統的

に Personnel Management(PM)と呼ばれてきたが、1960 年代以降、「人的資源管理(HRM : 
Human Resource Management)」という呼称が使われるようになった。 
 PM から HRM に変化した背景として、岩出(2002)は、1960 年以降に発達した「人的資

本理論(human capital theory)」や「行動科学(behavioral sciences)」の影響を受け、従業

員を企業の成長にとって重要な経済的資源として認識する動きが出てきたこと、従業員を

人間人格として理解していく「人間重視」の考え方が定着していったことをあげている11。  
また、片岡(2004)は、1960 年代以降のアメリカにおける環境変化―雇用に関する規制の

拡大、製造業からサービス産業への産業構造の変化、労働組合の組織率の低下、アメリカ

経済の国際競争力の低下―が人事部門の役割変化をもたらしたという。すなわち、規制強

化に伴い雇用規制に対応できる高度な人事専門性の必要や、産業構造の転換に伴う人材の

採用、開発などの人事機能の拡大、組合組織率低下に伴う柔軟な人事管理、そして国際競

争の激化に対するリストラクチャリング等の人事に関わる経営改革を通じて、人事部門に

長期的視野が求められるようになったことが、伝統的な人事労務管理から能動的な人的資

源管理に変化した背景であるという。 
 PM から HRM への変化に関する岩出(2002)および片岡(2004)の背景説明から、アメリカ

の HRM の概念が、労働者に関する人間観の変化と企業の国際競争の力関係の変化の中で、

企業経営の革新の動きとして登場してきたことが理解できる。その後、1980 年頃から、人

的資源管理を企業の経営戦略の一つとして位置づけて議論するようになり(片岡, 2004)、人

的資源管理(HRM)の理論に関しても戦略的人的資源管理(SHRM)という領域で議論される

ようになっていった。 
                                                   
11 人的資本理論は、教育・訓練・健康などへの投資により人的資源の生産力を高める人的

資源投資の意義に着目し、人的資本は従業員の先天的能力と後天的に獲得された知識や技

能の総計であると考える。また、行動科学における人間モデルでは、人間は成長・開発・

達成への無限の能力を持つ存在として理解され、企業では従業員の能力の一部しか生かさ

れていないことが問題であると考えられた。 
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 蔡(2002)は、アメリカの人事労務管理の変化を以下のとおりに整理した(表 1-1)。 
1960 年代半ば頃までの人事労務管理(PM)の特徴は、従業員をコストとみなし人件費を削

減することが人事労務管理の主眼であった。人材マネジメントはテーラー流の科学管理法

に基づき、集団的労使関係のマネジメントが重視されていた。 
1960 年代半ばから 1980 年代半ば頃までの人的資源管理 (HRM) 論は、従業員を単にコ

ストとしてではなく資産とみなし、人材開発によって生産性を高めることができる存在と

考えられるようになった。人材マネジメントはテーラー流の管理から従業員のコミットメ

ントに重心を移し、企業と従業員の長期的関係の中で人材開発が可能と考えるコミットメ

ントモデルである。また、従来の集団管理から従業員個々への個別管理に変化していく。 
1980 年代半ば以降現在に至るまでの戦略的人的資源管理(SHRM)の特徴は、HRM をベ

ースに、持続的な競争優位の獲得のための手段としての HRM システムをいかに構築する

かという課題に重点が置かれていることである。人材マネジメントを戦略モデルととらえ、

企業の競争戦略に沿った人材の確保を目的に人的資源である従業員を扱おうとする。競争

戦略論に関しては、Porter(1980)が競争優位の戦略として、コスト・リダーシップ、差別化、

集中化の 3 つに注目したことが嚆矢になり、HRM が競争優位に資することに関する議論が

活発になっていった。人的資源の重要性に関しては、Barney(1991)が企業の競争優位の重

要な源泉の一つに従業員の知識や経験(技能)を位置づけ、それが競争相手に容易に模倣され

ない「コア能力」となりうるとした(資源ベース理論)ことから、ヒトや組織の資源に対して

大きな影響を与えうる HRM が競争優位獲得のために重要であるという理解が定着してい

る(Schuler & MacMillan, 1984)。 
このように、PM から HRM への変化の際に、従業員観に関する大きなパラダイム転換が

起こっており、PM と HRM とは一線を画してそれぞれを理解する必要がある。一方、HRM
から SHRM への変化に関しては、SHRM 研究は競争戦略論や資源ベースアプローチの影

響を受けて生成した HRM 研究の一領域だという見方がある(岩出, 2002; 笠原, 2012)。両

者の相違を強調する立場からは、SHRM 研究は、HRM システムとしての採用、能力開発、

評価等の HRM 施策間の整合性―「水平的適合(horizontal fit)または内部適合(internal fit)」
と HRM システムと経営戦略の整合性―「垂直的適合(vertical fit)または外部適合(external 
fit)」に着目するか否かが 2 つの研究の相違を示している(蔡, 2002; Schuler & Jackson, 
2005)という。しかし実際には、HRM 研究とされる立場からも戦略との適合性を検討する

論文も数多くみられ、HRM と SHRM の研究領域の境界は曖昧になってきている(笠原, 
2012)と思われる。そこで、本論文では、岩出(2002)、笠原(2012)と同様に、SHRM 研究を

HRM 研究の一領域ととらえるとともに、HRM 概念においても「戦略」との適合性が内包

されるが、戦略適合性をどの程度重視し強調するかという論者の戦略に対する重点の置き

方の違いととらえ、この後の議論を進めることとする。 
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表 1-1 人材マネジメント論の変化 
 人事・労務管理論 

(PM) 

人的資源管理論 

(HRM) 

戦略的人的資源管理論 

(SHRM) 

時  代 1960 年代の半ば頃まで 1980 年代半ば頃まで 現在に至るまで 

人を見る目 コスト 投資価値のある資源 持続的な競争優位の源泉 

焦  点 集団管理 個別管理 個別管理 

人材マネジメント 

モデル 

コントロールモデル コミットメントモデル 戦略モデル 

出所：石田・蔡・梅澤・石川・永野, 2002, p31 
  

(2) 「費用」から「資産」へ、「コントロール」から「コミットメント」へ―高業績管

理(HPM)の登場 
 

PMからHRMへという人事労務管理のパラダイム転換は人的資源管理に2つの重要な変

化をもたらした。 
第一に、PM と HRM の最も大きな違いは、PM が従業員を「費用」とみなすのに対して、

HRM においては「資産」とみなすことである。そこでは、従業員はモノのように扱われる

のではなく、ひとりの人格として扱われ、従業員と企業の相互の信頼関係の構築が重視さ

れる存在である(片岡, 2004)。そして、企業の成功のためには、ヒトの管理が極めて重要で

あるという認識が次第に定着していく中で、人的資源管理を企業の経営戦略の一つとして

位置づけて議論するようになり(Boxall & Purcell, 2003)、SHRM 論の台頭につながってい

った。 
第二には、PM から HRM、SHRM と変化する過程で、人的資源管理の理論の潮流も変化

したことである。いわゆる「コントロール」から「コミットメント」」という変化である

(Walton, 1985)。ここで「コントロール」とは、テーラー流の科学的管理法(scientific 
management)にもとづく分業化と標準化を中心とした従業員管理の考え方を指す。これに

対して、従業員にマネジャーの指示に単に従うだけでなく、深いコミットメントを求める

(Walton, 1985)ものがコミットメント志向のアプローチである 。たとえば、職務定義の仕

方を例にすると、コントロール志向では、固定化された職務定義の範囲で自分の担当する

職務に関して個人的責任を負うのに対して、コミットメント志向では、従業員の責任と権

限は拡大されチームがフレキシブルに責任を負うことになる(Walton, 1985)。 
1990 年代に入ると、コミットメント志向の議論の中から、高業績管理(HPM: 

high-performance management)という用語が一般的に使用されるようになった(Cooke, 
2000)。たとえば、HPM の一つである high-involvement management（高参加型管理）は

従業員参加型経営の一種で、企業と従業員の間で相互に適合的であり参加的である施策は、

組織メンバーの動機づけ、満足感、意思決定の質、変化への受容性を高め、組織業績に有
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意義な影響をもたらし得るとされる(Cooke, 2000)。たとえば、参加を促進するとともに他

の施策と適合的な報酬施策とは、事業の成果に結びついた報酬、能力・貢献度の伸長に結

びついた報酬(ゲイン・シェアリング、プロフィット・シェアリング、従業員持株制度、ス

トックオプション等)である(Lawler, 1986)。また、Cooke(2000)によれば、Mahoney & 
Watson(1993)は、「職場統治の従業員参加(employee involvement of workplace 
governance)が企業業績にもっとも有益なインパクトを与える」と主張している。つまり、

仕事の設計において、個人やチームを参加させることは、「交換」を経済的なものから社会

的なものに変換すると考えるのである(Cooke, 2000)。 
 HPM には、他にも high-commitment management(高コミットメント管理、Wood & de 
Menezes,1998)や high-performance work system(高業績ワークシステム、Huselid, 1995; 
Becker & Huselid, 1998) など複数のモデルが提示されているが、これらの HPM モデルに

共通する特徴は、特定の HRM 施策が他の施策に比してあらゆる環境において優れていて、

会社業績の向上に資すると考える点である(Cooke, 2000)。また、特定の HRM 施策が会社

業績を向上させる理由として、HPM システムが従業員の技能と能力を伸ばし、積極的な態

度を促進しモチベーション向上になり、従業員の責任範囲を拡大することによって彼らの

技能と能力を最大限引き出すことになるという因果的関係を措定する点においても一致し

ている(Patterson et al, 1997)。 
 これらのコミットメント志向のアプローチから派生した HPM に関する議論は、高度なト

レーニング、高参加/高コミットメント、高い報酬と品質イニシアチブ等の HRM 施策を通

じて組織の機能的柔軟性を追求する人材マネジメントのあり方、いわゆる ‘high-road’(王道

な) HRM アプローチ12として、今日の SHRM 研究の大きな潮流となっている(橋場, 2009)。 
 

(3) IHRM( International Human Resource Management:国際人的資源管理)研究の

台頭と HRM の比較研究 
 
従来の HRM 研究は、主に国内市場における人材マネジメントを対象に発展してきた(De 

Cieri et al, 2001)。しかし、市場がグローバルに拡大していく中で国際的に活躍する企業の

増加に伴い、海外で事業展開する企業、いわゆる多国籍企業の海外戦略に関心が向けられ

るようになった。そして、グローバル市場の中で競争優位を生み出すためには、競争相手

に容易に移転されたり模倣されたりにしにくい人的資源と人材マネジメントが重要である

(Barney, 1991)との認識から、1990 年代になって、国際人的資源管理(IHRM)が多国籍企業

(MNCs: Multinational Corporations)における差別化要因であるとする議論(Schuler et al, 
1993; Taylor et al, 1996)が台頭し、人的資源管理論に新たな研究領域をもたらした。 

国内中心の HRM 研究と異なり、IHRM 研究の関心は、異なる文化基盤における規範と

                                                   
12 ‘high-road’ HRM に対して、’low-road’ HRM は、いわゆるテーラー流の作業組織であり、

低い報酬、不安定な雇用保証、労務管理の強化等が特徴であるとされる(Cooke, 2000)。 
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社会的価値の相互関係、一つの文化から他の文化に経営が適応していく能力の問題、現存

する法規制と経済環境の違い、社会文化的差異に基づく学習スタイルや応答スタイルの違

いなどに置かれる(Ferris et al, 1999)。笠原(2012)によると、国内企業と比べた MNCs の特

徴は、複数の国で事業展開し、複数の国籍を持つ従業員で構成されていること(De Cieri et al, 
2001; Morgan,1986)、および経営手法や経営慣行の海外移転を通じて国境を越えた調整を

行うという複雑性に対処していること(Gregersen & Black,1996)だという。これらのMNCs
の特徴から、IHRM 研究においては、各国多様な文化的背景や法規制を含む社会制度の違

いという複雑さの中で、複数の国籍をもつ従業員をどのようにマネジメントするかが重視

される(笠原, 2012)。このような MNCs の特徴から IHRM 研究では、国による違いを理解

しようとする HRM の比較研究が活発に行われるようになった。 
国による違いに関しては、文化的要因と制度的要因の 2 つの要因から考察されている

(Sorge, 2004)。文化的要因とは、ホール(1979)によると、一つの集団に共通しており、その

結果、異なる諸集団を区別するもので、たとえば、モノクロニック(momochronic)な論理体

系に成り立つ文化かポリクロニック(polychronic)な文化かという文化的差異が組織設計や

人材マネジメントに作用するという。 
仕事に関する文化の違いを統計的に分析し、その後の HRM 研究および IHRM 研究に大

きな影響を与えたのが Hofsted(1980)である。Hofsted(1980)は、1967 年から 1973 年にか

けて巨大な多国籍企業である IBM の全 40 カ国の支社に勤務する従業員に対して仕事上の

態度や価値に関する質問を行い、4 つの文化の次元(権力格差、個人主義対集団主義、男性

らしさ対女性らしさ、不確実性回避)を導出した13。 
このうち、特に第 4 の次元である「不確実性回避(uncertainty avoidance)14」に関しては、

今日でも IHRM 研究における重要な視点となっており、本国とホスト国の文化的差異が親

会社と現地子会社との間の不確実性や非親密性(unfamiliality)に対してどのような影響を

及ぼし、それに対して親会社がどのように対処するかに関する実証研究が行われている15。

これは、IHRM の特徴として、「経営手法や経営慣行の海外移転を通じて国境を越えた調整

を行うという複雑性」(Gregersen & Black, 1996)に対処するうえで、本国とホスト国の間

                                                   
13 その後の追加調査の結果、Hofsted(1991)は、これら 4 次元に「長期志向対短期志向」を

加えた 5 次元の文化指標を提示している。 
14 「不確実性回避」とは、「ある文化の構成員が不確実な状況や未知の状況に対して脅威を

感じる程度」(Hofsted, 1991)と定義される。 
15 Beechler & Taylor, 1994; Beechler & Yang, 1994; Rosenzweig & Nohira, 1994 など。そ

の他にも、Kought & Singh(1988)は、1980 年代にアメリカ市場に参入した海外企業の参入

方法の違い(買収方式か、合弁方式か、新規立上方式か)と本国とアメリカの間の文化的差異

の関係を統計的に調査し、1)文化的差異が大きいほど合弁方式を採用する、2)参入後の不確

実性回避のニード(例、円滑な雇用関係の形成)が強ければ、買収方式の選択は少なくなる、

という仮説の実証を試みている。また、Kim & Gray(2005)は、オーストラリアの MNCs
の現地子会社の HR ポリシーを調査し、本国とホスト国の文化的差異が大きいほど、不確

実性回避の観点から、親会社の HRM システムと現地子会社の HRM システムの相似性が
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の文化的差異を踏まえた人材マネジメントの重要性が認識されているからであろう。 
 また、IHRM 研究における文化適応の側面に関する研究には社会心理学の立場からの研

究も多い16。たとえば、本国からの海外派遣者(expatriots)の異文化適応の観点から海外派

遣の成功要因の特定化に関する研究(Schuler & Jackson, 2005)、個人主義と集団主義、同

質性と異質性というフレームワークを用いて文化適応をとらえるもの(Triandis, 1995; 
Triandis & Suh, 2002)、社会的規範の強さ、逸脱行動に対する寛容さに関する国ごとの違

いを踏まえて文化的に剛構造な組織であるか柔構造な組織であるかを理解する立場

(cultural tightness-looseness theory)から文化適応による組織や従業員のマネジメントを

研究するもの(Gelfand et al, 2006)等多様な研究が見られる。 
一方、笠原(2012)によると、Lane(1989)は、企業に影響を与えている文化の内容を特定

化することができてもそれが企業行動にどのように影響を与えているかを説明することに

なるとは限らない、あるいは同一の社会に属するすべての個人が同様の信念や価値観を有

しているとは限らない等、文化的要因をもって説明しようとする研究の限界を指摘してい

る。 
 文化的要因あるいは文化適応に関する一連の HRM の比較研究は、概ね、HRM は文化を

通じて異なる管理がなされるべきだという文化相対主義の議論と関連している(Kim & 
Gray, 2005)。さらに、MNCs にとって本国とホスト国の文化的差異が大きいほど親会社に

よる現地子会社のコントロールの負荷が大きくなるという問題は、組織に不足している資

源を他組織から調達するという資源依存理論(resource dependence theory)と機会主義と情

報の非対称性に着目するエージェンシー理論(agency theory)が、MNCs における親会社と

子会社の関係をよく説明できることに関連している。MNCs において、親会社は子会社お

よび子会社の従業員に広範囲に依存している。この場合、海外子会社が管理している資源

への依存度が大きいほど、親会社は海外子会社をよりコントロールしようとする(Ghoshal 
& Nohria, 1989)。さらに、本国とホスト国の間のマーケットの違い、特に文化的差異から

生じるエージェンシーコストが高くつく可能性からも、海外子会社に対するコントロール

のニードが強くなるのである(Chang & Taylor, 1999)。 
 国ごとの違いのもう一つの要因である制度的要因に関する説明は、「国ごとにビジネスシ

ステムは異なり、各国にはそれぞれの状況にあった効果的な経営システムがある」(須田, 
2005)という制度理論に立脚した議論である。国ごとの制度の違いに対しては、多様な国々

の状況における組織や制度の形態、運用の「収斂(convergence)」と「多様化(divergence)」
に関する議論がある(Quintanilla & Ferner, 2003)。制度の収斂を主張する見解は、制度は

                                                                                                                                                     
強くなるという仮説の実証を試みている。 
16 Gelfand et al( 2007)によると、心理学の分野においては、ミクロのプロセスである労働

意欲(working motivation)、メソのプロセスである対立(conflict)、グループダイナミックス

(group dynamics)、リーダーシップ(leadership)、そしてマクロのプロセスである HR 施策

(human resource practice)や組織文化(organizational culture)などのあらゆる領域で異文

化の差異を理解しようとする試みが行われているという。 
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世界に共通した特徴に対処したものであり、たとえば労働市場の規制緩和の諸政策等はや

がてアメリカ型に収斂していくと考える。一方、各国にはその国固有の制度があるため、

制度の違いは国ごとの差異を生み、その差異を維持するという見解(Brewster, 2006)が制度

理論の立場である。この立場からは、多国籍企業(MNCs)の事業展開においては、子会社レ

ベルの資源が、MNCs の現地(local)レベル、地域(region)レベル、世界(global)レベルの競

争力を生み出すことがあるが、かかる競争優位性は、ホスト国のビジネスシステムの独特

な性格から生じたものと見ることができる(Taylor et al, 1996)という。 
 このようなHRMの比較研究における収斂か多様化かという議論は、1990年前後から、グ

ローバル統合と現地適応の問題、いわゆる「二重の圧力17」(Evans & Lorange, 1989)がHRM
に与える影響として議論されるようになった。MNCsは自身のベストプラクティスの普及を

通じて管理知識と管理技術を国際的に広める伝播者の役割を担っている一方で、多様なホ

スト国で事業展開する結果としてMNCsが直面する大きな制度的複雑性が、収斂のプレッシ

ャーの対抗勢力として作用する(Quintanilla & Ferner, 2003)。 
 そして、MNCs の二重の圧力の問題に対する対処の仕方は、MNCs の国際経営戦略によ

って可変的であると考えられる。MNCs は、一方で自身の動機と選択の間の相互作用、他

方で本国とホスト国のビジネスシステムの制度的制約と機会の間の相互作用の複雑な結果

として、HRM 施策を国際的に移転することを探求するのであり、その結果 MNCs は、異

なる制度的セッティングの内部で特定の HRM 施策を移転することを戦略的に選択せざる

を得ないからである(Quintanilla & Ferner, 2003)。 
 このような議論を背景に、HRM に対する二重の圧力に関しては、MNCs の親会社と海外

子会社の間の HRM の類似性の程度を探る研究と、MNCs の国際経営戦略と HRM との関

係を考察する研究が行われている(笠原, 2012)。 
 

(4) 多国籍企業(MNCs)の国際経営に関する研究 
 

 IHRM研究を概観するうえで、HRMの比較研究とともに重要な視点は、多国籍企業

(MNCs)の国際経営に関する研究の視点である。前述したとおり、MNCsの二重の圧力の問

題に対する対処の仕方は、その国際経営戦略によって変わりうると考えられるが、それは

MNCsにおいて、親会社が海外子会社に対してどのような経営志向性を有するかが影響する

と考えられる(笠原, 2012)。 
Perlmutter (1969)は、企業の海外派遣者に関する研究成果としてMNCｓの発展段階に関

するEPGモデルを提唱し、MNCsの「経営姿勢」に着目して以下の3つの類型にMNCsを分

類した。 
                                                   
17 Evans & Lorange(1989)は、MNCs の HRM 諸施策は、本社・海外子会社間における諸

政策・諸施策の内的整合性(グローバル統合)と現地適応の二重の圧力によって形成されると

指摘している。 
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・本国志向(Ethnocentric: E 型) 

自国人を信頼し外国人を信頼しない(民族中心主義) 
PCNs(Parent Company Nations)を中心に、人事考課と業績評価は親会社基準を

採用 
・現地志向(Polycentric: P 型) 

現地ビジネスが収益を上げている限り、親会社は介入しない 
主要ポストは HCNs(Host Company Nations)によって占められる 
雇用・人材開発も HCNs によって担われる 

・世界志向(Geocentric: G 型) 
世界的なシステムアプローチ(報酬プログラム、経営人材インベントリー、業績評 
価等)を用い、各地域を統合しようとする 
最適人材を、国籍に関わらず本社を含め世界のどこにでも配置する 

  
また、Bartlett & Ghoshal (1989)は 、MNCs のモデルを以下の 4 類型に区分し、トラン

スナショナル・モデルを提唱している。 
 
・マルチナショナル(MN)型 

独立した子会社が各国市場の違いと変化に敏感に反応  
・グローバル(GL)型 

中央集権的なグローバル規模の経営でコスト優位を追求 
・インターナショナル(IN)型 

公式のコントロールシステムにより MN より強く GL より弱い中央統制力

 を持ち、親会社の知識と能力を世界的に適用する  
・トランスナショナル(TN)型 

グローバルな競争力、マルチナショナルな柔軟性、世界的なイノベーションと学習 
能力 

 
 EPG モデルとトランスナショナル・モデルを比較すると、本国志向(E 型)とグローバル

型(GL)、現地志向(P 型)とマルチナショナル型(MN)、世界志向(G 型)とトランスナショナル

型(TN)がほぼ照応する(石田,1999)。トランスナショナル・モデルの特色としては、EPG モ

デルよりイノベーションの創出と移転という側面を重視している点である。GL 型と IN 型

は、いずれも知識とイノベーションは本国中心で行われる中央集中型であるが、MN 型と

TN 型は本国だけではなく、海外子会社でも知識とイノベーションが創出される(石田, 
1999)。 
このように、MNCs の国際経営の特徴の違いは、MNCs のビジネスモデルの違いと見る
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ことができるだろう。したがって、実際の MNCs を理論上のモデルに分類することは、

MNCs の国際経営の性格を類推するうえで有用と考えられる18。なお、本論文の調査対象企

業が、MNCs の理論モデルのどの類型に位置づけできるかに関しては、第 2 章で具体的に

確認する。 
 

(5) 小括 
  
 以上、人的資源管理論の発展経緯を振り返った。近年では、ヒトのマネジメントこそ成

功への戦略であるという認識が行きわたり、HRM に関する研究は、社会学、経済学、経営

学や心理学等の様々な学問領域の文脈にもとづく多様な理論が提示されている19。 
本節では、従業員を費用とみなす PM から資産として扱う HRM への変化と、コントロ

ールからコミットメントへという人的資源管理の変化を受けて、今日の HRM 研究では、

従業員のコミットメント重視の ‘high-road’ HRM 戦略が企業業績の向上に資するとする議

論が一つの大きな潮流となっていることを確認した。 
また、経営における競争戦略の重要性の認識が高まったこと、グローバル経済における

重要なプレーヤーとして多国籍企業(MNCs)の存在感と重要性が増大したことは、HRM 研

究を SHRM、IHRM の領域へ拡張させた。SHRM 研究では戦略に適合した HRM 施策の探

求が続けられており、IHRM 研究においては国による文化や制度の違いへの複雑な対処の

必要性について、主に文化相対主義、収斂と多様性の問題として議論されていることを確

認した。 
さらに、MNCs の HR システムの収斂と多様性の問題は MNCs の国際経営戦略が影響す

ると考えられるが、MNCs の国際ビジネスモデルの違いを確認するうえで、MNCs の国際

経営に関するモデルを援用することが有用と考えられることを述べた。 
 
3．SHRM 研究における理論モデル 

 
次に、戦略的人的資源管理論(SHRM: Strategic Human Resource Management)の理論

的フレームワークに関して先行研究をサーベイする。HRM 研究が HRM と企業業績の関係

を調べるものであるのに対し、SHRM 論は HRM と企業の包括的な戦略的目標をリンクさ

                                                   
18 他にも、Adler(1991)は、企業の発展段階を 4 段階(発展の順に、国内企業、国際企業、

多国籍企業、グローバル企業)に区分し、段階に応じて国際的な文化的多様性から受ける影

響の度合いや対処の仕方が異なるとする。 
19 Jackson & Schuler(1995)は、HRM に関する主な理論的視点として、一般システム理論

(general system theory)、制度理論(institutional theory)、資源依存理論(resource 
dependence theory)、人的資本理論(human capital theory)、取引コスト理論(transaction 
costs theory)、エージェンシー理論(agency theory)、資源ベース理論(resource based 
theory)などがあり、これらの理論的視点は相互に依存したり補完したりする関係にあるこ

とを指摘している。 
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せようとする(Ferris et al, 1999)。SHRM 論に共通する特徴は、ある戦略を追求する企業の

HRM は他の戦略を追求する企業の HRM とは異なるという前提を置いていることである

(Delery & Doty, 1996)。言い換えれば、企業が採用する戦略に応じて有効な HRM のあり方

が異なるのではないかという仮説の下、戦略と HRM の整合性に関して議論するものであ

る(木村, 2007)。 
 一方、SHRM 論は一つの研究の視点ではあるものの、理論的にも実証的にも未成熟な研

究領域であるとも言われている(Wright & McMahan,1992; Delery & Doty, 1996; Ferris et 
al, 1999)。これまで、社会学的、経済学的、心理学的、組織論的理論等の研究成果を取り込

むことで成長してきたことから、議論の複雑性もその特徴である(Jackson & Schuler, 
1995)。そのため、学際的に分散した学問分野の理論を背負ったまま研究が進められてきて

おり、SHRM 研究の理論モデルの整理には困難を伴う(片岡, 2004)。また、これまで提示さ

れている理論的視点は HRM の異なる側面に焦点を当てるものの、その相互依存性を統制

する理論は構築されていないことから(Jackson & Schuler,1995)、SHRM の確定的な定義

や統一的なフレームワークの合意は未だに得られていないと言われている(McMahan et al, 
1999; 小林, 2001; 岩出, 2002; 片岡, 2004)。 
かように複雑で多様性に富む SHRM 研究であるが、Delery & Doty(1996)の類型化に従

えば、SHRM に対するアプローチの違いから 3 つの類型に分類される。HRM と企業業績

の関係上、あらゆる企業・組織に普遍的に妥当する「最善の HR 施策」があるという立場、

企業業績の向上において HRM が有効であるためには企業の経営戦略と HRM が整合して

いなければならないとする立場、そして、経営戦略と HRM の整合性と複数ある HR 施策

内での整合性との両方が必要とする立場である。一つ目の立場は「ベストプラクティス・

アプローチ(best practice approach)、二つ目は「コンティンジェンシー (状況適応的)・ア

プローチ」(contingency approach)、三つ目は「コンフィギュレーショナル・アプローチ(最
適配置的)」(configurational approach) と呼ばれる20。 

 
(1) ベストプラクティス・アプローチ 

 
ベストプラクティス・アプローチは、最善のHRM施策を行えばどの企業の業績も向上す

ると仮定し、グローバルに適用可能で、企業の成功を財務会計指標で測定できると考える 
(Becker & Gerhart, 1996)。このアプローチでは、ある単独のHRポリシーがいかに組織業

績に関連するかを分析することに焦点を当てるため(Terpsta & Rozell, 1993)、HRM施策間

の相乗効果や統合は重視されず、施策の相乗効果による業績への貢献は付加的な観点で分

                                                   
20 Delery & Doty(1996)の 3 類型は戦略と HRM 施策の結びつき方による分類といえる(片
岡, 2004)。同様の観点から、Fisher et al(1999)はコンティンジェンシー・アプローチを除

外し、「戦略的適合(strategy fit)」、「内的サービスプロバイダー(internal service provider)」、
「資源/コンピテンシー・ベース(resource/competency based model)」を加えた 5 類型を示

している。 
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析される(Pfeffer, 1994; Osterman, 1994; Becker & Gerhart, 1996))。初期の研究で検討の

対象となったHRM施策は、主に従業員の能力を強化するような施策―変動給(variable 
compensation)、採用と選抜の包括的な手法、体系的なトレーニング、業績評価など―であ

ったが、 ‘high-road’ HRMアプローチの登場以降、従業員全体のコミットメントや、参加・

問題解決に向けた合意、チームワークや勤労意欲、職務再設計、新しい報酬体系の設計な

どに関心が移行している(Youndt et al, 1996; Martin-Alcazar et al, 2005)。 
ベストプラクティス・アプローチによる研究は、HRMと業績の関係の実証に重点を置い

ており、高いレベルの統計的有意性を導いている。そして、業績に対して有意性のある施

策の効果は他の施策との相乗効果が前提にされないので、有意性のある個々の施策をより

多く使うほど業績が高まると考えられている(小林, 2014)。このように、ベストプラクティ

ス・アプローチは企業業績と特定のHRM施策の間の有意な相関関係を実証しているものの、

一方では、企業業績とHRM施策の因果関係とその構図に関する考察が不足している点で確

固たる理論に欠けているとの指摘がある(Martin-Alcazar et al, 2005; Wright et al, 2005)。 
 
(2) コンティンジェンシー・アプローチ 
 
コンティンジェンシー・アプローチは、Fiedler(1967)に代表される一般的なコンティン

ジェンシーモデル21をHRMの文脈に持ち込んだもので、依存変数と非依存変数の間の関係

は固定的な関係ではなく、第三の変数、いわゆるコンティンジェンシー変数によって変化

するという前提に立つアプローチである。したがって、ベストプラクティス・アプローチ

と異なり、いかなる状況下でも優れた業績をもたらす最適のHRM施策があるという考え方

を否定する。 
Martin-Alcazar et al(2005)は、この立場の論者が主張する主なコンティンジェンシー変

数を次の3つに区分している。最も重要視される変数は、1)戦略(strategic variables)であり、

業績に対するHRM施策の貢献は、HRM施策がビジネス戦略に適合しているかどうかによ

って決まるとされる(Nininger, 1980; Fombrun et al, 1984; Cappelli & Singh, 1992)22。ま

た、2)組織(organizational variables)―企業の内的環境である技術、組織規模や組織構造、

内部の政治的な力関係(Jackson & Schuler, 1995; Pfeffer & Cohen, 1984)―や、3)広範囲な

外部環境要因(a broad set of environmental factors)―競争的、技術的、マクロ経済的、労

働市場的文脈(Becker & Gerhart, 1989; Boxall, 1998; Jackson & Schuler, 1995)―がHRM
戦略に影響することが論じられている。 

コンティンジェンシー・アプローチは、「役割行動 (role behavior) モデル」と「資源ベ

                                                   
21 Fiedler(1967)は、リーダーシップと組織に関して、外部環境の変化に応じて組織の管理

方針は適切に変化されるべきであると主張した。 
22 岩出(2002)によれば、コンティンジェンシー・アプローチの前提は、戦略は一つではな

く複数あり、それゆえに異なる戦略は異なる HRM を必要とするといった、まさにコンテ

ィンジェンシーな状況であるという。 
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ース(resource based)理論」を基本的な理論的基盤として発展してきた。Schuler & 
Jackson(1987)は、戦略遂行にあたって人材に求められる役割行動が戦略によって異なるた

めに、役割行動を発現させるための仕組みであるHRMのあり方が異なるという、いわゆる

事業戦略とHRM戦略の適合を主張した。一方、資源ベース理論は、戦略適合の観点だけで

なく、「人的側面と組織戦略の形成との間の相互関係(reciprocal relationship between 
human aspects and the formulation of organizational strategies)」(Martin-Alcazar et al, 
2005)の説明に援用され、希少で価値があり模倣しにくい人的資産の特徴が戦略的資産とな

り戦略的経営の中心に位置づけられるという見解(Wright & McMahan, 1992; Barney & 
Wright, 1998; Boxall, 1998)につながっている23。 

Miles & Snow(1984)は、企業の基本的な戦略行動を「防衛型」、「探索型」、「分析型」

に分類し、これらの3つの戦略に対応したHRMの特徴を基本戦略、要員計画、調達、教育

訓練、評価、報酬の6つの側面から整理している。また、Schuler & Jackson(1987)は、

Porter(1980, 1985)の理論に基づき、企業の競争戦略を「イノベーション戦略」、「品質向

上戦略」、「コスト削減戦略」に分類し、これらの3つの競争戦略とHRMとの関係の解明

には従業員の役割行動に焦点を当てるべきと主張した。 
このように、コンティンジェンシー・アプローチでは組織の戦略的な経営過程の中で、

HRMとその上位である戦略との適合を重視していることから、「垂直的適合」または「外

部適合」アプローチとも呼ばれている。コンティンジェンシー・アプローチにおける演繹

的論理性はコンティンジェンシー変数に対する経験的な分析の中に存在しているが、垂直

的適合に関する実証研究は様々な統計手法を用いた量的分析が中心である(Martin-Alcazar 
et al, 2005)。しかしながら、垂直的適合の有効性を示したものは一部にすぎず、多くの研

究では垂直的適合が業績を向上させる効果を確認できていない(木村, 2007)。 
 
(3) コンフィギュレーショナル・アプローチ 
 
3つのアプローチのうちもっとも後発的なコンフィギュレーショナル・アプローチは、他

の2つのアプローチの特性を共有する。そのため、3つのアプローチの関係は、ベストプラ

クティス・アプローチとコンティンジェンシー・アプローチを対立軸に、コンフィギュレ

ーショナル・アプローチが他の2つの行司役の立場になっているとも言われている(岩出、

2002)。 
このアプローチでは、人材マネジメント方針(HRM Policy)と人的資源管理施策（HRM 

practices）には様々な組合せが存在すると考え、その組合せ方を配置（configurations）や

                                                   
23 「コンティンジェンシーな関係(contingency relationships)」(Martin-Alcazar et al, 
2005)を探るために、論者によっては、役割行動モデルと資源ベース理論の枠組みとともに、

制度理論や取引コスト理論、社会資本理論、資源依存フレームワークなどを用いる等、コ

ンティンジェンシー・アプローチの立場からの研究における理論的フレームワークは多彩

である。 
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束（bundle）と呼ぶ。しかしこの束はすべての企業に有効というわけではない。HRM施策

の最適な組み合わせは様々にあり、HRMシステムとはそのような異なるやり方の中から組

織に適した組合せとして選択された多元的な要素の集まりであると考える(Martin-Alcazar 
et al, 2005)。 
この立場の研究者は、人的資源を管理するための異なる理想的な組合せの可能性を示す

複数の管理形態を抽出しようとする(Miller & Friesen. 1984; Ketchen et al, 1993)。したが

って、HRMシステムは事業戦略、組織の状況や環境に対して整合しているだけでなく、

HRM施策間の内的整合も重要視される(Delery & Doty, 1996)。また、このことから、コン

ティンジェンシー・アプローチと対比して「水平的適合」または「内部適合」アプローチ

とも呼ばれる。 
コンフィギュレーショナル・アプローチは、従業員のパフォーマンスがその能力と動機

づけによるものだとすれば、従業員の能力と動機づけの両方を強めることを目的とした複

数のHRM施策の方が、ただ一つだけの施策しかない場合より効果的なはずであるという前

提に立っている(Martin-Alcazar et al, 2005; Toh et al, 2008)。たとえば、個人の出来高払

の報酬システムは、組織業績に対するボーナス制度と組み合わせない場合に、従業員間の

協力やチームワークを損なうことになる可能性がある(Milgrom & Roberts, 1992)。同様に、

知識ベースの給与(knowledge-based pay)があると、それが無い場合よりトレーニング効果

が増すと考えられる(Toh et al, 2008)。 
このように、HRMの機能を複雑で双方向的なシステムであると理解することで、HRM

システムがなぜ高業績につながるかという他の2つのアプローチでは説明されていない問

題の解明に、コンフィギュレーショナル・アプローチは挑んでいるといえる(Martin-Alcazar 
et al, 2005)。しかし、これまでの実証的な研究では、HRM施策と特定の文脈の間の補完の

重要性を支持する証拠としては矛盾した結果が入り混じっている状況である(Wright & 
Sherman, 1999)。そのため、HRシステムを構成する要素の組合せの分析とその相乗作用の

関係の研究に関して、より精緻な検証方法が必要であるといわれている(Delery, 1998; 
Martin-Alcazar et al, 2005; Toh et al, 2008)。 

 
(4) 小括 
 
Delery & Doty(1996)の類型化それ自体からは、どのような戦略を取る場合でも最適な

HRMがあるのか、あるいは戦略に応じてHRMを変えるべきなのかという問題に答えるこ

とはできても、なぜある種のHRM施策によって企業業績が良くなるのかの理由を説明する

ことにはならないという批判がある(片岡, 2012)。また、特にベストプラクティス・アプロ

ーチとコンティンジェンシー・アプローチが対立軸を形成していて両者は相いれない概念

であるという一般的な見方に対しても、近年では、両者の違いよりも統合の可能性を主張

する見解が見られるようになっている。 
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Martin-Alcazar et al (2005)は、Delery & Doty(1996)の3類型に「コンテクスチュアル・

アプローチ(contextual approach)」を加えた4つのモデルに類型化したうえで、それぞれの

アプローチはSHRMの持つ複数の主要な側面の一つを強調しているだけであって、4つのモ

デルの貢献と限界をバランスよく調和させることで一つの統合したモデルに概念化できる

との見解を示している。彼らの概念によると、「SHRMとは、事業戦略、組織的文脈および

社会経済的文脈に影響したり影響されたりする人的資本を管理する組織内部に見られる施

策、方針および戦略の統合的なセット24」と定義される。また、Boxall & Purcell(2011)は、

一般原理としてどの企業にもあてはまるベストプラクティスの追求と、企業が実際に採用

するHRM施策が個々の状況要因に影響を受けることの分析は矛盾しないことを述べてい

る。 
たしかに、SHRM研究における多様な理論モデルとその実証的研究を大括りに類型化し

て無理やりモデル間の優劣をつけることには意義はないだろう。しかし、それでもDelery & 
Doty(1996)の3類型はSHRM論の本質を衝いていると考えられる。それは、人的資源管理に

関する戦略と具体的なHRM施策および実際の企業業績の関係をどのようにとらえるか(垂
直的適合か、水平的適合か)という視点の違いをクローズアップしている点である。 
ベストプラクティス・アプローチは垂直的・水平的適合性のどちらも重視しない。コン

ティンジェンシー・アプローチはHRM施策の有効性が戦略等に依存すると考えるので垂直

的適合性を強調する。コンフィギュレーショナル・アプローチは垂直的適合よりもHRM施

策間の水平的適合性を強調する形態的アプローチであった。これを戦略と人的資源管理の

関係に絞って言えば、「HRMが戦略に従属する程度」に関する理解の違いであるともいえ

る。コンティンジェンシー・アプローチは、HRM施策は戦略によって変わるととらえるの

で、戦略は企業がどのようなHRMを選択するかにとっての決定要因であると認識している。

チャンドラー(2004)の「組織は戦略に従う」の表現にならえば「HRMは戦略に従う」ので

ある。一方、他の2つのアプローチはHRMを必ずしも戦略に従属的なものとは見ていない。

むしろ、HRM施策の持つ強さを信じ、戦略とHRM施策の相互依存性を強調し、高業績に

つながる特定の施策や組合せを探求しているといえるだろう。 
 
4.  ‘high-road’ HRMに対する批判的見解と新たな視角 
 
 第1節で確認したとおり、1990年代以降のHRM研究においては、コミットメント志向の

議論の中からHPMに関する研究、いわゆる ‘high-road’ HRMに関する研究が主流である。

そして、高業績管理(HPM)を積極的に主張する論者にはベストプラクティス・アプローチ

                                                   
24 原文は、 “SHRM as the integrated set of practices, policies and strategies through 
which organizations manage their human capital, that influences and is influenced by 
the business strategy, the organizational context and socio-economic context” である。 
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またはコンフィギュレーショナル・アプローチの立場の論者が多く見られる25。これまでの

SHRM研究では、戦略に対応したHRMの有効性を主張しようとした一連の研究からは、戦

略とHRMの対応が業績向上に寄与することを実証できず、むしろ戦略にかかわらず唯一最

善のHRMが存在するという見解が支持される傾向にある(木村, 2007)。 
 ところで、このように今日のHRM研究で主流であるベストプラクティス・アプローチま

たはコンフィギュレーショナル・アプローチによる ‘high-road’ HRMに対して、少数では

あるが批判的な見解が存在する。イギリスにおいては ‘high-road’ HRMを採用する企業が

少ないことからHPMはすべての企業にあてはまらないとするCooke(2000)である。 
そこで本章の最後に、Cooke(2000)の見解を確認しこれまでの先行研究に欠落していた視

点を明らかにし、併せて今後のSHRM研究における新たな理論的視角を提起することとす

る。 
 
(1)  ‘high-road’ HRMに対する批判的見解26 

  
Cooke(2000)は、イギリスの社会経済システムでは、競争戦略はしばしば ‘high-road’ 

HRMや品質イニシアチブにもとづくより、どちらかというと短期的視点で事業運営する傾

向があるという。そのうえで、加工業・製造業の中から5つの大規模・中規模の企業のデー

タの分析を中心に、イギリス企業がどの程度、業績向上のための武器として ‘high-road’ 
HRM施策を採用しているかを検証した。そして、イギリス企業においては「( ‘high-road’
の) HRM施策および品質ポリシーの導入は、継ぎはぎかつ実利的で、導入/実施の場が互い

にかみ合わず、時間的にもその結果が一貫しないものであり、長期的な意味での従業員の

最善の利益やあるいは組織の業績とは必ずしも結びつかないものである27」と結論づける。 
 このように、Cooke(2000)は、HPM(高業績管理)が唯一最善のHRM施策とは限らないとい

う。Michie et al(1998)が述べているように、「高コミットメント志向は(組織の)高業績/高
収益と、(従業員の)高満足/高コミットメントの両方を請け合うのに対して、高業績志向は前

                                                   
25 HPM の代表的な論者としては、ベストプラクティス・アプローチの立場から、

Huselid(1995)、Pfeffer(1998)などが、コンフィギュレーショナル・アプローチの立場から、

Arthur(1994)、MacDuffie(1995)、Ichniowski et al(1996)などが挙げられる。 
26 Cooke(2000)の視点とは異なるが、これまでの先行研究の方法論的限界から批判的な見解

として、Godard & Delaney(2000)および Godard(2004)がある。彼らは、HPM 論者の調査

研究の実証方法には、a)横断的データを用いた研究における選択的バイアスの問題、b)産業

レベルの研究における変数制御の問題、c)標本抽出上の問題、d)業績改善効果の持続性の問

題、e)被調査者による主観的判断に関する問題などの方法論上の問題があることを根拠に、

無条件に HPM 論を賞賛する風潮を批判している(橋場, 2009)。 
27 原文は、 “their implementation of HR and quality policies has been patchy, pragmatic, 
incoherent in places and with inconsistent outcomes at times which is not necessarily in 
the best interest of their employees and /or organizational performance in the 
long-term” である。 
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者にのみ関心を持つ28」とすれば、イギリスの企業が追求しているのは「高業績」であり、

必ずしも従業員の満足やコミットメントではない(Cooke, 2000)。 
Cooke(2000)の見解は、必ずしもHPMの意義や有効性そのものを否定する議論ではない。

しかし、 ‘high-road’ HRMはより良い組織業績をもたらし得るかもしれないが、イギリス

の歴史的、社会的、制度的な文脈における雇用関係の中で、必ずしも企業が採用する戦略

にはならないと述べることで、現在のHRM研究において主流となっているHPM論に一石を

投じている。そこからは、これまでのSHRM研究が見落としていた重要な含意を汲み取る

ことができる。 
Cooke(2000)のHPM(高業績管理)論に対する批判は、イギリス企業の分析からは、HPM

が唯一最善策ではなく企業業績にとって他の選択肢がある可能性が示唆されることにもと

づくものであった。もっとも、これに対しては、 ‘high-road’ HRMアプローチの立場から

は再反論がありうるだろう。Cooke(2000)は、歴史的、社会的、制度的な文脈によりイギリ

スの雇用関係においてHPM(高業績管理)はなじまないとしているが、国のどのような違い

が企業の人的資源管理戦略に影響するかについては明確に述べていない。また、調査対象

のイギリス企業におけるHPMの施策の採用が部分的で一貫性がないことを確認しているが、

HPM論者、特にコンフィギュレーショナル・アプローチの立場からすると、企業業績に有

効なHRM施策は束として理解したときに有効なのであるから、イギリス企業が部分的では

なく体系的に施策を導入した場合には、より業績の向上が期待できると主張することが可

能となる。 
しかし、それでもなお、Cooke(2000)の問題指摘には意義がある。それは、これまでの

SHRMの議論の中で明確に取り上げられてこなかった、「期間」の問題－短期的な経営か

長期的な経営か－の重要性を示唆している点である。前述のとおり、Cooke(2000)はイギリ

ス企業の経営は短期的な視点になりがちであると述べ、そのような組織においては、「HRM
の実践と組織業績の関係は、(HRM施策の実践が業績の向上に寄与するという)一方的な因

果関係ではなく、双方向に影響する関係である29」とし、「かかる双方向の影響は正にも負

にも作用する (such a two-way effect may be positive or negative) 」という。つまり、短

期的な経営では、企業の関心は将来の投資ではなく目下のコストダウンの確保である場合

があり、そのような企業が長期的な視野で人材に投資するHPM(高業績管理)を採用しない

という選択は十分に考えられるのである。 
 HPM(高業績管理)が短期的経営の中でも採用されるかという問題自体は、これまでも一

部の論者から提起されてきた。Kirkpatric et al(1992)は、HRMと組織の分権化の議論の中

                                                   
28 原文は、 “whereas the high commitment route promises to achieve both high 
productivity/profits and high satisfaction/commitment, the high performance route is 
only concerned with the former” である。 
29 原文は、 “HR activities and organizational performance are linked but such a 
relationship may be a two-way one instead of a one-way cause and effect relation” であ

る。 
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で、「HRMの長期的側面はHRMの全体的な哲学の中心に位置するが、それは短期的プレ

ッシャーが支配的である分権的なラインの環境においても存続しうるものか30」と問いかけ

ている。また、橋場(2009)は、HPMの実践には様々なコストがかかるうえに、その効果が

現れるには時間を要することから、そもそもHPMと市場主義的で短期の株主利益を重視す

るガバナンスとは折り合いが悪いことを述べている。そしてそのことはHPM(高業績管理)
論者も意識していて、完全なるHPMの普及度合いが極めて低い実態の理由でもあるとの理

解は共通しているという(橋場, 2009)。また、文化適応の側面からも短期的経営・長期的経

営という問題は議論されてきた。たとえば、第1節で確認したHofsted(1991)では、第5の文

化の次元として「長期志向対短期志向」を示している。 
 
(2) SHRM研究における新たな視角 
 
企業の経営を考察するにあたり、短期的経営か長期的経営かの問題は一つの重要な観点

であるが、SHRM論が戦略とHRM施策の適合性を議論する中で、短期的か長期的かという

利益戦略とHRM施策の整合を直接論じた研究は見当たらない。 
これは、これまでのSHRMに関する実証研究において、戦略とHRMの適合を考えるうえ

で、暗黙裡にPorter(1980, 1985)やMiles & Snow(1984)の戦略類型を用いてきたことに一因

があると考えられる(木村, 2007; 西村, 2008)。特に、戦略とHRMの垂直的統合を強調する

コンティンジェンシー・アプローチに対しては、Ferris et al(1999)が、Porter(1980, 1985)
やMiles & Snow(1984)の戦略概念は企業の戦略を抽象的、包括的に類型化しており、今日

の企業が直面している競争環境の現実の姿が反映していないと指摘している。これらの戦

略概念では、企業はある特定の戦略を追求し、他の戦略的関心を無視するように扱ってい

るし、企業の競争環境や組織戦略が動的なものではなく静的なものとして描かれていると

いうのである31。そして、「今後の戦略とHRMの関係の検証は、企業が認識する競争上の

優先順位に応じてその重要性が大きくなったり小さくなったりする多数の戦略的要素が、1
つの連続体となっているものとして戦略を考察することによってなされるだろう32」という。

また、Chadwic & Cappelli(1999)は、「外部適合性の機能不全(dysfunctionality of external 
fit)」という表現を用いて、企業を取り巻く環境が動的である中で、特定の戦略とHRMの外

                                                   
30 原文は、 “Can the long-term aspects of HRM so central to its whole philosophy 
survive in a decentralized line environment dominated by short-term pressures?” であ

る。 
31 同様な指摘として、木村(2007)によると Nayyar(1993)が、実際の企業において採用され

ている戦略は、具体的な複数の戦略の組合せによってできているのに対して、コンティン

ジェンシー・アプローチの戦略の類型化は抽象的すぎると指摘している 
32 原文は、 “future tests of the HRM-strategy relationship might be better served by 
considering strategy to be along a continuum, involving a number of strategic factors 
that are seen by the organization to be more or less important as competitive priorities” 
である。 
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部適合(垂直的適合)が強くなればなるほど、実際には競争の変化に対処しづらくなるはずで

あると述べ、コンティンジェンシー・アプローチを批判している。このような指摘や批判

を踏まえると、従来の戦略類型を起点に戦略とHRMの整合性を論じることには限界がある

と考えてよいだろう(西村, 2008)。 
これまでの戦略とHRMの整合性を追求する実証研究は、企業が設定した重要な戦略だけ

に焦点を当て、その他の戦略的要素を排除し、組織の外側から見える戦略こそがその企業

の実際の戦略であるという前提を置いてきた(Ferris et al, 1999)。たしかに従来のコンティ

ンジェンシー・アプローチでは、企業の戦略的ポジショニングを特定の戦略に限定した狭

い範囲でとらえていたといえるだろう。しかし、むしろ根本的な視野の狭さは、これまで

のSHRMの議論において措定された戦略が、企業が市場においてどのように競争するかと

いう外部市場に対する戦略が中心となっていて、企業がいかに自身の組織を管理するかと

いう内部統制の戦略に対する関心が希薄であったことにあると思われる。SHRM論で「戦

略的適合」という場合に、戦略とHRM施策の間の垂直的適合とHRM施策間の水平的適合

が重視されたが、そこではどのような「戦略」が措定されていただろうか。たとえば、「顧

客重視」を戦略と定めた場合には、従業員のトレーニングに関しても、顧客との関係を良

くするスキルを伸ばすプログラムが必要であるとか、新しい技術や革新的なアイディアを

重視する企業であれば、リスクを取れる人材を採用する必要があるし、さらにその企業の

人事評価と報酬制度は、新しいものを取り入れ、リスクを負うことを奨励するものである

必要があると説明されるのが一般的である(片岡, 2004)。このように、これまでの「戦略」

は主に外部市場に向けた競争戦略が措定されていた。また、これまでの戦略概念が静的で

あり組織環境の動的な実態合わないこと、および実際の企業は特定の戦略だけではなく多

様な戦略的要素に対処していることから従来の戦略類型の問題を批判するFerris et 
al(1999)やChadwic & Cappelli(1999)も、やはり外部市場に向けた競争戦略を前提にしてい

る。 
言うならばこれらの対立的な議論は、企業の戦略として措定する「外部市場に向けた競

争戦略」に対する概念的視野の違い－焦点を当てるべきは特定された重要な戦略か多様な

戦略要素か、外部市場や戦略はより動的に理解するべきか否か－であって、必ずしも理論

的な視角を異にするものではない。 
 本論文では、外部市場に向けた事業戦略と同等に重要な戦略として、これまで戦略と

HRMの整合性を探求する中で見過ごされてきた、「どのように利益を上げるか」という利

益に対するアプローチの仕方に視点を当てる。短期的に利益を考える企業と長期的に利益

を考える企業では、利益をとらえる時間軸は異なっているだろう。また、売上げを重視す

るか収益を重視するか、あるいは両者のバランスを重視するか、換言すれば、財務諸表の

トップラインとボトムラインのどちらをより重視するかというように、重視する利益指標

の違いは従業員に求める役割行動に反映し、組織内部のオペレーションの仕組みとやり方

に影響すると考えられる。そして、HRMが戦略に対して適合的であるならば、その戦略は
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外部市場に向けた事業戦略のみならず財務的な戦略も合わせて含まれると考えられる。 
 ところで、外部市場に向けた事業戦略はビジネスモデル等から観察されやすいが、利益

に対するアプローチの仕方の違いは、結果としての財務諸表の比較分析から把握すること

はなかなか困難である。本論文では、調査対象企業の内側からの観察者へのインタビュー

と内部資料を詳細に検証することで、同じ生命保険業でありながら、また同じアメリカに

親会社を持つ多国籍企業(MNCs)でありながらも、利益をとらえる時間軸の違いとして、「短

期」、「長期」の区別ができることを確認する。そして、「期間」の違い－利益の時間軸

の違い－から企業の財務的性格の違いが生まれ、企業の実際のHRM施策はそれぞれの財務

的性格に整合していることを確認する。 
短期的な経営と長期的な経営では、人的資源の扱われ方にどのような違いがあるであろ

うか。直観的に考えられる仮説は、短期的な経営の下では、人的資源はより「費用」とし

ての側面を現わし、長期的な経営の下ではより「資産」としての側面を見せるだろうとい

うことである。今日主流であるHPM(高業績管理)による ‘high-road’ HRMアプローチは、

ベストプラクティス・アプローチの理論モデルと相俟って、ともすれば唯一最善で普遍的

なHRMが存在するという主張につながりやすい。しかし、戦略に「期間」の違いを観点と

して持ち込むことで、「戦略的適合」の新たな視角を提起できると考える。すなわち、こ

れまでのSHRM研究における戦略的適合の解釈である外部市場に向けた事業戦略への垂直

的適合に組織内部の財務的戦略への垂直的適合を加えて、2つの側面から戦略適合を考察す

るモデルである。 
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第 2 章 E 社をめぐる M&A および HRM の変貌 
 
1. はじめに 
 
 外資系企業の人材マネジメントを検証するに先立ち、調査対象企業 E 社をめぐる M&A
の変遷と、経営主体である P、Q、R グループの人材マネジメントの概要を確認しておこう。

最初に、E 社の M&A 変遷を時系列に整理するとともに、各グループの国際経営タイプの違

いを踏まえ、売上高、収益、従業員数の推移等からグループ間の特徴を確認する。次に、

各グループ間の報酬制度等主な人材マネジメントの仕組みを確認する。最後に、本章の検

証から得られる含意を述べる。 
 
2. E 社をめぐる M&A の変遷 
 

(1) E 社の沿革および M&A 変遷の概要 
 
本論文の調査対象企業である E 社の M&A の変遷は、図 2-1 で示すとおりである。日本

の生命保険会社のX社33とアメリカの多国籍コングロマリットであるPグループ34傘下のノ

ンバンク部門が提携し、1998 年 3 月に合弁会社 E 社を設立したのが M&A①であり、その

後の E 社の M&A 変遷の始まりとなった。その後、E 社は、P、Q、R グループの間で M&A
取引の対象となっている。 
図 2-2 は、M&A①の合弁スキームにおける P グループと X 社、および合弁会社の E 社

の資本関係等の提携関係を示したものである。この図から分かるとおり、E 社は X 社の販

売網と販売先顧客等の営業権を X 社から譲り受けて新設された生命保険会社であり、生保

市場に新規参入した E 社(すなわち P グループ)には過去の保険販売の蓄積である保有契約

にもとづく保険料収入が無いから、E社にとって利益の源泉はE社の新契約販売量である。

一方、合弁スキームにおける X 社は、自らは新規保険契約の販売業務は行わないものの、E
社が獲得した新規保険契約の再保険(共同保険式再保険)を引き受けることで、引受リスクに

応じた収益を X 社が得る仕組みとなっていた。つまり、E 社の毎事業年度計画の遂行状況

が X 社の収支計画に直接影響するスキームとなっている35。 
 
 

                                                   
33 1890 年代末に設立された日本の生命保険会社 
34 アメリカに本拠を置く多国籍コングロマリットの企業グループ。M&A①、②の当時、3
分野 15 事業の多角経営を行っていたアメリカを代表する優良企業である。 
35 P グループとＸ社の合弁事業の目的およびスキームに関しては、野村資本市場研究所「X
社と P グループの提携」『資本市場クォータリー1998 年春号』が詳しい。

(http://www.nicmr.com/nicmr/report/backno/1998spr.html 2014 年 9 月 16 日最終確認) 
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図 2-1 E 社の M&A の変遷 

 
出所：E 社「ANNUAL REPORT 2011」および Ra 社「Business Report 2012」より筆

者が作成した。 
 

図 2-2 M&A①の合弁スキーム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：野村資本市場研究所「X 社と P グループの提携」（資本市場クォータリー1998 年

春号）をもとに筆者が一部修正して作成した。 
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しかし、翌年の 1999 年度 X 社決算が債務超過となり、X 社は営業継続を断念し経営破た

んした36。X 社の保有契約は、当時の保険業法に基づき、P グループがスポンサーである E
社を受皿会社として包括移転されるとともに、X 社から E 社に出向していた従業員の多く

が E 社に再雇用され合弁スキームは解消した。これが M&A②である。 
P グループの完全子会社となった E 社は、2002 年に同じく国内生命保険会社である Y 社

37を買収・合併(M&A③、M&A④)し拡大路線を追求したが、P グループが世界的に事業再

編を進める中、保険事業部門から撤退することが決まり、2003 年 8 月に Q グループ38に売

却(M&A⑤)された。 
Q グループは、すでに日本国内で Qa 社と Qb 社の二つの生保会社を保有していたが、E

社は Q グループ内の他生保と併存する形で事業展開した。その後 2006 年には Q グループ

が保有する系列の生命保険会社の一つである Qb 社39との合併計画を発表し、両社は 2009
年 1 月を目途に合併に向けて準備を進めていたが、2008 年 9 月、Q グループのアメリカ親

会社が、サブプライムローンの問題を契機に経営破たんの危機に陥り、合併予定日直前の

2008 年 12 月に E 社と Qb 社の合併計画は凍結された。 
その後、Q グループのアメリカ親会社の事業再建方針として、生保事業部門を売却し損

保事業部門主体の事業展開とする意思決定がなされ、2011 年 1 月末に E 社と Qb 社は R グ
ループ40に売却(M&A⑥)された。さらに翌年 2012 年 1 月には、R グループ傘下の Ra41社

と Ra 社を存続会社とする三社合併(M&A⑦)が成立し現在に至っている。 
 

(2) P、Q、R グループの国際経営における強みと特徴 
 
 次に、アクチュアリー、元ゼネラルマネジャーおよび元人事部長のインタビュー等から

                                                   
36 X 社の経営破たんの原因および経緯に関しては、金融庁「金融機関の破綻事例に関する

調査」(http://www.fsa.go.jp/news/18/20070330-5.htm 2014 年 9 月 16 日最終確認)に詳細

が記載されている。 
37 かつてあった日本の生命保険会社。流通系の事業グループに属する中小生保であったが、

P グループに売却され E 社の子会社になり、その 6 か月後 E 社に吸収合併された。 
38 アメリカに本拠を置く。当時、損害保険および生命保険の事業を中核とした国際的保険

コングロマリット。Forbes Global 2000 では保険セクターで第一位にランキングされたこ

とがある。M&A⑤により、日本国内で生保 3 社と損保 3 社による事業を展開することにな

った。サブプライムローンの問題から、リーマンショックを契機にグループのアメリカ親

会社が一時経営危機に陥り、米連邦政府の資金注入を受けた。再建策として生保事業を売

却し、現在は損保事業を核とした事業展開を行っている。 
39 2000 年に経営破たんした日本の元中堅生命保険会社を Q グループが買収した。Q グル

ープ内で再建したが、E 社と同時に R グループに売却された後、Qb 社と E 社は R グルー

プ内の Ra 社に吸収合併された。 
40 アメリカに本拠を置く、生命保険事業を中核とする世界最大級の多国籍金融サービス機

関。現在、日本国内で三社の生保会社を傘下に置いている。 
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確認できる、多国籍企業としての P、Q、R グループの現地経営の特徴を、Perlmutter (1969)
の EPG モデルまたは Bartlett & Ghoshal (1989)のトランスナショナル・モデルによる類型

に当てはめて、各グループのおおまかな特徴を整理しておこう。現地経営の特徴は E 社の

経営戦略または人材マネジメントに少なからず影響を及ぼすと考えられる。 
 いずれのグループも、現地会社のラインによる指揮命令系統のほかに、経理部門、法務

部門、資産運用部門、人事部門等の部門別に、アメリカの親会社部門との情報共有ライン

（ときに指示・命令的ラインになることもある）を持つ、グローバル・マトリックス組織

である点は共通している。しかしながら、3 つのグループの国際経営スタイルの違いを単純

な表現で説明するならば、P グループは中央集権的(centralization)であり、Q、R グループ

は現地主義(localization)であるといえるだろう。 
 

(ア)  P グループの特徴 
 P グループでは、M&A 後、人事、経理、マーケティング、資産運用、商品開発、リスク

管理などの主要部門にアメリカまたはグループ内の他の会社からマネジメント層に人材を

送り込み、徹底した経営幹部層の P グループ化を推進する。また、特に M&A 直後の 3 ヶ

月間をインテグレーション期間と位置付け、その間、本国から国際要員42が派遣され、買収

した会社の主要部門に配置され、各部門のマネジャーや主力スタッフと協働し変革のプロ

ジェクトをリードする。このインテグレーション期間中に、P グループ流の企業価値観や仕

事の仕方が移植される。 
P グループの国際経営の特徴や強みを一言で言い表すことは難しい。その理由として、P

グループが扱う製品やサービスの多様性とグローバルで多岐にわたる事業展開があげられ

るだろう。しかし、P グループには、グループ共通に取組むイニシアチブがあり、また、P
グループ自身が認識しているコア・コンピテンシーが存在している。そこで、E 社にかかる

M&A②(X 社との合弁スキームを解消し、P グループの 100%子会社に移行)当時の 2000 年

度の P グループのアニュアル・レポート(日本語版)43を引用し、P グループの強みと特徴を

確認しておこう。このレポートが公表された 2001 年は、P グループ本体の経営陣交代の年

にあたったことから、レポートの中でそれまでの P グループを振返り、長年にわたり優れ

た実績をあげてきた要因、事業活動のよりどころとなるバリューや信念、グループとして

の強み等につき自ら総括しており、例年に比して特色のあるレポートとなっている。 
 
 「4 つの全社的イニシアチブグローバル化、サービスの重視、シックスシグマによる品質

                                                                                                                                                     
41 2000 年に経営破たんした日本の元中堅生命保険会社を R グループが買収した。 
42CAS(Corporate Audit Staff)と呼ばれる。CAS は買収直後のフェーズだけでなく、1 年に

2 回から 3 回程度買収企業先を訪れ、その都度新しいプロジェクトを組成し現地の従業員と

協働する。 
43 http://www.ge.com/jp/docs/2545918_1229551084_ar2000.pdf 参照 2015 年 1 月 11 日

最終確認 
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管理、デジタル化－を徹底的に推進した結果、どこで仕事をするのか、何をお客様に

提供するのかということだけでなく、仕事の仕方や考え方、お客様に対する接し方ま

で変化してきたのです。・・・当社の真の『コア・コンピテンシー(中核的な能力)』は

私たちが提供する製造やサービスではありません。世界最高の人材をグローバルに採

用し育成できること、そして、こうした人材が飽くなき学習意欲を持ち、高いストレ

ッチ目標に挑戦し、日々さらなる向上を目指して努力するよう、彼らの意欲を醸成し

ている点にあります。」 
 
「当社は以前から、『外部の変化のスピードについてゆけなくなったら企業は死んだも同

然だ』と考えてきました。・・・P グループは変化を喜んで受け入れる企業文化を持っ

ています。変化を脅威や危機ではなく、常に興奮やチャンスの源ととらえているので

す。・・・なすべきは、すべての変化を乗り越えるということだけです。」 
 
 これらの記述から分かるのは、P グループの経営の特徴は「変化への対応」であり、P グ

ループの「変化への対応能力」とは、変化を歓迎し変化を促進するような人材の採用と育

成であると認識されていることである。もちろん、企業の成長を実現するうえで、テクノ

ロジー、優れた事業分野の存在と適正な事業範囲の設定、豊富な経営資源の活用などが必

要であることはいうまでもない。しかし、P グループにおいてはコア・コンピテンシーを製

品でもサービスでもない「人材」と捉え、経営戦略における人材マネジメントの重要性を

を不可分の関係と考えていることが分かる。 
このように、企業の経営戦略として人材マネジメントを明確に位置づける P グループに

は、グローバルに共通の HR ポリシーと人材マネジメントシステム(HRM システム)があり、

特に後継人材を発掘する人事プロセスに重きが置かれ、すべての部署のリーダーが、人事

部のサポートを受けながら、自分の後継者候補を指名しその候補者をどのように次期リー

ダーに育成するかというサクセッション・プランを策定する。後継候補者には、選抜され

た人材を集めたリーダーシップ・トレーニング機会が提供され、重要なプロジェクトのリ

ーダーに指名されることなどにより、自身の能力のレベルアップとパフォーマンスを示す

機会が与えられる｡これらの機会を活用し、期待通りの成果を出していくことにより、「候

補者」から実績を伴う「有資格者」になり、どこかのリーダーのポジションがオープンに

なった場合にノミネートされ、キャリアの階段を上っていく。 
 
(イ)  Q グループの特徴 
Q グループの特徴は商品開発力にある44。商品コンセプトの策定に関しては、アメリカ親

                                                   
44 Q グループの国際的商品開発体制に関しては、サービス産業生産性協議会「<グローバ

ル・サービス・フォーラム>ベストプラクティスの共有」2010 年 2 月 25 日を参照した。 
(http://www.service-js.jp/modules/contents/?ACTION=content&content_id=323 2014
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会社のグローバルレベルの専門組織(Product Development Team45)と現地の商品開発担当

がそれぞれ実施するが、各国で開発された商品コンセプトを親会社が集約し、親会社の専

門組織が作成した商品コンセプトとともに各国の商品開発担当者に共有され、以降の具体

的な商品開発プロセスは、各国の法制や消費者ニーズに応じて現地の商品開発担当に委ね

られる。Qa 社が「日本初」として発売した非喫煙者向け保険(非喫煙者の保険料を割引きす

る)や無選択型終身保険(80 歳まで誰でも加入可能)は、アメリカでヒットした商品を日本の

実情に合わせて改良して発売したものである。 
また、Q グループの販売チャネル戦略はマルチ・チャネル戦略であり、直販の営業社員

または保険販売を委託する代理店による販売網を基本に、通信販売、銀行窓販等販売手段

は多ければ多いほど良いという考え方で売上げを伸ばしてきた。 
Q グループの国際展開において、商品開発以外の現地政策に対する親会社の関与は小さ

く、日本ビジネスの場合は、アメリカ親会社の委託を受けた「日本・韓国地域担当」が日

本におけるグループ各社の監督・指導を行うという管理態勢であった。この日本・韓国地

域担当は日本のグループ各社に対する指揮命令権は無く、Q グループがワールドワイドに

展開するイニシアチブ(マネーロンダリングへの取組強化等、コンプライアンスやリスク管

理案件が多い)についても、日本・韓国地域担当を通じて伝達されるが、日本のグループ各

社の事情に応じてカスタマイズすることが認められていて、一律的な展開にはならないこ

とが多い。 
従業員政策に関しても基本的に現地各社の裁量に任されており、グループ全体の人材マ

ネジメントの方針やシステムは特段無く、グローバルな人事交流も少ない。元人事部長に

よると、M&A⑤の数年後、日本的な職位定年(役職定年)制度を導入したが、E 社独自の判

断の下、親会社の了解などなく決定されており、親会社の人事部門が現地の人事制度の改

定などに介入したことは無かったとのことである。なお、サブプライムローン問題でアメ

リカの経済状況が下降局面に入り、親会社の財務状態の悪化が始まった頃からは、年次昇

給率など人件費ファンドが上がることについては米国本社の了解が必要になったものの、

それ以前では昇給率についても現地各社が決定していたとのことであった。 
  

(ウ)  R グループの特徴 
R グループも Q グループと同様、現地中心の経営スタイルである。日本の R グループは

生保 3 社による事業展開を行っているが、R グループの特徴は独自の営業社員モデルであ

る。日本の生保 3 社のうち 2 社は、それぞれライフプランナーモデル、ライフプラン・コ

                                                                                                                                                     
年 9 月 16 日最終確認) 
45 Product Development Team は、世界中の弁護士から各国の法改正に関する情報を逐次

入手する Panel Counsel Program、各国の保険金支払い部門から顧客の要望を定期的に聴

取する Claims Executive Panel、および全グループで考案された商品アイディアを一括管

理する ITAM(Innovation Tracker and Manager)を中心に構成され、世界規模でグループの

アイディアの共有と横展開が可能な仕組みを構築している。 
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ンサルタントモデルと呼ばれるフルコミッション体系の営業社員のチャネルを持ち、マー

ケットやターゲット顧客層に住み分けがあるものの、ニードセールスをベースに顧客との

対話型コミュニケーションを重視した対面販売に強みを持っている46。 
 顧客との対話型コミュニケーションを重視する R グループにおいては、商品開発に関し

ても特色が見られる。生命保険契約には、被保険者が「余命 6 か月以内」と診断されたと

きに、契約している保険金の一部または全部を生前に請求できるリビング・ニーズ・ベネ

フィットという生前給付型の特約があり、現在ではほとんどの保険会社で取り扱われてい

るが、カナダの R グループが 1989 年に最初に開発した。当時 R グループのカナダ社の社

長(ライフプランナー出身でカナダ社の社長になり、その後米国親会社の社長になった。) が
ホスピスでエイズ患者の世話をするボランティア活動をしていたときに、患者との会話か

ら、死に直面した人を経済的に支援するために生命保険を利用できないかを考えた結果生

まれた特約であるという。本来、死亡保険金は被保険者の死亡後に支払われるものである

が、保険金を生前に受け取ることで、十分な治療を受けたり、環境の整った施設に入所で

きたり、あるいは残された時間を有意義に過ごすことができたりするということが可能に

なることから普及するようになった。 
 日本の R グループの事例としては、日本の骨髄バンクの取組みを知った一人のライフプ

ランナーの生命保険を活用してドナー登録者をサポートしたいという思いが商品開発につ

ながり、2005 年にドナー・ニーズ・ベネフィットという商品が生まれた。これは、骨髄を

提供するドナーは骨髄採取手術のために数日間の入院が必要であり、骨髄提供者のドナー

側にかなりの負担がかかることから、ドナーの経済的負担を軽減することを目的に開発さ

れたという。通常の手術給付金は、被保険者が保険約款で約定している「治療を目的とす

る手術」のみを受けた場合が給付対象であるが、ドナー・ニーズ・ベネフィットは、ドナ

ーが自らの意思で手術を受ける「骨髄幹細胞採取手術」に対して手術給付金を支払う保険

であり、自分の治療のためではなく他の人の命を救うための手術に給付金を支払う点で、

かつてない画期的な商品といわれている。 
 いずれの商品も、顧客に直接接している営業社員(ライフプランナー)の発想がきっかけと

なり開発されているところが特徴的である47。生命保険販売現場の担当者が顧客サービスに

対して高い品質を追求する姿勢を共有していることで、新商品開発にまでつながる営業社

員チャネルの品質が R グループの競争力になっていると考えられる。 
また、日本の R グループの営業社員モデルの運営状況は、各国の R グループ他社と比べ

て生産性が高いことから、R グループ全体でも成功事例ととらえられており、親会社の要請

を受け、韓国、台湾、イタリア、メキシコ、ブラジルのグループ各社に運営ノウハウを移

                                                   
46 他の 1 社は、銀行等の金融機関を保険販売代理店とする銀行窓販専門であり、直販の営

業社員モデルを持たない生命保険会社である。 
47 リビングニーズ発案者は現役のライフプランナーではないが、ライフプランナー経験を

通じた顧客目線による発想であるといえよう。 
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転するため、日本の R グループのセールス部門から、親会社のセールス本部やノウハウ移

転先の各国に派遣される機会は多い。しかし、その他の業務部門のグローバルな人事交流

は少なく、親会社から日本に派遣される国際要員も少ない。3 社を束ねるホールディング・

カンパニーが窓口となり、親会社の指示や要請に対して日本の法規制や慣行を踏まえた修

正を加え、各社に降ろされることが多い48。 
  
以上、P、Q、R グループの国際経営の概要を確認した。各グループの強みは、P グルー

プは変化を乗り越えるための人材(リーダー)の発掘と開発、Q グループは商品開発と販売チ

ャネルの拡大、R グループは独自の営業社員モデルの確立による顧客との対話型コミュニケ

ーションを重視した販売チャネルの品質にあった。なお、それぞれの国際経営の特徴を、

多国籍企業の理論に照応した場合、以下の類型化が可能と思われる。 
 P グループは、公式のコントロールシステムにより、親会社の知識・能力を世界的に伝播

する点でインターナショナル(IN)型であり、グループ共通の報酬プログラム、業績評価シス

テム、人材インベントリー管理を通じて、各地域を統合する点で世界志向(G 型)といえる。 
 Q、R グループは、現地子会社が各国の市場の違いと変化に対応して経営する点でマルチ

ナショナル(MN)型であり、従業員政策に関しては現地に委ねられている現地志向(P 型)で
ある。一方で、Q グループは、商品開発に関してグループ内の多発的ネットワークを活用

したイノベーションの仕組みを構築しているし、R グループでも日本の営業社員モデルの海

外への移転が試みられる等、グループ内のベストプラクティスを共有する展開が見られ、

国際経営の一部に関してはトランスナショナル(TN)型の一面を有しているといえる。 
 E 社の人材マネジメントに関して比較すると、P グループは世界志向(G 型)、Q、R グル

ープは現地志向(P 型)といえよう。現地志向・現地主義の Q、R グループでは、日本の労働

法制を踏まえた人事制度が基本となり、日本的な労働慣行の取り込みも行われやすいと思

われる。それに対して世界志向・中央集権的な P グループでは、親会社の HRM システム

への統合が強くなり、グループ共通の HR ポリシーや HRM システムの適用の下、日本的

労働慣行は排除される傾向になると考えられる。 
 

(3) E 社の売上高推移、収益推移、従業員数推移 
 

 続いて、E 社の売上高と収益、および従業員の推移を確認しておこう。R グループによる

M&A 以降は、3 社間合併のため E 社単体の状況は確認できない。したがって、E 社として

連続性がある P、Q グループ下の E 社の状況を記載する。売上高に関しては新契約高を指

                                                   
48 ただし、2013 年 7 月、R グループは、金融安定理事会(Financial Stability Board: FSB)
により、グローバルにシステム上重要な保険会社(Global Systemically Important Insurers: 
G-SIIs)に指定され、各国現地法人も連邦準備制度の規制の対象となったため、今後の R グ

ループの国際経営に変化が生じる可能性はある。 
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標にして日本における他の外資系生保との対比を確認した。E 社の新契約高に関しては保険

金額建てと年換算保険料建ての 2 つの指標で売上高推移を確認したため、E 社内部の統計

資料が確認できた 2001 年度～2010 年度までを対象とした。なお、外資系生保の売上高を

示す指標は公開されている統計資料では保険金額建ての新契約高である49。収益推移に関し

ては、X 社との合弁スキームが解消された 2000 年度～2010 年度まで、従業員推移に関し

ては、X 社との合弁スキームの期間を含む 1998 年度～2010 年度までを対象とした。 
 

(ア)  売上高推移 
 図 2-3 は、E 社の売上高を新契約高(S 建て：保険金額建て、ANP 建て：年換算保険料建

て)の対前年比でとらえ、かつ他の外資系生保全体の傾向(S 建て)と比較したものである。こ

れによると、他の外資系生保全体の新契約高(S 建て)の傾向は前年伸展率 86%台~108%台の

範囲で比較的なだらかに推移しているのに対し、E 社の新契約高(S 建て)は、起伏の激しい

推移となっている。この点につきアクチュアリーに確認したところ、2001 年度の前年伸展

率(S 建て)が 50%台と大きく落ち込んでいるのは、2001 年度の売上げが低調だったのでは

なく、前年度の特殊な販売政策により 2000 年度が突出した売上高を示したことによるもの

だったという。2000 年 3 月に経営破たんした X 社の保有契約を E 社に包括移転する M&A
②の際に、X 社の既契約者は加入時に約定した保障額や解約払戻金等の削減という条件変更

を余儀なくされた。このような不利益な条件変更を受けた契約者の中には、旧 X 社の契約

を継続することを嫌い E 社の新しい保険商品に再加入することを希望する顧客が少なから

ず存在したことから、E 社では 2000 年 3 月～9 月の間に期間を限定して、旧 X 社の契約者

に対する E 社新契約への乗換販売を促進した経緯がある。かかる販売展開は 2000 年度下期

には終了したため 2001 年度以降は平常の販売状況に戻り、結果として 2001 年度の対前年

度伸展率は特に S 建てで落ち込んで見えるが、2001 年度の実質的な売上高は、特殊な販売

政策を展開する前の 1999 年度と同程度のものだったということである。 
 2004 年度は Q グループに移行した翌年度であるが、Q グループでは P グループ以上に売

上高として年換算保険料(ANP: Annualized Premium)が重視され、E 社のセールス部門が

                                                   
49 外資系生保の場合、年換算保険料を業績数値に使用することが一般的であることから、

年換算保険料ベースで新契約高推移を比較することが望ましいが、調査対象期間の全期間

を通じて他の外資系生保の新契約高を年換算保険料ベースで捕捉することができなかった

ため、E 社以外に関しては保険金額建ての新契約高を指標とした。きわめて大まかな区分で

あるが、死亡保障性商品、医療保険、個人年金保険等における保険金額と保険料の関係は、

保険料額に比して保険金額の大きい死亡保障性商品、保険料額に比して保険金額の小さい

医療保険、そして個人年金保険は両者の中間であるとイメージできる。したがって、主力

とする販売商品のタイプのシフトや保険会社ごとの販売方針の変更がある場合には、売上

高の指標を保険金額建てで見るか保険料建てで見るかによって、売上げの推移が異なる見

え方になる。図 2-3 の E 社の新契約高推移が保険料建てと保険金額建てで大きく異なって

いることから、M&A により経営主体が変わることにより販売方針や主力商品が変化したこ

とが分かる。 
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短期払い終身保険(たとえば保険料払込期間が3年)を積極的に販売した結果であったとのこ

とである。短期払い終身保険は保険料が高い割には死亡保障額である S 建て小さくなる傾

向があり資産性商品の特徴が強い終身保険であることから、ANP を上げるには効果的であ

るが反面保険金額ベースの売上高は低くなったという50。 
 
図 2-3  新契約高業績推移(業界間比較) 

 
出所：E 社 ANP 建て(年換算保険料建て)は E 社内部資料より、S 建て(保険金額建て)の数

値についてはインシュアランス統計号(保険研究所)「[1]最近 5 年間事業概況表」各年

度より筆者が集計し作成した。 
注：外資系生保は、保険業法に定める「外国保険会社」(外国生命保険会社の日本支店)およ

び日本の法人であるが外資系資本 100%の生保の合計とした。2001 年度は全 15 社、

2010 年度は全 13 社である。 
 

2008 年度は、E 社および他の外資系生保ともリーマンショックの影響を受けた日本経済

の落ち込みに伴って新契約高の前年伸展が低調となった。ただし、他の外資系生保は 2009
年度以降回復傾向を示しているが、E 社に回復基調は見られない。リーマンショックの際に

Q グループ親会社が経営危機に陥った影響がグループ傘下の E 社の売上げにマイナスとな

っていたことが分かる。 
 このように、経営主体の変更や年度単位の販売政策や方針の変更等により E 社の新契約

                                                   
50 Q グループの E 社は、2005 年度には短期払い終身保険の販売に対する社内業績評価を見

直し、売上指標の ANP として計上できる額を小さく評価する評価基準に変更し当該商品の

販売量を抑制する方向に販売方針を変更した。したがって、2005 年度には S 建ての前年対

比でも伸展に転じている。 
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高は特に S 建ての推移からは安定的でないように見えるものの、ANP 建ての推移では前年

伸展率が 91%台から 125%台の間を推移しており、P、Q グループの期間をまたいでも他の

外資系生保の新契約高の推移と比較して大方の傾向としては遜色のない状況で推移してい

ると見てよいだろう。 
 なお、総売上高の増減に対して直接的な影響を及ぼすものではないが、グループによる

商品販売政策の特徴によって、セールス部門が販売する保険商品ごとの売上高は実際には

大きく変化する。アクチュアリーのインタビューから確認した X 社と P、Q グループの保

険販売方針の特徴は以下のとおりであった。 
X 社の時代は日本の保険行政はいわゆる護送船団行政であり、商品開発競争や保険料率設

定における価格競争は活発ではなかったものの、そのような中で国内生保各社は独自性を

追求しており、X 社は個人年金保険を主力商品に位置付ける販売方針を取っていた。保険会

社にとって収益性の高い入院や手術を保障対象とする医療保険も販売していたが、医療保

険の保険料構成として予定事業費が小さく設定されていて、X 社では営業社員や保険販売代

理店等の販売チャネルに支払うコミッションも低く設定されていたため、販売チャネルに

とり医療保険を拡販するインセンティブに欠け、新契約高に医療保険の占める比率は大き

くなかった51。 
 P グループの販売方針は単純に「もうかる商品を売る」ということであった。E 社設立当

時は X 社の商品ラインアップをそのまま引き継いだが、商品別の収益性(profitability)を重

視し、収益性の低い X 社の一部商品の販売を直ちに停止している。商品別の収益管理では、

X 社のような予定事業費の枠にとらわれない収益管理を行い、費差損益に加えて死差損益や

利差損益も含めた「総合収益」にもとづく収益性分析を行い、E 社設立後の 1 年後の 1999
年からは営業社員や保険販売代理店のコミッション体系を商品ごとの総合収益に応じた体

系に変更した。その結果、資産性商品(従来型の個人年金、養老保険、終身保険等)は収益性

が大きくないことから、販売コミッションも低く設定される方向に見直され、一方で収益

性の高い定期保険等の死亡保障性商品や医療保険の販売コミッションを X 社時代より高く

設定した。このような P グループによる収益重視の商品販売政策への転換により、X 社時

代に新契約高が伸びなかった医療保険の拡販が急速に進み、Q グループへの売却前の 2002
年頃には、E 社の新契約高(ANP ベース)の約 3 分の 1 を医療保険が占めるに至る商品シフ

トが起こっている。 
                                                   
51 生命保険料の算出に使用される基礎率は、予定死亡率・予定利率・予定事業費率である。

また、生命保険会社の収益の源泉は、保険料計算基礎率ごとに、予定死亡率と実際死亡率

の差(死差損益)、予定利率と実際利率の差(利差損益)、予定事業費率と実際事業費率の差(費
差損益)のいわゆる 3 利源が中心である。X 社当時は、予定死亡率・予定利率については概

ね業界統一基準が採用されたため、各社では、死差損益、利差損益、費差損益を総合的に

捉えた収益管理やリスク管理をするというよりは、予定事業費と実際事業費の枠の中で収

益を管理するのが基本であった。そのため、販売チャネルに支払うコミッションの設定も

商品ごとの予定事業費の範囲で設定することが一般的であったから、医療保険のように保

険料に占める予定事業費率が小さい商品に対するコミッション水準は低く設計されていた。 
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 Q グループも P グループと同様、総合収益に基づく収益管理が基本であるが、売上げ重

視の販売方針の下で ANP 予算の達成が重視された。毎年の営業予算の策定では商品ごとの

ANP 予算に細分化されていたものの、年度決算やセールス部門の業績評価においては総額

の ANP 予算の達成が重要視されていたことから、セールス部門では ANP 予算を達成しや

すい商品の販売に注力しやすい販売行動となる傾向があり、前述した 2004 年度の短期払い

終身保険が売れすぎた場合のように、商品別の販売状況を逐次モニタリングしながら必要

に応じて商品単位の業績評価の修正により販売現場の行動の管理を行っていた。 
 

(イ)  収益推移 
図2-4は、E社の基礎利益52と当期利益の推移を示したものである。Pグループ時代の2001

年度から 2003 年度の基礎利益および当期利益がマイナスを示しているが、X 社との M&A
①と②、および Y 社との M&A③と④における営業権等の償却が影響しているので、まず先

にこの点を補足しておこう。 
生命保険事業は、開業当初多額な費用の支出が見込まれることから、保険業法第 113 条

第 1 項において、開業当初から 5 年間の事業費の一部を繰り延べることができるとされて

いる(113 条繰延資産)。E 社は 1998 年 4 月開業であることから、当初の事業計画では、初

期 5 年間の事業費を 2008 年 3 月までの計 10 年間繰延べる予定でいたが、2001 年 3 月期決

算より、113 条繰延資産の償却を 10 年から 7 年に加速して償却することとした。併せて、

X 社の経営破たん時に E 社で計上した X 社の営業権(約 500 億円)の償却を加速させるとと

もに、2002 年 10 月に合併した Y 社の営業権(約 200 億円)を 2003 年 3 月期決算で一括償却

している。このように、資本計画を見直し、財務体質強化を目的に 113 条繰延資産および

M&A に伴う営業権を償却したことによるもので、業況の悪化による赤字ではなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
52 （社）生命保険協会発行「生命保険会社のディスクロージャー虎の巻 2007 年版」による

と、「基礎利益」とは、生命保険会社の本業における 1 年間の収益力を示す指標のひとつで

ある。保険料収入や保険金・事業費支払等の保険関係の収支と、利息及び配当金等収入を

中心とした運用関係の収支からなる生命保険会社の期間収益の状況を表わす指標で、一般

事業会社の営業利益や銀行の業務純益に類する(有価証券の売却損益・評価損益などのキャ

ピタルゲイン/ロスを抜いて計算される)。 
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図 2-4  E 社の基礎利益と当期利益の推移(億円) 
P グループ：2000 年度～2003 年度、Q グループ：2004 年度～2010 年度 

 
出所：E 社アニュアルレポートから筆者が集計して作成した。 
 
当時(2000～2002 年度)の E 社の財務状況の内訳が分かるものが図 2-5 である。「公表し

ている基礎利益」から「113 条償却額」と「営業権償却額」を除いた正味の基礎利益は、2000
年度 1,132 億円、2001 年度 387 億円、2002 年度 225 億円というように、毎年利益を上げ

ていることが分かる。これらの営業権・113 条資産償却は 2003 年度決算で終了したため、

2004 年度決算から基礎利益・当期利益ともに黒字計上となっている。なお、2008 年度決算

においては、E 社本体の基礎利益は黒字だったものの、リーマンショックに端を発した Q
グループ親会社の経営危機に伴い多額の特別損失が発生し、当期利益が大幅な赤字となっ

ている。 
アクチュアリーによると、P グループ E 社の財務部門には日本の生命保険事業の知識・

経験が乏しく、米国会計基準による決算を重視し、日本会計基準の決算報告にあまり関心

がなかったとのことであった。たとえば、日本の生命保険会社では、毎 3 月度の決算報告

以外にも 9 月上半期決算発表(中間決算発表)を行い、年度の途中の財務状況を含む業況を公

表することが一般的であるが、P グループの財務部門に対して中間決算発表の重要性を理解

してもらうことがなかなかできず、苦労したとのことである。その後、日本の保険業界で

は上半期の決算発表が新聞記事にもなり、営業の売り上げにも影響することを知り、上半

期決算発表で記者会見もするようになり、財務部門の認識も変わっていったとのことであ

った53。また、113 条償却と営業権償却の算出手順に関しても、決算報告で公表される基礎

利益が保険会社の本業の力を示す指標として重要であることを当時の財務部門が理解して

いれば、正味の基礎利益を黒字で確定させた後に営業権等の償却処理を行い、基礎利益は

                                                   
53 ただし、P グループの経営者は米国会計基準の決算数値のみで評価されたとのことであ

る。 
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黒字であるが償却計画を加速させたことで当期利益が赤字になったことが外部から見ても

分かる報告書を作成しただろうとのことであった。 
 以上から、生命保険会社の本業における収益力を示す「基礎利益」指標に関し、P、Q グ

ループをまたいで一貫して黒字となる事業経営を展開していることが確認できる。 
 
図 2-5 Ｐグループ決算「公表している基礎利益」の内訳 

(単位:百万円) 2000年度 2001年度 2002年度
28,747 -18,170 -66,227
12,028 11,812 8,744
- 11,192 -

-27,749 -21,397 -21,397
-56,738 -46,738 -67,371
101,206 26,961 13,797

9,966 2 9,100
-8,352 -1,513 -683
30,361 -19,681 -57,810

113,234 38,773 22,541

※営業権・113条資産償却費(2003年度決算で終了)を除く基礎利益は黒字

キャピタル損益

臨時損益

公表している基礎利益

うち、コア基礎利益

日本会計基準(J GAAP)

経常損益

営業権・113条資産の償却費及び113条資
産繰入を除いた基礎利益

うち、113条繰延額

うち、113条償却額

うち、営業権償却額

うち、早期解約控除益

出所： E 社取締役会資料「Financial Status」 2003 年 10 月 16 日より筆者が作成した。 
 

(ウ)  従業員数推移 
 図 2-6 は、合弁スキームで E 社が営業開始した 1998 年 4 月から、R グループによる買収

直後の 2011 年 3 月までの入退社を含む従業員数推移を示したものである。 
1998、1999 年度は、図 2-7 に示すとおり、E 社の従業員は、P グループのプロパー社員

(正確な人数は不明であるが数十人規模と思われる)と、X 社から転籍した 100 人規模の幹部

社員、および同じくX社から出向した課長クラス以下の従業員の 1,930人でスタートした。

1998 年度に 435 人、1999 年度に 548 人と相当数が退社しているが、自然退職等従業員に

よる自発的な退職も含まれるものの、合弁スキーム(M&A①)の E 社では、効率化の促進を

目的とした雇用調整(出向解除による帰任)が頻繁に行われた結果が反映している。アクチュ

アリーによると、合弁スキームでは幹部社員以外の X 社内勤従業員は転籍させず出向の形

態を取っていたが、過去の日本における買収経験から日本では従業員の解雇が容易でない

ことを学んだ P グループがこの出向形態に強くこだわったとのことである。 
出向スキームを採用することにより、Ｐグループは自ら雇用していない X 社の出向社員に

対して出向解除することで E 社のヘッドカウント(要員数)と人件費を削減することができ

る。出向解除は、従来業務をアウトソーシングすることによる業務の効率化や、営業拠点
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等の機関統廃合によるポスト数の減少など E 社のビジネスの変更を理由に行えるので、整

理解雇のような厳格な要件や手続きが不要であった。一方、主要業務を E 社に業務委託し

ている X 社は、出向解除により帰任した従業員に提供できる業務が無いことを理由に、そ

の従業員を会社都合による退職扱いとして整理解雇することになる。かかる出向解除スキ

ームの下で、相当数の出向解除者が X 社を退社しており、実質的には E 社における整理解

雇といえるだろう。 
 
図 2-6 E 社従業員数の推移 

1998
年度

1999
年度

2000
年度

2001
年度

2002
年度

2003
年度

2004
年度

2005
年度

2006
年度

2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

在籍数期央 1,984 1,571 1,422 1,409 1,378 1,420 1,299 1,218 1,269 1,354 1,447 1,526 1,573

入社数 49 107 163 59 328 111 83 241 165 229 158 171 80

退社数 435 548 19 230 219 136 299 188 116 107 95 75 82

離職率 21.9% 34.9% 1.3% 16.3% 15.9% 9.6% 23.0% 15.4% 9.1% 7.9% 6.6% 4.9% 5.2%

0
400
800

1,200
1,600
2,000

人
数

/離
職

率

Ｅ社従業員数の推移(年度：4月～3月)

出所：E 社内部資料に基づき筆者が作成した。 
注：「従業員」はバンド制(P グループ)またはグレード制(Q グループ)の適用される「内勤正

社員」、および「契約社員」を対象とし、コミッション報酬制度が適用される営業社員

を除く。営業社員を管理する営業所長や保険販売代理店の販売促進を担当する代理店

担当社員等はバンド/グレード制対象の従業員である。 
 
他年度と比して 2000 年度の退社数と離職率が極端に小さいのは、2000 年 3月 1 日付で、

1999 年に経営破たんした X 社の保有契約の包括移転と X 社従業員の E 社による再雇用を

行ったことによる(M&A②)。 
 図 2-8 に示すとおり、P グループは、X 社破たんによる包括移転にあたっても、X 社従業

員の引き受けに関しては自動転籍を行わず、包括移転後の E 社業務に必要な人材に対して

のみ雇用申込を行い、P グループからの申込に応じた従業員を雇用するという手続きを取っ

た。したがって、P グループが雇用することを希望しない人材に対しては、雇用申込を行わ

ず出向解除権を行使した。2000 年 3 月までに雇用申込を受けずに出向解除となった者およ

び雇用申込みがあったが承諾しなかった者は 1999 年度の退社数 548 人に含まれる。その結

果 2000 年 4 月の時点では、E 社の雇用の申込に対して承諾した従業員の集団でスタートし
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ており、会社に対するコミットメントが高い従業員組織であったため、離職率が小さくな

ったものと推測できる。なお、1999 年度、2000 年度とも 100 人を超える規模の入社数が

あり、P グループでは、内部人材に対する雇用調整を行いながらも、一方で外部からの人材

採用を積極的に行っている経緯が確認できる。 
  
図 2-7 M&A①(合弁スキーム)における会社、従業員、労働組合の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：X 社、E 社のアニュアルレポート、および E 社関係者へのヒアリングから筆者が作

成した。 
 
図 2-8 M&A②(包括移転)における会社、従業員、労働組合の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

出所：E 社関係者へのヒアリングから筆者が作成した。 

団体 交渉 

P グループ     X 社 

E 社 

転 籍 
営業職員  約 7,000

人 

幹部社員 約 100 人

出 向 
1,930 人 

(営業所長、代理店担当、

その他内務社員) 

プロパー社員 約 100 人 

E 社労働組合 
団体交渉 

出向解除 

P グループ     X 社 

E 社 

プロパー 
営業社員 

転籍済社員 

E 社中途採用社員 

出向＋プロパー 

(営業所長、代理店担当、 

その他内務社員) 

E 社労働組合 
団体交渉 

A’ 承 諾 

A 雇用の申込 

B 退 職 

E 社は、M&A②により、M&A①合弁スキームを解消し、E 社事業運営に必要な要員確保のた

め、X 社従業員に対して雇用の申込(A)を行い、X 社従業員の多くが承諾(A’)し、出向スキーム

も解消した。E 社から雇用の申込を受けなかった者、雇用申込はあったが承諾しなかった者は

X 社による会社都合退職(B)となった。 

P グループ 
プロパー社員 
人数不明 (数十人単

位と思われる) 
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2001 年度は、P グループ下の E 社が、さらなる効率化を追求して 120 人規模の希望退職

を実施した結果が退社数の増加に反映している。また、2002 年度の入社数は Y 社の合併

(2002 年 10 月の M&A④)による人数増加を含み、一方退社数には、M&A④における希望退

職で退社した E 社従業員数が含まれている54。さらに、2004 年度は Q グループによる M&A
⑤の人員適正化において実施した希望退職により退社した 110 人が含まれている。 
 2005 年度以降は組織的な人員削減施策が行われなかったため、退社数および退社率とも

安定的な傾向を示している。元人事部長によると、2000 年代の外資系生保の平均的な年間

離職率は 8%～10%程度だったとのことであった。 
 なお、P グループ下の E 社では、1998 年度から 2002 年度の間、在籍数を着実に減少さ

せているが、Q グループでは、2005 年度以降在籍数がコンスタントに増加している。元人

事部長によると、M&A⑤の人員適正化終了後、日本の Q グループにおいてセールスの成長

戦略が優先され、セールス部門では毎年 20~30 人程度の採用を行ったこと、また、保険金

支払部門の体制強化や、コールセンターの拡充等顧客サービス部門の強化のための増員が

行われたとのことであった。さらに、2006 年度からは、毎年 10～20 人程度の新卒採用も

開始している。 
このように、2004 年度までは頻繁な人員削減施策の結果、年間離職率が外資系平均を大

きく上回る離職状況が続いたが、2005 年度から逓減傾向を示しており、2006 年度以降は外

資系平均を下回り、従業員が定着する状況が続いている。 
 

(4) 小括 
 
 E 社は、国内生保 X 社を前身とし、P、Q、R グループ間で M&A を繰り返している。P、
Q、R グループはいずれもアメリカ企業を親会社に持つ多国籍企業であり、世界志向で中央

集権的な P グループと現地志向・現地主義の Q、R グループに分かれ、現地経営としての

E 社の従業員政策においても、それぞれの多国籍企業のタイプの特徴に応じた人材マネジメ

ントが展開されていることを確認した。 
 E 社の業績および収益の推移に関しては、連続性のある P、Q グループについて検証した

が、新契約高の推移は外資系生保および業界のトレンドとほぼ一致しており、P、Q グルー

プの差異等、グループによる顕著な特徴は確認されなかった。企業収益の推移に関しても、

P グループの「公表している基礎利益」の内訳を確認したところ、正味の基礎利益は黒字で

あったことを勘案すると、生命保険会社の本業の収益指標の推移からもグループ間の差異

は確認されなかった。 
従業員数推移の検証からは、P グループ下においては、合弁スキーム中または合弁スキー

ム解消後にかかわらず、頻繁に雇用調整が行われており、毎年相当数の退社が発生してい

                                                   
54 M&A④の人員適正化は、合併直前に Y 社と E 社双方で実施され、合併前の Y 社籍で退

社した従業員数は、2002 年度退社数 219 人に含まれていない。 
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る一方で、外部からの人材採用に積極的に取り組んでいた。Q グループでは、M&A 直後に

大規模な人員削減を実施したが、その後組織的な人員削減は実施しておらず、セールスの

成長戦略を促進するための外部採用を積極的に行う中、従業員の離職率も低下し、M&A か

ら数年後には当時の外資系の平均的な離職率を下回る従業員の定着状況であることが確認

された。 
このように、P、Q グループ間で、業績や収益状況に関しての顕著な差異は認められなか

った一方で、従業員の雇用に関する在籍数の増減傾向や離職率については大きな違いが見

られ、人材マネジメント方針の違いに基づく雇用調整施策の実施頻度等、実施された人材

施策の違いに起因していることを確認した。 
 
3． 人材マネジメント(HRM)システムの比較 
  
本節では、X 社および P、Q、R グループの HRM システムの概要を確認する。まず、E

社の M&A 変遷が、日本の企業から外資系企業に移行するものであったことから、従来の日

本的 HRM システムの根幹である職能資格体系と、外資系各グループのバンド/グレード体

系の特徴を確認する。続いて、主要な HRM システムにつき、個別に各グループ間の特徴

を確認する。 
  

(1) 職能資格体系からバンド/グレード体系ヘの移行 
  

(ア) X 社の職能資格制度 
 E 社の前身である X 社は 1870 年代に設立された伝統的な国内生保であるが、業績の悪化

による経営破たん直前の人事制度の根幹は「能力主義」をベースとする「職能資格制度」

であった。当時の X 社労働組合が組合員向けに作成した労働条件に関する解説書55によると、

能力主義とは、「職務遂行能力を処遇の基準とする考え方」であり、能力主義における「能

力開発」とは、「職務遂行の過程をはじめとする職業生活上のあらゆる機会において、能力

の向上を目的として講じられるすべての方策を包括した概念」である。また、「能力」とは、

「現在においてどのような仕事をどれだけ成しうるか」という潜在的な期待可能性、すな

わち「保有能力」のことである。そして、「職能資格制度」は、「職務遂行能力の水準をあ

らかじめいくつかの段階(職能資格)に分けて定め、職員56をその職務遂行能力によってそれ

ぞれ対応する資格に格付けして、これを基準に処遇する制度」である。 
したがって、能力主義の理念の下での職能資格制度の運用の基本的な仕組みとは、個人

                                                   
55 X 社労働組合「1996 年度 わたくしたちの労働条件 内務職員編」 
56 X 社は保険業法により保険会社に認められる「相互会社」形態の企業であった。相互会

社において「社員」は保険契約者のことを表わす概念であることから、内部の従業員に関

しては「職員」と呼称していた。 
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が有する「職能資格によって期待される仕事の水準が決まり、現在の能力水準と職能資格

要件とを照応することによって能力開発上の要点が明らかにされ、職場内・外教育訓練、

自己啓発を通して伸長・発展した能力を、仕事を通して評価・把握する」ことを繰り返し

ながら、「能力の発展段階に応じた処遇」を行うことである。 
このような、日本型の職能資格制度の下では、従業員はさまざまな職務遂行能力を習得(多

能化)し、個人の働き方のうえでも、企業の人員配置のうえでも機能的柔軟性57を促進する

ことから、ある仕事から別の仕事へ速やかに、かつ円滑に従業員の配置を変更できる(石田 
1999)。多くの日本企業がそうであるように、X 社においても定期人異動をはじめとした会

社主導の配置転換が頻繁に行われていた。 
 ここで、X 社の職能資格制度の骨格および報酬の概要を確認しておこう。表 2-1 は、X 社

の職能資格体系における大卒総合職の資格・級と職位や年齢の関係、および主な月例給与

項目をまとめたものである。大卒 22 歳で入社したとして、総合職の資格・級は「書記 3 級」

から始まり「理事 2 級」までの 13 ランクに区分され、各級の最短滞留年数は 2 年である。

資格と職位の対応関係は、書記が一般、副主事・主事が主任、副参事が副長、参事が課長、

副理事が次長、理事が部長に相当する58。また、資格が書記から副参事までは組合員、参事

以上は非組合員である。月例給与項目は、家族手当や住宅手当等の属人給を除く主たる給

与として、年齢に連動する年功給としての「本給 (年齢に応じて毎年増額する) 」、資格・

級に連動する資格給としての「資格給」・「職務給」、そして職位に連動する「職位手当」・「勤

務加算 (課長以上は「管理加算」) 」に区分され、このうち年次の人事評価が反映するのは

資格給の「資格給」・「職務給」である。なお、年 2 回支給の賞与は「本給」、「資格給」、「職

務給」、「職位手当」、「勤務加算(または管理加算)」の合計額に人事評価に応じて各回ともに

2.0～2.5 を乗じた額であったので、X 社の年収は月例給の 16.0 倍～17.0 倍であったと考え

ればよい。 
 そこで、X 社の資格・級の昇格・昇級に応じた標準的な年収の推移を示したのが図 2-9 で

ある。X 社に 22 歳で入社したとして、書記 3 級で人事評価による加算がゼロとなる最低評

価の年収を 100 とし、その後の昇格・昇級後の年収を対数に置き換えた数値をグラフにし

た。最低評価は人事評価による月例給与・賞与の加算額がない場合、最高評価は月例給与・

賞与の加算額が最高額となった場合の年収である。 
図 2-9 で分かる職能資格制度の下での X 社の報酬の特徴は 2 点である。まず、各資格間

の報酬水準はほとんど重なりがなく、資格が上がることで年収も上昇する仕組みが明確で

ある。同一資格内の級間では年収幅が重なる部分もあるが、さほど大きな重なりではなく、

特に組合員層の資格では級間の重なりはほとんど見られない。また、昇格・昇級による昇

                                                   
57 Atkinson (1985)は、労働力のフレクシビリティを、数量的柔軟性、金銭的柔軟性、機能

的柔軟性に区分し、各柔軟性の相互関係を明確にしている。 
58 X 社の職位の職名は、営業職系、地域拠点系、非ライン系等によって異なるが、一般的

な職名を使用していた本社管理部門のライン職制を例に資格と職位の対応関係を示した。 
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給率の推移は比較的なだらかで、大きく昇給するタイミングは、およそ入社 6 年を経過し

た主事昇格時と、管理職である参事昇格時であり、全体的に年功的な報酬体系である。も

う一つの特徴は、同一資格・級における報酬格差が極めて小さいことである。同一級内の

最低評価と最高評価の比率は、各級ともおよそ 5%～9%程度の格差しか見られない。管理

職層の資格・級でも格差は小さく、成果主義を導入する以前の一般的な職能資格制度の下

での報酬体系である。このような従来の日本的な報酬体系が、外資系企業に移行すること

によってどのように変化していくかに関しては、第 5 章および第 6 章で詳しく確認してい

くこととする。 
 
表 2-1 X 社の職能資格体系 

資格・級 書記3級 副主事1級 副主事2級 主事1級 主事2級 副参事1級 副参事2級 参事1級 参事2級 副理事1級 副理事2級 理事1級 理事2級

職位 一般

最短年齢 22歳 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

年功給与

資格給与

職位給与

組合員資格 非組合員資格

「本給」(45歳まで各歳ごとに毎年昇給)

「資格級」・「職務給」(資格・級が上がると基本額が昇給し、年次の評価によって加算額が決められている)

「職位手当」・「勤務加算」(職位に応じて定額) 「職位手当」・「管理加算」(職位に応じて定額)

主任 副長 課長 次長 部長

 
出所：X 社労働組合「1996 年度 わたくしたちの労働条件 内務職員編」をもとに筆者が

作成した。 
 
図 2-9  X 社の職能資格制度と標準的な年収の上昇率の推移 

 
出所：X 社労働組合「1996 年度 わたくしたちの労働条件 内務職員編」をもとに筆者が

作成した。 
 

(イ) P グループのブロードバンディング 
外資系企業による M&A に伴い、アメリカ型ペイフォーパフォーマンス(PFP: pay for 

performance)をベースとしたバンド/グレード制度に全面的に移行したのであったが、特に

最初の P グループによる人事制度変更が、従業員にとって変化の振り幅が最も大きい制度

変更であったことから、P グループのブロードバンディングと人材マネジメントの考え方に
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ついては少し詳しく確認しておこう。 
ブロードバンディングとは、「人に仕事を合わせる」日本型の職能資格制度とは逆に「仕

事に人を合わせる」職務給制度が主流のアメリカ企業において、従来より働き方の柔軟性

や能力開発を重視した制度であり、「既存の職務と等級を大括り化し、従来よりも幅広い働

き方を促したり、職務価値よりも従業員の能力的側面に注目した処遇を行う」(石田・樋口 
2009)ものである59。 

当時の P グループのバンド体系は、役員以上を除く従業員階層に関しては 6 つのバンド

に分けられ、バンド 1 から 6 はグループ共通の「職務・期待成果行動」に基づき区分され

ていた60。図 2-10 から見てとれるように、ブロードバンディングでは、バンド間の給与レ

ンジ(バンドレンジ)の重なりの部分が広く設定されている。 
図 2-11 は、2000 年に職能資格制度から P グループ共通のブロードバンディングに制度

移行する際の労働組合向けの提案資料から抜粋したものである。そこには、1)報酬制度の基

本的な仕組みに関しては、年功的な給与から職務にもとづく給与体系に変更すること、2)
昇給に関しては、個人の能力と業績に応じた毎年の給与更改(salary review)が行われること、

3)職務の変更(異動・昇格等)に関しては、個人の選択(意向)を重視すること、そして、4)職
務の変更を含む従業員のキャリア開発に関しても、会社がキャリアを決めるのではなく、

従業員個人が自分の将来像を描き、そのための計画を自ら考え、それを会社がサポートす

る体制を整備することが記載されている。これら 4 つの変更点は、いずれも P グループの

HRM システムの特徴を表わしていると思われる。特に、4 つの変更点のうち、報酬制度の

仕組み以外はすべて従業員個人が主体であることが強調されている。「現行制度」が制度の

組織的運営による HRM システムであるとすれば、変更後のシステムは、個人の能力や成

果に基づき個人の意思や意向が尊重される点で、個人が主体となって自分の職業人生をデ

ザインし、会社がそれをサポートする HRM システムであるといえるだろう。 
 
 
 
 
 
 

                                                   
59 職務中心に等級が決まるアメリカの伝統的な職務等級制度に対して、より従業員の「能

力」に比重が置かれることから、アメリカ企業の人事制度の「職能給化」とも呼ばれてい

る(今野 1998、石田・樋口 2009) 
60 たとえば日本の副長・主任クラス相当のバンド 4 の期待成果行動は、「自部署の課題発見

や目標設定自体に主体的に参加している。設定した目標を達成するための課題解決に、自

分の強みを活かして貢献している」であり、課長相当のバンド 5 では、「担当部門の課題発

見や目標設定を行い、関係部門やチームメンバーと共有している。担当課題をチームメン

バーと協力して解決している。高い専門性を発揮して、部門全体の解決能力を高めている」

であった。 
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図 2-10 P グループのブロードバンディング 

 
出所：Ｅ社人事部「（労働組合向け提案資料）2000 年度給与改定のご提案」2000 年 4 月

16 日から抜粋した。 
 

図 2-11 X 社の HRM と P グループの HRM(概要比較) 

 

 出所：Ｅ社人事部「(労働組合向け提案資料)」2000 年度給与改定のご提案」2000 年 4 月

16 日から抜粋した。 
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前節で確認したとおり、P グループは世界志向・中央集権的な国際経営を行う企業グルー

プであり、人材マネジメントにおいては世界中の人材の発掘が主眼となっていた。下記の

人事方針61のとおり、グループ内の高業績者に焦点を当て、さまざまな職務経験を通じて個

人の成長を促進し、能力の高い者が部門やビジネスの垣根を超えて活躍できるようにする

には、各国のグループ企業の報酬体系の共通性が多いほど柔軟な人の移動や処遇の変更が

行いやすい62。 
 
・Enable high performance employees to be promoted faster. (Band level including) 
－高業績者の早期昇給・早期昇格の促進－ 

 ・Enable employees to experience various jobs regardless of boundaries. 
  ―垣根を越えて、さまざまな経験を積みやすく― 
 ・Common program in P Group, accelerate cross-business more. 
  ―グループ共通のプログラムにより、ビジネス間の移動を加速－ 
 
あるグループ企業で重要な職務や役職が欠員になっとき、別のグループ企業にふさわし

い人材がいてその本人が移動を希望するならば、コストを掛けて外部から探すよりグルー

プ内の人材を受け入れるほうが多くの場合合理的である。企業価値観や仕事の仕方など P
グループ固有の企業文化を理解している人材は、外部採用者と異なり企業価値観や求めら

れる仕事の仕方、さらには多様で複雑で独特な社内用語を一から学習する必要はない。な

により、グループ内の過去の評価履歴を確認できるから、受入れ先としても外部採用にあ

りがちな「はずれ」は少なくなるし、会社や国を跨いでキャリアを積みたいと考える従業

員にとってはキャリア開発の機会が多いことは魅力であろう。 
元ゼネラルマネジャーによると、P グループでは、本人の成長を考え、現在の職種のライ

ン上で昇格することを考えるだけではなく、一度他の職種に移ってから上位の職制を目指

すことも奨励されるとのことである。別の仕事に横移動する場合、その仕事の知識や経験

がないため、現在は部長であっても、移動先ではマネジャーのタイトルに変わることがあ

る。この場合、伝統的な職務等級制度の下では、細分化された職務等級と狭い賃金レンジ

設定のため、部長からマネジャーへの降格は、制度上報酬水準の下方修正を伴うことが多

いが、ブロードバンディングでは、バンドは下がるものの変更後のバンドの給与レンジに

入っていれば給与を下げる必要がないことから、移動する従業員のモチベーションダウン

                                                   
61 E 社人事部「New Compensation System」2000 年 3 月 13 日より抜粋した。 
62 P グループの「人の移動や処遇の変更」は、X 社時代の会社裁量によるものとは異なり、

基本的に個人の意思を重視する従業員本位の移動・処遇変更である。X 社から P グループ

への移行により、会社主導の人事異動をベースにした人員配置の中でさまざまな「職務遂

行能力」の向上を図りながら上位資格へ昇格していく日本型のキャリア開発から、従業員

が自ら将来像を描いて新しい職務やポジションに挑戦していく、職務ありきの「ジョブ型(後
(3)にて詳述)」のキャリア開発に変わっている。 
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に関する懸念は不要になる。このように、バンド間の給与レンジの重複幅が大きいブロー

ドバンディングは、人材を発掘・開発し、クロスファンクション、クロスビジネスに人材

を活用しようとする P グループの人材マネジメントに適した人事制度であったという。こ

のように、ブロードバンド体系は、P グループの “Common Program”として人材の発掘と

開発を促進するための枠組みなのである。 
なお、P グループのバンド制の対象となる従業員は、コミッション報酬体系の営業社員を

除く全正社員であり、営業所長、代理店担当等の営業管理職もバンド制が適用される職制

である。 
 

(ウ) Q グループのグレード制 
 Q グループには、グループ共通の報酬体系は特にないが、日本の Q グループ各社は、ブ

ロードバンドに類似したグレード制を採用していた。E 社では、P グループの 6 バンドに対

応する形で、上位から S、M、E、A2、A1、N の 6 グレードに区分し、グレードごとの給

与レンジも P グループのバンドレンジをほぼそのまま踏襲する等、報酬制度の設計に関し

ては概ね P グループの制度をそのまま引き継いでいる。したがって、グレード制の対象と

なる従業員は、P グループと同様に営業社員を除く全ての正社員である。ただし、月例給与

の構成は見直され、グレード E 以上の場合、月例給与をそれまでの「基本給」一本の構成

から「基本給と職位手当」に区分し、職種の変更やグレードの変更に伴って職位手当が変

更する仕組みとした点が、Q グループによる大きな変更である。 
 元人事部長によると、月例給与を「基本給」と「職位手当」に分解した狙いは、P グルー

プのバンド体系における給与の下方硬直性の修正にあり、人件費コントロールの柔軟性を

確保することにあったという。ブロードバンディングではバンド間の給与レンジの重なり

部分が多いことから、パフォーマンス評価等で降バンドとなった場合でも、本人の年収水

準が降格後バンドの給与レンジ内に収まることがある。このような場合、P グループでは、

原則として降給しないという HR ポリシーであった。Q グループの経営陣は、このような P
グループの報酬制度の下方硬直性を嫌い、たとえば部長職と課長職の職位手当をあらかじ

め区別しておくことで、昇格・降格の際の人件費の増減管理を確実にする方向に修正を加

えたのである。 
 なお、職位手当の導入に関しては、Q グループの人材配置の方針も反映したと思われる。

前述のとおり、P グループの HRM システムにおける主体は従業員個人であり、職務の変更

には個人の選択が重視され、自分のキャリアは本人の責任でデザインすることが HR ポリ

シーである。したがって、グループをまたがったジョブポスティング(社内公募制度)の利用

が活発であった。また、会社側から従業員の異動を企図する場合でも、事前に本人同意を

得ることが原則であった。 
 これに対して、Q グループは、人事異動に関して会社がフリーハンドを持つことに強く

こだわったという。元人事部長によると、当時、損保系の生保に E 社営業所長などの人材
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が引き抜かれることが続いていて、営業所長のポストが空いた場合には後任人事による速

やかな補充を行い、トップライン(売上げ)を維持することが経営陣の関心事であったという。

また、Q グループから見て、P グループの E 社は同じ部署における従業員の長期固定化が

強く、ジョブポスティング制度の活用に加えて、会社主導の人事異動による活性化が必要

と考えたことも背景であったという。会社裁量による異動の場合、人と職位のシャッフル

が行われるが、職位の数はほぼ固定しているから、あらかじめ各職位に応じた手当を定め、

異動後の職位に応じた手当に更改することで自動的に人件費がコントロールできることに

なる63。 
ただし、会社裁量による異動といっても、X 社時代のように数年単位で部署を異動するロ

ーテーション異動や、管理部門からセールス部門への異動等、業務領域を大きく跨る異動

が会社主導で行われたわけではない。E 社人事部作成「内勤社員人事について」(2011 年 3
月 11 日)によると、外部採用とジョブポスティングを中心とした職務の欠員補充を基本とす

る中で、自己申告制度や CDP シート(Career Development Plannning sheet)の導入等を通

じて既存従業員の適性把握や、異動希望の有無、異動の障害となる個別事情の有無等を日

常的に把握しておき、欠員が発生した部門に対して、職務とのマッチングや従業員のキャ

リア開発プランを勘案しながら社内人材を推薦するという、組織と従業員の橋渡しを人事

部門が担うという役割関係が確認できる64。 
なお、上述のとおり、Q グループの会社裁量人事の主眼は営業所長等セールスのポジシ

ョンの空席を機動的に補充することにあったから、主にセールス部門内における人事異動

(セールス部門の本社所属から営業所長への異動等)が多く、セールス部門内の異動にかかる

人選や配置先選定に関しては、人事部門はほとんど関与せずセールスが自ら中心になって

立案していたとのことである。 
 

(エ) R グループのグレード制 
 R グループの人事体系は独特で、コミッション報酬体系の営業社員に加えて、営業所長、

トレーナーや支社長等、営業社員を管理・監督あるいは指導・教育するセールス部門の職

制は、業績比例型の報酬制度の下でグレード制と異なる独自の人事体系となっている。し

たがって、グレード制対象職制は、契約管理部門を始めとする本社管理部門所属の正社員

となる。 
R グループのグレード制は、アメリカ親会社をはじめとして共通のグレード制であり、P、

                                                   
63 Q グループの職位手当は同業他社の賃金水準を参考に設定された。たとえば経理部長と

人事部長の職位手当は市場価格の違いを理由に職位手当ランクが区分され、同一グレード

内でも職務ごとに職位手当が異なっていた。 
64 E 社では、主に契約管理部門において大規模なシステム改修を要するプロジェクトベー

スの業務変革が連続したため、そのための主要な要員を確保する必要もあり、ジョブポス

ティングの公開募集を制限した時期がある。かかる社内公募制が機能停止する中で、職務

の空席と従業員のキャリア希望をつなぐ取組みは有効であったと思われる。 
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Q グループと比べると、詳細な職務記述書にもとづく伝統的な職務等級制度に分類される

グレード制である。役員クラスを除く従業員層のグレードは 11 の等級に区分され、グレー

ド間の給与レンジの重なりはあるものの、グレードごとに賞与の標準支給額が区分されて

いるため、グレードの昇降格が発生した場合は、少なくとも賞与の標準支給額の差分は標

準年収が増減する仕組みである。 
毎年、部門ごとに組織設計とグレード別要員計画が予算化され、ある従業員の退職等に

よるオープンポジションが発生した場合には、オープンとなったグレードの従業員を補充

することで、人件費の予算内コントロールが担保される。したがって、自部門での昇格(昇
グレード)は、上位グレードがオープンになった場合に行われるので、従業員のキャリア開

発はもっぱらジョブポスティングの活用が中心になる。日本の R グループでは、ホールデ

ィング・カンパニーと傘下の 3 生保のジョブポスティングは原則グループ内公開であり、

個社の範囲にとどまらず適材を探す運営が行われている。P グループにおいてブロードバン

ド体系がグループの “common proguram”であったように、R グループでは親会社の職務等

級制度が導入され報酬システムが基本的に共通であることが、グループ内の人事交流を容

易にしている65。 
なお、上述したセールスの人事体系の中で、営業所長等の営業管理職の登用や補充につ

いては、営業社員からの新規任用を積極的に推進しており、外部採用も一部行っているも

のの中心的な採用源とはしていない。顧客との対話型コミュニケーションを重視した対面

販売に強みを持つ R グループのセールス部門の人材マネジメントにおいては、対面販売の

経験やスキルを持った営業社員層が営業所長等の営業管理職にふさわしい人材の供給源に

なっているのである。 
 

(2) その他の HRM システム 
 
 上述のブロードバンディング、グレード制の説明の中で、報酬、配置、キャリア開発等

の一部には触れているが、その他の HRM システムについて、各グループの特徴を確認し

ておこう。表 1-1 に、各グループの主要な HRM システムを対比した。 
 

(ア)  採用・昇進・配置 
 「採用・昇進・配置」に関しては、会社共通の昇進ルール(昇進の階段をどう昇っていく

か)があるか、新卒採用か外部採用か(内部昇進か外部昇進か)、昇進のスピード等が比較対

象となる。日本企業の X 社は新卒採用が中心で、年功的に職能資格等級を昇る中で階段的

に昇級する。また、定期人事異動等会社主導の配置である。P グループは基本的にハイパフ

                                                   
65 ただし、Ra 社の 2012 年 1 月～2014 年上半期までのジョブポスティングによる補充率

は 50%程度であり、オープンポジションの長期化の傾向が見られることから、組織と人材

の活性化の観点から、部門間人材交流の仕組みの検討が議論されている。 
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ォーマー本位の外部採用が中心であり、採用時の報酬は外部労働市場の価格に応じて雇用

条件を提示するので、ハイタレント人材を高い報酬で獲得する傾向がある。ただし、P グル

ープにおいても、合弁スキーム期間の 1999 年 4 月に一度だけ新卒採用を行っている。これ

は合弁スキーム前の X 社が採用内定した新規学卒者が、M&A①直後の 1998 年 4 月に E 社

で入社したこともあり、翌年も継続して新卒採用を実施した経緯である。しかし、1999 年

6 月に X 社が経営破たんし、その後 2000 年 3 月の M&A②、2002 年の Y 社買収・合併の

M&A③、④等の中で、E 社のリストラが継続的に行われたこともあり、その後は新卒採用

を実施していない。 
Q グループでは、M&A⑤の人員削減後の組織の高齢化とセールスの拡大に伴う管理部門

の強化の必要性に対処すべく、2006 年度からはセールス部門本位の外部採用と並行して毎

年新卒採用を行う方向に転換した(第 4 章)。R グループは組織の欠員の発生に対する補充目

的を中心に一貫して外部採用のみである。人材を発掘することに主眼を置く P グループで

は高業績者の昇進スピードは速く、活躍の機会は幅広く提供される一方、低業績者に対す

る排出圧力が高い。Q グループでは売上確保のためセールスのオープンポジションを速や

かに補充することを主な目的に会社裁量の人事異動を行っている。R グループではグループ

ワイドにジョブポスティングを展開し、各部門が人材を選別し適材の確保を行っている。 
 
(イ) 報酬 

 「報酬」に関しては、上記で説明した等級制度のほか、短期的報酬か長期的報酬か、ま

た基本給と業績連動給与の関係等が比較対象となるだろう。X 社は年功給であり、従業員に

とって長期勤続のインセンティブが最も高い。P グループでは、基本給に関しては評価と報

酬水準(ペネトレーション：バンド毎に定められた報酬レンジ内における個人の報酬水準の

位置。報酬レンジの四分位で表示する。) に応じて毎年昇給 (メリット・インクリース) す
ることが可能である。低評価者に対しては外部への排出が優先され、降給で対処するメカ

ニズムは弱い。 
Q グループの定期昇給には高業績者に対する昇給と低業績者に対する降給の両面を持ち、

また、職位手当を導入することで報酬の下方硬直性に対処する仕組みを持っており、一定

程度の低業績者は内部に抱えることができるシステムである。R グループでは厳格な職務級

制度の考え方の下、定期昇給の仕組みを持たない66。低業績者に対しては、グレードを下げ

ることで給与レンジの上限を超える部分の減給を行うことにより、Q グループと同様に内

部で抱えるシステムである。P、Q、R グループとも、ペイフォーパフォーマンスの理念の

下で給与を調整したり低業績者を排出したりする短期的報酬の側面を持つが、高業績者に

                                                   
66 Ra 社では、2012 年 1 月の 3 社合併(M&A⑦)により、旧 E 社と旧 Qb 社がそれぞれ定期

昇給を実施していたことを踏まえ、2014 年度から評価と報酬水準に応じた基本給の昇給を

毎年実施する定期昇給制度を導入することになったが、本論文の対象範囲である M&A⑦ま

での Ra が定期昇給を実施していなかったことに照らし、このように記述した。 
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対するストックオプション制度を有していて、長期的報酬制度とも組み合わせている。な

お、報酬の業績連動に関しては、第 5 章および第 6 章において詳細に論じることとする。 
 
(ウ) 能力開発 

 「能力開発」に関しては、個人の強み弱みをどのように評価するか、能力開発の方針が

企業の経営戦略とリンクしているかなどが比較対象となる。X 社は職能資格制度の下、OJT
や自己啓発中心の能力開発である。Off-JT では、「入社 6 年目研修」、「主事登用後 2 年目研

修」等の年次研修により、職能資格が同等の者に対する職務遂行能力向上の研修機会が提

供される。 
P グループの人材発掘と開発は、リーダー候補の発掘とリーダーシップの開発である。ク

ロスファンクション、クロスビジネスで活躍できるリーダーについては、固有のビジネス

スキルよりも汎用性のあるリーダーシップを重視するトレーニング体系を持っている。ま

た、M&A を成長戦略の重要な手段に位置づけ、頻繁にビジネスの買収や売却を行う P グル

ープでは、従業員のエンプロイアビリティ67確保に対する関心も高く、中堅層を含めた幅広

い従業員に対して、英語力、ファシリテーション・スキル、プレゼンテーション・スキル、

ネゴシエーション・スキル等の一般的なビジネススキルのトレーニング・プログラムが用

意され、外部労働市場においても競争力のある個人の能力向上が奨励されている。なお、P
グループでは、個人の競争力を高めるための能力開発の機会を提供する中で、下位 10%の

従業員に対してはコーチングとフィードバックを通じて排出圧力をかけるシステムが組ま

れていた。 
Q、R グループは、常に下位 10%を特定して対処する P グループのような方針はなく、

一定程度の低業績者には、降給や降グレードで対処することにより内部労働市場に抱える

仕組みであるから、エンプロイアビリティの観点はあまり見られない。また、クロスビジ

ネスで汎用性のあるリーダーシップの開発よりも、ビジネス固有の知識やスキルの開発が

重視されたトレーニング体系となっている。 
Q、R グループも、英語研修、ファシリテーション、プレゼンテーション等のビジネスス

キルのトレーニング・プログラムを用意している点では P グループと同様である。P グル

ープとの大きな違いは、保険セールス部門に特化したトレーニングのプログラムとメニュ

ーが展開されている点である。一般的に日本の生命保険会社では、営業社員や代理店を中

心としたセールスの事業部門には販売チャネルのコミッションを担当する営業人事部やセ

ールストレーニングを担当する営業教育部等のセールス固有の組織を設置している会社が

多い。つまり、販売チャネルを担当する人事とそれ以外の部門の人事を分けているのであ

る。ところが、P グループ下の E 社では、出来高給の営業社員に対しても固定給職種の内

                                                   
67 エンプロイアビリティの概念は 1990 年代以降のアメリカで、企業の雇用戦略の一部とし

て導入された。従業員に長期雇用を約束しない代わりに学習機会を提供し、外部労働市場

において通用する強い競争力を持つ人材を育成するシステムである(村田 2002)。 
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勤社員に対しても人事ポリシーは共通という理念から、営業人事や営業教育も人事部に統

合した。もちろん、営業社員固有の人事・報酬に関する業務やセールス固有の知識・スキ

ルのトレーニングは人事部が管轄することは効率的でないことから、セールス部門の中で

個人顧客または法人顧客を担当する各事業部門の中に専門のチームを配置し、セールスに

関する具体的な人事諸施策やトレーニングを実施していたが、P グループの組織的な位置づ

けとしては、前述したリーダーの発掘と開発に主眼が置かれた能力開発である。 
これに対して、Q、R グループはどちらもセールスの人事と教育を人事部と独立した組織

に担当させ、セールス部門の従業員に対するトレーニングを強化している。また、Q、R グ

ループでは、セールス部門の業務に全く従事しない管理部門の従業員も、生命保険業界共

通試験68を合格することが求められ、生命保険会社の社員として、生命保険セールスに必要

な知識の習得は必須であるとされていて、従業員が生命保険会社の一員であることを強く

意識することにこだわっている。 
Q グループは、積極的な商品開発と販売チャネルの拡大による売上げ重視の経営方針で

あるため、商品知識のトレーニングと営業社員や代理店の新規リクルートのトレーニング

が強化されていた。特に、商品知識のトレーニングは、研修を受けた営業所長等が自分の

営業所に所属する営業社員に教えることができるようになることが重視され、営業教育部

によるトレーニングの中心は営業所長等に対する「トレーナー・トレーニング」である。 
R グループも、良質な営業社員や代理店のリクルートがビジネス拡大の基本であるため、

リクルートに関する実践的なトレーニングに注力しているが、Q グループと異なり商品に

対する依存は小さく、むしろニードセールスをベースとした対面販売力の向上に関する実

践的なトレーニングが強化されている。R グループでは Q グループよりもトレーナー・ト

レーニングが徹底していて、 “営業社員を教える営業所長” に対して教えるのは、その上位

職制の支社長の職務であるという位置づけから、リクルートや販売研修を支社長自ら実践

し営業所長等の範となることが求められている。また、管理部門の従業員のうち、特に将

来が期待される人材に対しては「販売研修69」に参加することが奨励され、1 か月間の机上

研修の後、翌 1 か月間を既存の営業社員とペアを組んで実際に生命保険の販売活動を経験

することで、セールスかノンセールスかの区別なく、対面販売による顧客とのコミュニケ

                                                   
68 生命保険協会が主催する業界共通の販売資格試験としては、「一般課程試験(生命保険販

売のためには必須の資格試験で、この試験に合格し生命保険協会を通じて金融庁に登録し

た者が保険販売を行うことができる)」、その上位の試験として、「普通課程試験」、「応用課

程試験」がある。また、販売資格試験以外にも、「生命保険講座」、「生命保険大学」などの

講座試験がある。Q、R グループではこれらの試験の合格の有無が人事評価への反映や昇格

判断の材料になっている。一方、P グループでは汎用的な知識やスキル、リーダーシップが

重視され、業界共通試験の受験や受講は「奨励」のレベルに留まっていた。 
69 営業教育部門が主催し、管理部門から推薦された従業員に対して実施している。販売研

修の期間は 2 か月間、通年で 6 回開催される。研修期間中の 2 か月間は所属部署の業務か

ら完全に離れて研修に専念する。そのため各回の参加者は必ずしも多くはないが、毎回数

名から 10 人程度の規模で開催されている。 
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ーションを重視する R グループの経営方針の共有を図っている。 
 
(エ) 評価 
「評価」に関しては、どこに重点をおいて評価するかが比較対象となる。 
X 社は、能力主義にもとづく職能資格制度の人事体系であったので、「評価」の重点は従

業員の保有する能力であり、従業員として「期待され要求される能力水準を尺度とする絶

対評価70」であるとされる。実際の評価は目標管理制度(MBO)を通して行われ、毎年個々に、

①業務目標(所属部署の業務目標に基づき自己の能力・業務経験・知識等を踏まえ、優先順

位の高い業務目標とその推進方法・スケジュールを決める)、②自己啓発目標(現在担当して

いる業務に関連し、または将来に向けてどのような知識の習得を図るかを計画する)を策定

し、年度末に、所属長が考課期間中の業務目標の達成度とその過程(職務への取組み姿勢、

勤務態度、所属員への指導・育成への関与等)を上位から A、B、C、D、E の 5 段階で評価

する。 
各部門の「一次評価」は人事部が集計し全社的な相対分布規制による調整を行い、人事

部が最終評価を決定し、各部門にフィードバックを行い、所属長から従業員個人に評価結

果が通知される。評価結果は、職務資格・級の昇格・昇級に反映するとともに、月例報酬

や賞与の評価加算に反映するが、図 2-9 で確認したとおり反映の年収への影響は大きくない。 
P グループの評価制度の特徴は、パフォーマンスに対する評価(成果に対する評価)とコン

ピテンシーに対する評価による総合評価が行われる点である。評価コードは上位から 1、2、
3、4、5 の 5 段階であり、厳格な分布規制の中で部門長の裁量で評価が決定され、所属員へ

のフィードバックが行われる。評価結果を人事部が直接調整することはないが、部門長が

公平な評価を行うようサポートと監視を行う。 
G&O(Goals & Objectives)と呼ばれるMBOを通じた所属長による個人へのコーチングと

フィードバックが重視され、MBO の目的は上司と部下が将来に向かって話し合うことであ

ることが強調された。評価結果は、バンドの昇降格、変動賞与(第 5 章で詳述する)の支給率

の決定、年次サラリーレビュー時の昇給率の決定に反映する。また、評価結果は、パフォ

ーマンスとコンピテンシーのマトリックスを 9 つのブロック(「ナインブロック」と呼ばれ

る)に分け、各部門の所属員の評価結果を 9 ブロックに当てはめ、個人の成果とコンピテン

シーの強弱に応じた人材マネジメントを検討するセッションを部門長と人事部が毎年開催

する。このセッションを通じて、上位 20%、中位 70%、下位 10%の従業員が峻別され、上

位者に昇格検討や新たな機会の提供、あるいは下位者に業績改善のためのプログラムの提

供等、組織強化に向けた必要な人事施策が検討される。 
Q グループもパフォーマンス評価とコンピテンシー評価による総合評価である。なお、Q

グループの評価ツールの名称を、MBO ではなく MBR(Management by Results：結果管理)
                                                   
70 X 社労働組合「1996 年度 わたくしたちの労働条件 内務職員編」 
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としている点は、Q グループの評価制度の本質を象徴していると思われる71。本来、目標管

理(Management by Objectives：MBO)は人材育成のツールであり、目標管理の目的は、上

司と部下が将来に向かって話し合うもので、結果だけ伝えることは育成ではない。一方、Q
グループの MBR は業績管理ツールとして導入されたものが、そのまま人事評価のツールに

転用されたため、Q グループでは目標管理を結果(Results)で管理するという発想につなが

っている。言うならば、P グループの HRM システムにおいては、評価制度が人材育成のツ

ールとして重要視されたのに対して、Q グループの HRM システムにおける評価制度は、

昇格・昇給の判断や業績連動の変動賞与の支給率配分の決定のためのツールという意味合

いが強いといえるだろう。評価は部門長の裁量の下で行われ、評価結果はグレードの昇降

格、昇給率決定、変動賞与支給率決定に反映する。また、人事部の関与は極めて少なく、

全社的な分布規制 (上位から SS、S、A、B、C、D の 6 段階)に対する遵守状況とファンド

管理に留まる。 
R グループも P、Q グループと同様にパフォーマンス評価とコンピテンシー評価による総

合評価である。上位から 5、4、3、2、1 の 5 段階評価であるが、R グループでは職務給制

度の厳格な運用の下、定時の全社的なサラリーレビューによる昇給を行っていないため、

基本的に評価結果の反映は変動賞与の支給率決定とグレードの昇降格判定に対してである。

評価は部門長の裁量の下で行われ、人事部の関与が小さい点では Q グループと同様である。 
 

(3) 日本型「新卒採用」慣行と各グループの HRM システムの関係 
 
前(2)では、主要な HRM システムについて X 社を含めて各グループの特徴を概括した。

特に P、Q、R グループは、それぞれの国際経営の強みと特徴を踏まえた HRM システムを

ベースに、各グループの国際経営のスタイルに応じて日本的労働慣行の取込みが行われて

いた。ところで、「採用」に関しては P、Q、R グループとも外部採用が基本となっている

ものの、Qグループだけが外部採用と並行して2006年から定期的な新卒採用を行っている。

P グループは X 社と合弁会社を設立した最初の年に新卒採用を行ったが、翌年以降は新卒

採用を行っていない。また、R グループでは、Ra 社、Rb 社ともに一貫して中途採用が基

本であって新卒採用は原則として行っていない。外部採用が中心の外資系企業にあって、

新卒採用に関する Q グループと P、R グループの違いはどのように理解すればよいであろ

うか。 
 
(ア) 「ジョブ型」の外部採用と「メンバーシップ型」の新卒採用 
前述したとおり、アメリカの職務給制度は「仕事に人を合わせる」制度であり、「人に仕

事を合わせる」日本の職能資格制度と異なるものである。R グループはアメリカの伝統的な

職務等級制度に基づくグレード制であるし、P グループのブロードバンド制、およびそれを

                                                   
71 Q グループの MBR の性格に関しては第 5 章で詳述する。 
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引き継ぐ形の Q グループのグレード制は、伝統的な職務等級制度と比較すると働き方の柔

軟性や能力開発を重視したシステムではあるものの、基本的には職務中心に設計された採

用システムである。したがって、各グループともに、欠員の発生や事業の拡大等に伴う要

員確保の必要が生じた場合の採用方法は、その職務に適した人材を外部から採用するいわ

ゆる中途採用が中心である。そして、必要な人材を外部労働市場から調達する際の報酬水

準の決定方法は、職務ごとの市場価格に基づいて決まるペイフォージョブ(pay for job)が原

則であり、採用される人物の年齢や性別などは基本的に考慮されない。 
これに対して、日本の企業の多くは新規学卒者の一括定期採用を基本とし、初任給の相

場は業種ごとの労働市場で決まるものの、入社した企業の報酬制度に基づき入社後の勤続

年数の経過とともに昇格や昇給を積んでいくのが一般的である。濱口(2013)は、主に欧米諸

国の欠員補充型の採用方式を「ジョブ型」と呼び、「必要なときに、必要な資格、能力、経

験のある人を必要な数だけ」採用するのに対して、日本企業は長期的雇用慣行の中でスキ

ルの無い若者を定期的に採用し職場で教育訓練を行い年功的に処遇しており、この新卒定

期採用こそが日本的雇用慣行の最大の特質であると述べている。また、濱口(2014)によれば、

欧米諸国を中心とした「ジョブ型」社会では、ある「職」がまずあり、それにふさわしい

スキルを有する人を欠員補充で採用する「就職」が行われるのに対し、日本は、まず企業

組織にふさわしい人を新卒一括採用で「入社」させたうえで、適当な「職」をあてがい、

実際に作業をさせながらスキルを習得(オンザジョブ・トレーニング：OJT)させる「メンバ

ーシップ型」の社会であるという。 
ここで再度、X 社の職能資格体系と大卒総合職の標準的な年収推移を確認しておこう。X

社の職能資格制度では、年齢に応じて、すなわち勤続年数に応じて毎年増額する「本給」

と、資格・級の上昇に伴って増額更改される「資格給」・「職務給」が年功的な賃金項目で

あった(表 2-1)。また、図 2-9 で確認したとおり、勤続年数の積み重ねと資格・級の上昇に

応じてなだらかに昇給する報酬体系は、X 社の評価制度が仕事の成果だけでなく、従業員の

保有する職務遂行能力、職務への取組み姿勢や勤務態度等、企業のメンバーとしての忠誠

心が求められる、新卒一括採用を前提とした「メンバーシップ型」の雇用システムであっ

た。 
一方、P、Q、R グループに関しては、採用システムと、賃金構成(月例給与項目)や評価

制度または昇給の仕組みの関係を踏まえて確認する必要がある。まず、R グループはアメリ

カの伝統的な職務等級制度を採用しており、マネジャーのポジション数についても毎年行

われる要員計画と予算計画の厳格な管理の下で各部門が策定する。月例給与の構成は「基

本給」のみであり、勤続年数等の年功を反映したり職位に連動したりする給与項目はない。

また、M&A⑦以前の R グループでは定期昇給制度を実施しておらず、従業員の昇給は上位

グレードの職務に欠員が生じた場合の昇格任用に伴う昇給が原則となる典型的な「ジョブ

型」である。組織の欠員補充は外部採用が中心であり、内部労働市場の活用にあっても、

グループワイドに展開するジョブポスティング(社内公募)により、募集する役職と職務、グ
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レードのレベル、具体的な職務内容(職務記述書)、および求められる経験・知識・スキル等

を明示して公募を行い、応募者に対する面接等による選別を行って選考するのが通常であ

り、会社主導の人事異動が行われるのは例外的である。つまり、R グループの雇用システム

は、日本型のメンバーシップ型から欧米諸国を中心としたジョブ型にほぼ完全に移行して

おり、新卒一括採用という日本型の HRM 慣行と整合しないシステムになっている。 
 P、Q グループについては、R グループよりも注意深く確認する必要がある。両グループ

における採用も外部採用中心であり、ジョブポスティングに関しても R グループとほぼ同

様の運用がなされている点で、基本的に「ジョブ型」である。ただし、R グループと異なり

両グループとも E 社において新卒採用の実績があり、P、Q グループのアメリカ型の HRM
システム全体と日本の雇用慣行である新卒採用という個別の HRM 施策との整合性をどの

ように理解できるかという検証が必要となるだろう。 
 
 (イ) P、Q グループの昇給率ガイドラインの違い 
 P グループのブロードバンド体系は、前述したとおりアメリカ型人事制度の「職能給化」

という性格はあるものの、職務給をベースとした報酬制度であり、人の「能力」ではなく

「職務」によって報酬を決定するのが基本である。月例給与の構成は「本給」のみであり、

R グループと同様に勤続年数等の年功を反映したり職位に連動したりする給与項目はない。

バンド体系が導入された当時の労働組合向け提案資料からも分かるように、昇給に関して

は個人の能力と業績に応じて毎年給与更改が行われた(図 2-11)。また、P グループのバンド

体系を引き継ぐ形で移行した Q グループのグレード体系では、会社主導の人事異動を容易

にするために月例給与を「基本給」と「職位手当」に区分し、会社裁量の異動に際して人

件費のコントロールを確実にする工夫を加えたものの、報酬制度の基本構造は職務給がベ

ースであって年功的な給与項目はない。しかし、P、Q グループの昇給の仕組みを比較する

と両グループの昇給に関する考え方には共通部分とともに明らかな相違点が確認できる。 
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表 2-2 P グループ 2002 年昇給率ガイドライン (全バンド共通の昇給率テーブル) 

1 2 3 4 5
0% 0% 0% 0% 0%

0 - 5.0% 0 - 2.0% 0 - 1.0% 0% 0%
3.5 - 6.0% 1.5 - 3.5% 0 - 1.5% 0% 0%
6.0 - 9.0% 2.5 - 6.0% 0.5 - 2.5% 0% 0%
7.0 - 10.0% 3.5 -7.0% 0.5 - 3.5% 0% 0%

100％以上
75%以上　100%未満
50%以上　75%未満
25%以上　50%未満

25%未満

ペネトレーション(四分位)
評価コード

表 2-3 Q グループ 2005 年昇給率ガイドライン (グレード別の昇給率テーブル) 

■グレードS

SS S A B C D
0% 0% 0% 0-▲0.85% 0-▲2.56% 0-▲4.69%

2.26-4.52% 0-2.26% 0-1.13% 0% 0-▲1.70% 0-▲3.41%
3.96-5.94% 1.7-3.96% 0.85-1.70% 0-0.85% 0% 0-▲2.13%
5.09-7.35% 2.83-5.09% 1.13-2.83% 0-1.13% 0% 0%
7.35-10.17% 4.52-7.35% 1.70-4.52% 0-1.70% 0% 0%

■グレードM

SS S A B C D
0% 0% 0% 0-▲0.80% 0-▲2.39% 0-▲4.38%

2.42-4.84% 0-2.42% 0-1.21% 0% 0-▲1.59% 0-▲3.19%
4.24-6.36% 1.82-4.24% 0.91-1.82% 0-0.91% 0% 0-▲1.99%
5.45-7.87% 3.03-5.45% 1.21-3.03% 0-1.21% 0% 0%
7.87-10.89% 4.84-7.87% 1.82-4.84% 0-1.82% 0% 0%

■グレードE

SS S A B C D
0% 0% 0% 0-▲0.77% 0-▲2.31% 0-▲4.23%

2.52-5.04% 0-2.52% 0-1.26% 0% 0-▲1.54% 0-▲3.07%
4.41-6.62% 1.89-4.41% 0.95-1.89 0-0.95% 0% 0-▲1.92%
5.67-8.19% 3.15-5.67% 1.26-3.15% 0-1.26% 0% 0%
8.19-11.34% 5.04-8.19% 1.89-5.04% 0-1.89% 0% 0%

■グレードA2

SS S A B C D
0% 0% 0% 0-▲0.63% 0-▲1.89% 0-▲3.47%

3.06-6.12% 0-3.06% 0-1.53% 0% 0-▲1.26% 0-▲2.52%
5.36-8.04% 2.30-5.36% 1.15-2.30% 0-1.15% 0% 0-▲1.58%
6.89-9.95% 3.83-6.89% 1.53-3.83% 0-1.53% 0% 0%
9.95-13.77% 6.12-9.95% 2.30-6.12% 0-2.30% 0% 0%

■グレードA1

SS S A B C D
0% 0% 0% 0-▲0.58% 0-▲1.75% 0-▲3.22%

3.30-6.60% 0-3.30% 0-1.65% 0% 0-▲1.17% 0-▲2.34%
5.78-8.67% 2.48-5.78% 1.24-2.48% 0-1.24% 0% 0-▲1.46%
7.43-10.73% 4.13-7.43% 1.65-4.13% 0-1.65% 0% 0%
10.73-14.85% 6.60-10.73% 2.48-6.60% 0-2.48% 0% 0%

100％以上
75%以上　100%未満

ペネトレーション(四分位)

100％以上
75%以上　100%未満
50%以上　75%未満

50%以上　75%未満
25%以上　50%未満

25%未満

評価コード

評価コード

ペネトレーション(四分位)
評価コード

25%以上　50%未満
25%未満

ペネトレーション(四分位)

100％以上
75%以上　100%未満
50%以上　75%未満
25%以上　50%未満

25%未満

ペネトレーション(四分位)
評価コード

100％以上
75%以上　100%未満
50%以上　75%未満
25%以上　50%未満

25%未満

25%未満

ペネトレーション(四分位)
評価コード

100％以上
75%以上　100%未満
50%以上　75%未満
25%以上　50%未満

出所：表 2-2、表 2-3 ともに E 社内部資料より筆者が作成した。 
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表 2-2、2-3 は、それぞれ P グループと Q グループの昇給率ガイドラインである72。具体

的な昇給額は、従業員ごとの本給(P グループ)または基本給(Q グループ)に昇給率を乗じた

額である。両グループとも、評価コード(年次の業績評価)とペネトレーション(バンド/グレ

ードの報酬レンジ内の位置)のマトリックスで昇給率が決定する。すなわち、評価コードが

高い場合には高い昇給率が付与されるものの、同じ評価コードの従業員間では個人の報酬

水準がバンド/グレードごとの報酬レンジ内で高い位置の者には低い昇給率を、低い位置の

者には高い昇給率を付与する仕組みとなっている。これは、同等のパフォーマンス(業績)
に対しては同等の報酬が支払われるべきだというアメリカのペイフォーパフォーマンス

(PFP)の原理に則るものである。ペネトレーションが 50%未満の者には同じ評価コードでも

50%以上の者より高い昇給率を付与することで、報酬レンジの中央値(標準値)の水準まで引

き上がるスピードを加速し、職務、パフォーマンスおよび報酬の間の公正性を確保する仕

組みとなっている。また、報酬レンジの上限を超える者は評価が良くても昇給率はゼロに

設定されており、さらに高い報酬を獲得するためには、上位のバンド/グレードの職務に移

り、上位バンド/グレードで良い評価を得るパフォーマンスをあげる必要がある。このよう

に、報酬の公正性を担保するためのペネトレーションによる調整はあるものの、P、Q グル

ープのバンド/グレード体系における昇給システムにおいても、基本的に年齢や勤続年数等

と無関係に職務と業績を要素として昇給率が決定される仕組みである。 
 P、Q グループの昇給率ガイドラインの特徴的な相違点は、一つは Q グループでは低評価

者に対する負の昇給率(減給率)が設定されている点、もう一つは P グループが全バンドに共

通の昇給率テーブルを使用しているのに対して Q グループではグレード別に昇給率テーブ

ルを設定し、さらに下位グレードに対して上位グレードより高めの昇給率を配分している

点である。このうち、Q グループが負の昇給率を設定している理由は、前述したとおり報

酬の下方硬直性に対処するとともに一定程度の低業績者を内部に抱える人材マネジメント

であることを示している。P グループでは低業績者に対しては報酬を下げるのではなく組織

外への圧力を高める対処であった。 
もう一つの相違点である昇給率テーブルのバンド/グレード別の区分の有無に関しては、

全バンド共通の昇給率テーブルを使用する P グループでは、昇給は単純にパフォーマンス

評価によって決定し、ペネトレーションは職務とパフォーマンスと報酬の間の公正性を実

現するための調整機能である。したがって、年齢や勤続年数に連動するスキルや経験の積

み重ねを評価要素にしていないことがはっきりしている。もちろん、下位バンドの者が熟

練度に応じて高い評価を受けるようになり昇給することにより、ある程度勤続年数に比例

するように報酬水準が上がっていくことは考えられるが、報酬決定の原則が職務とパフォ

                                                   
72 P、Q グループの昇給ファンドは、国内の労働市場およびグループ他社の昇給率設定状況

を勘案し決定したため、昇給率テーブルは毎年更改された。また、両グループの昇給率の

具体的な比較においては昇給対象となる月例給与の違いに注意する必要がある(P グループ

は「本給」(月例給与そのもの)、Q グループは「職位手当」を除く「基本給」)。 
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ーマンスにある点は変わらない。 
グレード別に昇給率テーブルを設定している Q グループの昇給制度では、下位グレード

の高評価者は上位グレードよりも高い昇給率が配分される設計になっているため、伝統的

な職務等級制度の R グループはもとより Q グループと同じような定期昇給制度のある P グ

ループと比較しても、下位グレードの従業員が高い評価を連続して得ることができれば、

加速した昇給を実現することが可能となる。つまり、従業員の保有する能力や勤務態度等

を評価し昇給していく日本の職能資格制度とは基本構造は異なるものの、Q グループのグ

レード体系と昇給システムでは、スキルや知識、経験の乏しい若手人材を下位グレードで

採用した場合でも、組織内で経験やスキルを積み担当する職務の範囲で高い評価を得るこ

とにより、勤続年数を重ねながら報酬水準を上げていきやすい仕組みとなっている。 
P、Q グループともに昇給額は[本給または基本給×昇給率]で算出されるが、一般に、バ

ンド/グレードが上位の従業員は下位の従業員より本給または基本給は高い傾向にあると考

えられる。したがって、バンドが異なっていても、すなわち本給または基本給が異なって

いても、P グループのように全バンド共通の昇給率テーブルを使用した場合、同じ評価コー

ド、同じペネトレーションであるかぎり、同等の昇給率が配分されるから、本給の高い者

が常に高い昇給額を獲得することになる。そうすると、下位バンドの従業員が本給を一気

に上げる手段はバンド昇格であり、そのためには高い成果を上げてアピールする必要とな

り、従業員にとっては、スキルや経験の地道な積み上げよりも、早期に結果を出し上位バ

ンドの職務をこなすことができることを示すことが重要となる。また、P グループでは部下

を管理するライン・マネジャー以外にも、プロジェクト・マネジャー等部下のいない「一

人マネジャー」も存在し、フラットな組織スタイルの中で「一人マネジャー」の任用も積

極的に行われていた。もちろん各部門の総人件費予算の許容する範囲内という制約はある

ものの、実力本位の人材マネジメントの下で P グループにおける従業員の昇格は比較的柔

軟に行われていたといえるだろう。そしてこのような P グループの昇格・昇給のメカニズ

ムは、前記(2)-(イ)で確認した P グループの人材発掘方針－「高業績者に対する早期昇給・

早期昇格の促進(Enable high employees to be promoted faster)」－とも整合していること

が改めて分かるのである。 
他方、Q グループのグレード別昇給率テーブルの設定は、勤続年数に連動して蓄積され

るスキルや経験を重視する組織に適していると理解できる。相対的に報酬水準が低い下位

グレードの従業員は、もちろんグレードの昇格に伴う基本給の昇給が報酬水準を上げる最

大の機会である点で P グループと同じであるものの、グレードごとの職務の範囲で着実に

実績を積むことでも昇給が可能である。Q グループにおいても、部下のいないマネジャー

として「担当マネジャー」「担当部長」という一人マネジャーの職制は存在したが、P グル

ープ時代の一人マネジャーが移行したケースが多く、Q グループにおける新規の昇格任用

は P グループ時代と比較して少なかったから、グレードごとに昇給率テーブルが設定され

下位グレードの昇給率が上位グレードより高い設計になっていることは、特に比較的下位
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グレードに多い若手の従業員にとっては着実な経験とスキルの積み上げに対するインセン

ティブになると理解することができる。 
 
(ウ) Q グループにおける「新卒採用」施策と昇給システムの水平的適合性 
各グループの定期昇給の有無やその仕組みを比較することから、新卒採用という日本型

の雇用慣行に対する各グループの HRM システムの親和度に違いがあることが見えてきた。

R グループは厳格な職務等級制度の運営の下で定期昇給制度を持たない HRM システムで

あるから、勤続年数を重ねながら獲得していくスキルや経験の積み上げに対して昇給反映

しないので、スキルや経験の無い新卒人材を労働市場の報酬水準で採用した場合の長期的

な育成に向いていない。P グループの定期昇給の仕組みでは、バンドの上位下位に関わらず

高い評価を得ることで昇給していくが、下位バンドの昇給が優遇されるわけではないので、

下位バンドの従業員はスキルや経験の地道な積み上げよりもバンド昇格に向けて具体的な

成果を出すことに注力するだろう。Q グループは、グレード別に昇給率テーブルを設定し

下位のグレードの昇給を促進する仕組みとなっている。日本の労働市場では、概して勤続

年数の短い若手の人材が下位グレードの職務を担当することが多く、その報酬水準も年功

的積み上げが少ないため相対的に低い水準にあると考えられるから、下位グレードに配慮

した Q グループの昇給システムは、若手人材が長期的なコミットメントの中でスキルや経

験を積み上げながら昇給を実現しやすい HRM システムである。 
このことは、「ジョブ型」の HRM システムにおいても、評価制度や昇格・昇給の仕組み

の設計によっては、若手人材を採用し長期的コミットメントの中で育成を図る人材マネジ

メントと整合性のある HRM システムを構成できることを示している。図 2-13 で示した Q
グループの昇給率ガイドラインは 2005 年昇給に関するもので、2006 年の新卒採用前であ

り予め新卒入社の従業員の昇給を想定したものではなかった。しかし各グループの中で、Q
グループの昇給システムと若手の採用・育成という雇用施策との間の水平的適合性が強い

ことから、若手人材の典型である新卒採用という日本型の雇用慣行に対して最も親和的な

ものとなっていると理解できるのである。 
 
ところで、Q グループでは 2006 年から毎年新卒採用を実施したが、厳密な意味では、日

本企業の定期新卒採用とは異なると解釈するべきあろう。濱口(2009, 2013)によれば、日本

型の新卒定期採用制度の特徴は、毎年、定期的に新卒を採用し配置するため、既存社員の

配置転換が必要になり全社レベルの定期人事異動が雇用慣行となっている点にある。また、

新卒定期採用における採用権限は現場の管理者ではなく人事部に中央集権的に与えられる。

日本企業が「メンバーシップ型」であることから、企業と従業員の関係では長期的なメン

バーシップがより重要である以上、職務の管理者ではなく人事部が採用主体となるのであ

る。日本型の新卒定期採用では採用時にどの職務に配置するか決まっていない。企業にふ

さわしい人物であるかを人事部が見極めて一括採用し、入社後に適性等を勘案して配置先
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を決める。そして、新卒社員の配置先部署で要員が過剰にならないよう全体の欠員状況に

応じて既存の従業員の異動を行うというのが一般的な日本企業の新卒採用の図式であろう。 
これに対して、Q グループの新卒採用は必要人材の外部採用の補完的手段として行われ

ている。Q グループの新卒採用は、外部採用含む総採用数の約 10%であり、基本的には新

卒以外の外部採用が主体である73。また、新卒採用の目的はセールスの成長戦略推進に伴う

営業職の要員確保と売上げ拡大に伴う保険契約管理部門拡充のための要員確保であったか

ら、入社後の配置もセールス部門や契約管理部門に配置することを明示した採用を行って

いる74。したがって、新卒採用の主体は人事部単独ではなく、セールス部門(営業能力開発

部)と人事部が協働して採用と育成に関わるプログラムとなっている75。なお、元人事部長

によると、Q グループの新卒採用は定期的に毎年実施されたが、毎年夏から秋にかけての

予算計画策定時期に、各部門が次年度の採用計画策定の中で外部採用数と新卒採用数を決

めていたとのことであった。あくまで単年度単位の新卒採用計画が連続したもので、一般

的な日本企業における恒常的な新卒一括採用とは性格が異なると解するべきであろう。 
島田(1994)は、仕事の必要に応じて適格な人材を採用することを「ふつうの採用」と呼び、

仕事のニーズに合わせて人材を採用するならば、新卒採用、第 2 新卒採用、中途採用であ

ろうとも、仕事があるときに人を採用するという意味では区別する必要もないという。Q
グループの新卒採用も仕事の必要に応じた採用の一環で行われていることを踏まえると、

「ふつうの採用」の原則の中で、Q グループは、複数の採用方法の一つとして新卒採用利

用していたと理解することができる。 
 

(4) 小括 
 
 M&A の変遷を通した各グループの HRM システムの概要を確認した。採用・昇進・配置、

昇給・降給、能力開発、評価等の個々の HRM システムを対比すると、各グループの HRM
システムの特徴が見えてくる。すなわち、P グループではハイパフォーマー人材の発掘・開

発に主眼を置いた HRM システムであり、Q グループでは販売チャネルの拡大を中心とし

たセールス部門の強化を目指しつつ人件費を着実にコントロールするのがポイントである。

R グループは、対面販売に長けた人材の確保・育成がコアの競争力であることから、職務給

                                                   
73 Q グループの各年の新卒採用状況は、M&A⑤の人員適正化施策の影響を検証した第 4 章

に詳述している。なお、2010 年の新卒採用の占率は 20%と例年より高い比率を示している

が、リーマンショックに端を発した Q グループ親会社の経営危機に連動し総採用数が減少

したことにより新卒の占率が高くなった。 
74 なお、新卒採用再開後、数理部門と IT 部門に毎年若干名の新卒配置を行っているが、こ

れは学部または修士課程における数学科専攻者等を対象にした採用であり、専門的な知識

やスキルの確保に向けた採用であったから、一般の新卒採用というよりは「ジョブ型」の

採用に近いと考えてよいだろう。 
75 Q グループの新卒採用の方針・実績・育成方針については、E 社人事部作成「内勤社員

人事について」2011 年 3 月 11 日にて確認した。 
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体系で人件費のコントロールを確実にしつつも、配置に関してジョブポスティングを活用

することで、面接等による評価を通じた適材の確保が行われている。  
また、国際経営において世界志向で中央集権的な P グループでは、アメリカ型の外部労

働市場中心の HRM システムはグループ共通のプログラムとして、E 社においてもほぼその

まま導入・展開されていることが確認された。 
 現地志向・現地主義の Q、R グループの HRM システムは、採用は外部採用が中心であ

るものの、昇降格に関しては内部労働市場中心で行われる仕組みとなっている点で、日本

の労働慣行が反映されている。ただし、グループ共通の職務等級制度を適用する R グルー

プの HRM システムでは、配置・昇進、定期昇給等に関しては、Q グループのようにまで

は日本の労働慣行が取り込まれていなかった。 
 なお、Q グループでは外部採用を基本としつつも、その補完として日本型の雇用慣行で

ある新卒者の定期的な採用を行っていた。各グループの HRM 施策間の水平的適合性を検

証したところ、Q グループの昇給制度は若手人材の採用・育成の HRM 施策と整合的であ

り、若手人材採用の典型である新卒採用の日本型の雇用慣行と親和的であることが確認さ

れた。 
 
4．まとめ 
 
 P、Q、R 各グループの国際経営の強みは、P グループに関しては、「変化」に対応する人

材の発掘と開発であり、世界的規模でグループ内の人材を発掘し、さまざまなファンクシ

ョンやビジネスで活用することであった。Q グループは親会社と現地子会社の間の密接な

連携による商品開発力に強みを持ち、また、R グループでは、対話型コミュニケーションを

重視した対面販売力を強みとし、日本の営業社員モデルをベストプラクティスとして、グ

ループ内で横展開を行っていた。 
 業況推移からは、グループ間で業績面や収益力の点で大きな違いを確認することはでき

なかったが、P グループでは、親会社を中心とした米国会計基準による連結決算を強く意識

した現地経営が行われていることを確認した。 
 従業員推移からは、P グループでは雇用調整を頻繁に行いながら、毎年着実に在籍数を減

少させる一方で外部採用を活発に行い、在籍数をコントロールしつつ人材の入替えを行っ

ていた。一方、Q グループでは、M&A における人員削減以外では、組織的に大きな人員削

減は行わず、セールスの成長戦略の下でセールス部門の要員を中心に積極的な外部採用を

展開し、またセールス部門の拡大とそれに伴う契約管理業務量の増加に対応する事務管理

部門の対応能力の向上を主たる目的に若手を育成するための新卒採用を行うなど、在籍数

はむしろ増加していた。なお、外部採用が中心の外資系企業にあって新卒採用施策の実施

に関する各グループ間の対応は異なっており、新卒者を典型とするスキルや経験の少ない

若手人材の採用・育成という雇用施策に対する HRM システムの整合性の有無が、採用方
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法の選択肢に新卒採用が含まれるか否かに強く影響していることが確認できた。 
 次に、各グループの HRM システムを対比したところ、P グループでは、人材の発掘と開

発という国際経営戦略に沿った HRM システムが構築されており、高業績者と低業績者の

峻別、外部人材の積極的な登用や低業績者の排出等による外部労働市場の活用など、親会

社の HRM システムがグループ共通のシステムとして現地子会社にも適用されており、世

界志向・中央集権的な P グループの国際経営の特徴が反映していることを確認した。 
 Q グループにおいては、グループ共通の HRM システムではないものの、グループの強

みが商品開発力、すなわち売上げの増大をキードライバーに成長する戦略であることを踏

まえて、E 社の採用、配置、報酬等の仕組みを分析すると、セールス部門優先の人材マネジ

メントを核としながら、人件費のコントロールに重点を置いた HRM システムであること

が分かった。 
 R グループにおいては、P、Q グループのような顕著な特徴は見られないが、グループ共

通の職務等級制度が会社全体の予算管理の枠組みとリンクすることで、人件費のコントロ

ールを確実にしつつ、対面販売に適した人材の確保に主眼が置かれた HRM システムとな

っている。 
 なお、国際経営のタイプとして、現地志向・現地主義の Q、R グループでは、P グループ

のような外部労働市場を前提とした人員削減施策―低業績者の社外への排出―よりも、低

業績者の報酬を下方に調整して内部労働市場で抱える仕組みであり、外資系企業といえど

も、従業員の雇用政策に関しては、国際経営のスタイルの違いによって日本の労働慣行の

取りこみ方に差異があることが確認できた。 
 本章では、P、Q、R グループの経営戦略上の強みと HRM システムの特徴を確認したが、

P グループの経営の特徴は「変化への対応」であり、グループのコア・コンピテンシーにつ

いて変化を受け入れ変化を促進できる「人材」の育成と捉えている。P グループでは「人材

マネジメント」が経営戦略の柱として位置づけられ、その人材マネジメントの核は「人材

の発掘と開発」であり、コア人材は組織をけん引するリーダー的人材である。そして、か

かる人材マネジメントの方針に整合した HRM システムが構築されていることが、主要な

人事制度の仕組みからも明確に確認できた。一方、Q グループについて分かったことは、

経営戦略がグローバルな商品開発力をベースとした売上げの拡大で、コア人材は商品開発

やセールスの人材であり、特にセールス部門の採用は活発に行われた。また、Q グループ

の HRM システムの特徴は人件費のコントロールを前提としたセールス人材の確保・育成

である。ただし、本章の確認からは売上げ拡大の戦略と人件費コントロールの HRM シス

テムの関係は必ずしも明らかにはならなかった。R グループでは対面販売力の強みを生かし

た販売チャネルの強化が経営戦略であり、Q グループと同様、コア人材の活躍領域はセー

ルス部門が中心である。HRM システムの特徴はアメリカの伝統的な職務等級制度にもとづ

く人件費の厳格な管理の下での人材の確保・育成であったが、Q グループと同様、外観か

らでは販売チャネルの強化と人件費コントロールとの関係は明確に確認できなかった。特
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に、Q、R グループに関しては、第 3 章以降の具体的な HR 施策の設計および実行のマネジ

メントを検証する中で、企業グループの経営戦略と HRM システムの関係を確認していく

必要がある。
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表 2-4 X 社および各グループ下の E 社の HRM システム比較 
HRM X 社 P グループ Q グループ R グループ 

採用・

昇進・

配置 

新卒採用中心(メンバーシップ型) 

職能資格制度の下、同一資格・級の最

低滞留年数の設定により、人事評価に

応じて階段式に昇進 

会社主導の人事異動による配置(定期

的な自己申告制度) 

外部採用中心(ジョブ型) 

外部労働市場価格で採用時の報酬を決定 

個人がキャリアを設計 

グループワイドなジョブポスティング 

クロスビジネスを奨励 

速い昇進スピード 

低業績者の排出 

外部採用中心(ジョブ型) 

2006 年から新卒採用を開始(外部採用の

補完、若手人材の採用を志向) 

原則、個社内のジョブポスティングと会

社裁量の人事異動 

外部採用中心(ジョブ型) 

上位グレードがオープンになった場合、

下位グレードからの昇格 

グループワイドなジョブポスティング 

報酬 能力主義 

コース別、職能資格別の給与項目年功

給 

月例給与の構成： 

年功給与(「本給」)、資格給与(「資

格給)「職務給)、職位給与(「職位

手当」「勤務加算」「管理下さん」) 

定期昇給(年齢に応じて昇給する「本

給」) 

評価による年収格差は小さい 

ペイフォーパフォーマンス(PFP) 

ブロードバンド(6 バンド) 

月例給与の構成：「本給」のみ 

メリット・インクリース(降給の仕組みは弱い) 

業績連動の変動賞与 

ストックオプション 

ペイフォーパフォーマンス(PFP) 

グレード制(6 グレード) 

月例給与の構成：「基本給」、「職位手当」 

定期昇給/降給の制度 

業績連動の変動賞与 

ストックオプション 

ペイフォーパフォーマンス(PFP) 

伝統的グレード制(11 グレード) 

月例給与の構成：「基本給」のみ 

定期昇給なし 

業績連動の変動賞与 

ストックオプション 

能力 

開発 

OJT、自己啓発 

職能資格にリンクした年次研修 

リーダーシップ開発のためのトレーニング機会 

エンプロイアビリティによる個人の競争力 

英語力、ファシリテーション、プレゼンテーション、

ネゴシエーション等のスキルトレーニング 

ビジネス知識・スキル向上のトレーニン

グ機会 

英語力、ファシリテーション、プレゼン

テーション、ネゴシエーション等のスキ

ビジネス知識・スキル向上のトレーニン

グ機会 

英語力、ファシリテーション、プレゼン

テーション、ネゴシエーション等のスキ
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ルトレーニング 

生命保険業界共通試験の受講・受験 

営業社員のリクルート、商品知識研修 

トレーナー・トレーニング 

ルトレーニング 

生命保険業界共通試験の受講・受験 

営業社員のリクルート、ニードセール

ス・トレーニング 

トレーナー・トレーニング 

管理部門の従業員に対する「販売研修」 

評価 保有する能力に対する評価 

職務資格・級の昇格・昇級に反映 

報酬への小さな反映 

MBO 

コース、職能資格等級に応じた目標設

定(業務目標・自己啓発目標) 

各部門の評価結果を人事部が集計し、

全社相対分布規制により調整 

MBO によるパフォーマンスとコンピテンシー評価 

上司によるコーチングとフィードバック 

グループ全体で行われる組織的な人材評価(9 ブロック

と人材マネジメントのためのセッション) 

バンド昇降格、昇給率、変動賞与支給率に反映 

上位 20%、下位 10%の峻別 

MBR(業績管理ツール)によるパフォーマ

ンスとコンピテンシー評価 

上司によるコーチングとフィードバック 

グレード昇降格、昇給率、変動賞与支給

率に反映 

 

MBO によるパフォーマンスとコンピテ

ンシー評価 

上司によるコーチングとフィードバック 

グレード昇降格、変動賞与支給率に反映 

 

出所：E 社内部資料および関係者のインタビューから筆者が作成した。
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第 3 章 M&A と人員適正化の意思決定プロセス 
 
1．はじめに 
 
 M&A(企業の合併および買収)において、統合後に合理化を目的とした人員削減や、人事

制度の統合を目的とした報酬制度の変更が行われることが多い。特にアメリカでは、「人員

の適正化(right sizing)」の名の下に、M&A に際して大規模なリストラを行い、経営の効率

化・生産性の向上を実現することは経営のイロハであると認識されているようである76。   
また、アメリカの企業は、特に株主利益を最優先しているといわれ77、利益を最大限あげ

ることが経営手腕とみなされる。したがって、企業の買収や合併に伴って行われる人員削

減は、買手の買収コスト(売却額)に対する利益の回収と不可分な経営判断としてなされてい

ると考えられる。利益を追求するアメリカの企業の下で、M&A における人員適正化の問題

はどのようにとらえられているのだろうか。 
M&A の研究に関しては、企業の株価や企業価値への影響を分析した実証研究がアメリカ

を中心に多数みられるが78、M&A が従業員の雇用や処遇にもたらす影響について実証的に

分析した研究は少ない79。 
わが国の研究では、法人企業統計を利用して M&A がもたらす雇用への影響をマクロレベ

ルで分析したものとして田口・柳川・針田(2011)がある。また、久保(2004)は、実際に合併

した日本の会社の個人レベルの人事データをもとに、従業員の退出行動に関する仮説検証

を通じて、合併が雇用に与える影響について分析している。これらの研究は、いずれも、

結果から M&A と従業員の雇用・処遇を分析するものであるが、経営が、M&A に際して従

業員をどのように扱っているかを見るためには、人員適正化が何を目的に、どのように行

われるかという一連のプロセスの中で確認する必要がある。しかしながら、このような視

点から、M&A における人員適正化の意思決定プロセスを実証した先行研究は管見の限り見

当たらない。 
ところで、近年、特にアメリカを中心に戦略的人的資源管理(SHRM: Strategic Human 

Resource Management)に関する議論が活発である。これは人事部門の役割りがパーソネ

                                                   
76 最近のアメリカの M&A 事情に関しては、独立行政法人労働政策研究・研修機構 『企業

買収・再編と労働者 --M&A 先進国アメリカ～M&A 成功のカギは再就職支援』2005 年 6
月(http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_6/america_01.htm, 2013 年 11 月 3 日

最終確認)を参照。 
77 Friedman(1970)などを参照。フリードマンは、企業は株主の利益を最大化するための単

なる道具であるというストックホルダー理論の立場から、「経営者の社会的責任は株主の利

益を最大にすることである」と主張した。この考え方は企業の目的論の中で、冷戦時代に

おいては反社会主義の主張として、また冷戦後は資本主義のグローバル化と自由市場原理

主義の中で、米国を中心に一つのストリームを形成している。 
78 Andrade et al.,(2001)、Holmstrom and Kaplan(2001)などを参照 
79 Brown and Medoff (1988)、久保(2004)、田口・柳川・針田(2011)などを参照 
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ル・マネージメント (PM: Personnel Management)から人的資源管理 (HRM: Human 
Resource Management)へとパラダイム転換する中で、さらに「人的資源管理を企業経営戦

略中に位置づける」議論である(片岡,2004)。PM と人的資源管理の違いは、PM が従業員を

「費用」とみなすのに対し人的資源管理は「資産」として扱うことであるが、さらに戦略

的人的資源管理論では、従業員を企業の競争優位を達成するための戦略的資源とみなす(岩
出,2002)。このように、従業員を「資産」や「資源」と考える議論がなされる一方で、宮島

(2007)によれば、戦略的判断の結果である M&A に際して行われる人員削減に関しては、統

合後の経営効率の改善効果として「正の側面」を評価される場合もあれば、いわゆる「信

頼の破壊」(Shleifer and Summers,1998)による、従業員などのステークホルダーからの株

主への富の移転にすぎない、という「負の側面」から評価される場合もあるという。 
従業員は「資産」または「資源」なのか、あるいは「費用」なのかという問題を、M&A に

おける人員削減の「正負の 2 面性」の問題とかさねて見たとき、M&A に伴って行われる人

員削減が統合後の適正配置の観点を含んで検討されているのであれば、従業員を「資産」

として扱う側面が強く、逆に、ガバナンス上株主利益を最優先して行われる人員削減であ

るならば、従業員は今なお利益を調整する「費用」として扱われている側面が強いという

ことになるだろう。 
本章では、E 社の M&A の事例を取り上げ、当時の関係者へのインタビューと社内資料を

もとに、M&A 戦略実行過程における人員適正化の意思決定プロセスを検証し、アメリカの

企業グループが、統合後の人員削減に関してどのような意思決定を行っているかについて

分析を行う。 
最初に、調査対象企業の M&A における買手企業グループの経営上の特徴、特に人員適正

化の進め方の違いから見えてくる「利益のとらえ方」の違いを整理する。次に、具体的な

M&A のケースをもとに、統合後に実施される人員の削減の規模や実施時期がどのように決

められているかのプロセスを検証する。最後に、事例から得られる含意と今後の研究課題

を整理する。 
 

2．M&A と利益のとらえ方 
 

第 2 章で確認したとおり、E 社はその設立自体が M&A の産物として始まり、その後ア

メリカ系企業による M&A を複数回かさね、その都度経営陣がほとんど入れ替わっている。

一言でアメリカの企業といっても、経営スタイルにはそれぞれの特徴があり、E 社の M&A
に関しても、各グループによって人員適正化の進め方が異なっている。 

 
(1)  異なる利益のとらえ方(利益の時間軸・利益指標) 

 
人員の適正化は人員の削減と人件費の削減を伴い、そのゴールは、削減策完了後に一つ
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は適正配置を果たすことであり、二つは定常状態の人員に対する人件費を当初想定した人

件費総額の範囲内に収めることである。M&A④、⑤および⑦では、人員削減の定常状態を

統合後いつまでに完了するかという削減時期の設定(人件費の削減完了期間)は以下のとお

り異なっている80。 
 
・M&A④(P グループ) 削減完了期間 １年間 
・M&A⑤(Q グループ) 削減完了期間 ２年間 
・M&A⑦(R グループ) 削減完了期間 ５年間 
 
人件費の削減は事業費の抑制になるから財務上の利益を生む行為であり、人件費削減の

完了期間をどのように設定するかということは、削減による利益をいつまでに実現するか

という問題でもある。グループによって統合後の人件費削減の完了期間に長短が見られる

ことが、短期的な経営を志向するか長期的な経営を志向するかの違いを示唆するといえよ

う。したがって、M&A における人員適正化の対応も短期的経営と長期的経営では扱いが異

なることとなる。この場合、短期的な経営において人件費は「資産」であるよりも「費用」

の側面が強くなり、人員の適正化は「人材」の選別よりコスト削減の総額や完了時期の問

題に焦点が置かれるだろう。逆に長期的な経営においては「費用」であるよりも「資産」

として扱われる側面が強くなると考えられ、「人材」を選別することに比重が置かれるだろ

う。 
かかる人員適正化の対応の違いについては、各 M&A の内部資料と当時の E 社人事部門

の関係者に対するインタビューをもとに比較・分析する。M&A④および⑤に関与した元ゼ

ネラルマネジャーと、M&A⑤をマネジャーとして関与し M&A⑦の初期段階を人事部長と

して関与した元人事部長にインタビューを行った。 
ところで、M&A における人件費削減期間の長短のみで、その企業の財務的性格が短期的

であるか長期的であるかを性格付けることに無理があることは否めない。特に、アメリカ

系企業は一般的に短期的利益を優先するといわれており、決算資料等の公開情報だけで財

務的性格の違いを浮き彫りにすることは難しい。しかしながら、内部の財務面に精通した

人物の見解を確認することで、その企業が短期的経営を志向するか長期的経営を志向する

かを比較することはできる。本事例では、P、Q、R の各グループを通じて E 社に在籍し、

すべての M&A に E 社側から関与したアクチュアリー (以下「アクチュアリー」)から各グ

ループの財務的性格の違いと特徴を聞くことができた。当該アクチュアリーによれば、同

じ生命保険事業の経営でありながら、各グループによって「利益を追求する期間の単位」

                                                   
80 各 M&A における人件費削減期間については、それぞれ以下の資料に基づき検証した。 
 M&A④：2001 年 12 月 7 日付け E 社内部資料 
 M&A⑤：2003 年 11 月 5 日付け E 社内部資料 
 M&A⑦：2011 年 4 月 28 日付け Ra 社内部資料 
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や「重視する期間収益」、「重視する利益指標」が異なっていて、そこには各グループの業

種の特徴や経営戦略の違いが反映する「利益のとらえ方」の違いが見られるという。 
表 3-1 は、上記インタビューならびに内部資料に基づき、各グループの「利益のとらえ方」

の違い、統合後の人員削減の期間設定の差異を対比したものである。以下、それを具体的

に見るが、各グループの利益のとらえ方の違いを分析することにより、それぞれの財務的

性格(短期的経営か長期的経営か)が特定され、さらにそれぞれの M&A の人員適正化の施策

が各グループの財務的性格に整合していることが確認できる。 
 

(2) P グループの特徴 
 
アメリカの企業では四半期ごとの決算内容が重視されているが、アクチュアリーによれ

ば、特に P グループでは、「グループ全体の四半期ごとの決算が重要視された」とのことで

あった81。M&A④において、人件費削減完了期間が 1 年と短いことは、P グループの超短

期的な経営スタイルに整合している。また、期間収益としてのネットインカム、利益指標

としての ROE は、収益の内訳にかかわらず達成した利益率を示す指標であるという。した

がって、生産向上による継続的利益が不調の場合でもとにかく収益を確保することを優先

するならば、人件費削減(コストの抑制)による一時的利益によって収益目標を確保するとい

う選択も経営判断の一つとなりうる。このような財務上の利益に対するスタンスからは、

人員削減はコストカットのための一つの手段とみなされるだろう。実際に、P グループ傘下

の時の E 社では頻繁に人員削減が行われた経緯がある82。  
P グループは、M&A①の合弁企業時代の２年間で、50～100 人規模の雇用調整を複数回

実施した。背景としては、当時の日本は金融機関の破たんが相次ぐ不良債権処理の真った

だ中にあり、経済活動も低迷していたことから、E 社で期待された収益が思うように実現で

きない中、効率化を最大限追求するという施策が選択されたと考えられる。さらに、M&A②

の 1 年後の 2002 年には、元ゼネラルマネジャーによると「一層のスリム化が必要との経営

判断」から、120～140 人規模のリストラを行っている。さらに、Y 社を買収した M&A④

に際しては、Y 社と E 社双方の従業員に対して 200 人規模の人員削減を行った83。 
                                                   
81 アクチュアリーによると、P グループにおいても、保険事業部門出身の財務担当者の利

益に対する考え方は保険ビジネスを踏まえた中長期的視点の必要性を認識していたようだ

が、当時の E 社の CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)は製造事業部門出身であり、

四半期ごとの利益水準に対する要求が強かったとのことである。 
82 P グループ傘下における人員削減の変遷については第 2 章第 2 節に記述した。Q グルー

プ作成の 2003 年 8 月 19 日付け資料によると、P グループ時代の E 社では、1999 年以降

2002 年までの間に、M&A④の人員削減を除いた E 社単独で約 34％の人員削減が行われた

と分析している。 
83 M&A④における人員適正化プランは、Y 社買収後 6 カ月後の E 社との合併時点で第一次

の人員削減を行い、合併後 1 年間でさらに人員を削減していくものであった。元ゼネラル

マネジャーによると、「合併時」の人員削減は計画通り実行されたが、そのほぼ直後から、
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表 3-1  M&A における人員削減の進め方と「利益のとらえ方」の関係 
企業グループ P グループ Q グループ R グループ 

 

人員削減の進め方 

M&A④では 1 年の削減プラ

ン 

効率性重視(人件費は収益確

保のためのコストカット項

目の一つ) 

M&A⑤では 2 年間の削減プラン 

ただし、1 年目に削減目標額の大半

を完了する内容であった 

M&A⑦では 5 年間で削減す

るプラン 

グループの中心母

体となる業種 

メーカーとして出発し、事業

多角化を推進する中、ノンバ

ンクに進出(当時) 

損害保険事業から出発し、生命保

険事業も展開(当時) 

一貫して生命保険事業中心 

 

製品の特徴 

販売戦略 

良いものを作る 

品質にこだわる 

スピードを競う(開発期間の

短縮等) 

損保商品は 1 年満期をはじめ、短

期の補償が主力 

商品戦略を重視し、新商品を定期

的に発売し商品の魅力で顧客に訴

求 

終身保険を代表とする長期

の保障性商品が中心 

ニーズ販売 

 

主な販売チャネル 

多岐 

E 社においてはマルチチャ

ネル展開を指向 

代理店が中心だが、直販社員・通

販等マルチチャネル展開を指向 

直販社員による対面販売(人

材の育成に時間と費用がか

かる) 

利益を追求する期

間の単位 

四半期ごと 1 年ごと 1 年～数年 

 

 

 

重視する期間収益 

アメリカ会計基準のネット

インカム(日本会計の税引後

利益に相当)を重視 

四半期ごとにいくら利益を

上げるかを追求し、一時的な

利益と継続的な利益を区別

しない 

アメリカ会計基準の Operating 

Income(日本会計の経常利益に相

当)を重視 

キャピタルゲイン/キャピタルロス

の発生により毎年の利益にブレが

生じる 

ア メ リ カ 会 計 基 準 の

AOI(Adjusted Operating 

Income:修正後経常利益)を

重視。Operating Income に

見られるキャピタルゲイン/

キャピタルロスの発生によ

るブレを修正したより継続

的な利益を重視する 

重視する利益指標 ROE プロフィット・マージン ROE と AOI 

出所：E 社内部資料および関係者へのインタビューをもとに筆者が作成した。 
 
なお、元ゼネラルマネジャーおよび元人事部長によると、P グループの人員削減において

は、従業員のパフォーマンスを基準に下位の者からリストラするという人事方針が明確で

あり、人員の削減は必ず各部門の従業員のパフォーマンスレビューに基づいて実施され、

                                                                                                                                                     
M&A⑤の話が持ち上がり Q グループによるデュー・デリジェンスが始まったため、「合併

後 1 年間」の人員削減の実行は凍結されたとのことであった。 
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従業員の適性や能力が他の部門やポジションならマッチするのではないかという配置転換

などの取組みはほとんど行われなかったとのことである。 
 

(3) Q グループの特徴 
 
アクチュアリーの説明よると、Q グループについては、期間収益の Operating Income は

「売上げ」を重視する指標であるが、利益指標のプロフィット・マージンは売上げに占め

る利益率を示す指標であり、コストが下がれば利益率が上がる関係にある。したがって、

一時的なコスト削減でも利益率を押し上げる要因であれば財務上は評価されることになる。

Q グループも P グループと同様、四半期決算を重視したが、1 年満期の補償期間が多い損

保事業が出身母体であることを反映してか、1 年単位の決算も重要視したとのことである。

また、プロフィット・マージンは１年単位の利益を捕捉するにも適した指標であるという。 
 Q グループによる E 社の人件費削減施策の実施回数は、頻繁に実施した P グループと異

なり少ない。E 社が Q グループ傘下にあった約 9 年間の間に行った人員削減は、M&A⑤直

後の人員適正化以降はリーマンショック後の販売環境の悪化を背景に実施した営業拠点の

縮小に伴う人員調整を小規模で行ったのみである。また、2000 年代初頭に経営破綻し Q グ

ループ傘下で再建を図った Qb 社における人員削減も、買収直後に 45 歳以上の従業員を全

員リストラするという人員削減実施後、M&A⑥、⑦で R グループに買収されるまでの間、

Q グループ下で組織的な人員削減は実施されていない84。トップラインの売上を重視する

Operating Income を追求する Q グループでは、人員削減をコストカットの常とう手段とし

てまでは扱っていないということができるだろう。 
このような Q グループの HRM 施策の実施状況を踏まえると、Q グループの財務的性格

は、四半期単位に利益を追求する P グループの超短期的な経営とは同列に分類しにくい。P
グループでは一時的な人員削減も利益を確保する手段として実行され、人件費を費用とし

て扱う側面が強い短期的な経営スタイルを見せていたが、Q グループの M&A における人

員削減は統合後の事業の展開に必要な人材を確保するという「人員適正化」のための施策

としての性格が強い。ただし、後述するとおり明らかに長期的経営スタイルに性格付けら

れる R グループと比べると Q グループは長期的とはいえず、P、R グループの中間的な位

置関係にいることを踏まえると、Q グループの期間のとらえ方は P、R グループに比して「中

期的」であると性格付けることが妥当だろう。 
以上から、Q グループについては「中期的」な経営スタイルに分類された。Q グループ

をこのように理解することは、M&A⑤ではアメリカ親会社が最初に立案したオリジナルプ

                                                   
84 Q グループ作成 2003 年 8 月 19 日付け資料では、P グループ時代の E 社の人員削減の変

遷の分析と対比して、Q グループにおける Qb 社の人員削減の変遷が記載されており、その

人員推移を見る限り、Qb 社買収直後に約 37%の人員削減を行った以降は、主に自然減と推

察される人員数の減少状況である。 
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ランの人員削減完了期間が 2 年間であり、かつ 1 年目に削減する予定の人件費が抑制的に

設計されていた点とも整合的である。もっともこの場合、後述するように親会社のオリジ

ナルプランに対して日本の Q グループのマネジメントが 1 年目に削減目標の大半を達成す

るビジネスプランを策定し親会社も承認していることから、日本のマネジメントによる短

期的な人件費削減計画のビジネスプランとの整合をどう解釈するかという問題が残る。し

かし、多国籍企業(MNCs)の国際経営を分析するに際しては、現地子会社の意思決定や行動

をもって MNCs のグループ全体の経営の特徴であるかのように解釈することは危険であろ

う。これも R グループの人員適正化プランで後述するが、長期的経営スタイルに分類する

R グループの M&A においても親会社のオリジナルプランに対して日本のマネジメントに

よるビジネスプランが策定されていて、そこでもビジネスプランがオリジナルプランを上

回るアグレッシブな人件費の削減プランが策定されている。このことから、MNCs の M&A
において、現地マネジメントが親会社のオリジナルプランに対してより積極的なビジネス

プランを策定する理由は、グループの財務的性格によるものではなく、親会社に求められ

た削減額以上の削減を達成することで親会社に対して現地子会社の実力を認知させようと

する政治的行為であると解釈することもできる。経営の「短期」「長期」の差異は、むしろ

第 2 章で対比したビジネスモデルの違いや表 3-1 に見られる製造業、損保、生保などのグ

ループの出身母体の商品特徴から引き出されると解釈すべきである。したがって、Q グル

ープの M&A における人員適正化施策の特徴は、親会社が策定したオリジナルプランを分析

することにより確認できると考えてよい。 
 

(4) R グループの特徴 
 
最後に R グループであるが、アクチュアリーによれば、主力商品が終身保障の終身保険

であるなど、事業の性格上、長期安定志向が適したビジネスであり、直販社員の対面販売

とニーズ販売という販売チャネル・戦略においては販売員の育成に時間とコストがかかる

ことを反映して、利益追求のための時間軸は他のグループと比べてもっとも長いとのこと

である。また、利益指標は P グループと同様 ROE を重視し、期間収益では Q グループと

同様に売り上げを重視するものの、R グループの AOI(Adjusted Operating Income)の考え

方は継続的な利益を重視し単発的な利益を修正して評価するもので、加えて利益の時間軸

も数年単位であり短期の利益や一時の利益を追求するスタンスにはなりにくい点が R グル

ープの特徴とのことである。したがって、3 つのグループの中ではもっとも長期的な経営を

志向するスタイルと見ることができるだろう。 
R グループによる M&A⑦は 3 社合併のスキームであり、M&A⑦(合併)における人件費削

減額は M&A⑥(買収)時点で決定されているが、買収(M&A⑥)から合併までは約 1 年間の準

備期間があった。M&A⑦のデュー・デリジェンス時に作成されたと思われる Ra 社の資料

には人事統合戦略が示されており、適材適所の観点から部門や機能をまたがった人材アセ
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スメントを行うこと、買収から合併までの準備期間中に得られる潜在能力、コンピテンシ

ー、適応力、マネジメント・スキル等の評価に基づいて各階層で人選を行うこと、また管

理者層に対しては外部機関によるアセスメントを行うこと等の人事統合方針が記載されて

いる。実際にも、M&A⑦の合併前に、3 社のマネジャー以上の職制に対して共通のアセス

メントが行われており、適正人材の把握の観点の取組みが行われている85。ただし、M&A
⑦は、本論文作成時現在、ポスト・マージャーの過程にあり、人員適正化を含めて統合プ

ロセスは完了していないことに留意が必要である。 
 

(5) 小括 
 
3 つのグループの経営スタイルの特徴を比べてみると、その母体となる業種、販売戦略に

よって利益をとらえる時間軸や重視する利益指標が異なっていて、特に M&A における人件

費削減の完了期間の違いは各グループの利益をとらえる時間軸の違いに整合している。ま

た、短期的経営タイプの P グループでは、短期間に人員削減を行うため「人材」の選別が

行われにくく、人事評価の下位者という線引きによって人員削減を行っている。中期的経

営タイプの Q グループでは Qb 社のリストラのように一定の年齢で線引きしており人材の

選別という観点は乏しく見えるが、一方で若年層を丸ごと残すことで M&A 後の将来的な要

員を確保していることになり、M&A における人員適正化のプランニングにあたり人材の確

保を意識しているといってよい。3 つのグループの中では長期的経営タイプの R グループ

に関しては、人件費の削減額の決定は他の 2 つのグループと同様、M&A のクロージング前

に決定しているが、実際の人員削減までの間に準備期間を置き、人材の選別の取組みが行

われていることが確認できた。 
以上から、短期的経営において人件費は「費用」としての側面で扱われやすく、人員削

減において「人材」の選別は行われにくい傾向が見られ、中期的あるいは長期的経営にお

ける人件費は管理の対象であるとともに「資産」としての側面が強く認識され、人員削減

にあたって「人材」の選別に関する取組みも行われる傾向があると考えられる。 
 

3．人員適正化プロセスの検証―人件費削減額の決定プロセス 
 
前節では、E 社の M&A の変遷を通して、アメリカの企業の M&A における人員削減の進

め方の特徴を概括した。また、企業グループによって利益をとらえる時間軸が異なってい

て、その違いが人件費削減の完了期間の設定や人材の選別の有無に反映されていることを

確認した。短期的に利益を追求する企業の下では、M&A 統合後の「人員の適正化」は費用

                                                   
85 部長職以上の管理職に関しては外部コンサルタントによる管理職研修を通じてマネジャ

ーとしての適性や特徴を評価した。また課長職相当の管理職に対しては外部機関の適性試

験を実施した。 
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としての人件費削減の問題として扱われやすい。本節では、前節で中期的経営タイプに分

類した Q グループの M&A⑤における人員削減の意思決定プロセスを具体的に詳しく検証

する。 
 
(1) M&A とシナジー効果86 
  
そもそも、M&A が取引として成立するか不成立となるかは、買手と売手の間で買収価格

に合意が得られるか否かで決まる。問題は、買手と売手の間で価格の評価が異なることで

ある。価格をめぐって合意に至らず不成立となる M&A 案件は多い。 
買収価格の算定においては、当該企業の現状の価値が計算される。実際には、売手と買

手それぞれの思惑や、交渉力の強弱などによって折り合いがつく場合もあるだろうが、基

本的な決め手は当該企業単体の価値を算定した価格である。 
一方、買手企業が統合後に期待する利益を算定するうえでは、シナジー効果の評価が不

可欠である。M&A によるシナジー効果とは、「2 つ以上の事業が結びついて、単純な合計

を上回る結果が出る『相乗効果』」のことであり、売上アップが期待できるインカムシナジ

ーとコスト削減が期待できるコストシナジーがある。いずれも、統合後の経営上の施策如

何によって統合前のスタンドアロン価値のアップを図ることができるとの買手の思惑から、

買手側が統合後のシナジーを考慮して買収価格を決定することは少なくないという。 
統合後の人件費削減はコストシナジーの代表格である。売手が設定してきた価格に対し

て、買手が高いと評価している場合でも、買収後の運営費用を小さくできると判断すれば、

高い買収価格を小さい運営費用で相殺するので、この買収価格は買手にとっても合理的な

価格になりうる。したがって、買手側がコストシナジーを考慮して買収価格を決めるので

あれば、統合後の人員削減は、将来に向けての効率性の追求という目的に加えて、買収コ

ストの回収という意味を持つことになる。 
 
(2) オリジナルプランの策定 

 
M&A⑤の場合、人件費を含む統合後のコスト削減プランは、買収価格の最終決定前に、

買手側である Q グループの内部で策定されている。統合後の人件費削減が買収コストの回

収という意味を持つとすれば、削減額を決定する際には、どれだけの額の利益を、どのよ

うな期間で回収しようとするかという判断の過程を見ることができるはずである。 
M&A⑤の場合、売手(P グループ)が提示したアプレーザル・バリュー(自己査定額)の計算

                                                   
86 M&A における買収価格とシナジー効果については、大和総研「（コンサルティングレポ

ート）M&A における買収価格の考え方—ひとつの方法に固定せず、多面的な評価が必要」

2012 年 5 月(http://www.dir.co.jp/consulting/consulting_rpt12051601.html, 2013 年 11 月

23 日最終確認)を参照。 
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基礎となっているプロジェクションは、交渉日現在の P グループの事業計画の下で E 社の

企業価値がどの程度になるかを計算したものであり、従業員数や人件費総額に関しても交

渉日現在の数値である。すなわち、M&A のクロージング時点で P グループが雇用している

E 社従業員はそのまま買収した Q グループに雇用が引き継がれるという前提で買収交渉が

開始されている。 
一方、買手(Q グループ)では、アメリカ親会社のファイナンス部門が中心となり、デュー・

デリジェンスの結果を踏まえ、統合後の利益をどの程度期待するかの検討を行った。その

うえで、期待する利益を上げるためにどの程度コストシナジーを見込むかを検討し、コス

ト削減の全体額を決め、物件費、システムコストおよび人件費などの項目ごとに削減目標

額が設定された。 
このコスト削減目標額は Q グループ親会社が決定したオリジナルプランであり、統合後

の E 社の経営陣が親会社にコミットするプランになる。M&A⑤のオリジナルプランでは、

クロージング時点の E 社の総人件費の約 20%に相当する額を統合後 2 年間で削減するとい

う内容であった。これを買収コストの回収という文脈で記述すると、オリジナルプランは

買収コストに対して総人件費の 20%相当額を人員削減という手段によって 2 年間の期間で

回収を図るプランであるということになる。 
Q グループのオリジナルプランで注目すべき点は、人件費の削減期間と削減予定額のバ

ランスである。図 3-1 は、M&A⑤の人件費削減に関して親会社が策定したオリジナルプラ

ンと日本のマネジメントが策定したビジネスプランを比較したものであるが、オリジナル

プランの 2 年後の人件費削減総額を 100 とした場合、1 年後の削減目標が 38.6%と比較的

抑制したプランになっている。これは、M&A 直後は統合後の業務が安定するまでは短期に

大規模な人員削減を展開しないことを容認しているプランと理解できる。しかし、次に見

るように実際には日本のマネジメントによって、オリジナルプランを加速して短期に人員

削減を完了させるビジネスプランが策定された。 
 

(3) ビジネスプランの策定 
 
一方、M&A⑤の現地担当(一部新経営陣を含む)は、アメリカ本社が主導して作ったオリ

ジナルプランを踏まえ、統合後のプラン実行段階を見据えて、さらに精緻なビジネスプラ

ンを独自に策定している。日本国内に保有する Q グループ傘下の Qa 社と Qb 社の組織と人

員構成をベンチマークとして、デュー・デリジェンスで得られた情報をもとに E 社を比較

し、3 社のユニット別コストの比較も行いながら、E 社の人件費削減可能額を算出した。ビ

ジネスプランでは、人件費削減額は総人件費の約 25%相当額となっている。 
表 3-2 は、M&A⑤ビジネスプランにおける削減額の内訳を示したものであるが、統合か

ら 2 年後の年間節減予定額の 65.0%が人件費による削減である。昔から「人と紙の事業」

といわれる保険事業の特徴であるかもしれないが、人件費の削減割合はコストシナジー全
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体の太宗を占めていることが分かる。 
 
表 3-2 M&A⑤における統合後のコスト削減プラン(ビジネスプラン) 
節減項目 2 年後の「年間節減」予定額を 100 とした

場合の各節減項目が占める割合 
人件費 65.0 
営業オフィスの閉鎖 6.6 
本社オフィスの移転 3.3 
その他オフィスの移転 1.7 
システムコストの削減 6.7 
その他 O/A 機器等の節減 16.7 

合  計 100.0 
出所：Q グループによる 2003 年 8 月 14 日付け資料をもとに筆者が作成した。 
 
(4) オリジナルプランとビジネスプランの関係 
  
ビジネスプランがオリジナルプランを上回る人件費削減を計画している例は Q グループ

の場合に限らない。R グループによる M&A⑦(3 社合併)の場合も、現地経営陣は親会社に

コミットしたオリジナルプランを上回る人件費削減額(ビジネスプラン)を設定し進捗状況

をトラッキングしている。 
アメリカの親会社から絶えず結果を求められる現地経営陣として、コミットした目標に

対する達成責任があるし、コミットした以上のコスト削減を実現すれば、現地経営陣の実

績として親会社から評価されることになるため、自主的にストレッチしたビジネスプラン

を設定しているという見方ができる。 
図 3-1 から分かるとおり、人件費を削減する期間はオリジナルプラン、ビジネスプランと

もに統合後の 2 年間で実現するプランであるが、オリジナルプランが 2 年後の達成目標と

している削減ターゲットを 100 とした場合、ビジネスプランの 2 年後削減総額はその 23%
増しの削減額が設定されている。 
人件費総額の決定に関しては、前述したとおりビジネスプランの策定の際に独自に削減

可能な人件費を算出しており、統合後の経営上これだけの人員数で運営できると現地経営

陣が判断した過程は窺える。しかし、現地経営陣が相当にストレッチした削減目標を設定

したことにより、統合後に従業員を社外に排出する圧力は一層強くなることから、人材の

把握や確保の観点の検討がなされない中で人員数や人件費総額の削減が先決する意思決定

プロセスには、統合後の安定的な業務運営に必要な人材を確実に確保できるかという点で

懸念をはらむプロセスであると考えられるだろう。 
なお、元人事部長によると、オリジナルプランは人件費削減の実行期間と削減総額を示
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しているだけで、削減のための具体的な実施策やどの部門からどれだけ削減するかについ

て示していないため、削減施策や部門への削減目標の割り当てなどはビジネスプランの中

で輪郭づくりが行われたとのことである。その結果、セールス部門、特に営業現場で保険

販売の管理に従事し営業社員や代理店をリクルートする営業所長や代理店担当とそのライ

ンにある職制に関しては、ビジネスプラン策定の早期の段階で人員削減の対象から除外さ

れていたとのことである。Q グループのコア競争力の一つである販売チャネルの拡大・強

化を意識したビジネスプランが策定されているのである。 
次に、削減の実施期間に関しては、オリジナルプランでは 1 年目より 2 年目の削減額が

大きいプランであるのに対し、ビジネスプランでは、1 年目にオリジナルプランの総削減額

の 80%近く、オリジナルプラン 1 年目の削減目標のちょうど 2 倍の額を前倒しで削減する

プランとなっている。元ゼネラルマネジャーおよび元人事部長へのインタビューから窺え

ることは、ビジネスプランを策定した現地経営陣として、大規模なリストラは 1 回で終わ

りにしたいという考えが強かったこと、また、統合後できるだけ早期にリストラを済ませ、

すみやかにポジティブな展開に移りたいという意向が働いたことである。現地経営陣は、

実際に E 社を経営する立場から、従業員感情やモチベーション管理という統合後の労務管

理面の配慮も含めて総合的に判断しているようだ。しかしここでも、グループ内他社の組

織と人員構成の比較やユニット別コストの比較が人件費削減額決定の判断基準であって、

統合後に残すべき人材確保の観点から削減数の妥当性検証が行われていないことを考える

と、クロージング直前までの日本のマネジメントの基本的な関心は、統合後の人材マネジ

メントよりも買収後の財務面への影響にあったと考えられる。 
 
(5) 小括 

 
M&A におけるコスト削減は、コストシナジーの実現にあたって必達の課題、すなわち現

地経営陣の手腕が問われる重要課題である。削減する人員数の多寡で削減額をコントロー

ルできる人件費がシナジー効果実現のための重要な手段になっている。Q グループによる

M&A⑤の人員適正化に関してこれまでの検証を通じて分かったことは、Q グループの特徴

を現していると考えられるオリジナルプランでは、2 年間という中期的な人件費削減期間を

設定し、かつ短期に大規模な人員削減は想定されていなかったということである。しかし、

日本の現地経営陣により親会社のオリジナルプランを加速させるビジネスプランが策定さ

れた。これは、Q グループの国際経営のタイプが現地志向・現地主義でグループ内の従業

員政策に関しては、現地マネジメントの裁量に委ねられる傾向があったことと関連してい

る。このように Q グループの本質的な財務的性格と現地の人材マネジメントの間に若干の

齟齬が認められ、統合後の人員適正化の問題は、将来に向けての経営効率の改善のための

「手段」としての側面を残しつつも、統合後の業務に必要な人材確保という観点に立った

議論は必ずしも十分に行われず、人件費の削減自体が「目的」になるという M&A における
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「正負の 2 面性」を抱えながら決定されている。 
 
4．まとめ  
 

M&A④、⑤は、いずれも 2000 年代初頭に行われた取引であるが、当時はリーマンショ

ックに端を発する世界的大不況の前であり、強力な経済力を背景にアメリカ型のコーポレ

ート・ガバナンスがベストプラクティスとされた時期である。かたや日本は 1990 年代末か

ら 2000 年代初頭の金融機関の相次ぐ破綻処理に追われ経済が低迷する中、日本的経営慣行

に修正が迫られていた。したがって、かかる状況を背景に行われた M&A④、⑤は当時のア

メリカ企業の M&A における人員適正化に対する考え方が典型として観察される事例であ

るといえよう。 
E 社の事例では財務部門が主導して M&A 戦略を策定し、コストシナジーをどれだけ見込

むかに応じてコスト削減の総額を決めて、次いで削減項目ごとに具体的な削減額・削減手

段を決定している87。全体の削減項目のうち人件費による削減が占める割合は大きく、M&A
に伴う財務面の効果にとって人件費の削減が大きな影響を与えている。 

M&A によるコスト節減には、経営効率の改善という「正」の側面といわゆる富の移転と

いう「負」の側面があるが、人件費削減額の具体的な決定プロセスを見ると、中期的な Q
グループの経営の下でも、統合後の人件費削減はグループ内の他の企業との人員数の比較

やユニットコストの比較など財務的な判断が優先され、被買収企業の人的構成や人材の特

徴などの把握や統合後の業務に必要な人材確保の観点からの議論は十分に行われていない。

その反面、Q グループの場合では販売チャネルの拡大・強化がコア競争力の一つであるこ

とから、競争力に直結する人材の維持・確保の観点から、営業現場を中心としたセールス

部門の従業員は人員削減の対象外とされており、グループにおけるコア競争力の維持・強

化が人員削減計画の中でも意識されて計画が策定されていることが確認できた。 
本章では、P、Q、R グループの財務的性格を分析し、それぞれ短期的、中期的、長期的

経営タイプに分類し、各グループの M&A における人員適正化の意思決定プロセスを検証し

た。各グループの人員適正化を人員削減が持つ「正負の 2 面性」にかさねて検討すると、

短期的経営と長期的経営の下で行われる M&A の人員適正化においては、短期的経営タイプ

の企業では従業員はより「費用」として扱われる側面が強く、長期的経営タイプの企業で

は従業員はより「資産」として扱われる側面が強いと理解してよいだろう。 
 
 

                                                   
87 元ゼネラルマネジャーおよび元人事部長によると、M&A④、⑤、⑦のいずれにおいても

人件費の削減総額は財務部門中心に決定され、人事部門は決定済みの削減額に対してどの

ような削減手段を積み上げて実現するかを策定する段階から関与を開始したとのことであ

った。 
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図 3-1 M&A⑤における人件費削減プラン(オリジナルプランとビジネスプランの比較) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：E 社人事部による 2003 年 11 月 25 日付け資料をもとに筆者が作成した。 

 

 

オリジナルプラン 

2 年後

のター

ゲット

を１００ 38.6% 

1 年後 2 年後 

 

ビジネスプラン 

122.7% 

77.3% 

1 年後 2 年後 

人員削減期間は 2 年間 
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第 4 章 M&A と人員適正化のマネジメン-ト 
 
1． はじめに 

 
前章では、E 社をめぐる M&A において、短期的な経営の下では人件費削減額が財務上の

判断を中心に決定され、被買収企業の人材の特徴や適性などの把握が十分に行われないま

ま、人員削減の実行段階に移行していくことを確認した。また、中期的経営タイプの Q グ

ループによる M&A⑤の人件費削減総額と削減実施期間に関する意思決定においては、グル

ープ内の他の企業との人員数の比較やユニットコストの比較など財務的な判断が優先され、

統合後の業務に必要な人材確保の観点からの議論は十分に行われていないものの、コア競

争力の一つである販売チャネルの拡大・強化を意識し、そのための人材確保に向けた人材

適正化プランが策定されていた。 
M&A にかぎらず人員の適正化が実施される場合には、計画どおりの人件費が削減できれ

ばそれで OK ということではない。人員適正化の目的のひとつに効率性の向上がある以上、

組織を離れた従業員の質は残った組織の効率性に影響する(辻,2010)。つまり、人員適正化

の問題は、人件費の削減や人員数の削減というコスト管理の側面と、退出した従業員の質

や特性という人材マネジメントの側面に関わる労務問題である。経営タイプの異なる企業

グループにおいては、統合後の組織に必要な人材の確保の観点から、削減対象となる個別

の従業員をどのように選定し、どのように退出させているのだろうか。そこには、各グル

ープの人材マネジメントの考え方が反映すると思われる。 
ところで、1997 年以降、日本の企業の雇用調整においても希望退職の募集という手段が

より頻繁に用いられるようになったことから88、わが国における雇用調整に関する実証研究

や希望退職制度の効果分析等に関する先行研究は多い(伊藤・玄田・高橋 2008、野田・平

野 2010、都留 2005 など)。しかし、希望退職を含む雇用調整の実行段階において、それ

を実施する企業の経営戦略や人材マネジメントの考え方がどのように反映されているかと

いう観点から検証する研究は非常に少ない。 
本章では、調査対象企業 E 社の M&A における各グループの人員適正化のマネジメント

を検証し、各グループの経営戦略や人材戦略と人員適正化の実行方法がどのように整合し

ているかを確認する。最初に、各グループの人員適正化の実行方法の差異から確認できる

人材マネジメントの考え方の違いを整理する。次に、3 つのグループのうち、人員適正化の

実行とその後の組織や従業員に与えた影響がもっとも明確に確認できる Q グループの

M&A⑤のケースを検証する。中期的経営タイプに分類した Q グループであるが、M&A⑤

における人員削減の実施に際し、主要な削減手段の一つである希望退職を短期的な経営タ

イプである P グループの手法に基づき実施した。そのため、中期的経営にあって本来意図

しない結果を招いたと思われ、企業の経営戦略と具体的な HRM 施策が整合しないで実行

                                                   
88 独立行政法人労働政策研究・研修機構(2005)参照 
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された場合に戦略と矛盾する結果がもたらされることが観察される。最後に、本章の検証

を通じて得られる含意を整理する。 
 

2．異なる人材マネジメントの考え方 
 
人員適正化の実行段階では、人件費の削減(リダクションイシュー)と必要人材の確保(リ

テンションイシュー)という 2 つの目的を達成することが求められる。表 4-1 は、E 社の

M&A における人員適正化に際し、各グループが採用した正社員の人員削減方法(実行プラ

ンと実績)および人材選別基準・リテンション(従業員の引止め)施策の概要を整理したもの

である。人件費の削減方法には、採用の停止・抑制、契約社員等期間雇用者の雇止め、配

置転換、転籍・出向、昇給の停止、希望退職などさまざまな方法があるが、人材マネジメ

ントの考え方の差異が見える正社員の削減方法と実績を比較した。いずれのグループの実

行プランでも希望退職制度による削減が全体の削減実行プランでもっとも大きい比重を占

めており、企業にとって希望退職制度が人員削減における有用なツールとして認識されて

いることが分かる。ただし、P グループが希望退職制度中心の削減方法であるのに対し、Q、

R グループでは複数の削減方法を人員削減の選択肢に用意している。また、人材選別基準も

パフォーマンス基準や年齢基準、アセスメント結果等グループによって多様であることを

踏まえた場合、グループによって求める人材像－人材戦略－が異なっていて、人材マネジ

メントの考え方の違いが人員削減方法やリテンション施策の違いにも反映していると考え

られる。 
各グループの人材戦略または人材マネジメントの特徴の対比は、各グループの違いを直

接体感している E 社側の観察を参考にすると一層明確に確認できるだろう。そこで、E 社

内部資料の分析に加え、P グループで E 社に入社し、M&A③、④および Q グループによる

M&A⑤の人員適正化を担当した元ゼネラルマネジャーと、P グループで E 社に入社し、Q
グループ E 社の人事部長を務め、R グループによる M&A⑥の統合プロジェクトを担当した

元人事部長のインタビューをもとに、P、Q、R 各グループの人材マネジメントの特徴を確

認しておこう。 
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表 4-1  M&A における正社員の人員削減方法(計画と実績)および人材選別基準・ 
リテンション施策 

 削減方法 計画上 
の占率 

実  績 人材選別基準 
リテンション施策 

P 
 

 

希望退職：SLSP 
(退職勧奨型) 

100%  100% (2002 年 10 月実施) 
※2003 年 10 月に 2 回目の SLSP
を実施する計画であったが、M&A
⑤のデュー・デリジェンスが始ま

り凍結 

【人材選別基準】 
M&A④ 
・パフォーマンス基準 
【リテンション施策】 
・メンター制度 
・ラウンドテーブル・

ミーティング開催 

Q 
 
 

希望退職：SLSP 
(退職勧奨型) 
AM 化 
自然退職 
出 向 
合 計 

38.6% 
 
30.1 
19.9 
11.4 
100.0% 

35.6%  (110 人) 
 
13.3    (41) 
32.3    (100) 
18.8    (58) 
100.0% (309 人) 
※2003 年 9 月~2004 年 8 月の削

減人数 
ビジネスプランでは、2005 年 12
月まで人員削減を継続する計画で

あったが、日本オペレーションに

おけるE社の戦略的位置づけが変

更となり、当初の削減目標未達の

まま終了 

【人材選別基準】 
M&A⑤ 
・報酬水準 
・希望退職はパフォー

マンス基準(P の SLSP
を踏襲) 
※Qa 社の買収時は、一

律 45 歳以上の年齢基

準でリストラを実施 
【リテンション施策】 
・キーパーソンへの個

別面談 
・タウン・ミーティン

グ(営業現場中心) 
R 
 
 

希望退職 (自由応

募型) 
早期退職(常設) 
定年・ポストオフ 
自然退職 
合 計 

33.3% 
 
30.2 
19.1 
17.4 
100.0% 

合併直前の 2011 年 9 月にセール

ス部門を中心に希望退職を実施 
 
合併後の 2012 年 7 月に本社管理

部門を中心に希望退職を実施 
 
※M&A⑦の人員適正化は 2016年

末完了予定であり、本論文執筆時

点で、削減方法ごとの実績の比重

は未判明である 

【人材選別基準】 
M&A⑦ 
・リーダーシップ研修

を通じたアセスメント

結果 
・適性検査結果 
・アセスメント期間中

のパフォーマンス評価 
【リテンション施策】 
・リーダーシップ研修、

階層別研修の実施 
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・タウン・ミーティン

グの開催 
・パルスサーベイ(従業

員満足度調査)の実施 
出所：正社員の削減方法、計画上の占率および人材選別基準等は、P 社については、 E 社

人事部「Project Manila HR Plan」2001 年 12 月 7 日、Q 社については、E 社人事部「Project 
Rome」2004 年 2 月 17 日、R 社については Ra 社人事部「統合戦略」2011 年 4 月 28 日か

ら筆者が作成した。実績については、P 社の場合、 元ゼネラルマネジャーのインタビュー

により確認、Q 社の場合、 E 社人事部「株式譲渡後 1 年間の人員構成変化」2004 年 9 月 2
日および元人事部長のインタビューをもとに筆者が作成した。 
 

(1) P グループの人材マネジメントと人材選別基準 
 

P グループは世界中のグループ共通の人事ポリシーを有し、人材マネジメントの考え方は

グループ全体で共通している。元ゼネラルマネジャーおよび元人事部長によると、P グルー

プの人材マネジメントの核はリーダーの発掘と開発であり、パフォーマンスとコンピテン

シーに優れたハイタレントの人材を採用・発掘し、次のリーダーを育成することが組織の

成長につながるとの考えの下、人材マネジメントシステム (HRM システム :Human 
Resource Management System)が構築されているという。P グループのリーダーには、ビ

ジョンを作って従業員に示し、向かうべき方向に組織をけん引することが期待されており、

かかるリーダーとなるハイタレント人材の選別基準は第一義にパフォーマンスである。P グ

ループの HRM システムの中で、成果を出す従業員は認知され、報償され、新たな職務が

割当てられ、リーダーシップ開発のトレーニングを受けながら、本人の成長が促進される。

ただし、いかにパフォーマンスが優れていてもグループ共通のコンピテンシー89を伴わない

人材は、短期的には成果を出しても長期的には組織にとってマイナスという考えからリー

ダーになることは難しいという90。 
元ゼネラルマネジャーによると、P グループの HRM システムは、従業員のマジョリティ

に焦点を合わせるというよりはリーダーの発掘と育成を主眼とし、タレントを見つけて引

き上げ、逆にローパフォーマーを外に出していきながら組織全体を強くしていくシステム

                                                   
89 2001 年当時の P グループの「評価ガイド」には、「適切な行動が優れたパフォーマンス

を導く」とあり、ビジョン、インテグリティ、情熱、エネルギー、グローバル、変化、バ

ウンダリレス(垣根を作らない)、クオリティ、顧客第一主義の９つの要素からコンピテンシ

ー評価を行うことが示されている。 
90 P グループの HRM システムでは毎年グループ内の人材アセスメントが定期的組織的に

行われているが、その人材アセスメントにおいては、9 ブロックと呼ばれるパフォーマンス

とコンピテンシーの優劣に応じた人材区分表に従業員を分類し、パフォーマンスとコンピ

テンシーともに優れた従業員のみにリーダーとなる機会が提供される。 
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であるとのことであった。図 4-1 “HR Strategic Matrix December 15,2000”は、P グループ

の E 社人事部の 2001 年度の人事戦略マップである。顧客である部門・従業員中心の人事で

あること(Customer)、組織の成長を促進する人事であること(Growth)、効率面で競争力の

ある人事であること(Competitiveness)の 3 つのイニシアチブを掲げ、これらのイニシアチ

ブの実現を P グループ固有の HRM システムが基盤(Foundation)となって支えるというフ

レームワークを示している。この基盤 (Foundation)の中央部分には、  “Performance 
Management – Develop top 20%, Manage Bottom 20%”とあるように、P グループにおい

てパフォーマンス・マネジメントが人材マネジメントの核であり、上位の従業員の育成と

下位の従業員への対処が人材戦略の柱であることが確認できる。 
パフォーマンスが最重視される P グループでは、人員適正化にあたっての人材選別基準

もパフォーマンス基準によることになる(表 4-1)。M&A④は Y 社の E 社への吸収合併であ

ったが、M&A③(Y 社買収)から合併までの 6 か月間で、E 社の各部門のリーダーが合併後

の組織を設計し、E 社および Y 社の従業員に対する総合的なパフォーマンス評価に基づき

従業員を A、B、C のランクに区分し、C 区分人材を中心に希望退職の応募を勧奨した結果、

削減目標を達成している。表 4-1 の希望退職制度（SLSP： Second Life Support Program、 
転職支援プログラム)は、P グループ時代に退職割増金等のパッケージ91が整備された希望退

職制度で、M&A④を含めて P グループ下で複数回実施されたリストラ時に適用されたプロ

グラムである。P グループの人材選別の基準はパフォーマンスであるので、従業員の年齢等

の属性面は考慮されていない。P グループで実施された SLSP の対象者は年齢 30 歳以上で

勤務年数 1 年以上であれば応募可能という条件設定であり、若年層も含めて幅広く適用す

るプログラムとなっていた。 
なお、表 4-1 のＰグループの人員削減方法には、他のグループにある自然退職という手段

はあげられていない。この点は、P グループのヘッドカウント管理(要員数管理)の特徴の一

つであろう。元ゼネラルマネジャーによると、P グループでは部門ごとのヘッドカウント管

理が厳格で、各部門はファイナンス部門が定めたヘッドカウント内で業務運営することが

求められ、原則として退職者等により要員数に不足が生じた場合にグループ内外から新規

に採用して補充していたことから、自発的な退職を人員削減方法と考えること自体がなか

ったようである。従業員の自発的な退職に対する補充と、人員適正化における人員削減は

別のものであり、M&A④においては、合併後に退職者が発生した場合には新規採用で補充

するという考えから、人員適正化においては SLSP によって削減目標の 100%を達成するプ

ランとなっている。 
P グループの人員適正化では、従業員を引止めるリテンション施策も上位の従業員中心に

実施される。元ゼネラルマネジャーによれば、M&A④では、SLSP 実施前の約 6 か月間の

リテンション対策として、Y 社のキーパーソン約 40 名に対して E 社の A プレーヤー従業

                                                   
91 勤続年数を基準とした特別退職加算金、年次有給休暇残日数相当額支給、再就職支援サ

ービス等のパッケージ。 
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員をメンターに選定し、個別のコミュニケーションを通じたモチベーションのケアを行う

とともに、E 社マネジメントによるラウンドテーブル・ミーティングを頻繁に行う等の対応

がなされていたとのことである。ラウンドテーブル・ミーティングは、10 人~20 人規模の

程度で従業員を集め、リーダーが P グループの強みや特徴を説明したり、従業員の疑問や

質問に直接応えたりする場である。Q、R グループが実施したタウン・ミーティングが一般

的に 100 人~数百人規模の大きな集団単位で開催されるのに対し、P グループのラウンドテ

ーブル・ミーティングは小規模かつ対面的に行われるため、リーダーと従業員の相互理解

が促進されやすく、特定の従業員を選抜して開催できるラウンドテーブル・ミーティング

は必要人材のリテンションに効果的であったという。 
 

(2) Q グループの人材マネジメントと人材選別基準 
 
前章で確認したとおり、M&A⑤の人件費削減額の意思決定における判断基準は、日本の

Q グループ内他社の組織と人員構成の比較やユニット別コストの比較であり、統合後の事

業費総額の枠の中で人件費をどれだけ削減できるかが検討のポイントであった。 
元ゼネラルマネジャーによると、人件費を抑制する Q グループの基本方針の下では、P

グループのハイタレント重視に関して Q グループの経営陣は否定的であったとのことであ

る。ハイタレントな人材の外部採用の場合、競争会社との競合になることが多く、P グルー

プでは採用時の報酬水準を外部労働市場の価格を基準に採用していたため、中途採用の従

業員の報酬水準が E 社全体の中で高額となる傾向にあった92。Q グループは、長期的にお客

様に安心を与えるために、コストに関して堅実経営を目指すという方針の下、いかにタレ

ントが魅力的でも報酬水準が高い人材は不要という考え方が支配的であったという。M&A
⑤の株式譲渡契約の調印直後に Q グループが作成した資料の中でも、E 社従業員の報酬水

準を Q グループレベルまで下げる必要があるとしたうえで、具体策の一つとして、 
“Dismiss costly mid-hired career”とあり高報酬水準の中途採用者への対処の必要性が記さ

れている93。元ゼネラルマネジャーによると、Q グループの人材戦略は、組織の成長のため

にどのようなリーダー的人材が必要かという観点よりも、「安くて長持ち」の従業員が大事

というものであったとのことである。 
また、元人事部長によると、Q グループの経営陣は、マネジャーによるマイクロマネー

                                                   
92 Q グループの下で作成された、E 社人事部「HC/Compensation Analysis」2003 年 11
月 29 日では、Q グループの Qa、Qb 社と E 社従業員の報酬水準の比較分析が行われてい

る。E 社の報酬水準は全体的に他 2 社と比べて高いという分析結果となっているが、特に

部長相当のバンド 6 層の従業員の報酬水準が突出して高く、資料の中では、E 社では「セ

ールスリーダー、インベストメント、IT 等中途採用者 23 名が引き上げ要因となっている」

との分析が示されている。 
93 Q グループ「Executive Summary Project Omaha Business Plan version 1.3 Aug. 19, 
2003」2003 年 8 月 19 日を確認した。 
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ジの重要性を強調していたという。マネジャーが部下の業務の細かいところまでを把握し

て適切な指示を行うことで通常業務は管理できるという考え方から、リーダーシップやハ

イタレントよりも「普通の人材」を重視していたとのことである。 
Q グループが 2001 年に Qb 社の経営破たんを契機に買収した際の人員適正化の実施方法

は 45 歳以上の従業員を一律にリストラするという方法であった94。この M&A は Qb 社の

経営破たんの救済スキームであったから、買収を機に一気に組織の若返りを図った形であ

るが、年功的に報酬水準が低く定年まで先の長い従業員を残したリストラは、まさに「安

くて長持ち」という Q グループの人材マネジメントの特徴が明確に現れたケースであった

といえよう。 
 M&A⑤における人員適正化においても、Q グループは、一定水準以上の年収の部長クラ

スは辞めて構わないというスタンスの下で希望退職を実施している。ただし、Qb 社の買収

では経営破たんを機に年齢基準によるリストラを実施したのに対して、E 社の M&A⑤がP、
Q グループ間の戦略的 M&A であったから、この場合に買収側の新経営陣が年齢基準や報

酬基準をそのまま持ち込んでリストラを実施することは難易度が高く、M&A⑤の人員適正

化では、P グループの E 社で展開していたパフォーマンス基準に絞った SLSP を実施した

とのことである。なお、SLSP の応募条件も P グループの制度をそのまま踏襲し、年齢 30
歳以上、勤務年数 1 年以上の従業員が対象とされている。 

Q グループにおいてもキーパーソンの退職をリスクととらえ、Q グループのマネジメン

トによる個別面談がリテンション施策とされている95。また、タウン・ミーティングも全国

9 拠点で開催されたが、売上げを重視する Q グループとして営業現場に向けたコミュニケ

ーションが中心であったとのことである。 
 

(3) R グループの人材マネジメントと人材選別基準 
 
 R グループによる M&A⑦は、Ra 社、Qb 社および E 社の 3 社合併スキームである。3
社統合における人材マネジメントの基本方針は、 “Right People” であり、「組織・機能の

最適化のための人員の適正配置96」が要員管理の柱となっている。表 4-1 のとおり、人員削

減の主な方法には、定年・ポストオフ(マネジャー役職の定年)、常設の早期退職制度の活用、

自然退職という自然体の人件費削減が主体である。 
                                                   
94 日本のQグループのマネジメントによる大きなM&Aの経験は、2001年のQb社のM&A
である。これは日本の中堅生保の破たん処理に伴い、同社の会社更生上のスポンサーとし

て経営権を掌握したものであるが、更生処理における雇用調整のスキームは、45 歳以上の

従業員を雇用しないという年齢基準による人員削減であった。 
95 2003 年 12 月 22 日付取締役会資料 ”Right Sizing Project”によると、特に、 IT、保険

契約管理部門、セールスからのキーパーソンの退職による業務運営への支障をリスクとし

ている。 
96 Ra「統合プロジェクト基本計画書」2011 年 2 月より確認した。 
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 また、M&A⑦の HR Working Team 作成資料97によると、統合プロジェクトにおける要

員管理のポイントは人員数の推移の把握であり、「人員数の削減を容易にするために希望退

職制度を導入する」としており、P、Q グループの希望退職(SLSP)が退職勧奨型であったの

に対し、R グループの希望退職は自由応募型である点が特徴である。M&A⑦直前の 2011
年 9 月に希望退職を実施しているが、合併 3 か月前に実施したのは、希望退職に応募する

従業員と応募しない従業員を特定し、翌年 1 月の新会社発足時の組織の人員配置を検討す

る十分な時間を確保することが目的であった。また、合併後の 2012 年 7 月には、本社管理

部門を対象に希望退職を実施しているが、合併後一定期間が経過し統合後の業務展開が安

定した時点で、余剰感の出た本社管理部門に対して希望退職の応募者を募っている。なお、

R グループの希望退職の応募対象は 45 歳以上の従業員であり、高年齢層の従業員の転職支

援の位置づけで打ち出されている。 
 ただし、2011 年 9 月実施の希望退職に関しては、「自由応募」と「必要人材の選別」との

関係につき補足が必要であろう。「組織・機能の最適化のための人員の適正配置」の結果と

して余剰人員が発生する理由の一つはポストの数が増えない点にある。M&A⑦は 3 社合併

であったから単純にいえば新会社の管理職のポストは旧 3 社のポスト数の合計の 3 分の 1
になる。また、最適配置の考えから合併を機会に下部からの新規登用を行うこととしてい

たため、特に部長や支社長のように同一部署に複数配置が適さない幹部従業員の職制に残

る機会は 3 分の 1 以下であった。合併後の主要なポストに誰を配置するかという問題は統

合後の業容の維持・拡大に影響するため、M&A⑦では合併前にアセスメントを実施し(表
4-1)、希望退職の応募開始時期の直前にアセスメント結果をフィードバックしている。その

フィードバックの内容がポジティブなものか更なる努力を要するというものか等により新

会社のポストに希望を見出せないと考える者は、ポストが下がることを受け入れて新会社

に残るか、外部に機会を求めて希望退職に応募するかどうかという次の判断を行うことに

なる。つまり、2011 年 9 月の希望退職は、アセスメントによる人材の選別の結果によって

従業員が希望退職に自由応募することを踏まえた、人材の選別とセットで設計された人員

削減プロセスである。 
このように、5 年間で人件費を削減するプランの R グループによる人員適正化においては、

圧力の高い退出促進施策による短期間の削減目標達成よりも、3 社合併後の業務の円滑な展

開が優先され、人員数と業務量のバランスを勘案しながら自由応募型の希望退職制度を人

員管理の調整弁に使用しているといえる。 
 合併後の業務の安定が優先された背景には、3 社合併による新会社の業務運営の大規模化

と複雑化がある。一般的に生命保険契約は長期の契約であるため、何十年も前に販売した

古い保険商品の契約だとしても最後の 1 件の契約が継続しているかぎり、その保険契約を

管理し保険金や給付金の支払事由が発生した場合、確実に支払う必要がある。そして度重

なる商品改定を通じて、どの保険会社においても保有する既契約の管理に必要な自社の商

                                                   
97 Ra 社 HR Working Team「Integration Strategy – Home Office & HR」2011 年 3 月。 
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品やシステムに関する歴史的知識を含めた膨大なノウハウが蓄積されている。このような

知識やノウハウにはマニュアル化されにくいものも含まれるし、たとえマニュアル化でき

たとしても容易に身につくものではないから、3 社合併後の新会社の既契約管理にあっては、

互いに他の旧 2 社の業務に関しては旧社の従業員の知識やノウハウに依存する必要性が高

くなる。 
 そして、R グループでは、M&A⑦以前に小規模ながら国内生保の買収を複数回実施して

おり、それらの経験を通じて、ゼネラリストとして優秀な従業員の流出よりも、固有業務

の担当者が流出することの問題の重要性を認識していたと思われる。E 社の元人事部長によ

ると、P、Q グループの SLSP では、下位評価の従業員から退職勧奨を開始し、できるだけ

上位評価者を残すオペレーションをしていたが、M&A⑦のリテンションにおける R グルー

プの方針は、旧社で属人化している業務の担当者やレガシーシステムの担当者のリテンシ

ョンに留意するようにとの指示であったという。結局、そういう人材はマーケット・バリ

ューが小さいことから積極的なリテンション施策は特段実施しなかったとのことであるが、

どこにどういう人材がいるかをリストアップし、部門長と人事部が当該従業員の退社リス

クの有無の観察を続けることにしたという。 
R グループの人材マネジメントの柱は「人材の適正配置」であるから、研修や適性検査を

通じた人材アセスメントやアセスメント期間を通じたパフォーマンス等を総合的に評価す

ることで人材の選別を行っている。また、これらの研修の実施自体が従業員のリテンショ

ク施策と位置付けるとともに、3 社合併までの約 1 年の統合準備期間中に、2 回のパルスサ

ーベイ(従業員満足度調査)を実施し、統合プロセスの進捗状況に対する 3 社従業員の反応の

調査結果に基づきコミュニケーションプランを修正する等、従業員全般を対象としたきめ

細かいリテンション施策を講じている。 
 

(4) 小括 
 
 P グループの人材戦略は「ハイタレント重視」の戦略であり、優秀な人材を採用・発掘・

リテンションすることとローパフォーマーの排出により組織を強化することが人材マネジ

メントの核となっていた。P グループの HRM システムは、パフォーマンス評価を中心に組

み立てられており、人員適正化の実行においても、パフォーマンス評価の上位者へのリテ

ンションと下位者への排出圧力が明確に行われていた。 
 Q グループの人材戦略は、元ゼネラルマネジャーの表現を借りれば「安くて長持ち」、「普

通の人材」戦略であるといえる。普通の人材がいてマネジャーが細かく管理すれば仕事の

管理はできるという発想の下、できるだけ人件費は低い方が良いという考えが一貫してい

る。したがって、人員適正化にあたっては、組織の業務展開上必要な要員数の確保が重要

である。Q グループ「Executive Summary – Project Omaha Business Plan (version 1.3)」
2003 年 8 月 19 日によると、P グループ下の E 社の HRM に関する “Key Fact Findings”
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として、「ゼネラリストが多くスペシャリストが不十分(many generarit and not enough 
specialist)」「ビジネスよりもリーダーシップを重視(excessive emphasis on leadership 
rather than business)」とあり、Q グループが保険ビジネスに精通した人材を重視してい

たことが確認できる。つまり、(Q グループから見て)不必要に高い報酬の従業員はいかに経

歴の素晴らしいタレントであっても不要なのである。その意味では、通常の日本企業でよ

く用いられる方法として 45 歳という年齢基準を使ってリストラした Qb 社の人員適正化の

ケースが、Q グループの人材戦略と最も整合したケースであろう。 
 R グループの場合は、長期的な経営の特徴として時間をかけて従業員の適性やパフォーマ

ンスの状況を見極めたうえで配置を行っており、従業員の適材適所による人材活用—“right 
people”－が人材戦略である。したがって、短期的あるいは強い圧力による従業員の退出促

進を避け、従業員の適性や特性の見極めを重視するとともに、固有業務の担当者のリテン

ション等、ナレッジ・マネジメント(知識管理)にも配慮した人員適正化を展開している。 
このように、各グループの人員適正化の実行段階の検証を通じて、人材マネジメントの

戦略や方針の違いが人員削減実施における退出人材およびリテンション人材の選別基準の

違いに反映していることが確認できた。 
P グループは短期的経営タイプであるから、M&A によるコストシナジーの実現である人

件費削減も短期間での完了を志向するが、短期間で人員適正化を行う場合、退出させる人

材の選別基準は画一的に線引きできる基準であるほうが、人員適正化プロセスの管理は容

易であると考えられる。P グループが、パフォーマンス評価により従業員に序列をつけて下

位評価者から退職勧奨を行う行うという画一的な人材選別基準に基づき人員適正化を実行

していることは、グループの短期的経営戦略にも整合したマネジメントであるといえるだ

ろう。Q、R グループでは複数の人件費の削減方法が実施されている点など人員適正化の実

行に際し共通する点が見られる。報酬水準や年齢基準を設定した人員削減を行う Q グルー

プは中長期的な人件費の安定化に主眼があると見ることができる。R グループでは長期間に

わたって保険契約を管理するうえでの固有の知識やスキルを重視し、3 社合併後の業務の安

定的な運営に主眼を置き、長期的な期間で人件費の削減を考えていた。 
 

3．人員適正化のマネジメント(M&A⑤のケースを中心に) 
 
  人員適正化は、人件費の削減と統合後に必要な人材の確保という 2 つの目標を達成す

ることを前提とする。そこで、複数の削減方法を展開した Q グループの M&A⑤の人員適

正化を例に、人員削減の実行段階の具体的な運用実態を確認しよう。その人員適正化は 2003
年 9 月から約 1 年間で展開された。その後、次の人員適正化である 2011 年の M&A⑥(R グ

ループによる買収)までの間、Q グループ下の E 社では大きなリストラを実施していないの

で98、M&A⑤における Q グループの人員適正化実行後の組織の状況の観察を踏まえた検証

                                                   
98第 3 章で確認したとおり、E 社では、M&A⑤の人員適正化以降はリーマンショック後の
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が可能である。 
 

(1) どの従業員層をどの程度、どのように退出させるか 
 
第 3 章で確認したとおり、Q グループによる M&A⑤の人員適正化における人件費削減目

標は、オリジナルプランでは総人件費の約 20%相当額、ビジネスプランではオリジナルプ

ランをストレッチさせた約 25%相当額を 2 年間で実現することであった。そして Q グルー

プのマネジメントの意思決定として、ビジネスプランの削減総額の大部分を 1 年目に前倒

しをして削減する計画が立てられた。一方、人員適正化の実行は、削減目標を達成しなが

ら必要人材を確保することであるから、どの従業員層をどの程度、どのように退出させる

かという具体的な問題であり、実現可能なアクションプランを策定できるかどうかが鍵と

なる。 
まず、どの従業員層をどの程度退出させるかに関して、2003 年 11 月 29 日付人事部作成

資料「HC/Compensation Analysis」によると、人事部は、従業員の階層別・年齢群団別の

平均年収をもとに、ビジネスプランの削減目標を達成するためにどの階層からどれだけ退

出させる必要があるかを試算し、複数のシナリオを作成した結果、階層別に退出人数を見

込んだ “Probable Scenario” をマネジメントに提案した。 “Probable Scenario” 以外に検

討されたシナリオは、①45 歳以上の 55%、45 歳未満の 11%が退職するシナリオ、②バン

ド 5、6 の 40%、バンド 4 の 40%が退職するシンリオ、③バンド 4 以上かつ 50 歳以上の

100%、同 45 歳以上の 70%が退職するシナリオというものであった。 
元人事部長に上記複数のシナリオの中から “Probable Scenario” が選定された背景を確

認したところ、Q グループが策定したビジネスプランの削減総額を達成するためには、削

減対象となる母集団を大きくする必要があり、年齢基準等を持ちこむと母集団が小さくな

り実行課程のマネジメントの難易度が高くなるとの判断があったとのことである。 
“Probable Scenario” が見込む階層別削減人数は下記のとおりである。 

 
【どの従業員層をどの程度退出させるか(Probable Scenario) 】  
 
 対  象  削減見込み人数 施  策 

営業所長  100 人  AM 化 
 バンド 5、6  80  25%削減 
 バンド 4  120  30%削減 
 バンド 3  N/A  オフィス移転に伴う転居不能者の退職 
 合計削減人数  300 人 
                                                                                                                                                     
販売環境の悪化を背景に、2010 年、営業拠点の一部閉鎖に伴う人員調整を小規模で行った

が、組織全体に影響を及ぼす人員削減は Q グループ傘下の約 9 年間では行っていない。 
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次に、どのように退出させるかに関しては、人事部は複数の削減方法による正社員の削

減見込みを積み上げた実行プランを策定している。表 4-1 では、M&A⑤の株式譲渡直後の

2003 年 9 月から 2004 年 8 月までの 1 年間に展開された人員削減方法別の計画上削減占率

と実績上削減占率を記載した(削減計画は人件費削減額ベース、削減実績は人数ベースで算

出していることに注意)。削減計画では、希望退職（SLSP）による削減占率が 38.6%と最も

高く、次いで AM 化(エイジェンシー・マネジャーへの資格変更)、自然退職、出向の順にな

っている。計画と実績の削減占率を対比すると、AM 化による削減は計画を大きく下回って

いるが、自然退職(自発的退職)や出向が計画を上回る実績となっていること、および SLSP
はほぼ計画どおりの規模で実施されていることが分かる。また、 “Probable Scenario” の
合計削減見込みの人数の 300 人に対し、実際に 1 年間で退職した正社員数は 309 人であっ

たから、合計人数に関してはシナリオどおりの人員削減ができたことが確認できる。 
 

【どのように退出させるか】 
 
M&A⑤の正社員削減方法別の計画および実績における削減占率(表 4-1 から抜粋) 
 
人員削減方法 削減計画(占率) 削減実績(占率) 
希望退職（SLSP）38.6%  35.6%  (110 人) 
(退職勧奨型) 
AM 化  30.1  13.3    (41) 
自然退職  19.9  32.3    (10099) 
出 向  11.4  18.8    (58) 
合 計  100.0%  100.0% (309 人) 
 
 ここで、主な削減方法別の運用状況を確認しておこう。 
 

ア) AM 化(エイジェンシー・マネジャーへの資格変更) 
 AM(エイジェンシー・マネジャー)制度は Q グループ独自の営業管理職制度である。国内

生保においては、営業所長職制は全国転勤が可能な正社員総合職の従業員が任命されるこ

とが一般的であるが、Q グループでは、出来高報酬の委託型営業所長制度として、主に現

地採用の営業社員から営業管理職に登用するルートとして AM 職が設けられていた。会社

                                                   
99「自然退職」の人数は、正社員の離職者 309 人から、出向、AM 化、SLSP の各人数を差

し引いた人数とした。元人事部長にインタビューで確認したところ、出向、AM 化、SLSP
以外の離職者は、ほとんど自発的退職者であったとのことだが、通常の自然減か経営主体

の変更を契機にした離職行動かの内訳までは確認できなかった。 
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と AM の契約関係は雇用契約関係ではなく委託契約関係であり、その報酬は出来高払いを

基本としたものであったから、会計上 AM に支払う報酬は固定費である人件費ではなく変

動費である業務委託費として処理できる。そこで、M&A⑤の人員適正化において Q グルー

プは、既存の営業所長の中から 100 人程度を AM 職に資格変更させ、その人件費相当額を

業務委託費に移すことで人件費削減にカウントすることとしていた。AM は出来高報酬であ

ることから成功した場合高額の収入が期待できる報酬制度であったため、既存の営業所長

の中で、成果主義報酬を好み AM に魅力を感じた者が AM への資格変更に同意し、結果的

に 41 名が AM に移行したが、削減占率を比較すると、実績は計画値の 44％水準の達成度

である。 
 

イ) 出向 
M&A⑤では、株式譲渡後の比較的早い時期から、Q グループ内他社のジョブポスティン

グ(社内公募)を E 社従業員に公開し、グループ他社のオープンポジションに対する積極的な

応募を奨励している。2004 年 2 月 2 日時点の定点情報でも、当時公開されていたグループ

他社の公募中のポジションは、E 社内で 1 ポジション、グループ他社で 40 ポジションの計

41 ポジションあったから、通年では相当数の他社のポジションが公募を行っていたと推測

できる100。P グループ時代から、E 社においてはジョブポスティング制度の活用が従業員

に奨励されていた。また、R グループによる M&A⑥と⑦の間に実施された R グループ内の

ジョブポスティングに対して、E 社従業員が積極的に応募していることが確認されているこ

とから101、Q グループのオープンポジションに対しても積極的な応募があった可能性が高

い。当時の人事関係者のインタビューを踏まえても実際の応募状況または合格状況等を確

認することはできなかったが、図 4-2 によれば、M&A 直後の出向者が 1 名であったのに対

して、1 年後の出向者数は 59 名に増加しており、削減占率も計画値を大幅に上回っている。

これらの出向者には、人事部主導による者もいたと思われるが、相当数の従業員が自発的

にジョブポスティングに応募した結果、グループ他社に出向したのではないかと考えられ

る。 
                                                   
100 2004 年 2 月 2 日時点の E 社イントラネットに掲載されていた「募集中のポジション」

の画面のハードコピーが保管されていたので確認した。Q グループは、生損保事業を多角

的に展開する企業グループで、日本においても、損保 3 社、生保 2 社(Qa 社、Qb 社)、その

他グループのシェアドサービス会社等が多数存在し、当該「募集中のポジション」には 7
社 40 ポジションの募集が掲示されていた。 
101 R グループによる M&A⑥(買収)から M&A⑦(3 社合併)の間に、R グループ内他社のジ

ョブポスティングが E 社と Qb 社の従業員に公開されている。E 社従業員の応募状況は、

M&A⑥から⑦までの 11 か月間に公開された全 91 ポジションに対して、135 人がエントリ

ー(応募倍率 1.48)し 33 名が合格している。M&A⑥以前の直近 16 か月間の E 社内で実施し

たジョブポスティングでは、全 21 ポジションに対しエントリー14 人(応募倍率 0.66)である

から、M&A により人員適正化が想定される局面で E 社従業員は、平常時と比べて内部労働

市場における就職活動を活発に行う傾向があったと考えてよいと思われる。 
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また、E 社にジョブポスティングを公開したグループ他社は、応募した E 社従業員を面

接等により選別することが可能であったし、求める人材基準に合わない者に合格を出すメ

リットは全くないことから、ジョブポスティングによって他社に出向することになった従

業員は、受入れ先会社から見て戦力面で有能または有望な者が多かったのではないかと推

測できる。いずれにしても、Q グループでは、自社内のジョブポスティングを他社に公開

することは通常行っていなかったから、M&A による人員適正化に際し、グループワイドの

内部労働市場を活用した配置転換の機会を利用し、従業員の雇用喪失という直接的なイン

パクトを吸収しようとしていたことが窺える。 
 

ウ) 希望退職：SLSP  
M&A⑤の人員削減中、最も削減占率の高い(35.6%)希望退職は、P グループ時代に複数回

実施していた退職勧奨型の SLSP をそのまま展開した。SLSP への応募条件も年齢 30 歳以

上、勤務年数 1 年以上の従業員を対象とする P グループ型を踏襲している。戦略的 M&A
の M&A⑤において、Q グループが過去に実施した年齢基準をそのまま持ち込むことには無

理があったので、退職勧奨の選定基準も P グループ時代に展開したパフォーマンス基準一

本に絞り、部門ごとに人材を A、B1、B2、C に区分し、C 区分人材を中心に退職勧奨を行

い、SLSP への応募を促している。2004 年 3 月 10 日付人事部作成資料「Project Rome 
Update」によると、4 つの人材区分の定義は次のとおりである。 

 
A(Retention)：A-Player, Essential to Business 
B1(Retention)：Key to Business. Category A Replacement Candidate 
B2(Neutral)：Average Performer 
C(Outplacement)：No Suitable Position in the Business.  

 
上記の人材区分定義に基づき、部門長が過去の年次評価と直近のパフォーマンスをもと

に所属員の区分付けを行い、区分 C に対して退職勧奨、B2 従業員が SLSP 応募の場合には

意向尊重、区分 A、B1 が SLSP 応募の場合には原則承諾せず慰留するという対応方針が定

められている。 
図4-4は、2004年4月20日付E社人事部作成人事委員会資料「転職支援プログラム(SLSP)

結果報告」から抜粋し、筆者が加筆したものである。SLSP 応募人数が「115 名」と記載さ

れているが、そのうち 5 名に関しては、本人退職不同意、休職中、メンタル上の問題等の

理由から退職させず、最終的に 110 名が転職支援プログラム適用となっている(図 4-2 には

「SLSP110 名」と明記されている)。なお、赤点線で囲った A、B1、B2 の「保留、残留」

に関しては、元人事部長のインタビューによると、従業員本人からの SLSP 応募に対して

その上司は応募取り下げを勧めたが、人事部は削減目標達成のため応募者全員に SLSP 適

用を承認したとのことである。 
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図 4-4 による報告内容は、部門長によるパフォーマンス評価の結果、所属員を A、B1、
B2、C の 4 つの人材に区分したうえで SLSP を実施したところ、応募者の 79%が C または

B2 に区分される人材であり、SLSP において評価下位者を中心に退出していることが分か

る。一方、優秀人材の SLSP 応募に関して、当該「転職支援プログラム(SLSP)結果報告」

では、A 区分人材の 3.2%(6 人)と B1 区分人材の 6.0%(18 人)が SLSP に応募してきたこと、

およびこれら全員に対して SLSP 適用を承認したことが報告されている。 
A 区分人材の SLSP 適用に関して、元人事部長の説明は、「HR としては、A 人材であっ

ても応募があれば適用しないと人数達成できませんというのが本音」であり、「削減目標が

ある以上、折角応募しているのなら波風立てずに適用しましょうということ」だったとの

ことである。 
 

(2) 人員適正化実行後のマネジメント 
 
図 4-2 は、M&A⑤によって P グループから Q グループに株式譲渡が行われた 2003 年 8

月 29 日の全従業員の在籍数に対して、ちょうど 1 年後の 2004 年 8 月 31 日時点の在籍数

を比較・分析したものである。M&A⑤からの 1 年間で、全従業員ベースでは 1,824 人から

1,570 人までに減少しており、当時の人事部として、ヘッドカウントベースで 2004 年末

1,519 人という目標に対しては達成可能との見通しが記載されている。このうち、正社員の

減少数は 309 人であり、1,464 人いた正社員の 20％強の従業員が E 社の職場を離れたこと

になる。なお、正社員と契約社員が減少する一方で派遣社員とパートタイマーが増加して

いるのは、正社員と契約社員が離職した後の業務を埋めるための増員である。 
また、図 4-3 は、人員適正化を実行した結果離職した従業員の特性を分析したものである。

P グループ下の E 社では、アメリカ流の従業員区分に則り、従業員を管理上

Exempt/Non-Exempt に区分し、マネジャー等管理職および企画業務型裁量労働制従業員

を Exempt、残業手当支給対象職制の従業員を Non-Exempt としていた。図 4-3 は、従業

員を Exempt/Non-Exempt に区分し、平均年齢と平均年俸の推移を比較している。「Exempt
は、年齢が高く年収が低い層が退職、Non-Exempt は、年齢が低く年収が高い層が退職」

とある。このことから、Non-Exempt からは実力があり将来性のある若手従業員の離職が

多かった可能性が考えられる。 
さらに、図 4-3 の全正社員の平均年齢に関しては、適正化実施前に比して 0.8 歳上昇し、

特に Non-Exempt では 1.2 歳の上昇となっている。図 4-2、4-3 の引用元資料中の他の記述

には、「男性は 38 歳～45 歳、女性は 31 歳～35 歳の層の減少が相対的に大きい」こと、「30
代前半までの人員が少なく、中長期的なマンパワーの確保が課題」であること、「特に課長

前層の減少が大きく、人員配置上の影響が大きい」等の分析結果が報告されている。元人

事部長の説明によると、Q グループのマネジメントは、人員適正化実行後の 1 年後になっ

て全社的な年齢構成が高くなっていることに気がつき、問題意識を持ち出したとのことで
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あった。M&A⑤の 1 年後の組織の姿からは、M&A 戦略の一つである人件費の削減に関し

ては、ほぼ目標どおりの遂行状況であるものの、人員の適正化を実施した結果、全社的に

年齢構成が高くなるとともに男女とも中堅層の減少が目立ち、将来の管理職予備軍の層が

薄くなるという中長期的な人事政策に影響する課題が浮き彫りになっている。 
 ところで、2004 年の秋に行われた Q グループ全体の予算会議の中で、2005 年度以降の

日本の Q グループにおけるセールスの成長戦略が打出され、E 社の事業戦略も成長を加速・

拡大する方向へシフトし、米国親会社がこの事業戦略を承認する過程で、E 社の M&A⑤に

おける 2 年目以降の組織的なリストラは実施されていない。 
元人事部長のインタビューでも、Q グループ 2 年目からは、セールスの成長が最優先さ

れ、個人営業部門では営業所の増設計画に伴う営業所長の補充、代理店営業部門では保険

募集代理店の強化のための代理店担当社員採用等、毎年ヘッドカウントが増加する方向で

人件費予算が組まれるようになったとのことであった。さらに、本社管理部門に関しても、

当時保険業界全体の問題となった保険金不払問題への対応要員の増加の必要性や、当該不

払問題に端を発した保険会社の内部管理態勢や顧客保護管理態勢強化のための要員増の必

要性が加わり、事業戦略の変化や外部要因によって M&A 当初の人員削減計画も修正される

こととなった。 
上記人員適正化政策の見直しに対して、高い削減目標額を設定して実施した統合後 1 年

目の人員削減の結果は、その後の E 社の事業展開に必要な人員数の確保に関する懸念を生

んだようである。統合後の急激な人員削減に対するリカバリー対策が行われている。 
まず、2004 年 3 月 30 日付で、人事部から本社の一部の部長職に対して「退職者再雇用

プロジェクト」を立ち上げることに関しての協力要請の E メール(E メール件名：「退職者

データ」)が発信されている。当該 E メールによると、社長の指示により「退職者の中から、

経験・実務能力の高い方の再雇用を検討することになりました。SLSP 終了後の空きポジシ

ョンへの補充の意味もありますが、もう少し広い視点で当社の人材の質を上げることを目

的にしたいと思っております。」とある。この E メールが発信されたのは 2004 年 3 月実施

の SLSP 募集が完了した直後であり、ストレートな表現ではないものの、E 社マネジメン

トの中で M&A⑤の統合過程で実施した人員削減のマイナスの影響が大きかったことの認

識があったことが窺える。 
 このプロジェクトは、1998 年 4 月(合弁企業の E 社が事業を開始した時)以降に退職した

E 社元従業員および 1996 年 6 月～2002 年 9 月末(M&A④)までに退職した Y 社従業員で、

2004 年 3 月末時点で 50 歳未満の約 900 人の中から人選を行い、再入社の声掛けを行うと

いうものであった。実際の再雇用数の記録は確認できなかったが、元人事部長の記憶によ

ると、ごく少数の実績に留まったとのことであった。 
 次に行われたのが、新卒採用の再開および積極的な中途採用の実施であった。E 社では、

P グループとの合弁スキーム後の 1998 年 4 月入社と 1999 年 4 月入社を最後に、新卒採用

を行っていなかった。このうち、1998 年 4 月入社の新卒は、X 社時代の採用内定の結果、
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入社が E 社になったものであるので、純粋に P グループ E 社としての新卒採用は 1999 年

4 月のみである。この直後の 1999 年 6 月に X 社が経営破たんし、その後 2000 年 3 月 M&A
②、2002 年の Y 社買収・合併の M&A③、④等の中で、E 社のリストラが継続的に行われ

たこともあり新卒採用は中断していた。M&A⑤の人員削減の結果、若手層が薄くなった E
社は従業員の年齢構成に問題意識を持った Q グループの下、2006 年 4 月入社から新卒採用

を再開し、2009 年 4 月からは第 2 新卒も含めた若年層の採用拡大に取り組んだ。その結果、

図 4-5 のとおり、2004 年 8 月時点で人数分布がほとんど見られない 30 歳未満層が、2011
年 3 月時点では増加していることが分かる。 
 加えて、2005 年以降は中途採用も活発化していったが、全社的な年齢構成の若返りの効

果は小さかったようだ。元人事部長によると、30 歳代を中心とする若手層の補充をしたか

ったが、その後の中途採用でも即戦力重視となったため 40歳代の採用が中心となったこと、

また、2006 年から再開した新卒採用も、毎年 10～20 人の規模であったし、戦力化に時間

がかかることもあり、即効性のある解決策にならなかったとのことであった。 
図 4-5 は、M&A⑤の 1 年後と、それから約 8 年後の M&A⑥(R グループによる買収)直後

の正社員の年齢別人数分布を対比したものである。図 4-5 から分かることは、M&A⑤の 1
年後の E 社の年齢分布の形がそのまま右に移動し、8 歳分相当高齢化していることである。 
 
2005 年度以降の新卒採用・中途採用の状況 
 
年 度  ①入社数合計 ②内、新卒採用数(②/①) ③退社数合計 

2005  241 人   0 人   188 人 
2006  165  13 (7.9%)  116 
2007  229  14 (5.7%)  107 
2008  158  15 (9.5%)   95 
2009  171  21 (12.3%)   75 
2010   80  16 (20.0%)   82 
 
出所：「新卒採用数」は、E 社人事部作成「内勤社員について」(2011 年 3 月 11 日)をも

とに確認した。また、「入社数合計」「退社数合計」は図 2-6 を転記した。 
注：2007 年度は、当時 Q グループのシェアドサービス会社が運営するコールセンターの

従業員を E 社に転籍させており、2007 年度入社数 229 人には当該転籍者 69 人を含

む。よって、転籍者を除く新規採用数は 160 人となり、2006 年度～2009 年度の入

社数は 160～170 人の範囲で推移している。また、2010 年度の採用数の減少はリー

マンショックに端を発した Q グループ親会社の経営危機に連動した採用減である。 
 
 ここで Q グループの外部採用と新卒採用の従業員の配置先の傾向分布を確認しておこう。



108 
 

第 2 章で確認したとおり、P、Q、R グループはいずれも「ジョブ型」の組織であり、要員

の補充に関しては外部採用が基本であるものの Q グループのみ定期的な新卒採用という施

策を実施していた。そして、Q グループの昇給制度を確認したところ他の 2 つのグループ

と異なり、下位グレードに厚い昇給率テーブルが設計されていたことから、Q グループの

HRM システムが新卒採用という施策に対して整合性が高いことを確認した。ただし、Q グ

ループの新卒採用は、日本型の新規学卒一括定期採用とは異なり、仕事の必要に応じて採

用する「ふつうの採用」のひとつの採用方式であると理解することができることを述べた。

ここでは、外部採用と新卒採用の配置先の分布を検証することで、新卒採用に関する Q グ

ループの具体的な人材マネジメントを確認する。 
 なお、Q グループの外部採用者につき入手できた個別データは、M&A⑤の翌年の 2004
年 1月から 2006年 8月までの入社者のデータであった。一方、新卒採用者の個別データは、

2006 年～2010 年の各 4 月入社の従業員データである。そのため、同時期に入社した外部

採用者と新卒採用者のデータを基にした比較を行うことはできなかったが、配置先の傾向

分布の違いから「ジョブ型」の Q グループにおける新卒採用の狙いは確認できるだろう。 
 
【Q グループの採用後配置先分布】 
 

外部採用(2004 年 1 月～2006 年 8 月)   新卒採用(2006年度～2010年度) 
< 配置先 > 

セールス 92 人 (45.8%)    48 人 (60.8%) 
 契約管理 30 (14.9%)    13 (16.5%) 
 数理・IT 38 (18.9%)    11 (13.9%) 
 その他本社 41 (20.4%)     7 (8.8%) 
 合 計       201 人 (100.0%)   79 人 (100.0%) 
 
出所：「外部採用」数は元人事マネジャーから提供を受けた正社員データ、「新卒採用数」

は E 社人事部作成「内勤社員について」(2011 年 3 月 11 日)をもとに確認した。 
注：新卒採用者の配置先は、一律 2011 年 1 月(M&A⑥による R グループへの売却直前)時

点の所属部署とし、当該時点で退職済みの者に関しては、その者の最終所属部署とし

た。 
 
 上記から、外部採用、新卒採用ともに「セールス」への配置が最も多く、セールス重視

の人材採用をしていることが分かる。また、外部採用と新卒採用の配置先分布の比較から、

新卒採用における「セールス」部門と「契約管理」部門への配置率は外部採用の比率を上

回り、一方で特に「その他本社」部門の配置は外部採用が新卒採用を大きく上回っている

ことから、Q グループにおいても「ジョブ型」採用が中心であるところ、セールス重視の



109 
 

人材マネジメントにあって外部採用による即戦力の人材確保が十分ではなく、新卒採用に

よる若手人材を組織内部に抱え、将来のセールス部門への人材供給源の内製化を試みたも

のと理解できる102。 
 採用後の配置先の分布から、セールス重視の Q グループの人材マネジメントの特徴が具

体的に確認できた。同様に、P グループの外部採用者の配置先分布を確認すれば、両グルー

プの採用施策の取組の違いがより明確になり、それぞれの人材マネジメントの性格付けが

より鮮明になると思われる。下記は、Q グループの配置先分析と同様の区分で P グループ

の外部採用者の配置先分布を確認したものである。M&A②(X 社破たん後の包括移転に伴う

合弁スキームの解消)が完了した 2000 年 4 月から M&A⑤の Q グループへの株式譲渡直前

の 2003 年 8 月までの外部採用を分析の対象とした。 
 
【P グループの採用後配置先分布】 
 

外部採用(2000 年 4 月～2003 年 8 月)    
< 配置先 > 

セールス 49 人 (19.6%)    
 契約管理 20 (8.0%)    
 数理・IT 75 (30.0%)    
 その他本社   106 (42.4%)    
 合 計       250 人 (100.0%)   
 
出所：元人事マネジャーから提供を受けた正社員データをもとに確認した。 
注：データの中で部門または所属部署の不明なデータは除外して集計した。 
 
 P グループの外部採用では、Q グループと対照的にセールスや契約管理部門に比して本社

部門の採用が圧倒的に多い点で特徴的である。第 2 章で確認した P グループのハイパフォ

ーマー本位の外部採用という特徴は、部門や組織を超えてグループワイドに活躍する人材

の発掘が意図するところであったから、セールスや契約管理部門のように国内的で地域的

                                                   
102 E 社人事部作成「内勤社員について」(2011 年 3 月 11 日)には、「新卒・第二新卒社員の

入社後の育成プログラムを構築し、体系立てた育成を施すことで、最短入社 4 年目に機関

長登用を実現していく」とある。P グループと同様にセールスの人材を重視する R グルー

プでは、営業所長等の機関長の候補人材は外部の労働市場よりも内部の営業社員層を供給

源としていたが、R グループの営業所長等は営業社員の報酬制度に類似した業績連動の報酬

体系であり、営業社員から始まり営業所長、支社長へと上位に向かうセールス職階の内部

労働市場の中で上位職制への登用が行われている。Q グループでは、コミッション体系の

営業社員、グレード制の営業所長というセールスの人事体系の区分の中で、営業所長等セ

ールス人材の確保を、即戦力の外部採用と下位グレードによる新卒採用者の内部における

育成を通じて実現すことを意図したものと理解できる。 
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に必要な人材の確保を目的とした採用も行われたものの、P グループ内で活躍の可能性のあ

る本社機能のポジションにおける外部人材の採用を積極的に展開していたことが分かる103。 
 このように、採用後の配置先を確認することで、P グループがハイタレント重視の人材マ

ネジメントであり、Q グループがセールス重視の人材マネジメントであることが具体的に

検証された。 
  

(3) 小括 
 
 Q グループの人材戦略では、「安くて長持ち」、「普通の人材」を重視するもので、従業員

の質に対するこだわりは特に見られない。Q グループの人材マネジメントにおいては、ま

ず人数の確保が優先される。M&A⑤の人員適正化の実行段階における Q グループのマネジ

メントからも、かかる Q グループの特徴が確認された。高い削減目標額を達成するために、

対象となる母集団を十分確保することを前提に、従業員の年齢を考慮しない削減シナリオ

を策定し、AM 化・出向等複数の削減方法を組合せて削減目標を達成するプランを実施して

いる。また、パフォーマンス基準にもとづく SLSP を実施しながらも A 区分人材からの応

募に対して積極的にリテンションを行わず、削減目標達成を優先した。これらの Q グルー

プの判断や対応の背景には、人材の質よりも人数ありきの Q グループの人材管理の特徴が

あるといえるだろう。 
一方、人数ありきの人材マネジメントの反面的な影響と考えられるが、人員適正化実行

後の組織の姿からは、特に Non-Exempt から実力があり将来性のある若手従業員の離職が

多かったことが推測されることや、管理職候補層である年齢層が薄くなったことなどから、

結果として、退出する人材の質に対するコントロールが上手くなされなかったことが分か

る。グループ内のジョブポスティングを活用した出向による削減は、雇用の確保という観

点では従業員に配慮された実行プランであるといえようが、良い人材だからグループ他社

が採用するのであることを考えると、E 社にとっては、「人件費削減」と交換した人材は統

合後に活躍するような人材だった可能性がある。 
元人事部長によると、Q グループで実施した SLSP は、P グループ下の E 社の退職条件(セ

ベランスパッケージ)をそのまま使用したため、高齢者の割増退職金係数が低くなるしくみ

になっていたことと、30 歳以上に適用できる応募条件としていたこと等から、年齢層の若

                                                   
103 外部採用が活発であったものの、彼らが E 社または P グループに定着したかどうかは

別の問題である。図 2-6 に示したとおり P グループ時代の離職率は概して高かったが、た

び重なる人員削減の実施によるところが大きいものの、外部採用者が早期に離職するケー

スも多かったようである。元ゼネラルマネジャーの話では、「P グループでは、外から来る

人は給与が高い。そういう人は、キャリア・プログレッション(キャリアアップ)の考えが強

く、将来の自分のキャリアがこの会社にあるか、この会社が自分に合うか、いつも考えて

いる。だから、他社にオポチュニティがあれば出てしまう。」という傾向が少なからず見ら

れたとのことであった。  
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い従業員が比較的多く応募したとのことであった。そして、「P グループはパフォーマンス

が人事上の判断基準であり年齢の軸はありませんでした。そういう考え方がベースのパッ

ケージを Q グループになってもそのまま使用したことは反省点で、将来の年齢構成の予測

を踏まえ、適用年齢の下限を上げるとか、高齢者の支給率係数を修正して有利にする等の

工夫が必要だった」と振返っている。 
人数ありきの Q グループの人材マネジメントであっても、Qb 社のリストラで一律の年齢

基準で人員削減をしたことからも分かるように、リストラ後も将来にわたって長く働く人

材を多数確保することが「安くて長持ち」戦略に合致するだろう。少なくとも「長持ち」

する点で若手従業員層を維持することは Q グループの人材管理上重要な要素であったと思

われるが、E 社の M&A⑤における人員適正化では、能力のある 30 代などを確保しようと

する考慮が足りなかった点で、人員適正化のマネジメントが弱かったということであろう。 
なお、人員適正化終了後の新卒採用施策に関しては、「安くて長持ち」人材を重視する人

材マネジメントにあって、報酬水準の比較的低い若手人材の確保という Q グループの利益

的性格の文脈からの解釈ができる一方、外部採用および新卒採用後の配置先を確認したと

ころ、セールス部門の人材の確保に重点を置いた採用がなされており、即戦力のセールス

職の外部採用を補完する形で、将来のセールス人材への育成を主目的とした新卒採用後が

行われていることが分かった。 
 
4．まとめ 
 
本章の検証を通じて、M&A の人員適正化の実行にあたって、各グループの人材マネジメ

ントのあり方の違いが人員削減の運営に明確に反映していることが確認できた。P グループ

はハイタレントを採用・発掘し、低業績者を積極的に社外に排出することで組織を強くす

る。外部からハイタレントを採用する場合、競合相手との競争になるので採用時の報酬は

労働市場によって決まるが、良い人材が組織をリードすることで成長が加速され、利益の

増大につながるという考えから、ハイタレントに市場価格の報酬を支払うのは当然であり、

一律な人件費管理という発想は乏しい。 
Q グループは、事業費を抑制する堅実経営が安定した利益につながると考える。事業費

が安定すれば、トップラインの売上げを伸ばすことで利益が増加する。高報酬を必要とし

ない普通の人材が長く働くことで人件費を一定にコントロールする Q グループの人材マネ

ジメントの特徴は、売上げとコストの関係で利益率を示すプロフィット・マージンを重視

する Q グループの財務的性格が反映している。 
R グループは、Q グループと同様にハイタレント人材に対する関心は低い企業グループ

である。むしろ、レガシーシステムや属人化している業務の知識・スキルの重要性を認識

していて、かかる知識やスキルを有する人材の確保が事業展開上必要なコストであると考

える。適材適所戦略が組織の生産性と効率性の向上につながるという考えから、人材の適
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性や特性の把握と適切な配置に力点を置く人材マネジメントである。 
このように、各グループの人材マネジメントのあり方は、そのグループが、どのように

組織を成長させ、どのように利益を出そうとするかという経営戦略そのものであるといえ

る。したがって、M&A のようにシナジー効果が追求される人員適正化において、削減方法

の選択、人員選別基準やリテンションの仕方等の適正化の運営を分析することで、そのグ

ループの経営戦略や人材マネジメントの特徴を一定程度捕捉することができるだろう。 
実際の人員適正化実行段階のマネジメントに関しては、人件費の削減と統合後に必要な

人材の確保という 2 つの目標をどのようにコントロールしているかについて、Q グループ

の適正化実行プロセスの詳細と適正化終了後の組織の状況の分析を通じて確認した。 
Q グループの過去の人員適正化の選別基準には報酬水準・年齢基準等が用いられていて、

中長期的な人件費の安定化を重視する Q グループの人材マネジメントと整合していた。一

方、M&A⑤では、1 年間で正社員 300 人規模の退出を実現するために、年齢基準等を設け

ずに削減対象の母集団を大きく設定し、削減方法も希望退職以外にも AM 化や出向等を含

めた複数の手段を並行展開した。しかし、統合後 1 年後の組織の姿を見ると、本来 Q グル

ープが人員適正化後に残したかったはずの若手層の人材が多く退出してしまっていた。こ

れは、人材マネジメントに年齢の軸を持たないPグループのSLSPプログラムを使用して、

希望退職を実施したこと、すなわち異なる HRM システムを使用したことによる戦略やマ

ネジメントのあり方との不整合が原因の一端であるといえるだろう。P グループの SLSP
はパフォーマンス基準による退職勧奨型の希望退職制度であり、応募条件は若年層も対象

とし、逆に割増退職金の支給倍率の設定では高齢層に対して係数を小さくする等の設計と

なっていたから、高齢層の従業員に対する退出インセンティブが弱く、比較的若年層の従

業員が退出する結果となった。 
SLSP のパッケージや募集基準等プログラムの個別の内容は、P グループの HRM システ

ムのほんの一部分にすぎないので、戦略とシステムの不整合というよりも、適正化実行に

おける巧拙にすぎないという見方もあるだろう。しかし、各グループの人材マネジメント

が経営戦略―どのように利益を生み出すか―と不可分な関係であるとすれば、人材マネジ

メントを具体的に構成する HRM システムも必然的にグループの経営戦略と整合すること

で機能するはずであるから、逆に、戦略と不整合となるシステムを適用することでシステ

ム全体が機能不全になる可能性もあるだろう。P グループの従業員政策に年齢に対するこだ

わりが無く、希望退職の募集基準でも若年層まで対象としているのは、ハイタレントで高

業績者を採用・報償し、ローパフォーマーを排出する代わりに外部労働市場からさらに新

たなハイタレントを補充することで成長を促進させる人材マネジメントに「年齢」の軸は

必要ないからであった。一方、人件費等の事業費をできるだけ固定して、売上げをコント

ロールすることで利益を上げる「安くて長持ち」人材戦略の Q グループでは、さほど年収

が高くない若手層の従業員が多数を占めていて、かつ長く働いてくれれば人件費のコント

ロールがしやすいので、売上げ拡大に注力することで利益を計算できる。つまり、Q グル
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ープの人員適正化において従業員の年齢は重要なコントロールの対象であったはずである。 
本章の検証を通じて得られる含意は、各グループの経営戦略と、人材マネジメントおよ

びその HRM システムは整合的であり、もし、経営戦略や人材マネジメントが異なるグル

ープ間で異種の HRM システムを適用した場合、そのグループの経営戦略や人材マネジメ

ントと齟齬が生じ、人事戦略や従業員政策にネガティブな影響を及ぼす懸念があるという

ことである。「P グループの考え方がベースのパッケージを Q グループになってもそのまま

使用したことは反省点」という元人事部長のコメントは、まさにかかる懸念が現実となる

場合があることを意味していると理解することができるのではないだろうか。 
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図 4-1  HR Strategic Matrix December 15, 2000 

 
出所：2000 年 12 月 15 日付Ｅ社人事部作成資料を抜粋した。 
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 図 4-2  M&A⑤株式譲渡後 1 年間の人員構成変化(1)—雇用形態・性別人数推移 

 
出所： E 社人事部「株式譲渡後 1 年間の人員構成変化」2004 年 9 月 2 日より抜粋した。 
 
図 4-3 M&A⑤株式譲渡後 1 年間の人員構成変化(2)—年収水準推移 

 
出所：E 社人事部による 2004 年 9 月 2 日付資料を抜粋した。 
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図 4-4 M&A⑤転職支援 人材区分別応募状況 

 
出所：E 社人事部による 2004 年 4 月 20 日付資料から引用し筆者が加筆した。 
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図 4-5 社員年齢構成の変化(2004 年、2011 年) 

 
出所：E 社人事部作成資料より抜粋し筆者が加筆した。 
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第 5 章 ペイフォーパフォーマンスの制度設計と人材マネジメント  
―変動賞与の制度設計― 

 
1．はじめに 
 
日本では、1990 年代に成果主義を人事制度に導入する企業が現れ、その後多くの企業が

何らかの形で成果主義を導入するようになり、今や、成果主義は企業の人事労務政策上の

中心に位置づけられている(石井,2006)。 
一方、日本の成果主義に該当するアメリカの用語はペイフォーパフォーマンス(PFP: pay 

for performance)であるといわれているが、アメリカの PFP の概念は幅広い。端的に言え

ば「個人または組織の業績に応じて変動する賃金のこと(笹島、2008)」で、メリット・ペイ

(merit pay)、刺激給(incentive plan)、変動給(variable pay)、リスク・シェアリング(risk 
sharing)や達成シェアリング(success sharing)を含むものであるという。笹島(2008)によれ

ば、日本の成果主義とアメリカの PFP との間には、共通部分と異なる部分があり、その類

似点や差異は、両国企業の人事制度における「職務内容の明確性」、「担当職務の決定権」、

「賃金管理」や「昇進・昇格」の仕組み、「人事評価」に対する考え方や「労働市場の特性」

の違い等を比較する中で確認されるという。 
日本の成果主義は、1990 年代以降の長期に続いた景気後退局面の中で、当初、年功処遇

と比べて人件費の抑制につながり、従業員のモチベーションを向上させ(高橋，1999；2001)、
企業業績の回復につながるという期待から多く企業が導入してきた。一方、アメリカの PFP
の典型のひとつである「変動給」に関して、アメリカの企業の導入目的は、「企業の業績向

上」を挙げるものが多いものの、「高業績者のリテンション」、「顧客サービスの改善」、「品

質の改善」、「人件費の効果的利用」等多岐にわたっている104。 
調査対象企業の E 社のケースを見ても、アメリカ企業の特徴である PFP が E 社の人事の

一貫した主要原理であると考えられるものの、P グループが 2000 年に E 社に導入した PFP
に基づく成果主義報酬システムは Q グループの買収後、2004 年になって大きな修正が加え

られている。結局、一言で PFP といってもその実態は一様ではなく、PFP が人材マネジメ

ントにどのような影響をもたらしているかを理解するには、個別企業の動向に深く立ち入

った検討が必要になるだろう(石田・樋口，2009, p71)。 
第 3 章では、アメリカ企業を親会社に持つ P、Q、R 各グループの利益に対するアプロー

チの仕方が異なり、その差異に対応して人材戦略が異なることを確認した。PFP が「企業

の業績向上」を目的とするならば、利益の生み出し方、すなわち経営戦略が異なれば、人

材マネジメントにおける PFP の姿も異なるはずである。 
本章では、E 社におけるアメリカ型の PFP に基づく成果主義報酬システムである「変動

賞与(variable bonus)」の仕組みの分析を中心に、各グループの経営戦略と PFP の関係を検

                                                   
104 WorkdatWork(2004)を参照した。 
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証する。まず、E 社において初めて導入された P グループの PFP の基本的な考え方を整理

したうえで、P グループの人材マネジメントシステム(HRM システム)の中で PFP がどのよ

うな機能を担っているかを確認する。次いで、PFP が「個人または組織の業績に応じて変

動する賃金」であることを踏まえ、成果主義報酬である変動賞与と組織業績・個人業績と

の関係から見える各グループの特徴を分析し、経営戦略と PFP の関係を確認する。最後に、

本検証を通じて得られる含意を提示する。 
 
2．P グループのペイフォーパフォーマンス 
 
 E 社は、1998 年 3 月に P グループと国内生保の X 社の合弁会社(M&A①)として設立さ

れた。事業開始当初の E 社は、X 社から転籍した部長・支社長クラスの幹部従業員、課長

クラス以下の出向従業員、および P グループ固有の従業員により構成され、転籍した幹部

従業員と P グループ固有の従業員の E 社プロパーには P グループの人事制度と報酬体系を

適用し、X 社からの出向従業員には X 社の人事制度がそのまま適用された。P グループの

人事制度はバンド制度をベースとしたもので、従業員の報酬は属人的な要素や年功的な要

素の無い報酬体系であったが、M&A①の前年の 1997 年から、X 社の経営改革の一環とし

て部長・支社長等の幹部従業員の報酬を年俸制に移行していたため105、転籍従業員の P グ

ループ体系への移行は比較的円滑に行われた。一方、X 社は職能資格制度を基本とする人事

制度であり、出向従業員に関しては X 社の職能資格等級に応じた給与・賞与の支給が継続

したが、1999 年 6 月の X 社の経営破綻後、E 社が X 社の保有契約の受皿会社になった 2000
年 3月のM&A②を機にX社の出向従業員の多数をE社が雇用したことから、2000年 4月、

全従業員のバンド制度への移行が行われることとなった。したがって、E 社の PFP 原理の

導入は、職能資格制度にもとづく人事制度からバンド制度にもとづく人事制度への転換の

中で行われている。 
図 5-1 は、M&A②に先立ち、1999 年 12 月に E 社人事部が労働組合と協議を開始した営

業所長の成果主義報酬に関する提案資料から抜粋したものである。X 社の人事制度から P
グループの人事制度への移行の全体的なコンセプトが From To の枠組みで示されているが、

P グループにおいて、PFP が人材マネジメントにどのように組込まれているかを理解する

うえで役に立つと思われるので、少々詳しく確認しよう。 
 
 
 
 
 

                                                   
105Ｘ社労働組合「労働組合ニュース 8-21」1997 年 6 月 9 日を確認した。 
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図 5-1 P グループの人事方針

 

出所：E 社人事部「（労組宛提案資料）セールスインセンティブプランの導入について」1999
年 12 月 20 日より抜粋した。 

 
(1) 職能資格制度の代替原理としてのペイフォーパフォーマンス 

 
図 5-1 では、PFP は、職能資格制度に替わる新たな原理として提示されている。従来の

職能資格制度を、個人の「能力そのものをランク付けし、給与や序列と結び付ける制度」

であり、「形式化しやすく、結果年功とほぼ同義語化」していると分析する一方、PFP に関

して、「ポテンシャルの高い人間には、大きなチャンスを与えるが、能力そのものに給与を

与えるわけではない。ポテンシャルの高い人はそれに応じたチャンスを与えられ、そのチ

ャンスを生かして成果を上げた人には報酬で応える」仕組みであることを説明している。

ここで、ポテンシャルは「能力」の意味で用いられていると理解できるから、PFP は、能

力(ポテンシャル)のある者は、より責任の大きな仕事や新しい仕事(チャンス)を任され、そ

こで成果を上げた場合には大きい報酬で報いられる仕組みということになる。PFP は成果

を重視し、成果に応じた対価を支給する報酬原理であるが、成果を出す機会の付与に関し

て従業員の能力の評価が前提となっている。「ポテンシャルにはチャンスを、成果には報酬
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を」というフレーズは、従業員の能力の開発に主眼を置いた職能資格制度に替わる PFP 原

理においても、「成果」を出す場である仕事の割振りに関しては、「能力」の見極めが重視

されることを示しているといえる106。 
 

(2) ペイフォーパフォーマンスと業績管理 
 

図 5-1 では、職能資格制度と PFP における業績管理の考え方の違いについても対比して

いる。従来の業績管理の『MBO‐目標設定の数値化により達成度を自動的に測るやり方』

の弊害がどのような事象を指しているのかについて、具体的に確認することはできなかっ

たが、同じく From に記載されている『制度、ルール、システムの客観性に Focus した人

事制度』、『ラインの中央管理をする人事』と合わせて読み取ることで、P グループの意図を

解釈することができるだろう。   
X 社の目標管理制度107は、「会社の経営方針や経営目標を受けて、所属部署の方針・目標

および各自が果たすべき役割を十分に自覚のうえ、効果的かつ効率的に業務を遂行するこ

とによって会社目標の達成・職員の能力開発等に繋げること」を目的としたものであった。

設定する目標は、「自己の能力・業務経験・知識等を踏まえた」業務目標と、「現在担当し

ている業務に関連し、あるいは将来に向けて、どのように知識の習得を図っていくのか」

に関する自己啓発目標であり、職能資格要件に応じた目標設定が中心であった108。また、

各設定目標に対する評価基準は、達成状況に応じた 10 点満点の数値評価を積み上げた合計

ポイントにより、各部署内で A から E の 5 段階評価を正規分布に落とし込む方法である点

で、『目標設定の数値化により達成度を自動的に測るやり方』であったといえる。さらに、

各部門の評価案に対して、人事部が全社横断的に調整をした評価結果を部門長に降ろし、

それを部門長が所属員に通知する仕組みであったため、本来管理職が行うべき評価、コー

チング、フィードバックが適切に行われにくい点で、『ラインの中央管理をする人事』であ

った。結局、P グループが見た X 社の人事評価体系の性格は、『制度、ルール、システムの

客観性に Focus した人事制度』であり、うまく運営できないと形骸化してしまう制度とい

うものだった。 
これに対して、P グループの PFP における業績管理(パフォーマンス・マネジメント)は、

「単なる結果主義ではなく、それが生まれたプロセスやその途中の具体的な中間成果物を

評価」するもので、「上司と部下のオープン・コミュニケーションによる納得性の評価」で

ある。そして、このようなパフォーマンス・マネジメントを機能させるためには、管理職

                                                   
106 石田・樋口(2009，p64)によれば、1990 年頃からのアメリカの人事制度の変化の中で、

プロードバンディングとコンピテンシーが台頭し、従来よりも働き方の柔軟性や能力開発

が重視されだしたという。 
107 X 社労働組合「1996 年度版 わたくしたちの労働条件」、p35 を参照した。 
108 管理職の目標設定は、「業務目標」、「自己啓発目標」に所属員に対する「指導・育成目

標」を加えた設定であった。 
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が評価、コーチング、フィードバックを適切に行う必要があり、人事部はそのための基本

的な枠組やツールを与え、それをラインが使いこなせるように支援するのが仕事であると

いう。かかるパフォーマンス・マネジメントの下で、成果報酬である変動報酬部分は、従

来の「分布規制から解放」され、「会社全体のバジェットを各組織の事業評価によって分解

し、さらにそれをチーム評価、個人評価によって分解していく」ことができるようになる。 
なお、To に記載されている『フラット型の組織』や『経営ビジョンを成果主義人事制度

に直結』も P グループの PFP の特徴であろう。P グループの PFP は、ポテンシャルの高

い者にチャンスを与え、チャンスを生かして成果を上げた者に高い報酬で応えるものであ

るから、ポテンシャルの高い従業員を発掘する仕組みが不可欠である。『フラット型の組織』

は、従業員に対する「ポテンシャルの意図的アセスメント」とコーチングによる「ポテン

シャルの高いリーダーを早期に発掘」するのに有効だと考えている。また、「求められる人

材像や行動のイメージを設定し、人材が多く育成され、行動が喚起される」ように『経営

ビジョンを成果主義人事制度に直結』することにより、「ハイポテンシャル人材の発掘の仕

組み作り」が促進されるメカニズムが描かれている。 
 

(3) 小括 
 
アメリカ型の成果主義ともいわれるペイフォーパフォーマンス(PFP)は、P グループにお

いては、成果にのみ焦点を当てて議論されるものではなく、成果を出す機会(チャンス)付与

の前提としてポテンシャル(能力)の評価が重要であることが確認できた。そして、ハイポテ

ンシャル人材に対して機会(チャンス)を与え、高い成果に高い報酬を約束する PFP は、単

に成果主義賃金を支払う報酬の仕組みであるに留まらず、組織構造、業績管理と評価の仕

組み、ライン・マネジャーと人事部の役割りなど P グループの HRM システムの中心原理

になっている。このように、ハイポテンシャル人材、ハイタレント人材を重視する P グル

ープにおいて、PFP は人材マネジメントの回転軸なのである。 
 
3．変動賞与と組織業績―変動賞与ファンドの決定 

 
P グループの E 社では、報酬制度の改定時には必ず PFP が枕詞に登場する。たとえば、

2002 年のセールスの変動賞与制度改定の目的の説明には、①コア・セールスの成長加速を

促進すること、②成長の基盤強化のため、優秀人材の採用とリテンション(引き止め)に資す

ること、③ペイフォーパフォーマンスを徹底することが挙げられている109。また、2003 年

の改定では、従来の基本方針は変わらないとし、「セールスの成長を促進し、責任と実績を

反映した魅力ある給与体系の構築」を目的に、「ペイフォーパフォーマンスを従来よりも強

                                                   
109 E 社人事部「（労組向け提案資料）2002 年セールス向け変動賞与の改定について」2002
年 1 月 28 日から引用した。 
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化するため」の改定を実施するとしている110。 
しかし、そこでは、PFP が何であるかはもはや語られていない。また、元人事部長によ

ると、Q、R グループの人事制度の根幹も PFP であるとのことであり、実際、Q、R グル

ープによる M&A における人事制度の移行説明資料等には、解説抜きで「ペイフォーパフォ

ーマンス(PFP)」の用語が使用されているが、各グループの PFP がどのようなものである

かを図 5-1 のように詳細に説明する資料は確認できなかった111。現実には、仕組みの差異

はあるものの、各グループとも PFP を具現化する成果主義報酬として変動賞与制度が導入

されており、アメリカの企業グループにとり PFP は自明の原理として理解されており、特

別に説明する必要のないものと認識されているのかもしれない112。 
ここでは P、Q、R 各グループの PFP の違いを、成果主義報酬制度である変動賞与の仕

組みの違いから確認することとする。PFP は「個人または組織の業績に応じて変動する賃

金」であるから、「個人の業績に応じて変動する」側面と、「組織の業績に応じて変動する」

側面を有している。まず、「組織の業績に応じて変動する」側面につき、P、Q、R 各グルー

プが組織の業績結果をどのように変動賞与のファンド決定に連動させているかを確認しよ

う。 
E 社の PFP は、P グループの「ポテンシャルにはチャンスを、成果には報酬を」という

コンセプトの下、変動賞与という成果主義報酬制度として導入された。その後、Q、R 各グ

ループに経営主体が変更し報酬制度も変化したが、PFP のコンセプトにもとづく成果と連

動した変動賞与システムである点は共通している。表 5-1 は、P、Q、R 各グループの変動

賞与ファンド決定指標とかかる指標のそれぞれの社内における位置づけを整理したもので

ある。いずれのグループにおいても、変動賞与は個人の成果に応じて差別化された支給が

行われる仕組みであると同時に、組織の業績の好不調の状況に応じて従業員に分配される

変動賞与ファンドが増減するシステムとなっている。すなわち、あらかじめ変動賞与ファ

ンドを決定するための業績指標が設定されていて、予算措置した標準変動賞与ファンドに、

各事業年度の業績指標達成状況に応じた増減率が乗ぜられ実際のファンドが決定される。 
 
 
 

                                                   
110 E 社人事部「2004 Variable Bonus for Sales」2003 年 10 月 6 日の中で、Q グループの

新マネジメントに対する2003年変動賞与の仕組みをレクチャーしている部分から引用した。 
 
111 Q グループの M&A⑤では、2004 年 6 月に Q グループベースの人事制度に移行してい

るが、E 社人事部「新しい報酬制度について」2004 年 6 月には、「人事の基本方針に基づ

き、Pay for Job, Pay for performance を徹底し、公平・機会均等で透明性の高い人事運営

を目指す」という記述がある。また、R グループの PFP は、“C=C：Contribution equal 
Compensation”という R グループ固有のフレーズで表現されている。 
112 笹島(2008)によると、アメリカでは、能力が高く実績もあれば、それに見合う処遇がさ

れるのが公正であるという考え方が一般的に受け入れられているという。 
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表 5-1  各グループの会社業績指標と変動賞与ファンドへの反映 
企業グループ P グループ(2002 年) Q グループ(2004 年) R グループ(2000 年～現在) 

変動賞与ファンド

決定指標  

( )内は各指標の  

比重 

 

【ネットインカムを重視した

指標設定】  

①ﾈｯﾄｲﾝｶﾑ (50%×100/90) 

②継続率 (15%×100/90) 

③新契約高(年換算保険料) 

    (15%×100/90) 

④事業費抑制率 

 (10%×100/90) 

 

※項目や比重を毎年見直す単

年度指標 

 

【売上げを重視した指標設定】 

①～④新契約高(年換算保険料/保

障区分別)  (30%) 

⑤Value of New Business(新契約

貢献利益)  (20%) 

⑥解約・失効率 (10%) 

⑦基礎利益 (10%) 

⑧ｿﾙﾍﾞﾝｼｰﾏｰｼﾞﾝ比率(10%) 

⑨事業費抑制率 (10%) 

⑩当期純利益 (10%) 

 

※項目や比重を毎年見直す単年度

指標 

①税引前調整後利益(AOI)  

(40%) 

②株主資本利益率(ROE)(10%) 

③新契約高(年換算保険料) 

(40%) 

④営業社員稼働(10%) 

 

※項目・比重を毎年見直すこと

はしない一貫した指標(2000年

の会社設立以来、指標および比

重の変更なし) 

 

指標の位置づけ  

および 

社内開示の有無・

範囲  

 

マネジメント内部の指標とし

ての位置づけ  

指標項目と結果数値(ファンド

増減率)を開示  

指標単位の結果やファンド計

算過程は非開示 

 

「会社業績指標」としての位置づ

け  

指標項目、および、指標毎の算定

方式、ウェイト、標準達成水準、

達成状況による増減率(テーブル

表)等変動賞与ファンドの算定方法

を年度始に社内に開示  

1 年後、変動賞与支給時期の前に、

指標単位の結果、および、会社全

体および部門別の変動賞与ファン

ドの増減率を通知  

マネジメントの参考指標とし

ての位置づけ  

指標項目とファンド増減率の

上限と下限を開示  

指標単位の結果数値およびフ

ァンド増減率は開示 

 

出所：E 社内部資料をもとに筆者が作成した。 
注：P グループの当初の指標案では、①～④に加えて⑤「シックスシグマ・プロジェクト達

成率(5%)」、⑥「P グループ全体のネットインカム(5%)」が設定されていたが、最終的に

この 2 指標が削除され、計 10%の比重を①～④の指標に 100/90 毎均等に配分された。 
 

(1) P グループの特徴 
 

P グループでは、変動賞与導入時は、変動賞与ファンドは固定されたものであった。2003
年になってセールスとノンセールス双方に変動賞与の大きな改定を行ったが、その際、ノ

ンセールスの変動賞与に対して会社業績に連動してファンドを増減する仕組みに変更した。
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2003 年の改定は、セールス、ノンセールス共に従業員の年収の固定報酬部分と変動報酬部

分の比率(固比率)を見直して年収全体における変動率を引き上げるとともに、セールスに関

しては、個人の業績数値に直接連動する完全にデジタルに設定された支給率を適用するこ

ととし、個々の変動賞与支給額に上限のかからない方式に変更する内容であった。その際、

ノンセールスの変動賞与に関しても、会社の業績の状況によって増減される方式を導入し、

2002 年変動賞与ファンド(2003 年 3 月支給分)から増減率の適用を開始した。 
このように、会社業績に応じて変動賞与ファンドが増減する仕組みは、P グループにおい

てはノンセールス固有の仕組みである。ちなみに、2002 年のノンセールスの変動賞与ファ

ンドは 102.0%に増額されている113。 
なお、セールスとノンセールスで変動賞与のコンセプトが大きく異なるようになった背

景については補足しておいたほうがよいだろう。P グループのセールスの変動賞与に関して

は第 5 章で詳細に確認するが、2000 年に導入された変動賞与は、セールスとノンセールス

の間に変動賞与のファンドの大きさ(報酬における固比率の違い)と賞与支給率の上限設定

の違いはあるものの、両者とも変動賞与ファンドの厳格な予算管理の下、プールされたフ

ァンドを従業員の評価に応じて再配分する単純な仕組みとして導入された。しかしその後、

セールスの変動賞与が個人の成果である個人業績達成に対するインセンティブを高める方

向に改定され、2002 年変動賞与からセールスに関しては、ファンド規制の対象外とし個人

業績と所属する上位の組織(たとえば、営業所長の場合はその所属する支社組織)業績に完全

に連動する支給基準に改定となった(表 6-3、6-4)。セールスの変動賞与に関する一連の改定

では、営業所長や代理店担当等が自らコントロールできる保険契約の新規販売と既契約の

維持を主な業績指標としている。一方、セールスの変動賞与が個人業績に連動する仕組み

に変化していく中、ノンセールスに関しては会社全体の業績への貢献を意識させる仕組み

に向けて業績指標が選定された。このように、P グループの変動賞与における PFP の「組

織の業績に応じて変動する」側面に関しては、セールスの「組織」は所属する上位の組織(支
社等)が単位であるが、ノンセールスの「組織」は会社全体である。また組織の「業績」に

関しても、セールスの組織の「業績」は新契約売上高であるが、ノンセールスの組織の「業

績」では会社全体のネットインカムが重視されている等、組織業績の概念がセールスとノ

ンセールスとで異なる点が特徴的である。 
さて、P グループの変動賞与ファンド決定指標の特徴は、会社の利益を示すネットインカ

ム(税引き後当期純利益)の比重が 50%×100/90 と突出して大きい一方で、売上げである新

契約の比重が 3 つのグループの中でもっとも小さいことである。2003 年の検討当時、人事

部は、Plan A：ネットインカムを重視する指標案(Net Income Linkage Plan)と Plan B：変

                                                   
113 E 社は、2003 年 8 月に Q グループが P グループから買収 (M&A⑤) し、Q グループが

買収後の 2004 年に人員削減等大規模な事業費削減を実施したこともあり、2004 年 3 月支

給の変動賞与に関してはファンド増額が凍結となっている。したがって、P グループの指標

にもとづいて変動賞与ファンドが増減したのは2002年変動賞与(2003年3月支給分)だけと

なった。 
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動賞与の業績指標とセールスとの連動性を重視した指標(Sales Index Plan)の二案を検討の

うえ、マネジメントに提示している。両案の比較検討のポイントとして、Plan A は、①収

益の一部を原資とするためファイナンス上のリスクが低いことと短期業績(収益)を反映す

る点がメリットに、②外部環境(市場環境、為替等)の影響をダイレクトに受けやすい点とセ

ールスの成長に比例しない点、加えて、指標に対する従業員の貢献可能性として、コスト

セーブ以外では、直接的に関与できる部署が限られている点をデメリットとしている。一

方の Plan B に関しては、①セールスの成長が長期的収益につながる点と、指標に対する従

業員の貢献可能性として、指標に貢献できる部署が多く、業績が簡単に把握でき貢献を促

すことができる点をメリットに、②短期収益との関係が薄まる点をデメリットであるとし

た。 
このように、マネジメントは、Plan B が会社の目標と従業員の貢献をリンクさせやすい

指標であることを認識しつつも Plan A を選択していることから、期間収益として単年度の

ネットインカムを重視する P グループの財務的特徴が強く反映されている意思決定と理解

してよいだろう114。 
次に、指標の位置づけであるが、P グループでは変動賞与ファンド決定指標はマネジメン

ト内部の指標という位置づけであり、変動賞与ファンド決定時に、各指標項目と増減率を

従業員にアナウンスするが、各項目の比重や項目ごとの達成率とファンド反映の算式は非

開示にするという扱いであった115。 
ネットインカムは、収益の内訳にかかわらず達成した利益率を示す指標であるから、 ネ

ットインカムを重視するということは、業績が悪くても事業費を削減する等の手段によっ

て利益を生み出すことを至上命題とする。人件費削減のような従業員にセンシティブな会

社施策もネットインカムに貢献することから、P グループでは、会社の業績が悪化したから

リストラをするというより、グループ全体の利益を上げるためにグループ各社に「今年は

一律何%の事業費を削減せよ」という指示が下りてくることがあった。人件費を含むいかな

る手段を使ってでも利益を上げるという命題がマネジメントに与えられている中で、ファ

ンド決定の比重や算式そのものを社内開示することは控えていたものと考えられる。 
 

(2) Q グループの特徴 
 
Q グループの場合、変動賞与決定指標は、毎年度始に「年度経営方針」とともに発表さ

れる「会社業績指標」である。「年度経営方針」と「会社業績指標」は「部門ごとの業績目

標」へ、さらに「個人の業績目標」へと落としこまれるものである。Q グループ移行後の

                                                   
114 変動賞与ファンド決定指標の導入検討時の E 社内部資料(人事部「Revision of Variable 
Bonus for Non-Sales」2003 年 2 月 19 日)で確認した。 
115人事部作成「Guideline on Variable Bonus Pool Determination」 2003 年 5 月 12 日に

は、”Results & Factors can be announced to EEs(employees のこと。筆者注), but detailed 
calculations should be kept confidential.”との記載がある。 
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2004 年度の会社業績指標 (図 5-2)を確認すると、指標項目と各項目の算定方式、比重、お

よび結果数値に関するレンジとポイントのテーブル表で構成されていて、その年の重点指

標が何でありどのように算定されるか、また指標毎の結果がどうなるかが把握できるとと

もに、会社業績指標の合計ポイントが変動賞与ファンドの増減率に直接的に反映する仕組

みになっていることがわかる。なお、Q グループの会社業績指標は、セールス、ノンセー

ルスの区別なく全社共通の会社業績指標と位置づけられている。 
元人事部長によると、会社業績指標の達成状況によって会社全体の変動賞与ファンドの

増減率が確定すると、まず、業績に直接貢献するセールス部門のファンド増減率を決定し、

次に、残ったファンドをノンセールス部門のファンドとして割り当てることとしていたと

のことである。つまり、会社業績が好調のときはセールスに厚めに割当て、逆に業績が不

調な時はセールスのファンドを低くするがノンセールスに対してはファンドをあまり削ら

ない等の調整を行い、各部門のファンドを割り当てるという配分ロジックである。2004 年

度会社業績指標評価の結果は、合計ポイント 121.5 ポイントであり、2005 年 3 月支給のフ

ァンドは、セールス部門ファンドが 124.7%に、ノンセールス部門ファンドが 111.0%に増

額修正されている。 
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図 5-2  2004 年度会社業績指標(Q グループ E 社) 

Par
項 目 算定方式 ウェイト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

①Risk Life商品 レンジ 以上 - 73.0% 77.0% 85.0% 93.0% 100.0% 103.0% 107.0% 110.0% 113.0% 114.0%
新契約ANP予算達成率 未満 73.0% 77.0% 85.0% 93.0% 100.0% 103.0% 107.0% 110.0% 113.0% 114.0% -

ポイント 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 19.5 21.0 22.5
②Risk Medical商品 Risk Medical 商品 実績 レンジ 以上 - 73.0% 77.0% 85.0% 93.0% 100.0% 103.0% 107.0% 110.0% 113.0% 114.0%

新契約ANP予算達成率
Risk Medical 商品 予算

未満 73.0% 77.0% 85.0% 93.0% 100.0% 103.0% 107.0% 110.0% 113.0% 114.0% -

ポイント 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
③Retirement 商品 Retirement 商品 実績 レンジ 以上 - 73.0% 77.0% 85.0% 93.0% 100.0% 103.0% 107.0% 110.0% 113.0% 114.0%

新契約ANP予算達成率 Retirement 商品 予算 未満 73.0% 77.0% 85.0% 93.0% 100.0% 103.0% 107.0% 110.0% 113.0% 114.0% -
ポイント 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

④Saving 商品 Retirement 商品 実績 レンジ 以上 - 73.0% 77.0% 85.0% 93.0% 100.0% 103.0% 107.0% 110.0% 113.0% 114.0%
新契約ANP予算達成率 Retirement 商品 予算 未満 73.0% 77.0% 85.0% 93.0% 100.0% 103.0% 107.0% 110.0% 113.0% 114.0% -

ポイント 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
⑤VoNB 予算達成率 VoNB実績 レンジ 以上 - 73.0% 77.0% 85.0% 93.0% 100.0% 103.0% 107.0% 110.0% 113.0% 114.0%

VoNB予算 未満 73.0% 77.0% 85.0% 93.0% 100.0% 103.0% 107.0% 110.0% 113.0% 114.0% -
ポイント 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 19.5 21.0 22.5

⑥解約・失効率 解約N＋失効N－復活N レンジ 以上 9.68% 9.55% 9.30% 9.05% 8.80% 8.50% 8.25% 8.00% 7.75% 7.63% -
 （N建：件数建, 除くSaisonﾌﾞﾛｯｸ） 期始保有N 未満 - 9.68% 9.55% 9.30% 9.05% 8.80% 8.50% 8.25% 8.00% 7.75% 7.63%

ポイント 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 19.5 21.0 22.5
⑦事業費予算達成率 事業費 実績 レンジ 以上 107.0% 106.0% 104.0% 102.0% 100.0% 98.0% 96.0% 94.0% 92.0% 91.0% -

事業費 予算 未満 - 107.0% 106.0% 104.0% 102.0% 100.0% 98.0% 96.0% 94.0% 92.0% 91.0%
ポイント 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

⑧基礎利益 予算達成率 基礎利益 実績 レンジ 以上 0.0% 86.0% 88.0% 92.0% 96.0% 100.0% 102.0% 105.0% 108.0% 111.0% 112.5%
基礎利益 予算 未満 86.0% 88.0% 92.0% 96.0% 100.0% 102.0% 105.0% 108.0% 111.0% 112.5%

ポイント 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0
⑨当期純利益 予算達成率 当期純利益 実績 レンジ 以上 - 86.0% 88.0% 92.0% 96.0% 100.0% 102.0% 105.0% 108.0% 111.0% 112.5%

当期純利益 予算 未満 86.0% 88.0% 92.0% 96.0% 100.0% 102.0% 105.0% 108.0% 111.0% 112.5% -
ポイント 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

⑩ソルベンシ－・マージン・レシオ 基準値からの変化幅 レンジ

以上 -120.0% -100.0% -60.0% -20.0% 20.0% 60.0% 100.0% 140.0% 180.0% 200.0%

各四半期基準値達成状況 未満 -120.0% -100.0% -60.0% -20.0% 20.0% 60.0% 100.0% 140.0% 180.0% 200.0%
ポイント 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75

2004年度会社業績指標

2.5

20VoNB :⇔ ANP x VoNB係数*
* ﾁｬﾈﾙ別商品別の係数(貢献利益ﾍﾞｰｽ)

10

10

10

10

10

10

10

7.5

　＊各四半期毎（3月,6月,9月,12月末）における新SMRに対応するPoint合計

最高=3.75ptsｘ4回=15　Par=2.5ptsx4=10.0  最低=1.25ptsx4=5

・各四半期毎（3月､6月､9月､12月末）における
算定Pointの合計

出所：E 社人事部保管資料から抜粋した。 
 

Q グループの会社業績指標の特徴は、指標①～⑤が売上げに関する指標であり、その合

計は全体の 50%を占めていること、指標⑥～⑧が保険事業の健全性にかかる指標であるこ

と、また、利益を示す指標に⑩「当期純利益」を立てているがその比重は 10%にすぎず、P
グループと比較して小さいことである。2004 年度の変動賞与決定指標の変更にあたっては、

同じ Q グループ内の生保会社である Qa 社116の業績指標を参考にしているが、2004 年当時

の Qa 社の指標は、ほとんどが売上げ項目や対前年比伸展にかかる成長指標であり、純利益

等の利益指標は設定していないことから、グループ全体が売上げ重視である中、E 社では P
グループ時代の収益重視の考え方を一部取り込みつつ、Q グループ基準の指標に修正して

いる経緯と理解できる。  
 

                                                   
116 Q グループの日本支社として発足し、1972 年に戦後初の日本人向け営業認可を取得し

た外資系生命保険会社 
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(3) R グループの特徴 
 

R グループに関しては、第 3 章で確認したとおり、R グループが重視する利益指標の

ROE(株主資本利益率)と AOI(税引前調整後利益)に加え、売上げの指標そのものである「新

契約高」が指標項目となっている。さらに、P、Q グループと比較してユニークな指標とし

て「営業社員稼働」数を置いている。指標①、②が利益指標、③、④が売上げ指標であり、

利益と売上げの比重は同等である。R グループは、営業社員による対面販売における顧客ニ

ーズの掘り起しが顧客満足度の高い成約につながるという販売戦略の視点を変動賞与ファ

ンド決定指標に項目として加えることで、対面販売の主力チャネルである高資質の営業社

員の採用、育成、定着を重視するチャネル戦略の重要性を従業員と共有しているといえる。 
R グループにおける上記指標は、マネジメントの参考指標としての位置づけであり、P、

Q グループのように、各指標の達成率の合計によって会社業績の達成率が導かれるもので

はなく、過年度のファンド増減率の推移などを踏まえて経営陣が総合的に判断して決定し

ている。また、P、Q グループにおける各指標が、項目や比重を毎年見直す単年度指標117で

あるのに対し、R グループ内では、上記 4 つの指標は年度をまたがり一貫して使用されて

いて、持続的な指標として位置づけられている。4 つの指標項目と変動賞与ファンド増減率

の上限と下限は社内で従業員に開示されているので、会社と従業員の間で、会社がどのよ

うな業績を重視しているかにかかる認識上の齟齬は起こりにくく、さらに、会社の一貫し

た経営方針の下で、従業員も長期的視点から目標設定を行いやすい仕組みであるといえる。  
 

(4) 小括 
  
各グループとも、変動賞与ファンドの増減の要因が会社の「業績」の変動にあることは

いうまでもないことであるが、グループごとの利益のとらえ方の違いが変動賞与ファンド

決定指標の設定に反映しており、第 3 章で確認された各グループの財務的特徴と整合して

いる。 
P グループでは財務諸表のボトムラインに位置する純利益がもっとも重視され、従業員が

直接的または間接的に貢献しやすい売上げの比重が相対的に低いのに対し、Q グループで

は財務諸表のトップラインに位置する売上げがもっとも重視されている。売上げは従業員

が直接的または間接的に貢献しやすく、業績指標として分かりやすいため、Q グループで

は積極的に従業員に情報を開示し、部署単位および従業員個人単位の目標設定に落とし込

むことで、組織の目標と個人の目標を一致させる仕組みにしているといえる。R グループで

も、重視する利益指標が変動賞与ファンド決定指標に反映しており、さらに R グループの

                                                   
117 P グループでは、親会社の VIC(Variable Incentive Compensation)の指標との連動性を

考慮し毎年見直すとしていた。Q グループでは、新商品の発売や年度ごとの重点指標の変

更に伴い、会社業績指標は毎年変更されていた。 
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特徴である対面販売によるニーズ販売という営業戦略を反映し、営業社員の育成に関する

指標を加えている。 
また、指標の位置づけに関して、P、Q グループの指標が単年度(短期的)の指標であるの

に対して、R グループでは持続的(長期的)な指標として用いられていることが確認された。

なお、売上高重視は利益重視に比べて長期的経営といえるので、売上げ重視の Q グループ

は P グループと比べて長期的と見てよいだろう。ここでも、第 3 章で確認した各グループ

の利益をとらえる時間軸と整合しており、短期的経営を志向する P グループ、中期的経営

を志向する Q グループと長期的経営を志向する R グループという構図が確認できた。 
 
4．変動賞与の個人への配分の仕組み 
 
次に、PFP のもう一つの特徴である「個人の業績に応じて変動する」側面に関して、E

社の変動賞与の個人への配分の仕組みを確認しよう。 
P グループによって E 社に導入された変動賞与は、Q グループに移行後は P グループの

制度の修正という形で継続している。一方、M&A⑦では、E 社の報酬体系とまったく異な

る R グループの報酬体系に移行した。そこで、E 社における変動賞与の個人への配分に関

する検証においては、報酬の仕組みに連続性のある P、Q グループを対象にする。両グルー

プを通じて、E 社のノンセールスの個人単位の変動賞与支給額の算定式は以下のとおりであ

る。 
 

(基本年俸)×(支給率)=変動賞与支給額 
※基本年俸： 月例給×12 

※支給率： P グループではバンド別/評価コード別に支給率テーブルがガイドラインとして定められ、部門 

長の裁量によりに決定する。Q グループでは、個人の業績評価の結果である総合評価ポイントに

基づき、あらかじめ定められた支給率決定ガイドラインに従って部門長の裁量によりに決定する。 

※標準変動賞与率：バンド/グレード別に定めた比例報酬割合であり、標準評価のときに支給されることが期待され 

る支給率 

※標準年収： 標準評価の時に支給されることが期待される個人単位の年収水準 

すなわち、(基本年俸)+( 基本年俸)×(標準変動賞与率)  

 
ところで、実際の成果主義報酬制度を検証する場合、成果主義を導入した結果、成果に

応じた報酬額の個人への配分がどのように決定され、従業員間の報酬格差の大きさがどの

程度のものであるかについて、仕組みと実態の両面から確認する必要があるだろう。   
そこで、最初に、変動賞与の「支給率」の決定に関わる業績評価の方法を確認する。次

いで、報酬総額のうち固定報酬と比例報酬の割合(固比率)をどの程度に設定するかという問

題に関して、「標準変動賞与率」と「支給率」の設定の変遷を確認し、最後に、実際の支給
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データの分析に基づき、成果の大きさに応じて従業員の年収にどの程度の格差を生み出す

結果となったかを検証する。 
 

(1) 業績評価方法―変動賞与の支給率への反映プロセス 
 

(ア)  P グループの業績評価 
P グループには世界中のグループ共通の評価ツールがあり、まず、目標管理ツールである

G&O(Goals and Objectives：「ゴールと目標」)をもとに、やはりグループ共通の評価シー

トにより、所属長が 5 段階評価(コード順位は上位から 1、2、3、4、5)を行う。 
部門長は、所属長から提出された従業員の評価コードに対して必要に応じて調整(コード

変更)を行い、人事部が毎年度始に作成する評価占率ガイドライン(バンド別評価コード別の

支給率テーブル)に従い、部門別ファンドの範囲内で個人ごとの支給率を決定する。 
5 段階の評価占率に関しては、部門ごとにコード 1&2：20%、コード 3：70%、コード 4&5：

10%の範囲に収める分布規制があったが、従業員に対する評価コードと変動賞与支給率の決

定権は部門長に委譲されていて、ガイドラインの範囲内であれば、誰に何%の支給率を割り

当てるかに関しては基本的に部門長の裁量で決定できる。ガイドラインを超える場合、た

とえば変動賞与支給率テーブル外の支給率を割り当てる場合や、評価分布ガイドラインを

超える評価を行う場合は、その評価が合理的であることを具体的に明示して人事部長の承

認を得る必要がある。 
なお、人事部には各部門長の人事管理をサポーするクライアントマネジャー(HR Rep な

どとも呼ばれる)が配置されており118、部門長が P グループの HR ポリシーに則り、適切な

評価を行っているかに関し、従業員個々の評価結果やガイドライン準拠状況の確認等を通

じて確認する体制となっていた。 
 

(イ)  Q グループの業績評価 
Q グループの場合、グループ共通の人事ポリシーや人事制度は特に存在しない。グルー

プ内各社は、ローカルの従業員の処遇に関しては、各国の法令や慣行に従い各社の裁量に

委ねられている。日本の Q グループの生保 3 社に関しても、特定の会社の人事制度がモデ

ルになることはなく、各社の人事部門間の情報交換はあるものの、基本的に各社独立した

異なる人事制度である。ただし、人事権は主として部門長にあり人事部はルールやガイド

ラインを用意したり部門長の照会に回答したりする点や、PFP が人事の一般原理であると

認識されている点等、外資系企業の特徴は各社共通である。また、MBR(Management by 

                                                   
118 P グループ E 社人事部には、セールス部門、保険契約管理部門、その他の本社管理部門

に対して専任に担当するクライアントマネジャーが配置されていた。 
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Results) と呼ばれる人事評価ツールを使用する点は、日本の Q グループ共通の特徴といえ

る119。 
MBR は、Qa 社が 1999 年に導入した目標管理ツールである120。従来の MBO がボトム

アップの性格が強く、目標設定が会社や部門目標に必ずしもリンクせず、達成度も処遇に

連動していなかった点を見直し、会社の目標から個々の従業員の目標までを密接にリンク

させ、従業員一人ひとりがやるべきことを整理することにより、各部門の業績達成を確実

にすることを目的とした業績管理のためのツールである。 
Qa 社の MBR の特徴は、①組織上の上位者が定めた目標に基づき、個人の担当範囲で達

成すべき目標を設定することで、会社目標へのリンクを密接にしたこと、②人事評価に占

めるウエィトは 90%(残り 10%は所属長による裁量評価部分。「マネジメントポイント」と

呼ばれる所属長の裁量で加算できるポイントを設定し、数値結果に現れない努力や態度、

形に現れにくい貢献等を評価し加算する)で、変動賞与の支給率決定にダイレクトに反映す

ること、③目標ごとに具体的な評価尺度の設定とウエィトづけが義務づけられ、客観性の

ある目標設定と評価を志向していること、④人事評価を主眼としたものではなく、業績達

成のためのツールであることである。 
特に、④が通常の目標管理制度と異なる点であり、業績達成のための制度であるため、

MBR の運用も日常業務の一環として業務分野ごとの運営に任されている。したがって、人

事部の関与は、以下の E 社の事例にあるよう、MBR 結果を変動賞与の支給率に反映させる

に際しての全社的ルールの設計に留まり、P グループのような人事と部門との連携関係は薄

い。 
E 社の従業員の業績評価は、Q グループ共通のツールである MBR 評価を行い、所属長が

6 段階評価(コード順位は上位から SS、S、A、B、C、D)を行う。人事部が定めた評価ルー

ルにより、各評価コードの占率は、SS：5%、S：10%、A：35%、B：35%、C：10%、D：

5%であり、所属長は正規分布になるように相対評価を行うことになる。所属長は従業員の

グレードに関係なく、個人の MBR 評価から算出される総合評価ポイントの高い順から序列

順位をつけ (同順位の設定はできない) 、序列順位の上位から順番に SS～D を付番する。

部門長は、所属長から提出された従業員の評価コードに対して必要に応じて調整(コード変

更)を行い、部門内の全従業員を序列順位付けし、最上位から最下位まで変動賞与支給倍率

を個人ごとに決定(同率の支給率は設定できない)する。 
 

(ウ)小括 
P、Q グループの成績評価の仕方を比較すると、どちらも目標管理制度をベースとした評

                                                   
119 以下、MBR の仕組みや特徴に関しては、日経連出版部(1999)を参照した。 
120 目標管理ツールである以上、基本的には MBO と同じであるが、元人事部長によると、

Q グループの日本オペレーションにおいては、結果重視を強調する観点から、MBR という

呼称を使用していたとのことである。 
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価制度であり、所属長や部門長の権限と裁量が大きい点で共通している。評価変動賞与支

給率の決定と人事部の関与に関しても、評価ルールや支給率決定のガイドラインを人事部

が作成し部門長にガイドしている点も共通である。しかし、P グループでは、部門長の判断

でガイドライン外の個別の取扱が認められる反面、人事部が部門長に対してチェックまた

はサポートする体制が見られる。一方の Q グループでは、部門内の日常行われる業績管理

が評価や支給率の決定にオートマチックに反映するように制度、ルールやガイドラインを

緻密に作って運用することにより、できるだけ人事部の関与を無くし、P グループよりも一

層部門長の裁量性の強い運営としている点に特徴がある。 
 

(2) 成果報酬の度合—固比率と年収変動割合 
 
ここでは、P、Q グループをまたぐ中で E 社の変動賞与の仕組みがどのような形で導入さ

れ、その後どのように修正されていったかを検証する。P グループが 2000 年に E 社で導入

した変動賞与制度は、X 社の職能資格制度の下で年功給的に積みあがっていた従業員の年収

を固定報酬部分と比例報酬部分に組み替えて、従業員の比例報酬部分をプールした総額を

成果に応じて従業員間で再配分する仕組みである。また、2003 年の固比率の改定による比

例報酬部分の拡大121に際しても、導入時と同様、年収ベースで固定報酬から比例報酬への

組換えが行われている。さらに 2004 年、Q グループへの移行に伴って、変動賞与の支給基

準が P グループ基準から Q グループ基準に変更された。 
なお、両グループではバンド制とグレード制の違いがあるので、P グループのバンドと Q

グループのグレードの移行関係を確認しておこう122。 
P グループのバンド制では、執行役員以上の役員以外の従業員のバンドは 1～6 までの６

バンドで、このうち変動賞与の対象となるバンドは、バンド 4 以上の従業員である。Q グ

ループの E 社では、ノンセールス従業員のグレード123は N、A1、A2、E、M、S の 6 グレ

ードであり、変動賞与の対象となるグレードは A2 以上のグレードである。また、バンドと

                                                   
121Ｅ社人事部「内務社員（Non-Sales）変動賞与の改定(案)」2003 年 1 月 16 日によると、

変動賞与の導入後の運用の結果、以下の課題解決を目的に報酬における固比率の拡大と支

給テーブルの見直しが行われ、特にバンド 4 の支給率上限が大きく引き上げられた。 
・ペイフォーパフォーマンスを基本ポリシーとしているものの、従来の仕組みではそれ

ほど差別化できていないこと(特にバンド 4 にその傾向が強いこと) 
・ファンドが限られる中で、バンド 5、6 に対して高めの支給率が配分され、バンド 4
にしわ寄せがいく傾向が見られ、実務の中心層であるバンド 4 従業員のモラ－ルダウン

がおきやすいこと 
122Ｅ社人事部「新しい報酬制度について」2004 年 6 月参照。 
123 Q グループ E 社のグレード体系は、ノンセールス群の他に、セールス職群(S 群)のグレ

ードとアクチュアリー等専門職用のプロフェッショナル職群(P群)のグレード体系で構成さ

れていた。 
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グレードの関係は、バンド 4 の従業員がグレード A2 と E に区分され移行したが、バンド 5
の従業員はグレード M に、バンド 6 の従業員はグレード S にそれぞれ移行している。 
  
表 5-2 変動賞与の対象となる P、Q グループのバンド/グレードの移行関係 

    バンド グレード 
非管理職 4 A2、E 
管理職(課長相当) 5 M 
管理職(部長相当) 6 S 

出所：E 社部資料をもとに筆者が作成した。 
 
(ア) 固比率と年収変動割合の推移①―P グループによる導入と修正 
表 5-3(1)、5-3(2)および表 5-4(1)、5-4(2)は、2000 年と 2003 年の変動賞与の支給基準(支

給率テーブル)と実際の支給率の分布である。バンド別に標準変動賞与率が定められ、評価

コード別に支給率テーブルが定められている。また、表 5-5 は Q グループの人事制度移行

後の変動賞与のグレード別支給倍率決定のガイドラインである。表 5-3(1)のバンド 4 を例に

とると、従業員個人の報酬構造は、基本年俸を 100%として標準変動賞与率が 5%、支給率

の最高が 12.5%であるから、標準年収は基本年俸の 105%(=100%+5%)、期待される最高年

収は基本年俸の 112.5% (=100%+12.5%)である。この基本年俸を固定報酬、標準変動賞与率

による支給額を比例報酬として、標準年収を 100 とした場合の固比率(固定報酬と比例報酬

の比率)を算出すると、 
 
バンド 4 の固比率(固定報酬 : 比例報酬) = (100/105)：(5/105) = 95.2：4.8 

  
となる。 
また、個人単位の標準年収を 100 とした場合の最低年収と最高年収の標準年収に対する

比率は、最低年収が標準年収の 95.2%、同様に最高年収が 107.1% (=112.5%/105%)である

から、標準年収 100 に対する最低年収から最高年収までの変動幅の比率を年収変動割合と

した場合、 
 
    バンド 4 の年収変動割合(最低年収～最高年収) = 95.2%～107.1% 

 
つまり、2000 年の変動賞与導入時のバンド 4 の固比率は 95.2：4.8 で、同じバンド内で

成果の大きさによってもたらされる報酬格差(変動割合)は、95.2%～107.1%の幅ということ

になる。表 5-3(1)、5-4(1)から 2000 年と 2003 年のバンド別の年収の固比率と変動割合を

計算すると以下のとおりとなる。 
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2000 年 固比率    年収の変動割合 
バンド 4 100.0:5.0(95.2:4.8)  95.2%～107.1% 
    5 100.0:8.0(92.6:7.4)  92.6%～109.3% 

     6 100.0:14.7(87.2:12.8)  87.2%～115.1% 
 

2003 年 固比率    年収の変動割合 
バンド 4 100.0:12.0(89.3:10.7)  89.3%～112.9% 
    5 100.0:15.0(87.0:13.0)  87.0%～111.3% 

     6 100.0:20.0(83.3:16.7)  83.3%～115.0% 
 
これを、X 社の職能資格制度における報酬と比較をするため、バンド 4 を副長相当で X

社の副参事 1 級、バンド 5 を課長相当で参事 1 級とした場合、X 社の年収の変動割合を算

出したところ、以下のとおりであった124。 
 
X 社   年収の変動割合 
副参事 1 級  98.2%～102.0% 
参事 1 級  95.2%～103.6% 

 
X 社の変動割合が、副参事１級(バンド 4 相当)の場合で標準評価時の年収 100 に対して±

約 2%、参事１級(バンド5相当)の場合は同様に+3.6%から-4.8%という範囲であるのに対し、

2000年から 2003年にかけて、E 社の変動割合が上下とも拡大されていったことが分かる。 
さらに、同じく外資系企業である Q、R グループの報酬の固比率が下記のとおりである

から、P グループの変動賞与は 2000 年の変動賞与導入当初から、他の外資系生保と比べて

も比例報酬の比率の高い制度であったことが分かる(Qa 社に関してはグレード別に分かっ

ていないが、セールスの営業所長職で固比率 89.0:11.0125であるので、ノンセールスではこ

れと同等か、これより比例部分の小さい固比率であったと思われる)。 
 
Qa 社(セールス) 89 : 11 
Qb 社(区分不明) 93 : 7 
Ra 社(ｸﾞﾚｰﾄﾞにより) 86 : 14～90 : 10 

 

                                                   
124 X 社労働組合内部対策本部「わたしたちの労働条件 内務社員編 1996 年度版」に掲載

の資格別給与項目別の賃金表をもとに計算した。バンド 6 に部長相当に該当する X 社の資

格の賃金表は確認できなかったため、バンド 6 に対する比較は行っていない。 
125 E 社人事部「2004 Variable Bonus for Sales」2003 年 10 月 12 日を参照した。 
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(イ) 固比率と年収変動割合の推移②－Q グループによる修正 
次に、表 5-5 から、Q グループに移行後の 2004 年の変動賞与支給基準が P グループと比

べてどのような変更となっているかを見てみよう。まず、標準変動賞与率に関しては、グ

レード E、M、S の標準変動賞与率は P グループの設定をそのまま踏襲している。したがっ

て、年収における固比率は P グループと同じである。また、年収の変動割合は下記のとお

りであり、この点においても大きな差異はないといってよいだろう。 
 

2004 年   年収の変動割合(Q) 年収の変動割合(P) 
グレード E(バンド 4)  89.3%～110.7%  89.3%～112.9% 
グレード M(バンド 5)  87.0%～113.0%  87.0%～111.3% 

 グレード S (バンド 6)  83.3%～116.7%  83.3%～115.0% 
 
異なっている点は支給率テーブルの有無である。Q グループでは支給率の上限と下限が

定められている(表 5-5)以外、評価コードと支給率の相関関係は設計されていないのに対し

て、P グループでは評価コードに応じた支給率のレンジが限定された設計になっている。P
グループの場合でも、ガイドラインである支給率テーブルを逸脱する支給率を部門長が配

分することがあったものの、基本はガイドラインに準拠することが求められるので、評価

コードに応じて配分できる支給率は、ガイドラインのレンジ内に半ば強制的に限定される

ことになる。また、前(1)で確認したとおり、評価占率のガイドラインにより下位 10%に対

する評価コードは 4 または 5 であり、表 5-3(1)が示すとおりいずれの場合も変動賞与の支

給率はゼロが基本であるから、下位の評価を付けることと変動賞与の支給がゼロであるこ

とがリンクしたシステムである126。 
一方の Q グループでは、支給率レンジは幅広に設計されているものの、P グループのよ

うな評価コードに応じた支給率配分の強制的なガイドラインが定められていない。たとえ

ば、表 5-5のグレードE(旧バンド 4)の標準変動賞与率は 12.0%であり、支給倍率は下限 0.0%
～上限 24.0%の範囲で部門長が配分する。ところで前述のとおり Q グループの評価コード

は SS から D までの 6 段階あるが、最高評価の SS の場合には何%以上の支給率を配分する

とか、最低評価の D の場合には何%以下の支給率を配分する等の支給率配分基準がないた

め、評価下位者に対する支給率配分も部門長の裁量に任されており、その結果以下に見る

とおり、P グループと異なり評価上位者または評価下位者に対して支給率の上限または下限

が配分される比率が小さく、全体的な支給率の配分は中央化傾向が強く見られるものとな

                                                   
126 それゆえに、部門長にとっては、公正な評価の実施という観点から、所属員に対する説

明責任が求められる点で部門長の負荷の高い評価システムとなっている。実際に、元組合

幹部に確認したところ、変動賞与の導入当初は、組合員の反応として、評価フィードバッ

クに対する不満が多かったとのことであった。その後、労組から会社に対する申入れもあ

り、人事部も評価者トレーニングの機会を増やした等により、評価フィードバックに対す

る不満は徐々に改善されたとのことである。 
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っている。 
 
表 5-3(1) P：2000 年変動賞与支給率テーブル(2001 年 3 月支給) 

バンド
標準変動
賞与率 評価 4,5 3 2 1

4 5.0% 0% 4.0-6.0% 6.5-8.5% 10.5-12.5%

5 8.0% 0% 6.0-10.0% 12.0-14.0% 16.0-18.0%

6 14.7% 0% 12.7-16.7% 24.0-26.0% 30.0-32.0%

営業所長 15.0% 個人業績に応じて　0%-65%  

表 5-3(2) P：2001 年 3 月支給時の実際支給率の幅 

バンド
標準変動
賞与率 評価 4,5 3 2 1

4 5.0% 0% 3.0-6.0% 5.0-9.0% 9.0-12.5%

5 8.0% 0% 4.5-9.7% 9.0-13.0% 12.0-17.5%

6 14.7% 0-6.0% 7.7-14.7% 15.7-23.0% 20.0-23.0%

営業所長 15.0% 0%-50%  

表 5-4(1) P：2003 年変動賞与支給率テーブル(2004 年 3 月支給) 

バンド
標準変動
賞与率 評価 4,5 3 2 1

4 12.0% 0% 4.0-14.5% 14.5-20.5% 20.5-27.5%

5 15.0% 0% 8.0-15.5% 15.5-21.0% 21.0-28.0%

6 20.0% 0% 10.0-19.5% 19.5-26.0% 26.0-38.0%

営業所長 20.0% 業績基準値×個人業績に応じた支給率  

表 5-4(2) P：2004 年 3 月支給時の実際支給率の幅 

バンド
標準変動
賞与率 評価 4,5 3 2 1

4 12.0% 0.0-4.0% 4.0-14.0% 13.2-20.5% 21.0-24.0%

5 15.0% 0.0-4.5% 8.0-15.0% 15.5-21.0% 21.0-28.0%

6 20.0% - 11.0-20.0% 15.8-26.0% 21.9-27.1%

営業所長 20.0% 業績基準値×個人業績に応じた支給率  
表 5-5 Q：2004 年変動賞与支給率テーブル(2005 年 3 月支給) 

標準変動
賞与率

10.0%

12.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0.0-30.0%(同上)

0.0-40.0%(同上)

営業所長 0.0-50.0%(同上)

グレード

A2(旧バンド4)

E(旧バンド4)

M(旧バンド5)

S(旧バンド6)

支給倍率(下限～上限)

0.0-20.0%(標準変動賞与率の2倍を上限)

0.0-24.0%(同上)

 
表 5-3(1)～5-5 出所：E 社部資料に基づき筆者が作成した。 
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(3) 年収格差の検証―支給実績にもとづく成果主義度合い検証 
 

図 5-3 は、実際の変動賞与の支給率に関する個別データをもとに、バンド/グレード別に、

変動賞与により成果の格差が反映した実際年収の標準年収に対するかい離状況を分析した

ものである。 
前述のとおり、2004 年のノンセールスの変動賞与ファンドは 111.0%に増額されたので、

支給倍率の上限も上方に増額修正された(たとえば、グレード E の支給倍率上限は通常は標

準変動賞与率 12.0%の 2 倍(200%)相当の 24.0%であるが、ファンドに 11.0%分が増額され

るので、増額後の上限は 200%+11%=211%相当となり、標準変動賞与率 12.0%×

211%=25.32%となる。)127。そのため、業績評価上位者の実支給率も増加し、変動割合の高

い従業員の占率が 2003 年よりも増加しているが、同時に評価下位者の実支給率も底上げさ

れ、変動割合が 100%を下回る従業員の占率は、P グループの各年と比較して極端に少なく

なっている。 
前項で確認した P グループの特徴として、バンド別/評価コード別に支給率テーブルが定

められているため、業績評価下位者の支給率上限にはキャップがかかる。このため、設計

上も運用実態も、評価の上位と下位との格差が大きくなっている。特に、Band5、6 に関し

ては、下位評価者には変動賞与の支給がゼロか極めて小さい支給額となり、変動割合の下

限に位置する従業員がいて、評価に応じて格差の大きい支給率配分が行われている。  
Q グループに関して、実際に入手できた評価コード分布は 2010 年度評価実績であった。

ガイドライン上の評価分布は、6 段階の相対評価で、上位から SS(5%)、S(10%)、A(35%)、
B(35%)、C(10%)、D(5%)であるのに対して、2010 年度の分布は、SS(2.4%)、S(12.0%)、
A(38.1%)、B(35.3%)、C(9.9%)、D(2.3%)という結果であり、SS 評価と D 評価がガイドラ

インの半分程度で中央化傾向の強い分布となっている。 
また図 5-4 は、2004 年変動賞与結果を労働組合にフィードバックするために作成した資

料で、組合員層であるグレード A2 および E の変動賞与支給倍率分布を示したものである

が、(Q グループのオリジナル基準で)支給倍率 100～140%の範囲に全体の 83%～90%の従

業員が分布している。評価コードの正規分布では、標準レベルの A、B の占率の合計は 70%
であるので、評価コードの分布と比べて変動賞与支給率の分布は中央化傾向の強いものと

なっていると考えられる。また、業績評価下位者に対しても(Q グループのオリジナル基準

で)40%～80%の変動賞与が支給されており、下位者に対するネガティブな支給率決定は P
グループと比べて薄まっている。なお、P、Q グループを通じて元人事マネジャーに確認し

たところ、2004 年に見られる Q グループの変動賞与のこれらの傾向は、2005 年以降もほ

ぼ同様の傾向だったとのことである。  

                                                   
127 2000 年は変動賞与ファンドの増減プランが導入される前であること、2003 年はファン

ド増減プラン導入後であったが Q グループの買収によりファンド増額が凍結されたことに

留意しておく必要がある。 
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図 5-3 標準年収に対する実際年収のかい離度分布(バンド/グレード別) 

85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120
2000年 53.2% 44.2% 2.6%

2003年 5.7% 33.2% 54.6% 5.2% 1.3%

2004年 0.9% 6.5% 88.5% 3.2% 0.9%
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85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120
2000年 10.2% 31.3% 45.8% 12.7%

2003年 2.9% 1.0% 22.1% 65.4% 6.7% 1.9%

2004年 7.1% 84.8% 7.1% 1.0%
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85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120

2000年 5.0% 10.0% 25.0% 40.0% 20.0%

2003年 12.0% 20.0% 60.0% 8.0%

2004年 76.2% 14.3% 4.8% 4.8%
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出所：E 社内部資料をもとに筆者が作成した 
 
図 5-4 グレード A2 および E の変動賞与支給倍率分布

 
出所：E 社人事部作成資料を抜粋した 
 

年収の変動割合の上限/下限 

 

2000 年 95.2%～107.1% 

2003 年 89.3%～112.9% 

2004 年 89.3%～110.7% 

年収の変動割合の上限/下限 

 

2000 年 92.6%～109.3% 

2003 年 87.0%～111.3% 

2004 年 87.0%～113.0% 

年収の変動割合の上限/下限 

 

2000 年 87.2%～115.1% 

2003 年 83.3%～115.0% 

2004 年 83.3%～116.7% 



140 
 

(4) 小括 
 

P、Q 各グループの変動賞与制度と評価制度の関係を、仕組みと実際の支給率分布の両面

から検証した結果、P グループの支給率の配分結果は、評価コードごとの支給率テーブルに

準拠することによって、成果(=評価)に応じて、上位評価と下位評価の報酬格差を大きくす

るシステムとなっており、特に、下位評価に対しては支給率ゼロを基本とした厳しい処遇

を行っている。会社業績が良く、変動賞与ファンドが増額されるような局面でも、評価が

下位の従業員に対しては、支給率ゼロまたは少額の支給として、業績の改善または自発的

退出行動を促すという意味で強いシグナルを送る仕組みと運用になっている。また、全体

の支給率の配分についても格差が見られ中央化傾向は弱く、標準年収に対する実際年収の

かい離度分布を示すグラフの山は、Q グループと比べてフラットな形を示している(図 5-3)。 
一方 Q グループは、仕組み上は業績評価の上位者と下位者の間で大きな格差をつけるこ

とが可能なものとなっているが、実際の支給率分布をみると、標準評価を中心として中央

化傾向が強い評価分布となっていること、また、会社業績が良いと全体的に支給率の底上

げが行われ、下位評価の者も含めて全体の利益を従業員全員で享受するような運用となっ

ていた。 
 
5．まとめ 
 
本章では、アメリカ型成果主義であるペイフォーパフォーマンス(PFP)の観点から、E 社

の変動賞与の導入と修正の経緯を検証した。特に、P グループによる PFP 導入時の説明資

料から、職能資格制度の代替原理としての PFP の特徴をはっきり確認することができた。 
企業の最適な経営には、企業が目指す目標の達成に向けて、従業員に貢献してもらわな

ければならない。職能資格制度が、社内における従業員の職務遂行能力の相対的な位置関

係を表す資格制度を中心に、賃金、能力開発、昇進などの人事労務管理の仕組みが構築さ

れている(佐藤・藤村・八代、2011)のに対して、従業員の「貢献度 (=成果)」に応じた報酬

を報いる PFP の導入により、職能資格制度の下の人事労務管理とまったく違う仕組みが要

求される。最適な成果はポテンシャル(能力)に応じて適切なチャンス(仕事の機会)を与える

ことで生み出されるから、ハイポテンシャルやハイタレントの人材を発掘し育成する人事

の仕組みが必要になる。人事評価、コーチングやフィードバック、業績管理のやり方は PFP
を中心に組み立てられ、人事部はそれらのフレームワークやツールをマネジャーに提供し、

マネジャーが使いこなせるように教育することが役割である。 
P、Q、R グループでは、企業が目指す目標は会社業績指標によって示されていた。いず

れの業績目標も各グループが重視する利益指標を中心に設定され、その会社業績指標が部

門や個人の業績目標に落とし込まれ、マネジャーによる日常の業務管理の中で個人の業務

遂行状況が管理される仕組みである。そして、会社業績の状況に応じて、成果主義報酬の
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変動賞与ファンドが増減する仕組みになっており、「組織業績に応じて変動する」仕組みに

関して各グループの PFP に大きな差異は見られない。 
ただし、組織の業績を測るにあたってどの利益指標を重視するかに関しては各グループ

間に差異があることが確認できた。P グループでは純利益が、Q グループでは売上高がもっ

とも重視され、R グループは純利益と売上高のバランスの取れた利益を追求していた。第 3
章および第 4 章の雇用調整に関する分析で確認できた各グループの財務的性格は、変動賞

与の検証を通じた報酬制度の分析からも確認することができたのである。 
一方、「個人業績に応じて変動する」側面である変動賞与の個人への分配に関して P、Q

グループ間の比較検証を行ったが、報酬における固比率や成果に対する報酬格差の上限下

限などの設計に関しては大きな違いは見られなかったものの、支給率テーブルの設計とガ

イドに関して大きな違いが見られた。P グループでは、上位評価と下位評価の格差を含め、

従業員間で報酬格差をはっきりさせる意図が明確な支給率テーブルであるのに対して、Q
グループの場合は、支給率配分は部門長の裁量に委ねられ、従業員間の報酬格差をどの程

度つけるかという判断は部門長次第である。結果的に、Q グループでは、中央化傾向の強

い支給率配分となっていた。 
この差異は、P グループの PFP が、従業員個人の業績に焦点を強く当てているのに対し、

Q グループの PFP が個人業績を相対的に評価しながらも、組織業績を重視している違いと

とらえることができるだろう。いわば、P、Q グループでは、従業員に期待する仕事の仕方

が異なっているのである。元ゼネラルマネジャーによると、P グループでは、「社員のマジ

ョリティにフォーカスするのではなくタレントを見つけて引き上げ、ローパフォーマーは

外に出していきながら組織を強くする方針」であるのに対し、Q グループの従業員に対す

る考え方は、生命保険契約が長期契約であることを踏まえ、「安定した堅実経営を目指す」

ことから「安くて長持ちが信条」という印象だったとのことである。このような従業員に

期待する価値の差異が変動賞与の配分の仕方にも反映し、P グループの PFP が、高業績の

従業員のモチベーションを重視し低業績者を排出する方向に働き、Q グループの PFP が、

一部の従業員にフォーカスするのではなく、平均的成果であろうとも実務の中心となる多

数の従業員のモチベーションを重視する方向に働くと理解できる。 
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第 6 章 従業員インセンティブと人件費のマネジメント  
―セールスの変動賞与の支給実態とファンド管理― 

 
1．はじめに 
 
日本では、長期的な景気後退局面の下、1990 年代から成果主義を導入する企業が現れ、

最近では、約 75%の企業で成果主義的人事制度を導入済みという調査報告がなされている

(日本能率協会,2009 : p60)。 
成果主義導入当初は、成果主義により、年功処遇と比べて人件費の抑制につながり、従

業員のモチベーションを向上させ(高橋 1999、2001)、企業業績の回復につながるという観

点から積極的に評価されていた。その後、成果主義的人事制度を導入した企業の失敗例、

見直し例128なども見られるようになり、高橋(2004)のように、成果主義の効果そのものに

疑問を呈する見解も見られる。さらに、人事の経済学の理論から最適報酬制度のありかた

を考察し成果主義の功罪を分析している阿部(2006)、成果主義導入の目的と成果主義導入企

業の失敗事例を踏まえ、職能給と成果給の接合による日本型成果主義を示唆する宮本(2006)
等がある。このように、わが国における成果主義の評価に関してはさまざまな方向に向け

た議論がなされているのが現状であるが、成果主義または成果主義的報酬制度を企業の経

営戦略の一環としてとらえて、内的整合性という観点からそれを実証した研究は少ない129。 
前章では、外資系企業の典型的な人事方針であるペイフォーパフォーマンス(PFP)の原理

が、各グループの人材マネジメントの中でどのように機能しているかについて、主にノン

セールスの変動賞与の制度設計と実態の分析を通して検討した。そこでは、個人業績を重

視するPグループのPFPと組織業績を重視するQグループのPFPという違いが見られた。 
ところで、PFP の原理はノンセールスに対してよりも、むしろ業績が共通の数値化によ

って測定しやすいセールスに対して強く働き、インセンティブの強い報酬システムが設計

されると考えられる。そこでは報酬と業績の連動性が強まることで人件費コントロールに

おいてもより複雑な管理が要求されるだろう。ノンセールスの変動賞与で確認された個人

業績重視か組織業績重視かという差異は、セールスの PFP ではどのような形で確認できる

だろうか。 
本章では、セールスの変動賞与の支給実態とファンド管理の分析を通して、従業員のイ

ンセンティブと人件費管理のマネジメントを検討する。検証の対象とするセールス職制は、

生保販売組織の中核職制である、①個人営業部門の営業所長(直販社員の営業社員組織を統

括するセールスマネジャー）、②法人営業部門の代理店担当(担当する保険販売代理店に自社

                                                   
128富士通が 1993 年に成果主義を導入し 2001 年に見直しをした例、2006 年に成果主義を

導入したマクドナルドが 2012 年に廃止した例等がある。 
129 西村(2008)は、成果主義の研究において、SHRM 論の内的整合性の視点から成果主義を

とらえて各 HR ポリシーとの整合性を検討することの有用性を主張する数少ない文献のひ

とつである。 
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商品の販売を促進するソリシター)とする。営業所長と代理店担当とも、P グループではバ

ンド 4、Q グループではグレード SL(P グループのバンド 4 に相当)に位置づけられ、労働

組合員資格を有する。 
ところで、R グループのセールスの従業員(主に営業所長職制)の報酬体系は、月例給与の

仕組み自体がコミッション報酬に近い成果報酬体系となっている。一方、Q グループは P
グループの報酬制度を引継ぎ、Q グループとしての修正を加えている点で、P グループから

の連続性の中で制度変更がどのようなものであったかを検証することができる。そこで、

セールスに関しても、P、Q グループのセールスの変動賞与の比較・分析による検証を行う

こととする。 
  
2．P、Q グループのセールスの変動賞与の特徴 
 
表 6-1 は、セールスの変動賞与の仕組み上の特徴を、P、Q グループをまたがり年次ごと

に対比し、表にまとめたものである。また、表 6-2 から表 6-4 は P グループの変動賞与の

各年次の支給基準と支給率テーブル、表 6-5 は Q グループの支給率テーブルである。まず、

両グループの変動賞与制度の推移を確認しておこう。 
E 社の変動賞与制度は、P グループの下で 2000 年に全社的に導入されたが、共通の数値

化によって業績を測定できるセールスの特徴から、P グループでは、目標管理制度による業

績評価の結果を成果ととらえるノンセールスとは異なり、数値指標をもとにしたデジタル

な支給基準を持ち、業績の高低により報酬格差が大きくなるセールス固有の変動賞与とし

ている。また、業績評価期間は 6 か月単位であり、成果の評価期間は短期である。 
Ｐグループでは、セールスの変動賞与の支給基準は毎年見直しが行われたが、2002 年に

個人業績に完全に連動した絶対評価による支給基準に変更後、2003 年にはノンセールスも

含めて、年収における固比率を更に拡大する改定が行われ、P グループにおける変動賞与の

最終形となった130。 
P グループのセールスの変動賞与の第一の特徴は「個人業績連動」の性格が極めて強い支

給基準になっている点である。2002、2003 年の支給基準を見ると、個人が所属する一つ上

の組織の業績の達成状況を「部署業績」の指標で反映させることとしているが、そのウェ

イトは 2002年基準で 13%、2003年基準では 10%である。売上げの新契約高を示す「SOP131」、

                                                   
130 代理店担当の場合は、変動賞与導入時に、営業所長の場合と同様のセールス固有の支給

基準と支給率テーブルを設定しなかったが、その理由は内部資料等からは明確に確認でき

なかった。元組合幹部の話によると、変動賞与導入前の 1998 年、1999 年の代理店営業部

門の業績が、営業所長の部門と比べて極めて低調であったことを勘案し、代理店担当に関

する会社側提案はノンセールス方式をベースとしたものとなったとのことである。 
131 SOP(Sales Operation Plan)は、営業所単位または代理店担当単位で年度始に配賦され

る新契約業績営業予算。P グループ E 社のセールスにとって主要な業績指標 1 つであり、

変動賞与導入時から、「SOP の達成率」が支給基準のコア指標とされていた。 
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持続的成長を示す「前年改善」および保険会社の安定的収益をもたらす「保有継続率」の 3
指標は、営業所長が管理する営業所の業績数値であり、営業所長が個人でコントロールす

る業績である。2000 年の制度導入当初は、予算化された変動賞与ファンドを個人の業績に

応じて分配する相対評価であったが、2002 年度からは個人の業績に対する絶対評価による

支給とし、セールスの変動賞与についてファンド規制は撤廃された。 
第二の特徴は、表 6-2 から表 6-4 の支給率テーブルに見られるように、変動賞与の個人へ

の配分における成果と対価の関係、すなわち業績と報酬の関係のデジタル化の促進である。

2002 年度以降は、4 つの業績指標(SOP 達成率、前年度改善比、保有継続率、部署業績)が
それぞれの独立変数として支給基準を構成しており、2000 年の導入時の支給基準に含まれ

ていた「セールスプロセス」(MBO 評価にもとづく総合評価: 表 6-1)は、2002 年からは変

動賞与の対象業績に含まれていない。MBO 評価が変動賞与に反映されなくなったことから、

P グループでは、セールスの変動賞与は純粋に数値で測定されるパフォーマンスのみに対す

る報酬となった。つまり、コンピテンシー評価は昇格・昇給の判定資料に使用されるが変

動賞与の算定には反映されないという、評価におけるパフォーマンスとコンピテンシーの

分離が行われた132。このように変動賞与のデジタル化が促進された結果、P グループの成

果主義は絶対評価を基本とし、上司の裁量等主観的評価要素を排除した成果測定を基本と

したものになっていった。 
 
表 6-1 P、Q グループのセールスの変動賞与支給基準対比表 

営業所長 P グループ Q グループ 

2000 年 2002 年 2003 年 2004 年 

ファンド管理 予算措置された固定

ファンド 

個人業績完全連動 

(ファンド上限設定なし) 

個人業績完全連動 

(ファンド上限設定なし) 

支給総額管理 

会社業績連動 

年収固比率 100:15(87:13) 100:15(87:13) 100:25(80:20) 100:25(80:20) 

支給率テーブル 

(年収変動割合) 

表 6-2 

0%～65% 

(87%～143.5%) 

表 6-3 

0%～上限なし 

(87%～上限なし) 

表 6-4 

0%～上限なし 

(80%～上限なし) 

表 6-5    

0%～50% 

(80%～120%) 

業績指標と評価方

法 

( )はウェイト 

 

P は個人業績指標 

SOP(60%) 

ｾｰﾙｽﾌﾟﾛｾｽ(40%) 

 

 

 

SOP (30%) 

前年改善(30%) 

保有継続率(27%) 

部署業績(13%) 

 

SOP (50%) 

前年改善(20%) 

保有継続率(20%) 

部署業績(10%) 

 

新契約高(40%) 

新契約貢献利益(10%) 

解約・失効率(10%)  

事業費(10%)  

基礎利益(10%) 

                                                   
132 Pグループのコンピテンシー評価は全Pグループ共通である。当時のコンピテンシーは、

「ビジョン」、『情熱/コミットメント』、「エネルギー/スピード」、「グローバル」、「変化」、「バ

ウンダリレス」、「インテグリティ」、「クオリティ/エクセレンス」、「顧客第一主義」の 9 項

目であり、「期待以上」、「期待どおり」、「期待以下」の 3 段階で評価するものであった。 
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Q は会社業績指標 SOP：実績に対する相

対評価 

ｾｰﾙｽﾌﾟﾛｾｽ：目標管理

制度(MBO)による相

対評価 

デジタルな支給率設定によ

る絶対評価 

デジタルな支給率設定によ

る絶対評価 

当期純利益(10%)  

ｿﾙﾍﾞﾝｼｰﾏｰｼﾞﾝ比率(10%) 

 

マネジメントポイント 

目標管理制度 (MBR)に

よる相対評価 

賞与算出基礎 基本年俸 基本年俸 業績基準値 基本年俸 

業績評価期間 1～6 月、7～12 月 1～6 月、7～12 月 1～6 月、7～12 月 12 月～11 月 

変動賞与支給時期 年 2 回(9、3 月) 年 2 回(9、3 月) 年 2 回(9、3 月) 年 1 回(3 月) 

代理店担当 P グループ Q グループ 

2000 年 2002 年 2003 年 2004 年 

ファンド管理 営業所長に同じ 営業所長に同じ 営業所長に同じ 営業所長に同じ 

年収固比率 100:10(91.9) 100:10(91.9) 営業所長に同じ 営業所長に同じ 

支給率テーブル 

(年収変動割合) 

表 6-2(2) 

0%～30% 

(91%～118.2%) 

- 

0%～上限なし 

(91%～上限なし) 

営業所長に同じ 営業所長に同じ 

業績指標 

 

目標管理制度による

相対評価 

営業所長に同じ 営業所長に同じ 営業所長に同じ 

賞与算出基礎 営業所長に同じ 営業所長に同じ 営業所長に同じ 営業所長に同じ 

業績評価期間 1-～12 月 営業所長に同じ 営業所長に同じ 営業所長に同じ 

変動賞与支給時期 年 1 回(3 月) 営業所長に同じ 営業所長に同じ 営業所長に同じ 

※SOP(Sales Operation Plan: 新契約業績営業予算) 

※セールスプロセス: ①顧客新規開拓、②営業社員採用・育成、③生産性向上、④コンプライアンス

に関する設定目標に対する達成状況を総合評価(目標管理制度による相対評価)  

※2002 年と 2003 年の代理店担当の支給率テーブルは、表 6-4 の業績レンジの刻みや支給率レートを

代理店担当用に設定した以外は営業所長のテーブルと同じなため記載を省略 

出所：E 社内部資料をもとに筆者が作成した。 
 

Q グループは 2003 年 8 月に E 社を買収したので、2003 年業績に対しては P グループの

変動賞与制度を適用し、Qグループ基準の変動賞与に移行したのは2004年業績からである。

P グループ下でノンセールスと分離した固有の制度として発展してきたセールスの変動賞

与制度は、Q グループ下ではセールスとノンセールスとも同一の仕組みをベースとした制

度に修正された。業績評価期間はノンセールスと同様に 1 年単位に見直された。年収固比

率は、P グループの固比率をそのまま踏襲しているものの支給率テーブルから生じる年収変

動割合に関しては、P グループと比べるとやや穏やかな範囲で格差が収まる設計となってい
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る133。しかし、セールスに関する大きな修正点は以下の 2 点であろう。。 
 

・変動賞与ファンドの支給総額管理方式(個人業績連動から組織業績重視へ) 
P グループの個人の達成度により支給額が決定する絶対額方式から、予め設定した会社

業績指標および部門業績指標に基づき部門全体の変動賞与支給総額を決定し、これを個

人の業績評価に応じて配分する方式に変更 
 

・目標管理制度による業績評価(実績分布にもとづく相対評価への変更と主観的評価要素の

復活) 
人事評価制度が、①MBR 評価134 (70%)、②コンピテンシー評価(30%)、および所属長の

裁量による③マネジメントポイント(ノンセールス：0～10 ポイント、セールス：0～14
ポイント135)に基づく評価に変更されることに伴い、業績評価結果に基づく相対評価によ

り個人への変動賞与支給額を決定する。ただし、P グループの慣行を引継ぎ、セールス

の変動賞与の評価においてはコンピテンシー136を含めず、MBR とマネジメントポイン

トのみで評価した。なお、営業予算等の明確な基準があるセールスの MBR には職制毎

に統一の評価項目が設定された137。  
 ※マネジメントポイント：MBR 評価では現れにくい努力や組織への貢献が認められる場合、所属長

の裁量により加算さる主観的評価ポイント 

 
これらの Q グループによる変更は、P グループが進めてきた個人業績連動化および評価

のデジタル化に対する修正である。そもそも、P グループ下の変動賞与の仕組みは Q グル

                                                   
133 Q グループの変動賞与は、2004 年から R グループと合併する 2012 までの間、固比率

を含めて支給基準の変更等の無い中で一貫した運用がなされている。 
134 MBR については第 4 章を参照。 
135 ノンセールスの場合、客観的評価である MBR 評価部分を 70%、主観的評価であるコン

ピテンシー評価部分を 30%とした評価合計ポイントに、所属長の裁量(主観的評価)によるマ

ネジメントポイント(0～10 ポイント)を加算して個人の最終評価ポイントを算出した。MBR
評価部分を 100%とするセールスでは、コンピテンシー評価 30%分を MBR 評価に回したこ

とになるので、ノンセールスにおける主観的評価の比率とのバランスの観点から、マネジ

メントポイントを 100/70 で按分し、0～14 ポイントの範囲で加算することとしていた。 
136 Q グループのコンピテンシー評価はグループ各社独自に設定された。E 社のコンピテン

シーは、「顧客志向」、「達成志向」、「分析力・問題解決力」、「実行力・変革力」、「リーダー

シップ」、「人材育成」の 6 項目であり、「常に発揮」を 120 点、「大抵の場合発揮」を 100
点、「時々発揮」を 60 点、「全く発揮していない」を 0 点にポイント換算し、合計の平均点

をコンピテンシー評価点とした。 
137 ただし、評価項目ごとの達成水準は P グループのように完全デジタルに設定されるもの

ではなく、上司と部下の間で話し合いながら目標値や遂行方法を個別に決定することがで

きたので、部下の経験や担当する営業所・代理店の状況等を加味した目標設定を行うこと

ができる仕組みであった。なお、E 社人事部作成の「2004 年営業関連部署変動賞与制度改

定について」2004 年 1 月を参照した。 
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ープ内の他生保と比しても成果主義の要素が高い制度であった138。一方、Q グループにも

Qa 社を中心とする成果主義報酬のプラクティスがあり、E 社を買収したマネジメントは、

P グループの変動賞与制度と従来からの Q グループによる報酬制度の長所や短所、課題な

どを批判的に取り込んで修正することができた139。したがって、Q グループによる変動賞

与制度の修正は、単なる Q グループ基準への統合でも、2 つの制度の折衷でもなく、後発

メリットを活かした E 社新マネジメントによる修正という側面があるだろう。 
 
表 6-2  P グループの 2000 年の支給基準と支給率テーブル(営業所長) 

SOP(%) 60%未満 60%-70% 70%-90% 90%-100% 100%-120% 120%-140% 140%以上

支給率 0% 1%-2% 4%-7% 8%-10% 11%-20% 21%-34% 35%-53%

評価 E D C B A

支給率 0%-2% 3%-4% 5%-7% 8%-9% 10%-12%

①SOP：　基本年俸×支給率

②ｾｰﾙｽ・ﾌﾟﾛｾｽ：　基本年俸×支給率

変動賞与支給額＝①SOP達成率 + ②ｾｰﾙｽﾌﾟﾛｾｽ

 
 
表 6-2(2)  P グループの 2000 年の支給基準と支給率テーブル(代理店担当) 

バ ン ド 標 準 変 動 賞 与 率 評 価 4 ,5  3 2 1
4 1 0 .0 % 0 % 8 .0 - 1 2 .0 % 1 3 .0 - 1 9 .0 % 2 0 .0 - 3 0 .0 %  

 
 
 
 
 
 
                                                   
138 第 4 章で確認したとおり、年収における固比率は、Qa 社のセールスの固比率は 89:11、
Qb 社では概ね 93:7 であったから、Q グループの中で E 社の 80:20 という固比率は突出し

ていた。 
139 Q グループは 2003 年 8 月に E 社を買収したが、Q グループの業績年度は毎年 12 月か

ら 11 月であるため、時期的に見て、2004 年度の販売業績確保に向けてセールスの変動賞

与の見直しは急務であった。E 社人事部作成「2004 Variable Bonus for Sales」2003 年 10
月 12 日では、2004 年セールス変動賞与の改定の方向性につき、①ファンドに関して絶対

額方式か予算管理方式か、②全体が好業績であれば総支給額も標準を超える P グループ方

式(絶対評価方式)か総額ありきで個々の業績に応じて比例配分する方式(相対評価方式)か、

③P グループ流の完全デジタル算出方式か一部考課要素の導入かを主要な論点に、マネジメ

ントに対して 3 つの改定案を示している。その結果、Qa 社の変動賞与のコンセプトをベー

スに P グループの固比率を踏襲するプランが方向性として了解され、2004 年 1 月の労働組

合への提案につながっている。 
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表 6-3  P グループの 2002 年の支給基準と支給率テーブル(営業所長・代理店担当共

通モデル140) 

SOP：

SOP(%) 80%未満 80% 95% 100% 120% 150% 100%未満以上100%以上 ﾀー ｹ゙ｯﾄ 支給率

支給率 0% 2.4% 4.5% 5.2% 13.0% 24.7% 0.14% 0.39% 95% 4.50%

ﾀー ｹ゙ｯﾄ 支給率
95% 4.50%

継続率 82%未満 82% 87% 90% 95% 87%未満以上87%以上 ﾀー ｹ゙ｯﾄ 支給率

支給率 0% 1.5% 4.0% 10.0% 20.0% 0.50%. 2.00% 87% 4.00%

SOP(%) 80%未満 80% 95% 100% 120% 150% 100%未満以上100%以上 ﾀー ｹ゙ｯﾄ 支給率

支給率 0% 0.8% 2.0% 2.4% 6.4% 12.4% 0.08% 0.20% 95% 2.00%

ﾀー ｹ゙ｯﾄ計 15.00%

保有継続率：基本年俸×支給率 達成度1%あたり増減率

部署業績：基本年俸×支給率 達成度1%あたり増減率

前年比改善度：　前年実績を上回るCP/1000×90円

基本年俸×支給率 達成度1%あたり増減率

変動賞与支給額＝①SOP達成率　+　②前年比改善度　+　③保有継続率　+④部署業績

営業所長モデル

 
 
表 6-4  P グループの 2003 年の支給基準と支給率テーブル(営業所長・代理店担当共

通モデル141) 

1 45,000以上 800 200% 243.10% 100% 108.04% 95% 102.00% 150% 144.00%

・ ・ ・ 150% 228.10% 75% 102.04% 92% 90.00% 120% 78.00%

・ ・ ・ 100% 102.10% 2.52% 25% 42.04% 89% 60.00% 100% 34.00%

5 25,000以上 600 95% 55.00% 12% 26.44% 82% 11.00% 95% 18.00%

・ ・ ・ 90% 47.90% 6% 22.00% 82%未満 0.00% 80% 0.00%

・ ・ ・ ・ ・ 0% 17.56% 80%未満

7 20,000未満 500 ・ ・ 0%未満 0.00%

60%未満 0.00%

変動賞与支給額　=　業績基準額　×　( ①SOP達成率　+　②前年比改善度　+　③保有継続率　+部署業績 )

標準達成率/支給率

①50% ②20% ③20% ④10%評価のウェイト

保有契約
継続率

支給率
達成1%
増減率

営業所長モデル

支給率
達成1%
増減率

2.20%

0.80%

10.00%

7.00%

部署SOP
達成率

1.42%

前年度比
改善度

支給率
達成1%
増減率

0.24%

1.20%

0.74%

SOPランク
(千CP)

基準額
(千円)

SOP
達成率

支給率
達成1%
増減率

0.30%

 
 
表 6-5 Q グループの 2004 年の支給基準 (営業所長・代理店担当共通モデル) 
職制  標準支給率 支給倍率(下限～上限)  
営業所長・代理店担当  25.0%  0.0%～50.0%  
表 6-2～6-5 の出所：E 社内部資料から筆者が作成した。 
 
 

                                                   
140 代理店担当に関しては、固比率(100:10)が営業所長と異なっていた点および支給率テー

ブルが代理店担当用に作られていた点以外は共通である。 
141代理店担当に関しては、支給率テーブルが代理店担当用に作られていた点以外は共通で

ある。 
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3．個人業績完全連動方式と支給総額管理方式 
 

(1) 人材マネジメントの考え方との整合性 
 
P グループの PFP は、高い実績に対して高い報酬を支払い、高業績者の採用・引止めと

低業績者の入替を通じて組織を強くしていくことを目的とするものであった。そのため、

表 6-2 から 6-4 のとおり、高い実績に対して高い支給率(2002 年から上限なし)となる設計

としている。しかし、2000 年の変動賞与導入時のファンドは年度始に予算措置された固定

ファンドであったため、セールス全体の業績が良かった場合に支給率テーブルどおりに支

払うと予算を超過してしまう。 
 
表 6-6 P グループの 2000 年変動賞与のモデル支給率と実績にもとづく支給率 
ｾｰﾙｽ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
変動賞与導入時に示したモデル支給率テーブル
達成率（％）X＜60 60＜ 70＜ 90＜ 100＜ 120＜ 140＜
支給率 0% 1-2% 4-7% 8-10% 11-20% 21-34% 35-53%

2000年度業績結果に基づき決定した支給率テーブル
達成率（％）X＜80 80＜ 90＜ 110＜ 135＜ 170＜ 220＜
支給率 0% 1-2% 4-7% 8-10% 11-20% 21-34% 35-53%  
出所：E 社内部資料から筆者が作成した。 
 
表 6-6 は、2000 年度の変動賞与の支給率テーブルの設計時と実際の支給時を対比したも

のであるが、セールスパフォーマンスの達成率のテーブルが、下限では 20%、上限では 80%
も上方に修正されたテーブルにより個人の分配が行われている。これは、図 6-1 のとおり営

業所長全体の業績が予想以上に良く、多数の営業所長が SOP 達成率 100%以上になったた

めである。結局、この年は変動賞与ファンドが固定した中、個人ごとの業績達成状況に応

じた相対的な支給率配分を行った結果、個人間では年収の変動割合に大きな格差をつけた

ものの、変動賞与ファンドとしては予算内に収まっている(図 6-2、6-3)。 
しかし、固定ファンドの範囲で変動賞与を再配分している限り、高い業績を上げても限

られたパイの中での相対的な配分に留まり、優秀人材のやる気と努力を引き出すインセン

ティブにはならないだろう。高い実績に対して高い報酬を支払うことで、高い実績を目指

すハイパフォーマーの集団を形成することが P グループの PFP であるから、ファンド規制

と個人業績連動の支給基準は矛盾することになる。したがって、P グループのセールスの変

動賞与が、2002 年から個人業績完全連動型でファンド上限の設定のない支給基準に発展し

ていったのは高業績者を重視する P グループの人材マネジメントと整合した結果である。

図 6-2 のとおり、P グループの変動賞与の最終形である 2003 年の営業所長と代理店担当の

年収変動割合の分布を見ると、高業績者と低業績者の間でかなり幅広い格差のついた分布
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となっている142。 
 一方、ファンド規制のない P グループの変動賞与制度に対し、Q グループの問題意識の

ポイントは、第一に全体のコスト管理の必要性の観点、第二に P グループの変動賞与は支

払いすぎではないかという認識にもとづくものであった。元人事部長によると、結果重視

とはいえ結果だけでこんなに出していいのか、達成率よりグロスでどれだけの業績を出し

たかということのほうが重要であるはずという評価だったとのことである。 
 
図 6-1 P グループの 2000 年営業所長の業績達成率分布(実績) 

 
  出所：E 社内部資料に基づき筆者が作成した。 
  

                                                   
142 ただし、成果の大きさであるセールスの売上げは、従業員個人の努力だけではなく、努

力以外の「運」にも影響を受ける(阿部 2006)。図 6-2 および 6-3 のとおり、2002 年以降、

両事業部の変動賞与支給総額に明暗がはっきり現れる結果となったが、顧客市場の違いか

ら、個人顧客部門と法人営業部門で販売商品と市場のマッチ/アンマッチが生じた結果だっ

たようである。アクチュアリーのインタビューから、代理店営業部門は、2002 年頃より法

人顧客市場向け商品の販売が好調に推移し、特に、法人契約は契約当初の継続率が良好な

傾向があるため、2002 年以降の変動賞与の支給基準にフィットしたため変動賞与の支給額

が大きい社員が多数出たとのことであった。一方、営業所長の属する個人顧客部門は個人

顧客中心の販売のため、代理店営業部門のように法人向け商品が大量に売れるということ

はないことと、事業部としてどのように新契約量の増大を図るかの方法論が明確でなかっ

たことが、両事業部の SOP の達成状況に差が出るという結果につながったと振返っていた。 
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図 6-2  P グループの年収変動割合推移(営業所長・代理店担当) 

 

 
出所：E 社内部資料に基づき筆者が作成した。 
 
図 6-2、6-3 で確認できるとおり、代理店担当の変動賞与ファンド消化率の推移からは、

事業部全体の業績が急拡大したときにファンドのコントロールが効かないおそれがある。P
グループの実績では、代理店担当が好調であったのに対し、営業所長の低迷の結果、セー

ルス全体として標準ファンドを大きく超える結果になっていなかったものの、Q グループ

のマネジメントにとっては、P グループのファンド管理では人件費のコントロールができな

い懸念のあることが問題だったのである。 
図 6-4 は、Q グループのマネジメントが 2003 年度の営業所長と代理店担当の業績を分

析して、P グループの変動賞与の仕組みに関して検証した資料である。支給基準の主要指

標である、SOP 達成率(営業予算達成率)と保有継続率の 2 つの指標の実績をマトリックス

にして実態分析を行っている。特に、一部の代理店担当に対する支給額が突出して高いこ

とを含めて、代理店担当の変動賞与総額がファンドを大きく超過したことに対しては事業
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費コントロールの観点から大きな問題と認識している。一方、営業所長の実態分析では、

全体の 60%強が支給基準のターゲットを大きく下回っている旨分析しているだけでその

状況をどのように評価していたかの記述は残っていない。しかし、元セールス担当マネジ

ャーに確認したところ、「営業社員をマネジメントする個人営業部門と代理店開拓によっ

て業績が左右する法人営業部門の評価を同様の評価軸で行なった」ことが問題であり、事

業部の特性に応じた業績指標や目標数値を設定すべきという議論があったようである。 

 
図 6-3 P グループのファンド消化率推移 

 
出所：E 社内部資料に基づき筆者が作成した。 

 
「安くて長持ち」戦略の Q グループの人材マネジメントでは、人件費を一定水準にコン

トロールすることが重要な関心事である。Q グループの利益の上げ方によれば、事業費を

一定に抑え、売上げを伸ばすことで利益を拡大することであった。そこで、Q グループで

は、セールスに関してもノンセールスと同様の変動賞与制度とし、各部門のビジネス特性

に応じた部門業績指標143によるファンドの増減反映のある「支給総額管理方式」に転換し、

変動賞与総額を管理するとともに、各セールスの部門ごとの業績指標に細分化することで

部門の実態に応じたファンド配賦とし、そうして確定した部門毎のファンドを個人業績に

応じて配分する方式に変更したのである144。Q グループでは、「普通の人材」が長期に働

                                                   
143 たとえば、「2006 年の部門業績指標」を見ると、個人顧客部門も法人営業部門も、新契

約高の目標は業績指標の全ポイント中 45%のウェイトである点で同じであるが、その内訳

として、法人営業部門では節税商品と非節税商品に細分化した指標となっており、節税話

法に偏った販売行動を誘導しない等、事業部のビジネス特性に応じた業績指標が設定され

ていた。 
144P グループの業績指標は個人顧客部門、法人営業部門とも SOP と保有継続率中心の支給

基準であったが、Q グループの部門業績指標には、個人顧客部門は営業社員の採用・育成
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くことが良いので、P グループのように高業績者と低業績者を厳格に峻別する動機は小さ

いと考えられる。図 6-2 で、2004 年の年収変動割合の分布が、営業所長も代理店担当も格

差が小さくなっているのは、高業績者中心に業績を伸ばすのではなく、従業員のマジョリ

ティのモチベーションを重視し、組織全体で業績を底上げすることに力点を置いているか

らであると理解してよいだろう。  
 

(2) 米国会計基準優先の人件費管理と日本会計基準優先の人件費管理 
 

P グループがセールスの変動賞与のファンド規制を撤廃したことは、Q グループにとって

は、人件費のコントロール上の問題に見えたわけであるが、収益にこだわる P グループが

事業費管理の問題を無視していたわけではない。Q グループが懸念したセールスの変動賞

与に関する人件費コントロールの問題に対して、P グループでは Q グループと異なるアプ

ローチで対処している。 
そもそも、財務上ネットインカムを重視する P グループにあって、生産性の向上と効率

化の推進(事業費の抑制)は常に経営上の重要課題である。第 5 章で変動賞与ファンドの決定

指標の検証を行ったが、P グループのファンド決定指標には「事業費抑制率」の項目があげ

られているし、2003 年に変動賞与ファンドの決定指標を決める際にも、ファイナンス上の

リスクが低いネットインカム重視の指標を選択している。したがって、P グループにおいて

も変動賞与の支給総額をいかにコントロールするかは事業費抑制の観点から重要な課題で

あり、P グループの人事部には、十分なインセンティブのある報酬制度を作る要請と人件費

に対するコントロールの要請とを両立させる必要があったと考えられる。 
P グループ下の人事部にとって、この課題の解決策の一つが、日本会計基準と米国会計基

準の違いに目を付けることであった。日本とアメリカの会計基準は基本的な原則はほとん

ど同じであるが、生命保険会計に関しては、責任準備金の計算方法、有価証券区分、保険

商品区分等いくつかの違うところがある。特に、米国会計基準には、日本の会計基準では

認められていない DAC(Deferred Acquisition Costs：「繰延新契約費」)と呼ばれる、新契約

にかかる経費の処理方法があり、新契約獲得に連動して直接発生した経費を資産として繰

り延べて、収入保険料が入ってくる期間で均等償却することが認められている145。一般に、

生命保険契約を販売した場合の保険会社の損益のバランスは、1 契約当たりの保険料収入が

毎年分割して少しずつ入ってくるのに対して、経費面では、営業社員に支払うコミッショ

ン、保険証券の発行費用や診査費用146等さまざまな経費が最初の年に多くかかるため、収

                                                                                                                                                     
に関する指標が、法人営業部門には代理店の新規登録・稼働率に関する指標が盛り込まれ

る等、事業部全体に関する目標設定がなされ、さらに個人の MBR 目標に落とし込まれる方

式になっていた。 
145 以下、DAC の仕組みに関する説明は、松澤(2014)を参照した。 
146 生命保険における「診査」とは、契約者間の公平性を保つために契約締結前に被保険者

の医学的健康状態を確認し、保険会社が保険契約を引き受けるかどうか(保険加入申込に対
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入の発生と費用のかかるタイミングが合わず、1 契約当たりの初年度の収益は赤字になる。

このような生命保険契約の特徴から、アメリカの会計基準では、期間損益を正確に認識す

ることを目的に、新契約費を保険料の払込期間で等分に負担する DAC という会計処理が認

められているのである。具体的には、営業社員に支払うコミッション、証券発行費用、申

込書の印刷費用などが繰り延べできる代表的な新契約費用である。 
アクチュアリーに確認したところ、P グループでは、セールスの変動賞与をほぼ全額 DAC

計上していたとのことであった。セールスの変動賞与を米国会計基準の繰延新契約費とし

て処理することで、親会社との連結決算上、単年度の費用計上を小さくすることが可能と

なるので、実際の変動賞与の支出が大きい年度があっても、米国会計基準による連結決算

で P グループのネットインカムに与える影響は、繰り延べしない場合と比べてむしろプラ

スに作用する。 
もっとも、セールス職制の人件費がすべて自由に繰延新契約費に計上できるわけではな

い。営業所長や代理店担当の毎月の月例給与は、新契約の売上げに関係なく定額で支払わ

れる人件費であるから対象外である。また、制度導入当時のようなファンドを固定して管

理する変動賞与は新契約獲得に連動しているとはいえない。そこで、セールスの変動賞与

を DAC によって繰り延べるためには、個人単位の変動賞与が新契約業績に応じて変動する

仕組みであること、また組織単位でも、年間予算の中でファンド管理がなされる費用では

なく、新契約業績に連動して支出が直接変動する性格の費用とする必要があった。P グルー

プのセールスの変動賞与支給基準を見ると、まず、新契約獲得に関する指標を中心とした

個人単位の支給となっていること、次に、業績と報酬の関係がデジタルに決まる支給率テ

ーブルとなっていて報酬に対する業績連動性が明確であること、そして会社単位でも全体

の業績に応じて支給総額が変動する仕組みになっていることから、P グループの変動賞与は

当時の米国会計基準の下で DAC 計上が認められている。 
また逆に、DAC 計上するための上記のような条件から、P グループのセールスの変動賞

与が、なぜ新契約獲得に関する指標を中心にした単純な支給基準になっているかについて

も説明が可能となる。Q グループの会社業績指標や部門業績指標に加えられている解約失

効率や営業社員の採用・育成、代理店の新規登録・稼働などの指標は新契約業績に応じて

直接変動する費用と解釈することは困難である。最大限 DAC 計上のメリットを追求するに

は、変動賞与の支給基準を新契約業績連動の仕組みとすることが必要だったのである。こ

のように、支給基準の個人業績連動化とファンド上限の撤廃の方向で進められた P グルー

プの変動賞与の改定は、米国会計基準の特徴を最大限活用することとも関係していたので

ある。 
親会社の連結決算の結果が最優先される P グループは、米国会計基準の特徴を利用し、

                                                                                                                                                     
する諾否)を決めることをいう。保険の種類や保険金額、被保険者の年齢等に応じて診査項

目は変わるが、血圧測定や心電図・X 線検査、血液検査等を行う場合があり、それらの診査

費用は保険会社が負担する。 
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変動賞与を DAC 計上することによって連結決算上の単年度利益の実現を図った。業種の異

なる複数の事業部門から構成される P グループの親会社の決算では、事業部門によって売

上げの性格が異なるから、成長を説明する物差しとして売上げを使用することは意味がな

い。結局グループ全体でどれだけの ROE を上げることができたかによって株主に説明責任

を果たすことになる。P グループがネットインカムや ROE を重視する理由はここにある。 
一方、Q グループ下の E 社マネジメントは日本会計基準による決算を意識し、単年度の

事業費を抑制する方向に転換した。日本会計基準では DAC 計上は認められていないから、

毎年の日本決算では事業費を抑制しないと会計上の利益が上がらない。アクチュアリーに

よると、Q グループでも親会社との連結決算は重要視されるが、親会社が米国市場でアピ

ールするうえでは、各国の保険市場における業界順位やプロフィット・マージンの成長度

などが重要視されていたとのことである。Q グループが売上げを重視するのは、保険事業

のコングロマリットとして、収入保険料という売上げ指標でマーケットに成長を説明する

ことができるからである。売上げから費用を差し引いたプロフィット・マージンを重視す

る Q グループでは事業費が変動することはかえって好ましくない。セールスの変動賞与の

ファンド管理を支給総額管理方式に変更することは、Q グループの会計処理の性格にも合

致しているのである147。 
なお、Q グループの成果主義報酬は月例給与の仕組みとのセットで総体的に理解する必

要がある148。Q グループの報酬制度では、個人の基本年俸を「本俸」と「職位手当」に区

分したが、「職位手当」はポジションや職務の大きさによってあらかじめランクが区分され、

そのランクに応じて支給額が異なる手当であった。セールスの職位手当は営業予算の大小

に応じて下記のとおりランク分けをしていたが、高業績者に高い営業予算を配賦されるの

で、高業績の従業員は高い職位手当の支給を受けることになる(表 6-7)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
147 アクチュアリーによると、Q グループ下の E 社でも米国会計では DAC 計上できるもの

は DAC 扱いをしていたとのことである。ただし、会計基準はしばしば解釈が変更されるも

のであり、実際にも、2004 年ごろに会計基準の解釈変更があり、E 社のセールスの変動賞

与について DAC 計上できる範囲が一部に限定されることになったとのことであった。 
148 E 社人事部「新しい報酬制度」2004 年 6 月他内部資料を参照した。 



156 
 

表 6-7 Q グループにおける セールス職制の職位手当  
2004 年～2006 年 2006 年以降 

ランク 職位手当(年額)万円 ランク 職位手当(年額)万円 
  Ⅴ 170 

Ⅲ 160 Ⅳ 150 
Ⅱ 130 Ⅲ 130 
Ⅰ 100 Ⅱ 110 
  Ⅰ 90 

出所：「(労働組合向け提案資料)グレード SL の職位手当ランクの変更についてのご提案」 
2006 年 10 月 18 日から筆者が作成した。 
 
基本年俸の一部である職位手当は毎年見直され、前年に高い業績を上げると高いランク

の職位手当が支給される(逆に、業績が低ければ低いランクの職位手当となる)。つまり職位

手当のランクが変わることによって年収が上下するから、業績に応じて変動賞与の算出基

礎である基本年俸自体が上下に変動することになる。このように、Q グループでは、月例

給与に成果主義報酬の要素が盛り込まれ、毎年の成果(=業績)が職位手当の洗い替えという

やり方で基本年俸に反映する。Q グループでは、成果(=業績)を月例給与と変動賞与に反映

させることにより、セールス全体の人件費は予算措置の範囲内に収めるものの、月例給与

の洗い替えと業績と変動賞与の配分を組み合わせることで、一定の事業費枠の中で高業績

者と低業績者に対する PFP のメリハリをつけているのである。 
 さらに、第 4 章で紹介した AM(エイジェンシー・マネジャー)制度への資格変更も、Q グ

ループの人件費管理上の工夫であるといえる。会社と AM の契約関係は雇用契約関係では

なく委託契約関係であり、その報酬は出来高払いを基本としたものであったから、会計上

AM に支払う報酬は固定費である人件費ではなく変動費として処理でき、社会保険料等の負

担が必要ない。また、AM への報酬は新契約に連動する変動費であるから米国会計基準で

DAC 計上の対象となるので、高業績の AM に対して高い報酬を支払うことが可能となる。   
このように、P グループでは変動賞与の支給基準を米国会計基準に合わせて設計すること

で、連結決算上の事業費負担をコントロールしながら高業績者に高い報酬を支払う、イン

センティブと人件費管理の両立を図っている。これに対して、Q グループでは、E 社の日

本決算を重視し、日本会計基準の下で PFP が最大限効果を発揮するよう、月例給与の変動

化や委託契約関係を活用した人件費管理とインセンティブ確保を図っていることが確認で

きた。 
 

4．まとめ 
 
 P、Q グループのセールスの変動賞与に関しては、成果が売上げ等の数値指標で測定しや
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すいことから、各グループの PFP の運営実態が明確に観察できた。 
人件費のコントロールと従業員に対するインセンティブの両立に関して、P グループでは、

個人業績の達成をデジタルに金銭的報酬に直結させることで従業員の努力を引き出すアプ

ローチを選択し、人件費に関しては米国会計基準の特徴を利用し、事業費の繰延べを行う

ことで連結決算上のネットインカムへの影響を最小にするという方策で対処した。一方、Q
グループでは、セールス部門の組織業績が達成した場合に、セールス部門の変動賞与ファ

ンドの増額率を高く配分することで、組織業績の達成に対する貢献を促すアプローチであ

り、企業の業績に応じて支給総額を決定できるので、あらかじめ決算処理を見越した人件

費管理ができる仕組みを採用している。 
P グループの PFP は優秀人材を採用しリテンションするための報酬システムである。そ

して、PFP の原理と報酬システムを通じて優秀人材の集団が形成され、その結果としてセ

ールスの成長が加速される(はずだ)というロジックの下で変動賞与制度が設計・運用されて

いる。P グループの変動賞与制度を HRM システムの観点から眺めてみると、優秀人材と改

善されない低業績者を峻別し、対処するための HRM ツールでもある。 
一方、Q グループでは、「普通の人材」であれば重宝したい。P グループのようにハイタ

レントでも高い報酬を支払わなければ働き続けてくれない人材を取り立てて必要とせず、

優秀で高い報酬が必要な個人の集団よりも組織力を志向する人材マネジメントである。 
これまで検証したとおり、成果主義報酬である変動賞与の設計と運用において、P、Q グ

ループの違いは顕著であった。両グループとも、PFP を人事の理念に掲げているが、報酬

制度から見られる成果主義要素に関しては、成果の評価方法、報酬への反映方法、成果主

義の程度において正反対ともいえるほどアプローチが異なっていた。  
ひとことで言えば、P グループの成果主義は個人が中心に組み立てられていて、個人の業

績の積み上げによって会社業績が達成されるという発想が起点になっている。P グループの

成果主義報酬制度の目的・役割は、制度を通じて高業績者と低業績者を峻別するとともに、

高い業績に対する強いインセンティブを与えることで高業績者の採用と引き留めを図るも

のであり、その結果として高業績を達成する集団を形成することにある。 
Q グループの成果主義は会社が業績目標を達成することを起点に組み立てられる。会社

と各部門の組織業績指標と数値基準を年始に公開し、会社と各部門の業績目標の達成の結

果が変動賞与ファンドの増減に反映し、会社の利益を従業員全体で享受するように個人に

配分することで、多数の従業員のモチベーションを喚起する。  
このような人材マネジメントの違いは、事業費の会計上の処理の仕方に対する考え方の

違いを確認することで、二つのグループの利益の追求の仕方との整合性が見えてくる。す

なわち、P グループの新契約業績連動の変動賞与支給基準は、高業績者に高い報酬を支払う

P グループの PFP と整合するだけでなく、米国会計基準のＤＡＣ計上を行うことで、親会

社の連結決算上のネットインカムに寄与することになり、P グループの収益と従業員のイン

センティブを両立させる。一方、Q グループの支給総額管理方式は、プロフィット・マー
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ジン (売上－費用) 重視の立場から、費用である人件費を予算管理できるばかりでなく、組

織業績連動性の強い変動賞与ファンド決定指標とセットにすることで、Q グループの PFP
である組織業績の増大に対する貢献へのモチベーションになるのである。
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図 6-4 Q グループによる 2003 年変動賞与の SOP 達成率および保有契約継続率のマトリクス分析  

 

出所：E 社人事部作成資料を引用抜粋した。
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第 7 章 E 社をめぐる M&A に伴う雇用・処遇の変化が従業員に与えた影響 
 
1. はじめに 

 
 本論文では、外資系企業の経営戦略と人材マネジメント(HRM)の関係を検討するうえで、

アメリカの多国籍企業(MNCs)である 3つの企業グループによるM&Aを経験したE社の雇

用・処遇のマネジメントを調査した。具体的には、第 3 章と第 4 章で M&A に伴う人員適

正化の計画と実行に関して、第 5 章と第 6 章ではアメリカ型の成果主義報酬の一つである

変動賞与の仕組みと運用実態に関して、各グループの経営戦略と HRM の整合性を分析し

た。ただし、ここまでは主として企業側の視点からの検討であり、M&A の都度行われた人

員適正化の実施が従業員の企業コミットメントに影響を及ぼしていないか、あるいはアメ

リカ型の成果主義報酬の導入と改定は従業員の仕事の仕方にどのように影響したか等、従

業員サイドの視点からの分析は行われていない。 
本章では、M&A に伴う雇用・処遇の変化が従業員に与えた影響について検証する。検証

対象は、雇用・処遇の変化に対する従業員の反応が観察できる P、Q グループとする。R グ

ループによる M&A⑦に関しては、本論文作成時点で人員適正化期間が完了していないこと、

また 3 社合併であることから、P、Q グループによる M&A のように E 社従業員に焦点を当

てた連続性のある検証が困難であった。したがって、各グループの中で最も長期的経営タ

イプであるR グループによるM&Aと従業員の関係については統計的に確認できていない。

しかし、本論文で「中期的」に分類した Q グループの HRM には R グループとの類似点が

多く見られ、P グループと比較すると多分に長期的経営の要素を有していると理解できるの

で、短期的経営と長期的経営による従業員への影響の違いは観察できると考える。 
最初に、人員適正化施策と従業員の「雇用の健全性」への影響について確認する。次に、

P グループの変動賞与に対する従業員の反応を、続いて Q グループの変動賞与に対する従

業員の反応を確認する。最後に本章のまとめとして、短期的経営と長期的経営における組

織と従業員の関係に関する含意を述べる。 
 
2. 人員適正化施策の実施と従業員の「雇用の健全性」認識への影響 

 
図 2-6「E 社従業員数の推移」で確認したとおり、P グループ下の E 社では、1998 年度

から 2002 年度の間に在籍数が着実に減少したが、Q グループでは、2005 年度以降在籍数

が一貫して増加している。これは、Q グループの人員適正化オリジナルプランでは 2 年間

で人員削減を実施する計画であったが、M&A⑤の 1 年経過した時点で日本におけるビジネ

スの成長戦略が優先され、Q グループのコア競争力の一つである販売チャネルの拡大に向

けてセールス部門を中心に毎年採用が行われたことが一つの理由であった。また、P グルー

プ下ではリストラが頻繁に実施されたのに対して、Q グループでは M&A⑤直後のリストラ



161 
 

以降は、リーマンショックの影響により 2009 年に営業所の統廃合に伴う小規模なリストラ

以外には雇用調整を実施していないことも理由になる。従業員の年間離職率に関しても、

当時の外資系生保の平均 8～10%に対して大きく上回る離職率が続いていたが、M&A⑤の

リストラが終了した 2005 年度から逓減傾向を示し 2006 年度以降は外資系平均を下回って

いる。Pグループ下と比べて従業員が定着していてQグループの雇用関係は安定的である。 
しかし、E 社従業員が頻繁に経験したリストラの実施は、会社と従業員の間の信頼関係に

少なからぬ影響を与えたと思われる。図 7-1 は、2007 年に日本の Q グループ全体で従業員

意識調査を実施した結果から、「2. 満足度や負担感に影響を与える要因」部分を抜粋したも

のである149。グループ全体 9,600 名(生命保険・損害保険の全部門の内勤従業員)の結果と E
社単体 1,661 名の結果が対比されており、「現状」得点欄は満足度を、①非常に高い：4.0
以上、②高い：3.5 以上 4.0 未満、③ふつう：3.0 以上 3.5 未満、④低い：3.0 未満の 4 区分

で表示されている。この調査結果を見ると、ほとんどの質問に対するＥ社従業員の回答結

果は、満足度の上記 4 区分においてグループ全体平均と同じ分布を示しているが、要素 D07
「福利厚生」に関する質問項目と、D09「雇用の健全性」に関する質問項目№18「失業の

おそれなく、安心して働くことができる」および№19「仕事とプライベートのバランスを

取りながら働くことができる」については、全体平均が「ふつう」区分であるのに対し、E
社は「低い」区分に属している。元人事部長によれば、「雇用の健全性」に関する満足度が

「低い」区分の結果となったのはグループ内では E 社だけだったとのことであり、E 社で

頻繁に実施されたリストラのしこりであろうと指摘している。 
また、他の満足度の「高い」、「ふつう」または「低い」項目に関する E 社の傾向はグル

ープ全体の傾向と相似しており、Q グループという組織の特徴が E 社従業員の意識調査結

果に反映していると理解できるのに対し、福利厚生制度と雇用の安全性に対する従業員意

識に関しては、E 社の過去の HRM 施策の変遷の影響を個別に受けていることを示している

と考えられる150。このうち福利厚生に関しては、P グループ下で X 社時代にあった福利厚

生プランが相当程度廃止にされていたため、Q グループ入りした際にグループ他社との比

較で見劣りすることから低い満足度結果になると推察できる。一方、雇用の健全性に関す

る E 社の低い満足度結果は、Q グループ他社では Qb 社の破たん時に大きなリストラ経験

を有している以外、組織的な雇用調整を経験していないのに対し、E 社では特に P グルー

プを中心に相当の頻度でリストラを経験したことによる影響が大きいと考えられる。 
図 2-1 で確認したとおり、M&A①～④までは P グループによる M&A である。第 2 章で

                                                   
149 当該社員意識調査は、2007 年 8 月 6 日～8 月 22 日を実施期間とし、インターネットに

より Q グループの全内勤社員(正社員、契約社員およびパートタイム社員)を対象に実施され

た。 
150 たとえば、D05「評価・処遇」、D06「人材開発」も「低い」区分に該当するスコア結果

が見られるが、いずれも全体平均でも「低い」区分であり、E 社のスコアは Q グループ全

体の傾向に相似している点で、これらの要素の従業員満足度が低いのは Q グループの共通

課題であったと考えられる。 
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確認したように短期的経営タイプの P グループ下で、E 社はたび重なる人員削減施策を実

施した。合弁形態の M&A①では X 社との間で従業員の出向スキームを利用した出向解除に

よるリストラが複数回実施され、X 社の破綻に伴う M&A②、Y 社の買収・合併の M&A③、

④では M&A に伴う人員適正化を行った。さらに M&A の谷間の 2001 年にも 120 人規模の

リストラを実施している。 
主に第 4 章で確認したように、P グループのリストラは従業員のパフォーマンス評価を基

準に下位評価の者に対して退職勧奨を行うものであった。また、リストラの有無にかかわ

らず、P グループでは、通常の業績評価(変動賞与の配分決定に使用される業績評価)のプロ

セスを通じてパフォーマンスの悪い従業員を社外に排出するという取組みが行われていた。

つまり、従業員にとっては、低い評価コードが付いた場合には退職勧奨の材料になりうる

ものであったから、業績評価の運用を通じて会社と従業員個人の間には常に一定の緊張関

係が生じていたと理解してよいだろう。 
本来、この従業員意識調査は Q グループの「仕事」「職場」「上司」「会社」に関する質問

調査であった。しかし、E 社従業員の「雇用の健全性」に関する満足度がグループ他社と比

較して顕著に低い結果となっている理由は、Q グループによる M&A⑤の人員適正化実施の

みならず、P グループ下で頻繁にリストラが実施されていたことや会社と従業員の間に緊張

関係を生みやすいパフォーマンス本位の業績評価が、長期的な雇用に関する従業員の会社

に対する信頼にネガティブな影響を与えた可能性が高いと考えられる。 
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図 7-1 2007 年 Q グループ従業員意識調査結果(E 社) 抜粋 

 
 出所：「2007 年 Q グループ従業員意識調査結果」から抜粋した。 

Ｅ社 
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3. P グループの変動賞与に対する従業員の反応 
 
 第 5 章および第 6 章で、アメリカ型成果主義報酬としての変動賞与の各グループにおけ

る仕組みと P、Q グループの変動賞与支給実態を分析した。P グループの変動賞与は個人の

パフォーマンスに焦点を強く当て、高業績社員(業績評価上位者)と低業績社員(業績評価下

位者)の間で支給される報酬に大きな格差を付ける仕組みと運用であった。また、特にセー

ルスの変動賞与においては、標準年収の固比率は 100:15 から始まり、最終的には 100:25
という比例報酬の比率を高くする方向に改定が進められていた。 
 

(1) 変動賞与の固比率拡大と従業員の反応 
 

元組合幹部によると、組合内部では 2000 年の変動賞与導入当初は、X 社出身の営業所長

で業績が中位層以下の者から不満の声が多く、それでも、X 社の経営破たん直後でもあった

ため、「変化への対応か、雇用調整か」の選択という認識でいる組合員が多かったが、2 年

目からは変動賞与に真っ向から反対する声は少なくなったとのことであった。 
X 社破たんに伴う M&A②により、X 社の人事体系から P グループのブロードバンド制を

中心とした人事体系に移行したものの、従業員個人の報酬水準は旧制度から年功的に積み

上がった年収水準をそのまま移行したことから、「給与が高くてパフォーマンスが低く見え

る方に対しては、『もらいすぎている月例給与なのだから、賞与ゼロでもあたりまえ。固定

部分をもっと減らすべき』などという若手組合員の意見もありました。」というように、年

功給を否定し実力が反映する成果主義の原理が従業員にも受け入れられていく過程が窺え

る。 
しかし、成果主義の考え方に対する総論としての理解と、実際の賃金をどの程度変動さ

せるかという各論に対する受容は別の問題である。2000 年当時、営業所長の場合で固比率

100:15 だった変動賞与から、100:25 に拡大する 2003 年の見直しに際して、会社は労使交

渉の中で労働組合から強い申入れを受けており、更なる固比率拡大に対して従業員の理解

が十分に得られにくい状況にあったことが確認できる。 
たとえば、2003 年 4 月 30 日付の労働組合による会社宛申入れ書には、「組合員の意見・

要望の集約結果をふまえると、全職制において『給与制度改定』における『標準年俸に対

する変動賞与率』は、拡大せずに現行通りとせざるを得ない状況に」あり、会社提案の固

比率拡大に関しては、絶対評価体系職制である営業所長・代理店担当の「標準年俸に対す

る変動賞与率の拡大の必要性に対する疑問」および「モチベーションダウン」が懸念され

るとある。 

この経緯に関して、元組合幹部に確認したところ、2003 年の固比率拡大の会社提案に対

しての組合員の反応は、「それまでの 15%で十分メリハリがついているのに、さらに 25%ま

で拡大する必要があるのかという意見が大方でした。変動賞与の支給額が少なかった経験
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者はもとより、高額の賞与の支給を受けた者でも来年は大きく下がるかもという不安は持

っていました。特に、代理店担当などは、担当する代理店の良し悪しによって業績が変わ

ることから、自分でコントロールできないという考えの組合員には抵抗感があったようで

す。」というように、労働組合内部では、固比率拡大による報酬変動リスクの増大に対する

不安は根強かったようである。また、P グループ下では、「報酬体系の見直しと SLSP(Second 
Life Support Plan：人員削減施策としての希望退職実施プラン。筆者注)がセットで組合に

提案されることが多く、組合員は雇用調整に対して敏感に反応していましたので、このと

きの会社提案が変動賞与の率拡大だけだったことから逆に組合員が裏読みしてしまい、固

比率拡大によって報酬が下がることを意図した人件費カットのための改定ではないかとい

うネガティブな受け止め方をした組合員が多かったのも事実です」というように、成果主

義報酬の変動賞与の導入・改定が人件費削減施策と並行して行われることが多かった P グ

ループでは、成果主義イコールリストラ施策というイメージが従業員に定着していた経緯

も窺われた。 
一方で、「変動賞与制度や率拡大をプラスに受け止める社員もそれなりにいました。3 割

ぐらいでしょうか。それまでの年功制度の下で、まだ若いので給料が多くないけど、バリ

バリ働く社員などは、率拡大に賛成していました。元営業社員資格の営業管理職に関して

も、内勤所長に一本化（資格変更）した際の、年収ベースの移行が平均して低かったので、

変動賞与で実力が反映する報酬体系を歓迎していました。総合職や一般職の区分も廃止し、

バンド職制に一本化したので、営業所の事務員も賃金アップの機会が増えたし、実際に女

性事務員から地域の事務センター長などの管理職になった社員も数人ですがいました。年

功制や、総合職・一般職の壁を打破したい社員は、変動賞与制度や率拡大はチャンスと受

け止めていました。」との元組合幹部のコメントから、成果主義を積極的に推進することを

歓迎する従業員層も一定程度いたようである。 
このように、当時の労働組合内部でも、会社提案の固比率拡大に対する受け止め方が分

かれており、P グループにおける変動賞与の導入と改定の流れに対する当時の従業員の反応

は、雇用不安(リストラ)の文脈の中で成果主義報酬導入を受け入れるしかないという消極的

受容の側面と、実力が報酬に反映される成果主義の理念への共感として積極的受容の側面

が混在していることが分かる。 
 結局、労働組合の申入れに対して会社側が、「ターゲット変動賞与率を拡大することによ

り、同じ程度にターゲット以上の業績を上げた場合でも、昨年以上の報酬を期待できるこ

とになります。コスト削減を目的とした改定ではないことをご理解ください」と回答し、

変動賞与の固比率拡大が人件費削減を目的とするものではないことをコミットし、会社提

案内容どおりで労使間の合意に至っている。 
なお、2003 年変動賞与に関しては上記労働組合の申入れがあった経緯から、会社から労

働組合に対して組合員層に係る変動賞与支給総額のフィードバックを行っており、全組合

員層に対する 2003 年変動賞与の支給総額は「ターゲット」(全員が標準的な業績達成率だ
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った場合に支払われる支給総額)に対して 108.33%であったことから、固比率拡大が会社全

体として人件費削減結果にはなっていないことを労使双方で再確認している。151 
 
(2) セールスの変動賞与支給基準のデジタル化の弊害 

 
 P グループのセールスの変動賞与の特徴の一つに、個人の業績に対してデジタルな支給基

準を設計することで高業績者に対する支給上限のないインセンティブの強い報酬システム

であることが挙げられる。一般的に、成果主義を運営するうえで問題になるのは、成果を

測定することが困難な部署や業務があることである。また、評価者によって従業員の成果

の評価にばらつきが生じる場合も、成果の客観的な測定の阻害要因になるだろう。成果を

測定することの難しさは、成果の差を報酬格差に大きく反映する度合いが強くなればなる

ほど、従業員の納得感を得る点で困難さが増し、納得感の低い成果主義の下では従業員の

やる気を引き出せず、会社業績の向上につながらないという悪循環も考えられる。成果主

義を導入する企業の多くが、目標管理制度の運営の仕方、所属従業員へのフィードバック

およびコーチング等を含めた評価者訓練を実施したり、評価者に対する 360 度評価を実施

したりしているのは、成果の測定の難しさを認識し、従業員の評価に対する納得感が成果

主義の成否にとって重要であることを理解しているからだといえる。 
セールスの職制は、共通の数値指標を設定することが比較的容易であり、客観的な支給

率を設定することで業績(=成果)と報酬をリンクさせることが可能である。第 6 章で確認し

たとおり、2002 年以降の変動賞与は数値に表れる客観的業績に基づく評価を反映するもの

となり、「数値に表れない総合的な業績やコンピテンシーの発揮度は年次評価に基づき昇

格・昇給(基本年俸)に反映する152」というように、業績(=成果)に対する報酬と、努力やコ

ンピテンシーに対する報酬が分離した報酬制度に変化している。 
支給基準のデジタル化は、成果の測定を数値的に客観化できるので報酬決定の公正さを

示しやすい。加えて、従業員側にとっては、「何をどこまでやればいくらの報酬になるか」

を容易に計算しやすく分かりやすいというメリットがある。元 E 社労働組合幹部が次のよ

                                                   
151 E 社人事部作成「部署・職制別サマリー_Union Comm」2004 年 3 月 2 日にて確認した。

本論文の検証においては、主要なセールス職制である営業所長と代理店担当を取り上げ、

第 6 章では営業所長や代理店担当の変動賞与支給総額が標準ファンドを大きく下回る年度

があったことを確認したが、他のセールス職制として銀行窓販を担当するホールセラー、

特定の大規模法人相手の営業担当、あるいは営業現場におけるトレーニング担当や本社営

業関連部門のスタッフ等多数の直接的・間接的セールス職制があり、それらの職制の変動

賞与の全部または一部が営業所長等と同様に SOP 基準を中心とした業績連動で支給率が決

まる仕組みであった。2003 年変動賞与に関して労使が確認した「組合員層に係る変動賞与

支給総額のフィードバック」は、セールスに関してはこれら全セールス職制における組合

員層の変動賞与支給額を合計したものである。 
152E 社人事部作成「(労働組合宛提案資料)セールス向け変動賞与の改定について」2002 年 1
月 28 日を参照した。 



167 
 

うなエピソードを話してくれた。 
 
「変動賞与改定提案の際に労組がオルグを開きますが、オルグではセールス職制につい

ては業績区分でグループにして席を分けます。そうすると、業績の良いグループは、提

案書を見るとすぐに電卓をたたき始め、次第に目の色を変えて『うまくやればいくら稼

げる』などという会話が聞こえてきたこともあります。実際にも、代理店担当の中には

基本年収と同額程度の変動賞与になった社員もいました。」 
 
このように P グループの変動賞与は、支給基準のデジタル化により高業績者に対して強

いインセンティブ効果を発揮していたといえるが、以下のように行き過ぎたデジタル化の

弊害も確認された。 
それは、Holmstrom & Milgrom(1991)が指摘する、成果主義的報酬制度の弊害として言

われるマルチタスクの問題や、Baker, Gibbons & Murphy(1994)が示唆する「歪んだ成果

指標に基づくペイフォーパフォーマンス」などの問題－成果指標の設定の仕方によって、

従業員個人がどのように行動すれば高い報酬を得ることができるかを計算して行動するこ

とを誘発し、従業員が会社の期待どおりに行動しない場合があるという問題－である。 
たとえば、営業所長の基本職務は営業社員の採用と育成であり、生保業界では一般的に、

生産性の高い営業社員を多く育てることができる者が優秀な営業所長のモデルである。し

かし P グループの変動賞与が導入されて以降、元組合幹部によれば「営業所長によっては、

一部の優績営業社員ばかりサポートして、本来所長として育成に力をいれてほしい営業社

員に手をかけないなどという弊害も見られるようになり、営業社員の中には、所長は変動

賞与に評価される仕事しかしていないという不満は少なからずありました」とのことであ

った。営業所長が複数の職務を担っている中で、自身の報酬に影響する成果指標に関連す

る仕事を優先し、他の重要な仕事を軽視するという問題は、まさにマルチタスクの問題で

あり、P グループ下の E 社でも同様の問題が起きていたことが窺えた。 
また、Baker, Gibbons & Murphy(1994)は、従業員が自分の報酬を増やそうとする行動

には、長期的な企業の利益を犠牲にするような行動になる場合があり、そのような機能不

全ともいえる行動の原因として「歪んだ成果指標に基づくペイフォーパフォーマンス

(pay-for-performance based on what we call a distortionary performance measure)」があ

ることを指摘している。E 社における次の事例は、客観的な数値指標を立てて指標の厳密化

や緻密化を徹底したとしても、デジタルな指標が従業員に「誤ったインセンティブ(阿
部,2006)」を与える結果となり、会社の意図に反して「歪んだ成果指標」になってしまった

ケースといえるだろう。 
1999 年、P グループの下で E 社は、日本初のドル建一時払い個人年金保険を発売した。

この個人年金保険は、当時の日本が低金利政策を続けていた中で、米国の高金利の債券等

で運用する高予定利率の貯蓄性商品なうえ、為替レートの変動によっては円ドル間の為替
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差益を契約者がリターンとして得ることができることが「売り」となり、E 社のヒット商品

となった。  
一般に、顧客ニードを掘り下げないと顧客の購入意欲を喚起しにくい死亡保障性商品153

の販売は、営業社員の商品知識や販売スキルも高度なものが必要となるため、ニード販売

のできる営業社員を育成するには時間と手間がかかる。一方、貯蓄性の高い商品は顧客ニ

ードが顕在的であり、利回りや受取額を示すことで顧客に訴求しやすい商品であるため、

販売スキルや経験の少ない営業社員にも扱いやすい商品であるといえる。しかし、貯蓄性

の保険商品は市場金利の変化や他の新たな金融商品の登場等、営業社員がコントロールで

きない外部要因によって顧客の嗜好が容易に変化する性格があり、営業社員が安定した収

入を得て長期間保険販売の仕事を続けるためには、貯蓄性だけではなく死亡保障性商品を

コンスタントに販売する知識とスキルを習得させる必要がある。また、死亡保障性商品は、

生命保険事業の 3 利源(死差益、利差益および費差益) と呼ばれる利益のうち「死差益」の

源泉となる商品群である。生命保険会社が安定的に収益を維持する上では 3 利源のバラン

スの取れた事業運営が好ましく、安定した「死差益」を確保するための死亡保障性商品の

新契約販売が停滞し貯蓄性商品に偏るような販売動向は「利差益」の源泉となりうる運用

資金を豊富にすることにはなるが、「死差益」の源泉につながる死亡性商品の売上げが減少

し、堅実な保険会社経営にとって好ましいものではない。 
また、一般に保険契約は一定期間以上継続することを前提に保険料が設計されるのが通

常であるので、販売後の契約の「継続率」が重要となり、早期の解約や失効があった場合

には、営業社員に既に支払ったコミッションに戻入がかかったり、営業所長の業績評価か

ら控除されたり等のペナルティが掛けることが一般的である。P グループのセールスの変動

賞与において、2001 年以降の支給基準に「保有継続率」が指標項目となっているのは、新

契約販売だけではなく販売後の契約の継続を重視している会社のメッセージなのである(表
6-2～6-4)。 
ところが、E 社のドル建の一時払い個人年金保険は、為替が円安に動くと為替差益を現実

化したい顧客ニードが顕在化することから、販売後に為替の動向によっては契約後短期の

時点で解約されることがあることを前提に開発された商品であった。したがって、この商

品に関しては一般の保険商品販売に求める「継続率」を考慮しない商品設計とされ、契約

後早期に解約されても販売した営業社員のコミッションや営業所長の業績にペナルティの

かからないというユニークな保険商品であった。このため、貯蓄性の高い商品特性により

他の金融商品との利回りの比較などによって顧客のニードを喚起しやすく保険販売の知識

やスキルが十分に備わっていない営業社員にも扱いやすいこと、加えて、営業社員に「継

                                                   
153 死亡保障性商品は生命保険事業の 3 利源(死差益、利差益および費差益)の一つである死

差益の源泉となる商品であり、保険会社が 3 利源から安定した利益を上げるうえで、保有

契約の商品ミックスを勘案しながら、死亡保障性商品と貯蓄性商品をバランスよく販売し

ていくことが望ましい。 



169 
 

続率」のペナルティがかからないことなどから、営業所長が手っ取り早く短期に業績を上

げようと思えば、ドル建一時払い個人年金保険の販売を営業社員に指示・奨励すればよい

という発想が生まれ得る。そのため、元組合幹部によると「営業所長の中には、全営業社

員にドル建の一時払い個人年金保険を中心に販売させて一気に業績を上げるような者もい

ました」というような現象も見られ、一部の営業所長は、営業社員の育成や会社の安定し

た収益の確保という組織の長期的な目標にそぐわない行動を取っていたようである。 
このような個人年金保険の販売動向に関する一部の個別事象を、「誤ったインセンティ

ブ」や「歪んだ成果指標」と関連付けて数値的に実証することは実際には困難であるが、

変動賞与制度導入以降の E 社全体の個人年金の販売動向の推移を確認する中で、かかる販

売動向が起こり得る、あるいは抑止しうる条件を考えることができる。 
図 7-2 は、2000 年以降 2007 年までの新契約高を個人保険(死亡保障性商品、医療保険等)

と個人年金保険(ほぼドル建一時払い個人年金保険が占めている)に区分して、年次ごとの売

り上げ推移を示したものである。変動賞与制度は 2000 年に導入され、P グループ下の保険

販売は 2003 年 8 月まで、以降は Q グループ下での保険販売であるが、2003 年業績は P グ

ループの変動賞与制度が適用されたので、Q グループの変動賞与に切り替わったのは 2004
年業績(2005 年 3 月支給分の変動賞与)からである。 
問題のドル建一時払い個人年金保険は、1999 年に商品開発され、2000 年から年金占率が

高くなり、Q グループに移行した翌年の 2004 年業績までその傾向が続いた。変動賞与の支

給基準に「継続率」指標が組み込まれたのは 2001 年業績からである。前述したとおり、ド

ル建一時払い個人年金保険が解約されても、商品設計上の特性から継続率のペナルティが

かからない。変動賞与に継続率の要素が加わった 2001 年には、個人年金の売上げが全体の

売上げに占める年金占率は、件数ベースで約 1.3 倍、保険金ベースで約 1.7 倍になり、その

後も P グループ下においては件数・保険金とも、毎年年金占率が上昇している。一方、2005
年から件数・保険金額とも年金占率が急激に低くなっているが、変動賞与の仕組みが Q グ

ループ基準に修正された 2004 年業績にあってはむしろ年金占率が上昇している。 
これは、Q グループに移行し死亡保障性商品の販売を重視する営業方針を掲げたものの、

直ちには営業現場の販売行動が変化しなかったことを意味している。理由の一つとして

2004 年の会社業績指標の設定の問題があると考えられる。2004 年の会社業績指標(図 5-1)
を確認すると、10 項目の業績指標の中の①～⑤が新契約高に関する指標であるが、その評

価ウェイトの合計 50%に対し、個人年金の売上げのウェイト(図 5-1 中の④Saving 商品)が
7.5%という比較的高い目標設定となっており、セールスの現場が行動を変化させる動機が

さほど大きくなかったと考えられる。言い換えれば、個人年金 7.5%というウェイトは死亡

保障性商品にシフトする会社の姿勢を伝えるメッセージとしては十分でなかった可能性が

ある。 
一方、2006 年の会社業績指標によると、死亡保障性商品の売上げに対する評価ウェイト

が 20%、医療保険の売上げに対する評価ウェイトが 23%と高い評価ウェイトに修正され、
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逆に個人年金の売上げに対する評価ウェイトは全体の 5%に下げられている154。2005 年度

の会社業績指標の数値は入手できなかったが、2004 年と 2006 年の会社業績指標の設定の

違い、および図 7-16 の新契約高における個人年金の占率の推移から見て、Q グループの

2005 年会社業績指標において、保障性商品等の評価ウェイトが上がり個人年金の評価ウェ

イトが下げられた結果、セールスの業績評価における個人年金の重要性が薄れ、営業現場

の販売行動の変化につながり2005年業績から個人年金の売上げが急激に減少したと考えら

れる。 
 以上から、P グループの変動賞与支給基準が個人年金の販売増加を加速し、Q グループの

業績指標の修正が個人年金の販売促進を減速させる一因となった可能性が高い。もちろん、

商品が顧客ニードにマッチしたことによる売上げの伸展や他の金融商品の競争による売上

げの低下という要素も考えられなくない。しかし、前出のアクチュアリーによると、P グル

ープには収益が上がれば商品は何を売ってもいいという考えが強かったことから、安定的

収益バランスの観点に立った会社全体としての商品販売ミックスを考慮することは特にな

かったが、Q グループになって商品販売ミックスを考慮するようになり、貯蓄性商品だけ

でなく死亡保障性商品の販売拡大にシフトしたとのことであった。 
営業所長の役割は、営業社員に死亡保障性商品等を含む販売知識や販売スキルを指導し、

その販売力の維持・向上を通じて収入が安定的な営業社員を数多く育成することにあり、

そのようなセールス現場の販売行動により保険会社の安定的な収益バランスも保たれる。

しかし、短期的業績を促進するために特定の業績指標を抽出しデジタルで分かりやすく設

定した支給基準にした場合、生命保険販売においては「誤ったインセンティブ」を誘発し、

E 社においては営業社員の育成よりも短期に業績をあげるために「継続率に影響しないドル

建の一時払い個人年金保険を中心に販売」させるような一部の行動につながったことが考

えられるのである。 
 
図 7-2 2000～2007 年新契約高推移(個人保険・個人年金別、件数・保険金額別) 

新契約高 2000年 2001年 2002年 ２003年 2004年 2005年 2006年 2007年

個人保険 211 144 159 184 170 180 178 177
(千件) 個人年金 48 45 56 73 74 38 36 46
件数 259 190 216 258 244 218 214 224
年金占率 18.5% 23.7% 25.9% 28.3% 30.3% 17.4% 16.8% 20.5%

個人保険 13,953 7,635 8,273 8,719 6,993 7,378 8,521 8,134
(億円) 個人年金 1,167 1,157 1,457 2,302 2,559 1,258 1,170 1,514
保険金額 15,120 8,792 9,730 11,022 9,552 8,636 9,691 9,648
年金占率 7.7% 13.2% 15.0% 20.9% 26.8% 14.6% 12.1% 15.7%

 

出所：E 社内部資料に基づき筆者が作成した。 
 
                                                   
154 2006 年 1 月付 E 社人事部作成の「2006 年度業績賞与の仕組み」を参照した。 
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個人業績重視の支給基準の P グループでも、会社業績重視の Q グループの場合でも、数

値指標を緻密に設計することにより、従業員は数値指標の意図することを明確に理解し行

動していると言ってよいだろう。ただし、会社業績を数値指標とする Q グループの場合は、

会社業績指標の設定を変更することにより、比較的容易に会社が意図する方向に営業現場

全体の販売行動を変化させることができる。それに比して個人業績の積み上げが会社業績

の達成につながる P グループの成果主義報酬にあっては、個人の行動を変化させるには個

人業績指標である変動賞与支給基準を変更したり調整したりすることで対処するものの、

デジタルな数値指標の下では、従業員の中には個人の利得に資する行動を取るものも現れ、

必ずしも組織の利益につながらないような行動が見られるようになる。仮にPグループが、

販売商品が個人年金に偏る営業社員や営業所が増えることは保険会社の健全な利益構造に

つながらないので問題だと考える場合には、P グループはかかる販売行動が起きた場合に賞

与がマイナスになるようなペナルティ要素(支給率の減算等)を支給基準にあらかじめ盛り

込むか、またはかかる販売行動を禁止するとともにこのような販売行動が現場で実際に起

きていないかどうかをモニタリングし、発見した場合に当該従業員に懲罰のようなペナル

ティを科す仕組みを導入しなければならないだろう155。いずれにしても、支給基準のデジ

タル化は成果(=業績)の測定を厳密かつ緻密に行える点で客観的であり公正であるが、デジ

タル化によって分かりやすい支給基準となる反面、設計した支給基準が組織の長期的な利

益を損なうようなことがないか、従業員個人の利得のみで行動した場合にどのような懸念

が予想されるか等、事前に十分な検討と慎重な設計が必要ということであろう。 
 
(3) 小括 

 
 P グループの変動賞与に対する従業員の反応は大きく次の 2 つに整理できる。 
 一つは、成果主義報酬制度への移行に対する受容の仕方である。消極的に受容する従業

員は、成果に応じて変動する賃金体系導入を会社のコスト削減の手段であると認識し、雇

用におけるコスト削減か賃金の変動によるコスト削減かの選択を迫られるという文脈で変

動賞与制度をとらえていた。一方で、実力が報酬に反映される成果主義の理念と仕組みを

歓迎し、それまでの年功制を打破する変動賞与を積極的に受容する者も見られた。 
 もう一つは、個人業績重視でデジタルな P グループの支給基準が従業員の仕事の仕方に

                                                   
155本論文では直接取り上げなかった 2001 年の変動賞与の改定は、基本的仕組みは 2000 年

基準であり業績指標の追加というマイナーチェンジであったが、この年の改定で「継続率

指標」が追加された。2001 年の継続率に対する支給率テーブルには、継続率が一定水準以

下に下がった場合に「マイナスの支給率」が設定されており、会社の期待に反する結果に

対してペナルティ性を加味した支給基準となっていた。2001 年にマイナス支給率を設定し

た理由や 2002 年以降マイナス支給率を無くした経緯等については確認できなかったが、デ

ジタルな数値指標を複数組み合わせる P グループの支給基準の下で、マイナスの数値指標

という「負報酬」的な要素を加え、継続率重視の会社のメッセージを従業員に伝えようと

した経緯があったと思われる。 
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与えた影響である。セールスのデジタルで計算しやすい支給基準と支給上限のない変動賞

与は、高業績者にとって強いインセンティブとなり業績向上を促進した。一方、デジタル

すぎる支給基準が会社が本来意図しない従業員の行動を誘発するという、成果主義報酬の

弊害の側面も確認された。営業所長等の行動にはマルチタスク問題、歪んだ成果指標に基

づくペイフォーパフォーマンス、誤ったインセンティブなどの問題が発生したことが観察

された。 
 
4. Q グループの変動賞与に対する従業員の反応 
 

(1)  ハイリスク・ハイリターンな報酬から安定性・安心感のある報酬へ 
 

Q グループでは P グループの変動賞与が大きく見直され、個人業績重視から組織業績を重

視した仕組みへ、また、高業績者と低業績者の間で成果報酬の格差が大きい仕組みから、

会社や部門の業績が良い場合には高業績者も低業績者も組織業績の好結果を享受できる報

酬格差の小さい仕組みへと修正された。 
高業績者と低業績者の間で成果に応じた報酬格差が小さい Q グループの変動賞与に対し

て、従業員はどのような反応を示したのであろうか。P グループで固比率を拡大する提案を

会社がしたとき、高業績の従業員は目の色を変えて電卓を叩いて賞与の計算をしていたと

いうし、実際にも基本年収と同額程度の変動賞与を獲得するものも現れていたのだから、

変動賞与に上限が設定された 2004 年の改定が、高業績者のモチベーションを下げることに

はならなかったのだろうか。 
この点に関して、2004 年改定前後の E 社内部資料からは、社内または労使間で議論とな

った経緯は確認されなかった。E 社買収直後のマネジメントは、M&A のコストシナジー効

果を生み出すため大幅な合理化プランを策定しており、合理化の必要性の社内説明として E
社の事業費が Qa 社、Qb 社と比して高いことを理由に挙げているので、従業員側にも事業

費抑制策の一環として変動賞与制度も抑制的な方向に見直されるだろうという認識が少な

からずあったかもしれない。あるいは、2004 年の Q グループによる改定内容を見て、P グ

ループの報酬格差の大きい変動賞与から格差の小さい成果報酬に修正されることを読み取

った従業員が、Q グループによる修正の方向を歓迎したため問題として認識されなかった

とも考えられる。元 E 社人事部長は、P グループで高額支給を受けていた従業員から特に

不満の声を聞いた記憶はないとコメントしたうえで、「(従業員には)P グループの変動賞与

はリターンもあるけどリスクも大きいという認識があったのだと思います。Q グループに

よる修正は、安定性というか、安心感として受け止められていたように思います。」とコメ

ントしている。また、元 E 社労働組合幹部も、P グループの変動賞与制度に対しては「高

額支給者でも来年は大きく下がるかもという不安は持っていました。」と語っている。 



173 
 

このように、人事部または組合関係者とのインタビューから、一般的にリスク回避的な

傾向にあると考えられる多くの従業員が、ハイリスク・ハイリターンな P グループの変動

賞与から安定的な報酬制度の方向に向かう Q グループによる修正を好意的に受け止めた可

能性が高い。 
そこで、変動賞与の導入・改定が従業員の処遇に与えた影響を、変動賞与導入以前の X

社時代の年収変動割合と P、Q グループにおける年収変動割合を対比することで、各グルー

プの変動賞与の影響度を測定し従業員の反応を検討しよう。 
第 5 章で確認したとおり、X 社ベースの報酬の年収変動割合は、副参事 1 級(係長職相当)

で 98.7%～102%、参事 1 級(課長職相当)で 95.2%～103.6%であった。したがって、旧 X 社

の従業員にとって標準年収のおおよそ 95%～105%の範囲の年収変動は X 社ベースの報酬

制度においても予測の範囲であっただろう。言い換えれば、成果主義報酬である変動賞与

導入によって年収格差の大きい制度に移行した場合でも、実際の年収が標準年収の 95%～

105%の範囲内であれば、新旧制度変更によるプラスの影響もマイナスの影響のいずれも受

けないことになる。逆に、実際の年収が標準年収の 95%を下回るか、105%を上回る場合は、

制度変更の影響を受けたことになる。 
そこで、実際年収が標準年収の 95%未満の者を変動賞与導入が「ネガティブ」に作用し

た者、同じく 105%以上の者を「ポジティブ」に作用した者、95%以上 105%未満の者を変

動賞与導入の影響を受けない「ニュートラル」だった者と定義し、2000 年の P グループに

よる変動賞与導入から Q グループが全面改定した 2004 年までの各年次で分析を行った。

営業所長と代理店担当につき、変動賞与導入の 2000 年以降 2004 年までの 5 年間の個人デ

ータをもとに、標準年収に対する実際年収のポジションをポジティブ、ニュートラル、ネ

ガティブに区分し、実際年収の区分ごとの分布の推移を比較したものが図 7-3 である。 
営業所長に関しては、P グループの 2000 年から 2003 年まで、ポジティブは良くても 20%

強であり、逆にネガティブは常に 30%以上、特に 2003 年は 60%の者がネガティブな支給

率配分になっている。代理店担当に関しては、2002 年がネガティブの該当がないという異

色の年になったが、アクチュアリーや元セールス担当マネジャーに確認したところ、この

年は、保険販売専門の代理店の出現や市場にマッチした商品の発売等代理店ビジネスの販

売環境が急激に好転し、法人営業部門全体の業績を押し上げた特殊事情があったとのこと

である。 
代理店担当に関して言えば、ポジティブ・ネガティブともに40%ずつの分布となった2003

年変動賞与では業績結果に応じたメリハリのある支給率配分になっているが、2002 年のよ

うにネガティブがゼロの年があっても翌年には 40%がネガティブになるなど、「高額支給者

でも来年は大きく下がるかもという不安」が現実化する支給実態だったと考えられる。 
一方、Q グループ基準の 2004 年の分布を見ると、営業所長のポジティブは前年の 20%

弱から 30%強に増え、ネガティブな支給率配分はほとんどいない。代理店担当に関しても

ポジティブは 6.0%増加した程度だが、ネガティブが 4.8%と大幅に減少している。ただし、
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会社業績が好調だった結果、部門ファンドが 124.7%に増額修正されたことにより、ファン

ド増額の利益を業績下位者も含めて組織構成員全体に分配された結果であると考えられる。

そこで、2004 年の支給率分布をファンド増加率 24.7%分で割戻し、ファンド増減率 0%の

場合の支給率分布をもとにポジティブ/ネガティブ区分に当てはめたのが図 7-4 である。具

体的には、2004 年の個人の変動賞与支給額に 100/124.7 を乗じた額をファンド 100%の場

合の支給額と仮定し、それを基本年収に加えた合計額を標準年収で除したものを増減率ゼ

ロの場合の年収変動割合とし、ポジティブ/ネガティブ区分の占率を推計した。 
その結果は、95%～105%のニュートラルのゾーンを中心にポジティブ/ネガティブの各方

向にほぼ正規分布となった156。しかも、ネガティブ区分の占率は、営業所長では P グルー

プ時代のどの年度よりも低く、代理店担当でも特殊事情の 2002 年を除いて最小の割合であ

った。このように、実績値をもとに会社業績による変動賞与の増減が無かった場合を推計

したポジティブ/ネガティブ比較においても、従業員の年収がネガティブなゾーンまで下が

るリスクが抑えられる結果となり、Q グループの変動賞与が従業員にとって安定的な運用

となっていることが分かる。 
標準的な組織業績の場合のネガティブ・インパクトの確率が小さければ、従業員にとっ

てリスクは小さいといえるだろう。そして、組織業績が良い場合に支給率がポジティブに

変化するのであれば、個人間の成果に応じた配分に加えてファンド増額の利益の享受とし

てさらなる加算が期待できる。Q グループによる変更は、従業員にとってリスクの小さい

成果主義報酬システムへの修正であり、その修正の方向性自体が多くの従業員にとって「安

定性」または「安心感」として受け止められたと考えられるのである。

                                                   
156 もっとも、ファンド増減率がゼロの場合と増額があった場合では、部門長による個人へ

の支給率配分の仕方が同じとは限らないため、実際の数値は今回の推計値と異なることが

想定される。しかし、部門における支給総額がまず決定され、その中で実績に応じた正規

分布の相対評価で個人の支給率配分が行われる Q グループの仕組みから、ポジティブ区分

とネガティブ区分の従業員の占率は概ね同等に分布すると考えてよいだろう。 
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図 7-3 ポジティブ/ネガティブ分析年次推移(営業所長・代理店担当) 

 
(出所：E 社内部資料に基づき筆者が作成) 
 図 7-4 2004 年ポジティブ/ネガティブ分析増減率による割戻バージョン(営業所長・代理店担当) 
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(出所：E 社内部資料に基づき筆者が作成した。
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(2) デジタルな支給基準から、主観的評価要素を加味した支給基準へ 
 
報酬制度に対して安定感や安心感を抱くことができるということは、その会社で長期間

働くことを考える従業員にとってモチベーションになると考えられる。P グループの変動賞

与に対する不安には、たとえ高業績者であっても毎年安定した業績を挙げられるかどうか

分からないこと以外にも、デジタルな支給基準であることに対する心配もあったようだ。 
2003 年変動賞与改定の会社提案に対する 4 月 30 日付の労組からの申入書で、労働組合

は、「変動賞与算出にあたって、機関建て直し時等、必要に応じて『コンピテンシー評価』

『各項目における対前年改善度』等」の導入を要望している。元組合幹部にこの要望の背

景を確認したところ、デジタルな支給基準の下では、元々立て直しが必要な営業所を任さ

れたりしたときなどの場合に、1 年や 2 年で成果が思うように出ない場合があることなどの

不安要素があったとのことである。結局、この組合要望は P グループに受け入れられなか

ったが、労働組合が、すぐに成果に直結しない場合でも努力を評価する必要があるのでは

ないかという観点からコンピテンシー評価を加えることを会社に提案していることは、デ

ジタルな業績指標によって支給額を決定し、成果評価においてパフォーマンス評価とコン

ピテンシー評価を分離する P グループの変動賞与に対して、成果主義報酬における成果と

は何であるべきかという本質的な問題をあらためて会社に対して提起したことになる。 
この問題－成果報酬である変動賞与において従業員の努力をどのように扱うかという問

題－に対して、P グループと Q グループでは対応のアプローチが異なっている。元組合幹

部によると「営業所の立て直しなどの特殊事情がある場合などは、支給率のかさ上げなど

個別対応をしてもらったと記憶しています。P グループの人事部は、最初からこういう場合

にはこうしますという約束はしてくれなかったのですが、労組の声も良く聞いてくれてい

て、個別にはいろいろな対応をしてくれていました。」というように、2002 年の変動賞与支

給基準からセールスプロセス評価を廃し、成果イコール業績数値という図式の成果主義報

酬となった P グループは、特殊事情における努力に対しては個別に事後評価による対応を

していたようである。 
一方、Q グループのセールスは、業績評価ポイントの相対評価より変動賞与の支給率配

分が決定されるが、個人ごとの業績評価ポイントは、目標数値に対する達成状況に応じた

客観的評価の MBR 評価ポイントと所属長の裁量により加算できる主観的評価のマネジメ

ントポイントの合計であり、初めから業績評価に主観的評価が加味される仕組みになって

いる。さらに、セールスの変動賞与では主観的評価であるコンピテンシー評価を見ない代

わりに、もう一つの主観評価であるマネジメントポイントを最大 14 ポイントまで加算でき

る設定とし、業績評価における客観的評価と主観的評価のバランスがノンセールスと比べ

て不整合にならないような設計としている。 
このように、マネジメントポイントという主観的評価を組合せることにより、Q グルー

プでは数値に現れにくい特段の努力や組織への貢献を業績ととらえることができる仕組み
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としている。たとえば、業績目標を達成できず MBR 評価が 95 ポイントに終わったが、営

業所は再建が必要で、その任を託されて異動した営業所長が着実に業績回復に向けた地固

めをしていると評価されればマネジメントポイントを最大 14ポイントまで加算できるので

合計で最大 109 ポイントとなり、業績目標を達成し MBR 評価が 105 ポイントだが、特段

の努力や貢献とまではいかないことからマネジメントポイントがゼロの営業所長を上回る

評価とすることが可能となる。 
Q グループの主観的評価が P グループのような事後的評価ではなく、業績評価の仕組み

の中にマネジメントポイントがあらかじめ組み込まれたことにより、P グループの変動賞与

に見られたいくつかの問題にもうまく対処できたようだ。元組合幹部は、「デジタルは分か

りやすい半面、自分がどのようにすれば収入になるかを計算して行動することになり、会

社の思惑どおりに社員が行動しない場合があります。Q グループになって、結果だけでな

く努力やチャレンジを評価できるようにマネジメントポイントを導入しましたが、そこは Q
グループの工夫だった。」という感想を語っている。P グループのデジタルな支給基準は「マ

ルチタスク問題」や「誤ったインセンティブ」の誘発を引き起こしたが、Q グループでは

会社や部門業績達成を優先することで偏った個人業績の追求を抑制するとともに、業績評

価に所属長の主観的評価を加味することで努力や貢献を評価し、個人業績連動のデジタル

な支給基準下で起きたような弊害を排除したものと考えられる。 
 

(3) 小括 
 
 Q グループの変動賞与に対する従業員の反応を整理すると、一言でいうと安定性と安心

感である。P グループの変動賞与はハイリスク・ハイリターンであり、パフォーマンスの悪

い従業員にとっては少額の変動賞与に我慢しなければならないし、高業績者といえども来

年は下がるかもしれないという不安を抱える仕組みであった。実際に代理店担当の支給総

額の推移を振り返ると、外的環境など「運」ともいえる特殊事情で高業績高報酬になる場

合もあるが、一般に高水準の報酬を維持するためには自分にハードワークを強いらなけれ

ばならないこともあっただろう。 
 Q グループの変動賞与に安定性と安心感があると受け止められる理由は、一つは P グル

ープのように評価の上位者と下位者の峻別が厳しく、従業員間の報酬格差の大きい仕組み

と運用から、従業員の多数部分のモチベーションを重視する仕組みと運用に変わったこと、

またもう一つは、組織業績を重視する中で個人の業績評価に際して数値に必ずしも反映し

ない主観的な努力や貢献を評価する仕組みに変えた点である。どちらも日々の仕事や自分

の役割を着実にやり遂げていくことが評価されるので、従業員も組織に対して長期にコミ

ットする意欲を喚起しやすいだろう。そして、E 社の多くの従業員はハイリスク・ハイリタ

ーンな成果報酬よりも安定性・安心感のある成果報酬を好意的に受け止めたと理解できる。 
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5. まとめ 
 
本章では、主に P、Q グループにおける人員適正化施策と変動賞与制度が従業員にどのよ

うな影響を与えてきたかを確認した。E 社では頻繁なリストラが実施された影響として、雇

用の健全性に関する従業員の認識が低下していた。Q グループで行われたこの従業員意識

調査は M&A⑤から約 4 年経過した 2007 年に実施されたものであり、M&A⑤以降、当該調

査の行われた 2007 年までは E 社でリストラは実施していないので、Q グループ内で E 社

だけこの質問項目に対する満足度が低い原因は、P グループにおける複数回のリストラの影

響がしこりとなっていると考えられる。 
このことは P グループの変動賞与に対する従業員の反応の分析からも確認できる。P グ

ループでは、変動賞与導入・改定がたびたび人員削減施策と同時期に労働組合に提案され

ていて、組合員層には成果報酬の変動賞与をリストラと同義的にとらえるイメージが定着

していた模様であった。基本的には、P グループのリストラは退職勧奨を受けた者が当事者

になるのであるが、変動賞与は対象従業員全員に適用される制度である中で、変動賞与が

リストラと同義のものとして理解されているとすれば、従業員は日常的にリストラと背中

合わせに居ると感じていることになるだろう。 
これは決して極端な解釈や比喩的な表現にとどまらない。第 1 節で確認したとおり、P

グループでは、通常の業績評価のプロセスを通じてパフォーマンスの悪い従業員(下位 10%)
を社外に排出するという取組みが行われていた。つまり、P グループにおける会社と従業員

の雇用関係は、一定以上のパフォーマンスの発揮を条件に更改するような関係として理解

されていたともいえるだろう。 
短期的な経営の下で築かれる組織と従業員の関係は、会社の長期的雇用に対する信頼の

低さになって現れる。また、短期的な P グループの変動賞与では、成果主義の弊害の側面

として従業員個人が自らの利得を優先し短期的な成果を追求するような行動や態度を誘発

する。一方で、中期的な経営タイプに分類した Q グループでは、組織業績の達成に向けて

従業員の努力や貢献を引き出す人材マネジメントであり、リストラも M&A 時以外には原則

実施しないし、成果主義報酬である変動賞与についても結果ばかり追求せず、数値に表れ

ない努力や貢献も評価する。努力や姿勢を認知されるということは安定性と安心感につな

がる。安定性と安心感のある組織に対する従業員の行動も長期的コミットメントで応える

ようになり、従業員の離職率も安定し企業業績の安定的向上にもつながるだろう。 
このように、組織と従業員の関係は、「企業も労働者も協力して利益を享受することがで

きる(阿部,2006)」関係こそが望ましい。そこで最後に、P、Q グループの変動賞与に連動す

る会社業績指標の毎年の達成状況の推移を確認しよう。P グループに関しては業績指標の中

でもっともウェイトの高いSOP(新契約売上げ目標)につき 2002年以降の達成率が確認でき

た。また、Q グループは会社業績指標の総合ポイントが変動賞与ファンドに連動するから、

業績指標総合ポイントの推移が会社業績の推移を表わしている。時系列に見てみると、P グ
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ループの最後の 2 年間の「実質達成率」が 100%に達するか達しないかという水準であるの

に対して、Q グループ下の「業績指標総合ポイント」は、リーマンショックに端を発した Q
グループ親会社の経営危機の影響により業績が悪化した 2008、2009 年度を除き、2004 年

から 2011 年までの長期にわたって各年度で 100%を超えている。もちろん、P グループが

SOP 単一指標で Q グループが各種業績指標に対する総合ポイントであることや、そもそも

目標額の水準設定の目安に違いがあったであろうことを考慮して比較する必要がある。し

かし、個人業績重視の変動賞与制度の下で P グループの業績達成率が 100%そこそこであっ

たのに対し、組織業績重視の変動賞与制度の下で、Q グループの業績は長期にわたり堅調

に推移していたことから、長期的な契約を扱う生命保険会社である E 社にとっては、短期

的な P グループ流よりも中長期的な Q グループの人材マネジメントがフィットしていると

考えられる。 
 

年 度  Q：業績指標総合ポイント  P：SOP 達成率157 
2002      93.2%(実質達成率 98.1%) 
2003      95.1%(実質達成率 100.1%) 
2004  121.5 ポイント 
2005  115.8 
2006  112.5 
2007  108.0 
2008  100.0 
2009  76.0 
2010  109.86 
2011  105.63 

                                                   
157 PグループのSOPの設定は、95%水準がベースラインターゲット(必達目標)であり100%
水準はストレッチターゲット(挑戦目標)であった。第 6 章表 6-2、6-3、6-4 の変動賞与支給

基準中「SOP 達成率」の欄を確認すると、95%達成で変動賞与の標準支給率が割り当てら

れる設計がなされていることが分かる。 
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終章 本論文のまとめ 
 
1. 本論文の要約 
 
 本論文では、まず序章において筆者の問題意識や研究の目的を確認した。本論文の目的

は、グローバル企業の経営戦略、特に利益の追求の仕方と HRM システムの整合性を、企

業の内側の視点で分析することで、グローバル企業の人材マネジメントの特徴を明らかに

することであった。 
 続く第 1 章では先行研究レビューを行った。最初に、人的資源管理論の発展史の系譜を

概観し、今日の HRM 研究あるいは SHRM 研究においては、従業員のコミットメントを重

視する、いわゆる ‘high-road’な HRM が企業業績向上に資するとする議論が大きな潮流と

なっていることを確認した。また、グローバル企業(MNCs)の IHRM 研究では、親会社の

HRM の移転が文化相対主義や制度理論の下で収斂と多様性の問題として議論されている

ことを確認した。加えて MNCs の国際経営戦略を検討するにあたって、MNCs の国際経営

モデルに関する理論を確認した。 
次に、SHRM に関する理論モデルを、Delery & Doty(1996)の 3 類型(ベストプラクティ

ス・アプローチ、コンティンジェンシー・アプローチ、コンフィギュレーショナル・アプ

ローチ)を中心に、各理論モデルにおける今日までの研究の到達点と限界を確認した。特に、

HRM と業績の関係を戦略との適合性(垂直的適合)に求めるコンティンジェンシー・アプロ

ーチに対しては、Ferris et al(1999)等により指摘されている戦略概念の曖昧さに対する解

答を見出さない中で、近年ではこれらの理論モデルを統合的にとらえることで SHRM を理

解しようとする見解が有力になりつつあった。 
最後に、‘high-road’ HRM の潮流に対する批判的な研究として Cooke(2000)を紹介し、こ

れまでの SHRM 研究で直接的に取り上げられてこなかった企業経営における「期間」の問

題－短期的経営か長期的経営か－の重要性を示唆していることを踏まえ、従来の SHRM 研

究が用いてきたポーター流の戦略概念に加えて、企業の財務的戦略を検討する新たな視角

を提起した。 
第 2 章では、調査対象企業 E 社の M&A の変遷を振り返るとともに、各グループの国際

経営における強みと特徴、および HRM システムの特徴を具体的に確認した。 
 P、Q、R グループはそれぞれ独自の経営戦略を持ち、各グループの国際経営のスタイル

に応じた現地子会社の経営を行っていた。また、各グループにおける採用・昇進・配置、

昇給・降給、能力開発、評価等の HRM システムを比較し、各グループの戦略と HRM シ

ステムの整合性を検証したところ、人材マネジメントが経営戦略の柱におかれている P グ

ループ以外では、経営戦略と HRM システムの垂直的適合の関係は明らかにはならなかっ

た。むしろ、Q グループの新卒採用と昇給制度に水平的適合性が確認されるなど、HRM 施

策間のコンフィギュレーショナルな関係が確認された。そこで、HRM システムを対比する
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だけでは確認できない Q、R グループの経営戦略と HRM システムの間の整合性に関して

は、第 3 章以降の具体的 HRM 施策の検証を通して分析することとした。  
第 3 章および第 4 章では、外資系企業の従業員の雇用に関する人材マネジメントの特徴

を明らかにすることを目的に、M&A に伴う人員適正化プロセスを対象に検証を行った。 
第 3 章では、各グループが重視する利益指標や利益を考える時間軸に着目し、各グルー

プで利益のとらえ方が異なっていることを確認した。各グループの利益の追求期間の単位

と各グループが重視する利益指標の特徴から、3 つのグループが、短期的に利益を追求する

財務的性格と、中期的に利益を追求する財務的性格、長期的に利益を追求する財務的性格

に分類できることを述べた。また、各グループの財務的性格が M&A における人員削減期間

の設定の違いに反映しており、各グループにおいて人員削減施策が財務的性格と整合する

形で設計されていることを確認した。 
次に、実際の Q グループの M&A における人件費削減額の意思決定プロセスを検証した

ところ、中期的経営タイプに分類された Q グループのオリジナルプランでは、2 年間とい

う中期的な人件費削減期間が設定され、かつ 2 年目の削減目標が高く設定されていて短期

に大規模な人員削減は想定されていなかったことが確認された。また、Q グループのコア

競争力の一つである販売チャネルの拡大・強化の観点から、営業現場を中心としたセール

ス部門の従業員は削減対象外と設定されており、グループにおけるコア競争力の維持・強

化が人員削減計画の中でも意識されて計画が策定されていることを確認した。 
最後に、本章の含意として、短期的経営タイプの企業では従業員はより「費用」として

扱われる側面が強く、長期的経営タイプの企業では従業員はより「資産」として扱われる

側面が強いと理解できることを述べた。 
 第 4 章では、M&A における人員適正化の実行段階において、各グループが統合後に必要

な人材の確保どのように行っているかについて検証した。各グループによって人材マネジ

メントの特徴や重要視する人材の基準が異なっており、人材マネジメントの戦略や方針の

違いが人員削減実施における退出人材およびリテンション人材の選別に反映していた。ま

た、「ハイタレント」重視の P グループ、「安くて長持ち」重視の Q グループ、「適材適所」

の R グループという人材マネジメントの特徴を確認するとともに、各グループの人材マネ

ジメントの違いは利益のアプローチの違いであることを確認した。「ハイタレント重視」の

P グループは、高業績人材による組織を作ることにより企業利益の増大を図っていた。「安

くて長持ち」の Q グループは、人件費を安定化させて売り上げを伸ばすことで利益を増大

させるアプローチであった。「適材適所」の R グループは、属人化した業務や固有業務の運

営に関心を置き、かかる業務の知識・スキルを持つ人材の確保を必要なコストと考え、統

合後の業務の円滑な展開を優先していた。 
次に、中期的な経営タイプの Q グループの下で行われた人員適正化の実行プロセスを検

証し、多様な人員削減施策が展開されている等、むしろ日本的な実行プロセスとなってい

たことを確認した。しかし、人材マネジメントの方針が Q グループと異なる P グループ下
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の E 社で適用されていたパフォーマンス評価基準による SLSP 制度を踏襲し M&A⑤の人

員削減を実施したため、人員適正化実施後の組織において Q グループが本来意図していな

かった従業員の平均年齢の急上昇が見られ、Q グループの人材マネジメントと実際の人員

適正化施策に不整合があった可能性があることを確認した。 
第 5 章および第 6 章では、外資系企業の成果主義といわれるペイフォーパフォーマンス

(PFP)に基づく成果主義報酬システムの一つである「変動賞与(variable bonus)」の仕組み

の分析を中心に、各グループの経営戦略と PFP の関係を検証した。 
第 5 章では、各グループの変動賞与制度の設計を中心に検証し、特に、X 社から P グル

ープへの移行にあたり、PFP が従来の職能資格制度の代替原理として導入されたことを確

認した。PFP においても、成果を出す前提としてのポテンシャル(能力)も重視されていたが、

能力に報酬を与えるのではなく、能力がある者にはチャンス(機会)を与え、そのチャンスを

生かして成果を出した者に高い報酬を支払うことが PFP であった。 
次に、PFP の組織業績との連動性につき、各グループの会社業績指標の設定と、会社業

績の結果が変動賞与ファンドの増減にどのように反映しているかを対比し、ここでもグル

ープごとに重視する利益指標の違いが、会社業績指標の設定の特徴にも反映していること

を確認した。P グループは短期的経営スタイルに整合する純利益重視の指標を選択し、中期

的経営タイプの Q グループは売上高を中心とする業績指標とし長期的かつ安定的な利益を

もたらす販売チャネルの拡大・強化を目指す事業戦略に整合していた。R グループは売上げ

と収益のバランスを取った業績指標を定めていたが、各グループの中で最も長期的な業績

指標となっていた。さらに、PFP の個人業績との連動性につき、変動賞与の個人への分配

の仕方の特徴を P、Q グループ間で比較したところ、P グループでは、業績評価が上位の者

と下位の者の間で報酬格差を大きくつける仕組みと運用であったのに対し、Q グループで

は、P グループのような大きな報酬格差をもたらさない運用が行われていた。 
最後に、2 つのグループ間で確認された差異に対する分析として、「ハイタレント人材」

を重視する P グループの PFP が、パフォーマンス評価において従業員個人の業績に強く焦

点を当て、高業績者と低業績者を峻別する方向で作用しているのに対し、「安くて長持ち」

重視の Q グループの PFP が組織業績を重視し、一部の高業績者よりも実務を中心的に担当

する多数の従業員のモチベーションを重視する方向に作用していると解釈できることを述

べた。 
第 6 章では、P、Q グループのセールスの変動賞与の支給実態とファンド管理の分析を通

して、従業員のインセンティブと人件費管理のマネジメントを検証した。 
P グループでは、個人業績に対するデジタルな支給基準を用いて高業績者に強いインセン

ティブが働く報酬システムとし、個人単位で大きな成果を引き出す仕組みとなっていた。

実際の支給実態にも高業績者と低業績者の間で大きな格差が生じていて、パフォーマンス

評価の上位と下位の従業員を峻別する P グループの人材マネジメントに整合していた。Q
グループは組織業績の達成を重視し、変動賞与の支給総額を予算管理したうえで企業業績
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や部門業績の達成状況に応じてセールス部門の変動賞与ファンドの増減率を大きく配分す

ることにより、組織業績達成への貢献に対するモチベーションを喚起する仕組みに変更し

た。また、個人への支給率配分の実態は、中央化傾向の強い支給率分布になっていて、一

部の従業員に焦点を当てることよりも平均的な多数の従業員のモチベーションを重視する

Q グループの人材マネジメントに整合していた。 
さらに、二つのグループの変動賞与ファンドのコントロールに関する会計処理の考え方

の違いも、グループごとに重視する利益指標を踏まえたものであることを確認した。そし

て、セールスの変動賞与の検証を通じて、各グループの利益のとらえ方と人材マネジメン

トの考え方、および HRM システムとしての変動賞与の仕組みが整合していることが確認

できることを述べた。 
第7章では、M&Aにより経営主体が交代する中で行われた従業員の雇用・処遇の変化が、

従業員にどのような影響を与えたかについて、従業員側の視点から分析した。 
M&A⑤から約 4年経過した頃に日本のQグループ全体で実施された従業員意識調査から

は、P グループ時代から Q グループの M&A⑤の間に頻繁に実施されたリストラがしこりと

なって、E 社従業員の会社の長期雇用に対する信頼感が低下していると考えられることを述

べた。また、変動賞与に対する従業員の反応として、P グループの短期的でデジタルな変動

賞与では、従業員が個人の利益を優先し短期的な行動を取ることを誘発してしまうような、

成果主義報酬の弊害が確認された。一方、中期的経営に分類した Q グループの変動賞与は、

個人の業績評価において数値に表れない努力や貢献を評価する仕組みを取り入れ、個人業

績よりも組織業績を重視していたことを確認した。そして、結果だけでなく努力や姿勢を

評価する中長期的な経営に対して、従業員は「安定性」や「安心感」と受け止め、従業員

の行動も長期的コミットメントで応えるようになるであろうことを述べた。 
最後に、P、Q グループの変動賞与の会社業績指標の年度ごとの達成状況推移を比較し、

Q グループが 2004 年から 2011 年までの中長期の期間にわたって安定して高い達成率を見

せていることから、長期の契約を扱う生命保険会社における人材マネジメントは、短期的

な P グループ流よりも中長期的な人材マネジメントがフィットしていると考えられること

を述べた。 
 

2. 本論文の主要な結論 
 
表 6-1 は、各章の検証を通じて確認できたグループ間の財務的性格、国際経営、人材マネ

ジメント、HRM システムの特徴を対比したものである。各グループの比較をもとに、本論

文の主な結論を示す。 
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表終-1 グループ間の財務的性格、国際経営、人材マネジメント、HRM システム比較 
企業グループ P グループ Q グループ R グループ 

財務的性格 

利益を追求する期間 

重視する期間収益 

 

 

 

重視する利益指標 

短期的経営タイプ 

四半期単位 

米国会計基準のネットインカム

(一時的な利益と継続的な利益を

区別しない) 

 

ROE 

中期的経営タイプ 

1 年単位 

米 国 会 計 基 準 の Operating 

Income (キャピタルゲイン/キャ

ピタルロスの発生により毎年の

利益にブレ) 

プロフィット・マージン 

長期的経営タイプ 

数年単位  

Adjusted Operating Income 

(Operating Income を修正した、よ

り継続的な利益。Q グループ独自

の指標) 

ROE/AOI 

 

グループの中心母体

となる業種 

メーカーとして出発し、金融を含

む事業多角化を推進 

損害保険事業から出発し、生命保

険事業も展開 

生命保険事業 

国際経営のタイプ 世界志向(中央集権的) 現地志向(現地主義) 現地志向(現地主義) 

国際経営戦略 変化への対応 

「人材」がコア・コンピテンシー

グローバルレベルの人材の活用 

人材(リーダー)の発掘・開発 

高業績者の組織化による業績の

拡大 

 

商品開発力にもとづく販売チャ

ネルの拡大・強化 

コストの安定化と売上げの拡大

による収益の確保 

販売チャネルの差別化/対話型コミ

ュニケーションによるニード販売  

販売チャネルの高能率/間接コスト

の効率化 

HRM システムの特

徴 

 

リーダーの発掘と開発 

キャリア開発を会社がサポート 

ビジネススキル中心の能力開発

エンプロイアビリティ 

外部採用 

ジョブポスティング 

 

会社主導の配置(適正配置) 

人事部門が従業員の情報を収集 

商品・販売に関する能力開発 

生命保険の知識・スキル 

外部採用と新卒採用 

ジョブポスティング 

欠員に対する補充(採用とジョブポ

スティング) 

面接による適性確認(適正配置) 

販売チャネルの差別化を担う人材

の育成 

外部採用 

ジョブポスティング 

人材マネジメント ハイタレント人材を重視 

高業績者のリテンションと低業

績者の排出 

普通の人材が長く働く(安くて長

持ち) 

セールス部門の人材を重視 

平均的な多数の従業員を重視 

低業績者を降グレード・降給によ

り一定程度内部で吸収 

適材適所(固有業務の知識・スキル

の保存)と職務等級による人件費管

理 

低業績者を降グレード・降給によ

り一定程度内部で吸収 

セールス部門は独立した人材マネ

ジメント 

 

人員適正化 パフォーマンス基準による人材 年齢・報酬水準による人材選別 適性評価、知識・スキルによる人
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選別 

人員削減期間：1 年(M&A④) 

SLSP 基本の削減方法 

 

 

人員削減期間：2 年(M&A⑤) 

グループ内異動等複数の削減方

法 

材選別 

人員削減期間：5 年(M&A⑦) 

グループ内異動等複数の削減方法 

 

変動賞与 純利益(短期的)重視の業績指標 

単年度の業績指標 

個人業績に焦点 

 

 

デジタルに定まる支給基準 

個人間格差の大きい配分(ハイリ

スク、ハイリターン) 

セールス：ファンド管理撤廃 

売上(長期的)重視の業績指標 

単年度の業績指標 

組織業績を重視 

会社業績・部門業績によりファン

ドが増減 

主観的評価を加味した支給基準 

中央化傾向の強い個人配分(大き

な格差をつけない) 

セールス：ファンド管理復活 

バランス重視(長期的)の業績指標 

持続的な業績指標 

持続的な組織業績を重視 

会社業績によりファンドが増減 

 

―個人への配分は未検証― 

出所：E 社内部資料および関係者へのインタビューをもとに筆者が作成した。 
  
結論 1. 外部市場に向けた戦略と HRM の垂直的適合性、HRM 施策間の水平的適合性 

 
 P グループは「変化への対応」が経営戦略であり、変化に対応できる人材をコア・コンピ

テンシーと認識し、人材マネジメントを経営戦略の柱に置いていることから、経営戦略と

人材マネジメントの関係は一体的であり、戦略と HRM システムの間には強い垂直的適合

が確認された。つまり、P グループの重要な戦略の一つはグループワイドに活躍するリーダ

ーを輩出することであり、その HRM システムは、すでに検証してきたとおり優秀人材の

発掘と開発に資するものとして位置づけられていた。 
 Q グループの経営戦略は商品開発に基づく販売チャネルの拡大・強化であり、人材マネ

ジメントの特徴は人件費の安定化とセールス部門への人材配置を重視し売上げに拡大を図

るものであるが、戦略とHRMシステムを観察することからだけでは、必ずしも戦略とHRM
システムの適合性を確認することはできなかった。また、R グループに関しても、対面販売

力を生かしたニード販売による販売チャネルの差別化という経営戦略と、伝統的な職務等

級制度に基づく人件費管理の中での適正人材の確保・育成という人材マネジメントの間の

適合性は、外観から直接的に確認することはできなかった。 
 一方、HRM 施策間の水平的適合性に関しては、各グループの検証を通じて、それぞれの

HRM がコンフィギュレーショナルなシステムとして構成されていることが分かった。 
P グループは、グローバルに人材開発を進める人材マネジメントの方針の下で、グループ

共通の HR ポリシーと HRM システムを各国子会社に移転していたが、採用・昇進・配置、

昇給・降給、能力開発、評価等の HRM 諸施策は、人材をパフォーマンスで峻別する観点

で一貫したものとなっていた。外部労働市場からハイタレント人材を獲得するため市場主
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導型の報酬設定、パフォーマンス本位の昇格・昇給、パフォーマンスに応じて報酬格差が

大きい変動賞与の仕組みと運用実態、下位評価者への厳格な対処などの組合せが、高業績

者への報償とリテンションを実現し、かつ低業績者の排出を促進する人材マネジメントの

重要な要素を構成していた。 
 Q グループ下の E 社は、P グループの人事諸制度の基本的な枠組みを踏襲し、ペイフォ

ーパフォーマンス原理やブロードバンドなグレードシステム等人材マネジメントの基盤は

アメリカ型を継承したものの、グループ共通の HR ポリシーや HRM システムを持たない

従業員政策の現地主義にあって、日本型の人事制度や人事慣行が大幅に取り入れられ、ハ

イブリッドな HRM システムに変容した。職位手当導入による報酬の下方硬直性への対処、

会社主導の人事異動の実施、新卒採用の復活と役職定年制度の導入などは内部労働市場中

心の日本的な HRM システムの特徴であった。また、評価制度や評価を反映した変動賞与

制度の運用に関しても、従業員の多数のモチベーションを重視した運用を行う等、日本的

な HRM システムの運用が見られた。なお、特に 2006 年度以降に行われた新卒採用につい

て他の HRM 施策との整合性を検証したところ、P グループや R グループと異なり、昇給

の仕組みが新卒採用に代表される若手人材のコミットメントの確保を通じた人材育成に適

合したものとなっていることが分かった。 
 R グループに関しては、他の 2 つのグループのように個別データの分析に基づく検証を

行っていないが、制度面においてアメリカの伝統的な職務等級制度とペイフォーパフォー

マンス原理が導入され、それらの HRM システムと矛盾するような人事施策や慣行は調査

の範囲では観察されておらず、HRM 施策間の整合性が担保されていると考えられる。 
 以上から、戦略と HRM システムの間の垂直的適合性に関しては、少なくとも Q、R グ

ループについては、Ferris et al(1999)が指摘したように、企業が設定している重要な戦略

だけに焦点を当てて組織の外側から見える戦略があたかもその企業の戦略そのものである

と扱うアプローチからは、企業の戦略と HRM システムの真の関係は見えてこなかった。 
HRM 施策間の水平的適合性に関しては、グローバル統合と現地適応の二重のプレッシャ

ーの下で国際経営のスタイルに応じた整合性の担保が確認された。すなわち、中央集権的

でグループ共通の HR ポリシーや HRM システムを展開する P グループは、公式のコント

ロールシステムを通じたグローバル統合の働きかけが強く、現地適応のプレッシャーの程

度にかかわらず HRM 施策間の整合性が維持されている。現地主義の Q グループは、グル

ープ共通の HR ポリシーなど特に無く、国際経営において人材マネジメントに対するグロ

ーバル統合の圧力が殆ど無いことから、ちぐはぐな形のハイブリッド化ではなく徹底した

現地適応により日本型の整合性を持った HRM システムを構築していた。同じく現地主義

のRグループについては、アメリカ親会社の職務等級制度を現地子会社に移転することで、

職務等級制度の運用を通じて厳格な人件費管理を実現するという R グループの人材マネジ

メントの国際的な整合性を担保しているのである。 
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結論 2. 財務的性格と業種および多角化の進展状況との相関性 
 
 各グループ間に見られた財務的性格(利益を追求する期間、重視する期間収益・利益指標)
に関する差異が、グループの出身母体の業種の違い、およびグループによって事業の多角

化の進展状況が異なることとの相関性が確認された。 
 アメリカのメーカーとして出発した P グループでは、多くのアメリカ企業が四半期業績

を重視する伝統を反映し短期的な利益を追求するグループであった。また、他業種にわた

って事業展開を行うコングロマリットであることから、期間収益としては純利益(ネットイ

ンカム)を重視し、業種によって売上げ数値の意味するものが異なる財務諸表のトップライ

ンよりもグループ全体の収益を表すボトムラインを中心とした経営が行われていた。した

がって、マーケットにアピールする成果は ROE であり、目標の ROE を達成するため、収

益を上げる手段としては売上げ拡大や事業費の抑制等あらゆる手段が用いられる。 
 損保事業として出発した Q グループの利益をとらえる期間が 1 年単位であることは、損

保商品の多くが 1 年単位であることと相関している。期間収益の OI(Operating Income)、
利益指標のプロフィット・マージンは 1 年単位で利益をとらえることに適した指標であっ

た。また、国際的な商品開発力をベースに保険販売高を拡大する基本的な戦略の下で、販

売チャネルの拡大・強化を通じて売上げを伸ばすことと事業費を安定化させることによっ

て収益を上げるビジネスモデルであり、保険事業を中心としたコングロマリットである Q
グループにおいては、P グループと異なり、マーケットに対して売上げの伸びで成長をアピ

ールすることが容易であることから、グループとして売上げの拡大を重視するオペレーシ

ョンになっていた。OI やプロフィット・マージンは財務諸表のトップラインである売上げ

を拡大することで増加させることができる指標であり、販売高の拡大と事業費の安定化が Q
グループの経営の核であった。 
 R グループでは、トップラインが影響する AOI とボトムラインの ROE の双方のバラン

スを重視しており、P、Q グループのように極端な財務的性格は見られない。しかし、R グ

ループの独自の指標である AOI(Ajusuted Operating Income)は、短期的な業績をそのまま

正味の業績と認識せず、独自の調整基準で評価を修正する堅実経営を志向している158。こ

れは、R グループが一貫して生命保険事業中心に事業展開し、異業種に多角化していないこ

とが影響している。生命保険は終身保険等長期的な保障を行う契約が多く、保険会社の収

益力は、当年の利益も重要であるが、5 年後、10 年後、30 年後等の将来の利益を視野に入

                                                   
158 たとえば、金利感応度が高い貯蓄性の保険料一時払い商品の販売が急増すると保険料収

入が増加し収益向上につながる一方、将来、競争相手がより利回りの良い商品を売り出し

た場合には、顧客が他商品に乗り換えることにより資産が一気に流出すリスクも抱えるこ

とになる。このようなリスクをできるだけ取り込まないために、予め業績評価においては

一時払い保険料を 10 分の 1 に換算した数値を正味の業績とカウントする等、販売チャネル

に対する一時払い商品販売のインセンティブを減殺するとともに、会社としても一時的な

収益の増減を調整した業績として認識している。 
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れる必要があり、トップライン、ボトムラインのバランスのとれた収益力が重視される。

また、利益の追求期間が数年単位と長期的であることも、生保事業の特徴と相関している。 
 
結論 3. 財務的性格と人材マネジメントの整合性(組織内部の戦略との垂直的適合性) 

 
 結論 1.で述べたとおり、人材マネジメントが経営戦略の柱に置かれる P グループに関し

ては、経営戦略、人材マネジメント、HRM システムそれぞれが、「人材の発掘と開発」と

いう観点から整合した仕組みとして構築されていることが確認できたが、Q、R グループの

外部に向けた経営戦略と HRM システムの関係は必ずしも明らかではなかった。しかし、

各グループの財務的特徴と人員削減施策や変動賞与等具体的な HRM 施策の整合性を確認

することで、Q、R グループにおける経営戦略と HRM システムの関係が確認できるととも

に、P、Q、R グループの財務的性格の差異が明確に確認された。 
 四半期単位で短期的利益を追求する P グループに関しては、M&A における人員適正化施

策においても人件費の削減期間は 1 年間と短期であったし、変動賞与の会社業績指標は短

期的収益を示す純利益が重視されており、HRM 施策の確認からも P グループが短期的経営

タイプであることが明確に確認できた。 
一方、Q グループは利益を追求する期間は 1 年単位のため短期に利益を追求する側面が

窺えるものの、HRM 施策の確認から P グループとの類似点よりも、むしろ長期的な R グ

ループとの類似点が多いことが確認できた。たとえば人員適正化施策に関しては、人員削

減期間こそ R グループの 5 年間と比べると 2 年間という短期間であるものの、人件費削減

方法を複数用意する点やグループ内の異動・配置転換を活用している点では R グループと

同じであり、日本企業に見られるリストラ時の対応と同様であった。また、P グループが低

業績者に対して外部への排出圧力が高いのに対し、Q、R グループはグレードの降格や報酬

水準の降給により内部で吸収する傾向がある点においても類似している。また、雇用調整

における人材選別に年齢基準や報酬基準を選択する点からは、若手を重視するとともに残

った従業員多数の長期的な企業コミットメントを重視していると解釈できるし、変動賞与

の会社業績指標で「売上高」指標の比重が高いことも長期的な収益を重視していることが

確認できる。したがって、総合的に見て Q グループの財務的性格は P グループよりも長期

的で、R グループよりも短期的な「中期的」経営タイプであると性格付けられる。 
R グループに関しては、数年単位で利益をとらえる経営姿勢であることや、期間収益にお

いて一時的収益を調整して評価する業績指標の設定、人員適正化における削減期間が長期

に設定され短期間の削減よりも従業員の適性や固有知識の有無等の把握に時間を割いてい

ること、また変動賞与の会社業績指標が営業社員の育成のように時間がかかる指標を設定

している等、財務的性格および HRM システムと HRM 施策の確認から各グループの中で

最も長期的経営タイプであることが確認できた。 
このように利益をとらえる「期間」の違いで各グループの財務的性格を分類することか
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ら分かることは、各グループの人材マネジメントがその財務的性格、すなわち組織内部の

戦略である利益の上げ方と整合しているということである。 
異業種の事業部門により構成されるコングロマリットである P グループでは、事業部門

によってビジネス上の自社の強みや競争環境が異なり、全事業部門が同じやり方で収益を

上げられるわけではないだろう。さらに、短期に利益を上げ続けることが求められること

から、事業部門ごとにあらゆる手段を用いて利益を上げる工夫と努力が必要である。E 社の

事例においても効率性追求のための雇用調整が頻繁に行われていたが、収益目標の達成の

ために行われる側面もあった。また、セースルの変動賞与に関する米国会計基準の活用は、

財務部門と人事部門の連携により生まれた工夫であった。 
このように、P グループのマネジメントには、さまざまな状況の下で純利益(ネットイン

カム)を上げることが求められ、その要求に応えられる人材がリーダーとなる。多業種の事

業部門からなる P グループのリーダーは、特定のビジネスの知識や経験よりも、異なるビ

ジネスや環境の下でも目標を達成する能力が重視され、汎用的なリーダーシップが重視さ

れる。異業種のコングロマリットがグループ全体として利益を上げるには特定の方程式は

存在せず、事業部門の特性や事業環境の変化等に応じた経営判断を行う人材がカギになる

ため、P グループの HRM システムは従業員「個人」に焦点を当てた採用、能力開発、評価、

報酬制度により組み立てられていた。また、このような P グループにはグローバルに人材

を発掘・開発するメカニズムが適しており、そのメカニズムを作るうえで、グループ全体

で共通の HRM システムを敷衍できる世界志向で中央集権的な国際経営のスタイルが適し

ている。 
Q グループには、現地志向・現地主義の国際経営タイプであることも反映して、P グルー

プのようなグローバルに共通した HRM システムは見られないものの、Q グループの利益

の追求の仕方と人材マネジメントの関係は以下のとおりである。すなわち、1 年単位で期間

収益をとらえる Q グループは、収益を売上げと事業費の差額ととらえ、グローバルな商品

開発力と販売チャネルの拡大・強化を基盤にグループの売上げの増大を図り、一方で事業

費の安定化によって収益を確保する「入るをはかりて出るを制す」が利益の方程式となっ

ている。保険ビジネスの事業費の中では、人件費は大きな比重を占めるから、人件費の安

定化のために「安くて長持ち」を重視した人材マネジメントが適合している。「長持ち」の

ためには従業員の長期的な企業コミットメントを重視し、Q グループの人材マネジメント

は一部の高業績社員よりも従業員多数のモチベーションを重視するものになっていて、個

人業績よりも組織業績の達成とそれに向けた貢献意欲の喚起を図る仕組みとなっていた。 
R グループに関しては、P、Q グループのような極端な特徴は見られないが、財務諸表の

トップラインとボトムラインの双方を同程度重視し長期的な利益を追求する点は、総合的

な経営体力を重視する国内生保に近いといえる。人材マネジメントに関しては Q グループ

との類似点が多い。商品開発力と販売チャネルによって売上げを伸ばす Q グループに対し

て、R グループは販売チャネルの品質の差別化で売上げを伸ばす経営戦略である。人件費の
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管理はアメリカの伝統的な職務等級制度であり、狭い区分の等級を持つ職務給制度により

コントロールしている。個人業績と組織業績のいずれを重視するかについては具体的なデ

ータに基づいた実証はできなかったが、変動賞与の会社業績指標の一つである営業社員の

育成に関しては、いろいろな部署の従業員が直接間接的に寄与することができる指標であ

る点など、組織業績を重視する人材マネジメントであることが推察される159。 
 
3. 本論文の含意 

 
本論文の調査を通じていくつかの重要な発見があり、その中には HRM 施策間の水平的

適合の重要性を示すもの、すなわちコンギギュレーショナル・アプローチの妥当性を示す

発見もあったが、本論文の意義は、これまでのコンティンジェンシー・アプローチの研究

からは十分に説明できていない、戦略と HRM システムの間の垂直的適合に関する新たな

視角を提示している点である。 
本論文の目的は、これまでの戦略的人的資源管理論(SHRM)を踏まえつつも、従来の研究

が関心を向けてこなかった組織内部の戦略である「利益の追求の仕方」と HRM システム

の整合性の分析を通して、グローバル企業の経営戦略と人材マネジメント(HRM)の関係を

明らかにすることであった。そのために、第 2 章「先行研究レビュー」で述べたとおり、

従来の SHRM 研究では直接的に取り上げられてこなかった「期間」の観点から、短期的な

経営か長期的な経営かという「期間」に基づく企業経営の類型化を行い、戦略と HRM シ

ステムの間の垂直的適合に関する新たな考察を示した。 
前節で述べたとおり、調査対象企業をめぐる M&A の変遷に登場したアメリカの 3 つの

MNCs に関して、その企業グループの財務的性格を短期的、中期的、長期的に分類するこ

とができ、財務的性格の違いが各グループの人材マネジメントの特徴に反映され、それぞ

れの財務的性格に応じた HRM システムまたは HRM 施策が採用されていること、すなわ

ち財務的な戦略と HRM の間の垂直的適合性を示し、SHRM の戦略概念に財務の側面とし

ての「期間」を加えることの意義を明らかにした点において、従来の SHRM 研究に対して

本論文が貢献するところである。 
これまでの SHRM 研究、特にコンティンジェンシー・アプローチに関しては、企業間の

HRM の違いが戦略の違いによるものであることを証明できていないという問題があった。

その理由として、従来の研究におけるポーター流の戦略類型を起点に戦略と HRM の整合

性を論じることの限界が指摘されていた。 
特に、Ferris et al(1999) あるいは Chadwic & Cappelli(1999)は、従来の戦略概念が、組

織の外部から観察される特定の戦略に特定しすぎていること、加えて、企業を取り巻く環

境が動的である中で戦略も変化しうるものであるにも関わらず、企業の戦略を静的なもの

                                                   
159 R グループには”For LP(Life planner)”というグループ内用語があり、すべての従業員は

営業社員(ライフプランナー)の成功を考え、支援する企業風土であることが強調されている。 
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と扱う誤りを犯していると指摘したが、従来のコンティンジェンシー・アプローチの立場

からはこの点について十分に答えられていない。 
一方、Ferris et al(1999)が主張するように「多数の戦略的要素を含む連続体」として戦

略を捉えたとしても、市場においてどのように競争するかという外部市場に向けた戦略を

細分化したり緻密に読み解いたりすることにより、戦略と HRM の関係が明らかになると

は限らない。もちろん、P、Q、R グループのコア競争力をもとにポーター流に各グループ

の事業戦略を類型化し、P グループをリーダーシップ開発による差別化、Q グループを国際

的商品開発力と販売チャネルの多様化による差別化、R グループを独自の営業社員チャネル

による対面販売でコミュニケーションを重視したニード販売による差別化というように、

それぞれを抽象的に「差別化戦略」であると認識したところで、各グループの採用する HRM
システムや HRM 施策が大きく異なっている理由の説明はできない。しかし、各グループ

の「差別化戦略」を具体的な戦略に降りて分析したとしても、Q グループにおける売上げ

拡大戦略と人件費コントロールの HRM システムの関係、また R グループにおける対面販

売力の強みを生かした販売チャネル戦略と伝統的な職務等級制度による人件費の厳格なコ

ントロールの関係については、外部市場に向けた事業戦略と HRM システム、業績状況を

分析することからだけでは明らかにはならなかったのである。結局、企業の外側から見え

る戦略を掘り下げるだけでは、戦略と HRM との真の関係は見えてこない。 
本論文では、企業の財務的性格の違いに基づく、利益をとらえる「期間」に対する企業

ごとのアプローチの違いという視角から企業の財務的な戦略と HRM の整合性を検証する

ことにより、企業のコア競争力を引き出す従業員をどのように利用して利益を上げるかと

いう組織内部の戦略に対して人材マネジメントが従属的な関係にあることを示した。 
P グループが E 社の変動賞与に会社業績指標を導入する際に二案を検討したが、結局純

利益を重視する指標を採用したことは、P グループの利益の追求の仕方と HRM 施策の間の

一貫性を重視し、従業員の報酬制度においても純利益を追求するメッセージを送ることで、

従業員の意識や行動を純利益向上に向けるためである。また、M&A⑤の人員削減施策にお

いて Q グループが年齢要素を考慮しない P グループ型の SLSP を実施したために、1 年後

に Q グループが意図していなかった人員構成になったことへの対処に迫られたのは、Q グ

ループが利益を上げるうえでは、若手を中心に長期的なコミットメントを確保できる組織

が基盤であったからである。Q グループの利益の追求の仕方に合致しない HRM 施策は、

かえってその企業の利益を損なうことになりかねない。 
このような分析からは、財務的戦略と HRM の関係は、「HRM は戦略によって規定され

る」関係性が強いという結論が導かれることになる。つまり、探求型、防衛型、分析型(Miles 
& Snow 1978)、差別化、低コスト、集中化(Porter 1985)という事業レベルの戦略概念から

だけでは明確にならなかった戦略と HRM の関係は、企業が利益を追求する「期間」の違

い－財務レベルの戦略と HRM システムの間の整合性を確認することにより、HRM が財務

的戦略に対して垂直的に適合していることが明らかになったのである。さらに、財務的戦
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略に焦点を当てて企業の HRM システムを分析することで、財務的戦略に応じた人的資源

「管理」の仕方、主に人件費のコントロールの仕方の違いが見えてくる。 
P グループでは、ハイタレント人材を獲得し高業績者に報いるために支払う報酬はマーケ

ット水準を意識し、競合他社に採用されたり引き抜かれたりしないような十分な水準を支

払うことを惜しまない。一方で、下位の 10%を常に排出すること、組織の効率性の追求と

収益率の確保のために人員削減の機会を探りながら人件費のコントロールを行っている。Q
グループの人件費コントロールの方法は、報酬水準が安くて長持ちするように、外部労働

市場で競合が少ない「普通の人材」を採用・維持する。R グループは伝統的な職務等級の厳

格な運営がコントロール手段になっている。また、Q、R グループともパフォーマンスの低

い従業員への対処は、組織の内部で降グレードや降給を中心にコントロールする。 
SHRM の根底には、企業がどのような人的資源戦略を採用するかという問題がある。人

的資源は「資産」であるとともに「費用」でもあった。つまり人的資源戦略は、人的資源

を事業戦略展開のためにどのように「資産」として活用するかという問題と、人件費のコ

ントロールとしてどのように「費用」として扱うかという問題の二つの側面を有している

のである。P、Q、R グループが事業戦略としては差別化戦略で共通に類型化されたとして

も、組織の内部で費用である人件費をどのように扱うかに関しては、事業戦略とは異なる

別の類型が必要である。本論文ではこれまでの検討を通じて、企業の経営戦略には外部市

場に向けた事業戦略とは別に組織内部の管理の戦略、すなわち利益をどのように上げるか

という戦略があり、その戦略は企業の財務的性格に応じて異なること、そして、企業の財

務的戦略を類型化するうえで、利益を追求する「期間」を尺度に用いる新たなアプローチ

を示すことができた。 
図終-1 は、本論文の成果をもとに、SHRM 論における戦略と HRM の関係を、SHRM の

「資産」と「費用」の 2 つの側面に整理したものである。従来の研究では、戦略と HRM の

垂直的適合に関しては外部市場に向けた戦略と、かかる戦略に応じた従業員の役割行動期

待、そして戦略に沿った従業員の役割行動を促進する HRM システムという構図の中で、

主に「資産」としての人的資源の側面に焦点が当てられてきた。本論文では、これに加え

て人件費のコントロールを戦略的に捉える SHRM の「費用」の側面からも戦略と HRM の

関係を見ることの重要性を述べた。 
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図終-1  SHRM 論における戦略と HRM の関係の 2 つの側面 

 

出所：筆者が作成した。 
 
これまで焦点が当てられてきた外部市場に向けた経営戦略は、企業組織によって表明さ

れたり、外部から観察できたりしやすいものであるが、それは企業を取り巻く環境の変化

に応じて変化したり優先順位が変わったりするものでもあり、HRM システムとの関係も固

定的であるとは限らない。一方、企業の財務的性格は、一般的に外部に表明されるもので

はないし、企業の財務諸表に直接的に現れるものでもないために観察されにくい。しかし、

何をどこでどのように売るかというような競争上の戦略と異なり、その企業の利益の追求

のスタイルは一度構築されると容易に変化しにくい静的な性格であると考えられる。Ferris 
et al(1999)は、動的な企業環境の中、それゆえに戦略も動的であると捉え、競争環境の変化

や組織にとっての優先順位の変化を踏まえて戦略をさまざまな戦略的要素の連続体として

考えるべきであると示唆したが、そうではなく、むしろ、組織内部の静的な戦略である財

務的戦略に関する考察を加えることで、組織にとっての戦略の可変的な性格と不変的な性
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格が明確になり、戦略と HRM の関係をより正確に理解することができるのである。 
 
ところで、検証の対象とした P、Q、R グループは、いずれも検証期間において世界的に

超優良に分類されるアメリカの多国籍企業であったが、調査対象企業 E 社における人材マ

ネジメントの検証と分析からは、短期的経営タイプの P グループ、中期的経営タイプの Q
グループ、長期的な経営タイプの R グループというように分類できた。そして、各グルー

プの HRM システムの仕組みの一般的な比較と、人員適正化施策や成果主義報酬制度の設

計およびマネジメントに関する深度ある分析を通じて分かったことは、短期的経営の下で

は人材は「費用」の側面として扱われやすく、逆に長期的経営の下では「資産」の側面と

して扱われているということであった。 
短期的経営の P グループでは、効率化を追求し頻繁なリストラを実施し、成果主義報酬

制度の一つである変動賞与では従業員のパフォーマンスの高低に対して大きな報酬格差を

つけていた。中期的・長期的な Q、R グループでは、従業員を組織の外に排出するのでは

なく組織の内部に抱え雇用を維持しようとしているし、人員適正化に際してもグループ内

の異動や配置転換等雇用の継続につながる方策を用意する。変動賞与の設計と運営は組織

業績重視であり、パフォーマンスだけでなく数値に表れにくい従業員の努力や貢献も評価

している。 
企業の経営に関する「短期的」か「長期的」かの違いは、単に経済的「交換」の問題で

あるとする見解がある。太田(1994)は、日本的経営とアメリカ型経営を比較し、「経営が一

時的な解雇を繰り返したり、従業員が転職することでキャリアを積んでいくようなアメリ

カ型経営と比べれば、日本の経営者と従業員の関係は、お互いを手段として考えるよりは

目的としてとらえているように見える。しかし、功利的に見えるかどうかは、『短期の交換

か長期の交換か』、『直接的か間接的か』という次元の問題である」と述べている。 
たしかに、組織と従業員個人の関係を経済的交換という概念を用いて企業と従業員の行

動を説明することはできるだろう。しかし、仮に短期的交換あるいは長期的交換と言い換

えたとしても、いずれの交換の仕方にあっても、「企業も労働者も協力して利益を享受する

ことができる(阿部, 2006)」ような組織と従業員の信頼関係を目指すべきであろう。 
 調査対象企業の事例では、従業員は、短期的な経営に対しては長期的な雇用についての

会社への信頼を下げ、また、極端な成果主義報酬の下で個人の利益を優先するような行動

や組織の長期的な収益にそぐわない一部の行動を示した。中長期的経営に対しては、従業

員は組織に対する長期的コミットメントを示し、組織の目指す方向に行動を転換する。 
 企業にとって人的資源が「資産」でもあり「費用」でもある以上、経営者にとって従業

員は「目的」でもあり「手段」でもある。組織と個人の間の信頼関係は互酬性のうえで成

り立っていると考えられるから、従業員をより「費用」として扱えば従業員も組織に対し

てより短期的な行動で応えるし、より「資産」として扱えばより長期的な行動で応えるだ

ろう。 
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 人的資源管理が PM から HRM へ、コントロールからコミットメントへ大きく転換した背

景には、従業員を単に「費用」としてだけではなく、同時に「資産」であると見るべきと

いう人間観の転換があった。コミットメント志向から発展した高業績管理論(HPM)におい

ては、企業(組織)と従業員(個人)の関係は、「交換」を経済的なものから社会的なものに変換

する(Cooke, 2000)ものである。 
 本論文の検討を通じて、企業の経営戦略と HRM を議論するうえで利益を追求する「期

間」の尺度を考慮することの重要性が確認されたことにより、企業(組織)と従業員(個人)の
信頼関係における経済的な交換と社会的な交換の二面性に関する議論を促進させることが

できると考える。 
 
 
 本論文では、調査対象企業をめぐる M&A の変遷を振り返り、複数の外資系企業の経営戦

略と人材マネジメントの関係を確認し、戦略概念に新たに「期間」の概念を持ち込むこと

で、企業の財務的性格と人材マネジメントが整合的な関係にあることを示し、戦略的人的

資源管理論の今後の発展に独自の寄与ができた。しかし、「期間」の概念を用いて類型化し

た企業の財務的性格が、その組織のほとんどの HRM の諸施策や諸慣行において体系的に

観察されるものであるか、あるいは施策や慣行によっては長期的または短期的な性格のも

のが混在する中で、総合的に長期的または短期的な経営タイプの性格付けがなされるもの

であるかについて述べるには至っていない。この点については、今後の議論にあたってさ

らなる調査と検証が期待される。 
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